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第
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節　

社
会
福
祉
行
政
と
実
施
体
制

一
． 

福
祉
行
政
を
す
す
め
る
た
め
の
体
制
整
備

　

一
九
六
〇
年
代
の
高
度
成
長
に
伴
い
社
会
の
各
分
野
で
「
ひ
ず
み
」
が
目
立
つ
よ
う
に

な
っ
た
。
本
市
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
く
、
こ
の
た
め
本
市
で
は
住
宅
、
環
境
、
公
害
、

く
ら
し
、
福
祉
な
ど
の
生
活
問
題
に
率
先
し
て
取
り
組
ん
で
い
っ
た
。

　

福
祉
行
政
の
第
一
線
機
関
で
あ
る
福
祉
事
務
所
は
、
昭
和
四
十
（
一
九
六
五
）
年
当
時

は
6
‐
1
の
と
お
り
民
生
部
に
設
置
さ
れ
て
い
た
。
福
祉
事
務
所
に
は
、
生
活
保
護
法
、

老
人
福
祉
法
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
、
精
神
薄
弱
者
福
祉
法
、
児
童
福
祉
法
、
母
子
福
祉

法
の
福
祉
六
法
を
担
当
す
る
た
め
に
福
祉
関
係
の
三
つ
の
係
と
館
・
園
が
あ
っ
た
。

　

昭
和
四
十
五
年
度
に
は
老
人
医
療
費
公
費
負
担
制
度
、
昭
和
四
十
八
年
度
に
は
乳
児
医

療
費
給
付
制
度
、
昭
和
四
十
九
年
度
に
は
心
身
障
害
者
（
児
）
医
療
費
助
成
制
度
な
ど
医

療
費
を
助
成
す
る
制
度
を
本
市
で
独
自
に
創
設
し
、
昭
和
四
十
年
よ
り
始
ま
っ
て
い
る
市

窓口係
資料係
調査係
消費者行政担当
商工担当
農林係
保険係
年金係
保護係
事務係
福祉係
隣保館
養護老人ホーム和風園

民生部担当

民生部

福祉事務所

保険年金課

商工産業課

市　民　課 ｛
｛
｛

｛
6-1　昭和 40 年度福祉事務所機構図

（出典）「市事務報告書（昭和 40 年度）」
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民
福
祉
年
金
の
充
実
な
ど
と
あ
わ
せ
、
本
市
に
お
け
る
福
祉
を
充
実
す
る
た
め
の
制
度
や
体
制
の
確
立
に
努
め
た
時
期
で
あ
る
。

　

昭
和
四
十
八
年
の
「
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
」
を
契
機
に
経
済
成
長
は
マ
イ
ナ
ス
成
長
と
な
り
、
各
自
治
体
に
お
い
て
は
財
政
危
機
に

見
舞
わ
れ
「
福
祉
の
見
直
し
」
が
始
ま
っ
た
。
本
市
に
お
い
て
も
昭
和
五
十
年
度
か
ら
の
三
年
間
、
巨
額
の
財
源
不
足
に
見
舞
わ

れ
、
財
政
の
健
全
化
を
図
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
な
か
で
も
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
制
度
の
充
実
、
盲
人
（
当
時
）
ガ

イ
ド
ヘ
ル
パ
ー
の
制
度
化
、
赤
ち
ゃ
ん
ホ
ー
ム
の
助
成
、
市
民
福
祉
年
金
の
給
付
額
の
増
額
な
ど
を
行
な
い
、
福
祉
が
後
退
し
な
い

よ
う
に
努
め
た
。

　

昭
和
五
十
年
度
に
は
、
芦
屋
市
社
会
福
祉
協
議
会
（
昭
和
二
十
六
年
度
設
立
）
が
法
人
格
を
得
て
社
会
福
祉
法
人
芦
屋
市
社
会
福

祉
協
議
会
と
な
り
地
域
福
祉
の
充
実
を
め
ざ
し
た
。

　

昭
和
五
十
六
年
度
に
は
、
市
民
部
は
市
民
部
と
福
祉
部
に
分
離
し
、
福
祉
事
務
所
を
部
に
昇
格
さ
せ
、
福
祉
の
拡
充
に
こ
た
え
う

る
体
制
を
整
備
し
た
。

二
． 

在
宅
福
祉
の
重
視

　

昭
和
六
十
（
一
九
八
五
）
年
度
は
、
生
活
保
護
費
な
ど
国
の
地
方
自
治
体
へ
の
負
担
割
合
が
大
き
い
補
助
金
や
負
担
金
の
あ
り
方

が
見
直
さ
れ
、
本
市
の
負
担
が
増
加
し
た
。
さ
ら
に
、
昭
和
六
十
二
年
度
か
ら
は
、
生
活
保
護
を
除
き
社
会
福
祉
の
各
法
は
地
方
自

治
体
が
責
任
を
も
っ
て
事
業
を
行
な
う
団
体
委
任
事
務
と
な
り
、
財
政
負
担
が
さ
ら
に
高
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
、
国
は
「
高
齢
者
保
健
福
祉
推
進
一
〇
か
年
戦
略
（
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
）」
を
策
定
し
た
。
ま
た
、
在
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宅
福
祉
を
推
進
す
る
た
め
に
、
八
つ
の
福
祉
関
係
の
法
改
正
を
行
な
っ
て
整
備
を
し
た
。
本
市
に
お
い
て
も
、
こ
れ
に
基
づ
き
社
会

福
祉
は
、
施
設
へ
の
措
置
か
ら
在
宅
福
祉
の
重
視
へ
と
移
っ
た
。
そ
の
後
、
高
齢
者
福
祉
施
策
は
年
次
ご
と
に
計
画
的
に
充
実
を

図
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

平
成
三
年
度
は
、
保
健
・
医
療
・
福
祉
の
連
携
を
図
る
た
め
に
福
祉
部
に
健
康
課
を
新
設
し
、
保
健
分
野
と
福
祉
分
野
を
統
合
し

た
保
健
福
祉
部
へ
と
組
織
改
正
を
行
な
っ
た
。

　

平
成
七
年
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
遭
遇
し
た
。
在
宅
被
災
者
へ
の
支
援
な
ど
を
行
な
う
た
め
に
市
、
芦
屋
保
健
所
（
当
時
）、

芦
屋
ハ
ー
ト
フ
ル
福
祉
公
社
、
芦
屋
市
社
会
福
祉
協
議
会
な
ど
の
各
機
関
が
連
携
し
、
住
民
の
協
力
を
得
な
が
ら
避
難
所
や
仮
設
住

宅
な
ど
に
お
い
て
き
め
の
細
か
い
支
援
を
行
な
っ
て
そ
の
本
領
を
発
揮
し
た
。

三
． 

将
来
を
見
据
え
た
福
祉
施
策
へ
の
転
換

　

平
成
十
二
（
二
〇
〇
〇
）
年
四
月
よ
り
、
社
会
福
祉
事
業
法
は
社
会
福
祉
法
へ
と
変
わ
っ
た
。
ま
た
、
地
方
分
権
一
括
法
も
施
行

さ
れ
、
社
会
福
祉
関
係
法
は
自
治
事
務
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
各
地
方
公
共
団
体
は
自
ら
の
判
断
と
責
任
の
も
と
に
少
子
・
高
齢

化
対
策
な
ど
福
祉
問
題
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

本
市
に
お
い
て
も
、
財
政
再
建
・
行
政
改
革
が
最
重
要
課
題
と
な
っ
て
い
た
が
、
平
成
十
四
年
に
は
保
健
福
祉
部
に
お
い
て
、
地

域
福
祉
活
動
の
推
進
な
ど
の
た
め
に
地
域
福
祉
課
を
、
子
育
て
支
援
を
進
め
る
た
め
に
児
童
課
を
、
さ
ら
に
障
が
い
者
（
児
）
福
祉

の
充
実
の
た
め
に
障
害
福
祉
課
を
新
設
し
た
。
ま
た
、
高
齢
福
祉
施
策
の
総
合
化
を
図
る
た
め
、
高
年
福
祉
課
に
介
護
保
険
課
を
統
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合
し
て
福
祉
行
政
の
基
盤
を
確
立
し
た
。

　

一
方
、
市
民
参
画
・
協
働
の
推
進
、
震
災
復
興
の
総
仕
上
げ
を
行
な
う
と
と
も
に
、
財
政
状
況
の
健
全
化
と
二
十
一
世
紀
の
新
し

い
芦
屋
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の
取
り
組
み
を
基
本
と
し
た
施
策
も
推
進
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
補
助
金
の
減
額
や
団
体
補
助
金
な
ど
の

見
直
し
、
市
福
祉
金
の
五
〇
％
減
額
、
入
院
生
活
給
付
金
の
廃
止
な
ど
扶
助
費
の
見
直
し
を
行
な
っ
た
。
保
健
や
福
祉
の
分
野
に
お

い
て
は
、
民
間
の
保
健
・
福
祉
関
係
施
設
、
団
体
と
協
同
し
な
が
ら
、
N
P
O
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成
を
図
り
、
地
域
住
民
と
と

も
に
、
平
成
十
四
年
度
よ
り
始
ま
っ
た
第
三
次
芦
屋
市
総
合
計
画
の
「
健
や
か
で
ぬ
く
も
り
の
あ
る
福
祉
社
会
づ
く
り
」
を
め
ざ
す

こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
児
童
扶
養
手
当
制
度
が
平
成
十
四
年
八
月
に
県
か
ら
市
に
事
務
移
譲
さ
れ
、
母
子
家
庭
な
ど
の
自
立
支
援
、

生
活
向
上
を
充
実
さ
せ
た
。

　

市
民
の
健
康
を
保
持
増
進
す
る
た
め
の
成
人
・
老
人
保
健
事
業
、
乳
幼
児
検
診
事
業
な
ど
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
が
担
当
し
て
生
涯

を
通
じ
た
健
康
づ
く
り
を
行
な
っ
た
。
支
援
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
に
対
し
て
は
、
基
幹
型
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
芦
屋
ハ
ー

ト
フ
ル
福
祉
公
社
が
、
各
地
域
に
設
置
さ
れ
て
い
る
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
と
連
携
し
て
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で
生
活
が
で
き
る

よ
う
に
各
種
の
介
護
・
相
談
事
業
を
行
な
っ
た
。

四
． 

市
民
に
行
き
届
い
た
き
め
の
細
か
い
福
祉

　

平
成
十
九
（
二
〇
〇
七
）
年
度
よ
り
質
と
量
と
も
に
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
市
民
の
福
祉
の
ニ
ー
ズ
に
こ
た
え
ら
れ
る
よ
う

に
、
6
‐
2
の
と
お
り
保
健
福
祉
部
を
整
備
し
て
、
職
員
を
配
置
し
て
実
施
体
制
を
確
立
し
て
い
っ
た
。
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平
成
十
七
年
三
月
に
は
、
次
代
の
社
会
を
担
う
児
童
が
す
こ
や
か
に
生
ま
れ
育
成
さ
れ
る
よ
う
に
、「
芦
屋
市
次
世
代
育
成
支
援

対
策
推
進
行
動
計
画
」
が
策
定
さ
れ
、
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
障
が
い
者
福
祉
の
分
野
に
お
い
て
は
、
平
成

十
七
年
に
は
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
が
制
定
さ
れ
、
身
体
障
が
い
者
、
知
的
障
が
い
者
、
精
神
障
が
い
者
の
三
障
が
い
が
統
合
さ

れ
て
一
体
的
な
支
援
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

本
市
で
は
、
保
健
・
医
療
、
福
祉
の
総
合
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
推
進
を
め
ざ
し
、
そ
の
基
盤
と
な
る
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
整
備
、

保
健
セ
ン
タ
ー
機
能
の
充
実
整
備
を
総
合
的

に
実
現
す
る
た
め
「（
仮
称
）
芦
屋
市
保
健

福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
構
想
」
を
平
成
四
年
度

に
策
定
し
た
が
、
着
工
直
前
に
発
生
し
た
阪

神
・
淡
路
大
震
災
に
よ
り
、
や
む
な
く
工
事

中
止
と
な
り
、
厳
し
い
財
政
状
況
に
よ
り
事

業
は
凍
結
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
本
市

が
独
自
で
セ
ン
タ
ー
を
建
設
す
る
こ
と
が
困

難
な
な
か
、
財
団
法
人
木
口
ひ
ょ
う
ご
地
域

振
興
財
団
か
ら
凍
結
し
て
い
た
総
合
福
祉
セ

ン
タ
ー
に
関
し
て
協
力
の
申
し
出
が
あ
り
、

保健福祉部次長
（高齢者対策担当） 福祉公社担当課長

保健福祉次長

生活援護課長

健康課主査

障害福祉担当

健康課長

地域福祉課長 地域福祉課主査

援護担当

生活保護担当

こども担当

精道保育所

打出保育所

専任手話通訳者
くすのきディ・ケアセンター
（すくすく学級）
みどり地域生活支援センター

家庭児童相談員

母子自立支援員

大東保育所

こども課長

保育指導担当

栄養担当

こども担当

子育てセンター

緑保育所

新浜保育所

高年福祉課長 高年福祉主査

養護老人ホーム和風園園長 和風園園長補佐

保健福祉部の機構

障害福祉課長

保健センター担当課長

保育所担当課長

平成19年4月1日現在保健福祉部長

社会福祉施設
担当課長

岩園保育所

6-2　平成 19 年保健福祉部の機構
（出典）「芦屋の健康福祉（平成 19 年）」
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本
市
が
セ
ン
タ
ー
建
設
の
た
め
に
購
入
し
た
用
地
（
あ
し
や
温
泉
部
分
を
除
く
）
を
同
財
団
に
売
却
し
、
同
財
団
が
建
設
す
る
建
物

の
一
部
を
有
償
で
借
り
受
け
る
方
法
で
あ
れ
ば
実
現
可
能
と
判
断
し
、
平
成
十
八
年
度
に
策
定
し
た
「
芦
屋
市
地
域
福
祉
計
画
」

に
も
盛
り
込
み
、
平
成
十
九
年
度
に
「（
仮
称
）
芦
屋
市
福
祉
セ
ン
タ
ー
構
想
」
を
策
定
し
、
実
現
に
向
け
て
取
り
組
ん
だ
。
平
成

二
十
二
年
七
月
「
芦
屋
市
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
が
オ
ー
プ
ン
し
た
。

　

こ
の
セ
ン
タ
ー
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
、
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
、
障
が
い
機
能
訓
練
室
や
誰
も
が
気
軽
に
相
談
で
き
る
窓
口
、
ふ

れ
あ
い
や
交
流
の
場
な
ど
を
設
置
し
、
高
齢
者
や
障
が
い
の
あ
る
人
の
自
立
促
進
に
向
け
た
支
援
を
行
な
い
、
総
合
的
な
保
健
・
福

祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
地
域
福
祉
の
拠
点
と
な
っ
て
い
る
。

　
　

第
二
節　

生
活
保
護
・
低
所
得
者
対
策

一
． 

他
市
に
は
な
い
生
活
保
護
の
動
き　

　

生
活
保
護
法
は
、
憲
法
第
二
五
条
に
基
づ
い
て
国
民
の
「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
保
障
す
る
」
と
と
も
に
、
困
窮

に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
問
題
の
改
善
を
図
っ
て
「
自
立
を
助
長
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
て
い
る
。

　

6
‐
3
の
と
お
り
、
昭
和
四
十
五
（
一
九
七
〇
）
年
度
当
時
、
本
市
に
お
い
て
は
八
五
世
帯
、
一
七
八
人
（
年
度
平
均
）
が
生
活

保
護
を
受
給
し
て
い
た
。
人
口
一
〇
〇
〇
人
に
対
す
る
保
護
率
は
二
・
五
‰
で
あ
っ
た
。
対
前
年
度
比
で
、
八
六
・
二
％
で
あ
り
、
好

三
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景
気
の
影
響
も
あ
っ
て
保
護
率
は
減
少
し
て
い
た
。
当
時
の
保
護
率

の
全
国
平
均
は
一
二
・
八
‰
で
あ
り
、
全
国
と
比
較
を
し
て
も
生
活

困
窮
世
帯
が
非
常
に
少
な
い
の
が
本
市
の
特
徴
で
あ
る
。

　

被
保
護
世
帯
は
、
昭
和
四
十
七
年
度
ま
で
減
少
を
続
け
、
八
二

世
帯
、
保
護
率
二
・
〇
‰
を
底
と
し
て
そ
の
後
は
漸
増
傾
向
に
転
じ

た
。
こ
の
よ
う
な
な
か
で
、
被
保
護
世
帯
の
高
校
在
学
生
に
対
し
て

修
学
金
を
支
給
し
て
自
立
を
支
援
し
、
結
核
予
防
法
に
よ
る
命
令
入

院
患
者
や
障
が
い
者
な
ど
に
対
し
て
年
三
回
の
慰
問
金
品
な
ど
を
贈

呈
し
て
見
舞
い
を
行
な
う
な
ど
、
育
英
資
金
、
医
療
費
の
一
部
助

成
、
交
通
災
害
共
済
掛
金
扶
助
な
ど
、
法
律
で
は
行
き
届
か
な
い
生

活
困
窮
世
帯
へ
の
支
援
を
行
な
っ
た
。

　

昭
和
四
十
八
年
度
か
ら
は
福
祉
事
務
所
の
保
護
第
一
係
に
は
、
査

察
指
導
員
と
生
活
保
護
現
業
員
、
あ
わ
せ
て
四
人
が
配
置
さ
れ
業
務

分
担
を
明
確
に
し
て
生
活
保
護
の
業
務
を
担
当
し
た
。

　

昭
和
五
十
六
年
度
に
は
、「
生
活
保
護
の
適
正
実
施
の
推
進
に
つ
い

て
」
と
い
う
厚
生
省
社
会
局
保
護
課
長
・
監
査
指
導
課
長
通
知
第
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6-3　生活保護率の推移
（資料）「県統計書　年次データ」、「社会福祉行政業務報告」厚生労働省大臣
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一
二
三
号
が
出
さ
れ
、
指
導
監
査
な
ど
を
通
じ
て
保
護
の
運
用
状
況
が
厳
し
く
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
好
景
気
が
続
い

た
こ
と
や
基
礎
年
金
が
実
施
さ
れ
る
な
ど
社
会
保
障
制
度
の
前
進
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
各
福
祉
事
務
所
が
適
正
実
施
に
取
り
組

ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
全
国
で
は
平
成
四
（
一
九
九
二
）
年
の
バ
ブ
ル
経
済
が
は
じ
け
る
ま
で
の
約
十
年
間
、
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
被

保
護
世
帯
数
は
減
少
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。

　

し
か
し
、
本
市
に
お
い
て
被
保
護
世
帯
が
減
少
し
た
の
は
、
昭
和
五
十
八
年
度
ま
で
の
二
年
間
だ
っ
た
。
そ
の
後
は
増
加
傾
向
に

転
じ
、
昭
和
六
十
三
年
度
の
一
二
七
世
帯
、
二
〇
七
人
、
保
護
率
で
は
二
・
三
‰
ま
で
上
昇
し
た
。
平
成
九
年
度
ま
で
の
九
年
間
は

一
一
〇
世
帯
前
後
を
推
移
し
、
ま
た
、
保
護
率
も
最
低
値
の
一
・
八
‰
に
な
る
な
ど
、
生
活
保
護
に
つ
い
て
は
6
‐
3
の
と
お
り
全

国
的
な
傾
向
や
県
の
動
向
と
は
異
な
る
動
き
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
全
国
平
均
よ
り
も
被
保
護
世
帯
数
は
少
な
く
、
財
政
に
占
め
る
扶
助
費
の
比
重
が
相
対
的
に
低
く
、
財
政
的

な
負
担
が
比
較
的
少
な
か
っ
た
こ
と
、
事
務
監
査
に
お
い
て
も
保
護
の
適
正
化
に
関
し
て
ほ
か
の
自
治
体
ほ
ど
厳
し
い
指
導
を
受
け

な
か
っ
た
こ
と
、
生
活
に
困
窮
し
た
市
民
か
ら
の
相
談
件
数
も
多
く
な
か
っ
た
こ
と
が
、
低
い
保
護
率
の
ま
ま
推
移
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。

二
． 

生
活
に
困
窮
す
る
市
民
の
た
め
の
保
護
行
政

　

平
成
七
年
、
本
市
は
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
遭
遇
し
た
。
住
宅
の
倒
壊
や
破
損
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
市
民
の
な
か
に
は
、
生
活

困
窮
者
や
被
保
護
者
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
。
被
災
市
民
の
多
く
は
、
仮
設
住
宅
に
入
居
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
仮
設
住
宅
の
入
居
者
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に
対
し
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
が
巡
回
訪
問
活
動
を
月
一
回
以
上
行
な
い
、
生
活
支
援
、
安
否
確
認
、
各
種
相
談
に
応
じ
る
と
と
も
に
、

恒
久
住
宅
の
確
保
に
向
け
た
支
援
を
行
な
っ
た
。
ま
た
、
芦
屋
市
民
生
委
員
協
議
会
は
震
災
直
後
か
ら
地
区
ご
と
に
安
否
確
認
・
友

愛
訪
問
を
実
施
し
た
。

　

全
国
的
な
傾
向
よ
り
も
遅
れ
て
、
平
成
十
年
度
よ
り
本
市
に
お
け
る
被
保
護
世
帯
は
、
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。
人
口
の
高
齢

化
と
核
家
族
化
、
単
身
者
化
が
進
行
し
、
高
齢
者
が
仕
送
り
な
ど
に
よ
る
家
族
の
援
助
な
ど
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
こ

と
、
離
婚
な
ど
に
よ
り
母
子
世
帯
が
増
加
し
た
こ
と
、
倒
産
や
リ
ス
ト
ラ
な
ど
に
よ
り
長
期
に
わ
た
り
失
業
し
た
中
高
年
者
が
増
加

し
た
こ
と
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。

　

平
成
二
十
年
頃
よ
り
神
戸
市
や
阪
神
間
の
各
都
市
に
お
い
て
も
生
活
困
窮
世
帯
が
急
増
し
、
県
は
全
国
平
均
を
上
回
る
保
護
率
と

な
っ
た
。
本
市
に
お
い
て
は
生
活
困
窮
世
帯
の
出
現
は
比
較
的
少
な
い
と
い
う
特
性
が
あ
る
が
、
平
成
二
十
年
度
末
に
お
け
る
本
市

の
被
保
護
世
帯
数
は
、
三
一
七
世
帯
、
四
三
七
人
、
保
護
率
で
は
四
・
七
‰
と
過
去
最
高
と
な
り
、
そ
の
後
も
増
加
傾
向
が
続
い
た
。

　

平
成
十
九
年
度
の
世
帯
類
型
別
被
保
護
世
帯
は
、
高
齢
世
帯
が
一
四
六
世
帯
（
全
体
の
四
九
・
七
％
）、
母
子
世
帯
は
二
六
世
帯

（
八
・
八
％
）、
傷
病
障
が
い
世
帯
は
一
〇
三
世
帯
（
三
五
・
〇
％
）、
そ
の
他
は
一
九
世
帯
（
六
・
五
％
）
で
あ
る
。
高
齢
世
帯
、
母

子
世
帯
の
増
加
が
著
し
い
が
、
こ
れ
は
全
国
的
な
傾
向
と
同
様
で
あ
る
。

　

格
差
社
会
の
進
行
に
よ
り
、
都
市
部
に
お
い
て
は
今
後
も
被
保
護
世
帯
の
増
加
が
見
込
ま
れ
、
本
市
に
お
い
て
も
例
外
と
は
い
え

な
い
だ
ろ
う
。
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
は
、
一
人
あ
た
り
標
準
担
当
数
の
八
〇
世
帯
を
超
え
る
ケ
ー
ス
を
担
当
し
て
い
る
が
、
被
保
護
者

の
自
立
支
援
の
た
め
に
、
平
成
十
八
年
度
に
は
多
重
債
務
者
の
救
済
と
生
活
再
建
を
支
援
す
る
「
多
重
債
務
者
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
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ム
」
を
、
平
成
十
九
年
度
に
は
就
労
困
難
者
を
就
職
な
ど
に
結
び
つ
け
る
「
就
労
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
策
定
す
る
な
ど
し
て
意
欲

的
な
取
り
組
み
を
行
な
っ
て
い
る
。

　

平
成
十
二
年
四
月
、
地
方
分
権
一
括
法
の
施
行
に
よ
り
国
民
の
最
低
限
度
の
生
活
を
保
障
す
る
生
活
保
護
事
務
は
、
国
の
責
任
が

大
き
い
法
定
受
託
事
務
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
住
民
の
最
低
生
活
を
支
え
る
自
治
体
の
責
任
も
あ
る
。
今
後
と
も
生
活
に
困
窮
し
た

市
民
の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
、
専
門
的
で
効
率
的
な
実
施
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。

　
　

第
三
節　

高
齢
者
福
祉

一
． 

本
市
の
高
齢
者
施
策

　

高
齢
者
の
状
況　
　

わ
が
国
の
高
齢
化
率
（
六
五
歳
以
上
人
口
）
は
、
平
成
十
八
（
二
〇
〇
六
）
年
十
月
、
二
〇
・
八
％
と
な
り

二
十
一
世
紀
初
頭
に
は
ど
の
国
も
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
高
齢
社
会
に
な
っ
て
い
る
。
平
成
二
十
七
年
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
団
塊
の

世
代
」
が
高
齢
期
に
達
し
、
四
人
に
一
人
が
高
齢
者
と
い
う
超
高
齢
社
会
が
到
来
す
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

　

本
市
の
高
齢
化
率
は
、
昭
和
四
十
（
一
九
六
五
）
年
に
六
・
二
％
、
三
九
二
七
人
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
四
十
五
年
に
は
七
・
四
％
、

五
二
一
七
人
に
な
っ
た
。
昭
和
六
十
年
の
国
勢
調
査
で
は
六
五
歳
以
上
の
人
口
が
八
九
一
九
人
と
な
り
高
齢
者
の
割
合
が
市
民

一
〇
人
に
一
人
と
な
っ
て
い
る
。
平
成
二
年
か
ら
、
全
国
の
高
齢
化
率
を
上
回
る
ペ
ー
ス
で
増
加
し
、
平
成
十
七
年
に
二
〇
・
二
％

四
〇
〇
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と
な
り
五
人
に
一
人
が
高
齢
者
で
あ
る
都
市
と
な
っ
た
。
将
来
に
お
い
て
も
平

成
二
十
三
年
に
二
三
・
七
％
、
平
成
二
十
七
年
に
は
二
六
・
七
％
と
、
全
国
の

二
五
・
三
％
を
上
回
る
高
い
率
に
な
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（「
第
四
次
芦
屋
す

こ
や
か
長
寿
プ
ラ
ン
21
」）。
平
成
二
十
年
で
は
二
一
・
八
％
の
高
齢
化
率
で
あ
る

が
、
そ
の
内
訳
の
構
成
比
率
は
前
期
高
齢
者
（
六
五
～
七
四
歳
）
五
三
・
五
％
、

後
期
高
齢
者
（
七
五
歳
以
上
）
四
六
・
七
％
と
な
っ
て
い
る
。
今
後
の
高
齢
者
施

策
は
本
市
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
（
6
‐
4
）。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
迎
え
高
齢
者
が
快
適
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

を
推
進
す
る
た
め
、
保
健
、
福
祉
、
医
療
の
連
携
を
図
り
、
シ
ス
テ
ム
の
充
実
と

施
設
の
整
備
を
進
め
る
な
ど
、
高
齢
者
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
対
策
を
展
開
し
て

き
て
い
る
。
ま
た
、
将
来
に
お
け
る
ニ
ー
ズ
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

老
人
福
祉
へ
の
取
り
組
み　
　

本
市
は
国
の
老
人
福
祉
施
策
に
対
応
し
て

特
徴
あ
る
独
自
の
高
齢
者
福
祉
へ
の
取
り
組
み
を
し
て
き
た
。
昭
和
三
十
九

（
一
九
六
四
）
年
に
結
成
さ
れ
た
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
は
、「
全
町
に
老
人
ク
ラ

ブ
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
健
全
な
ク
ラ
ブ
活
動
の
育
成
に
努
め
た
。
ま
た
、
昭
和

三
十
九
年
十
二
月
に
「
芦
屋
市
立
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
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条
例
」
を
制
定
し
、
昭
和
四
十
年
「
養
護
老
人
ホ
ー
ム
和
風
園
」
を
開
園
し
た
。
そ
れ
ま
で
他
市
へ
委
託
さ
れ
て
い
た
利
用
者
は
、

当
園
に
移
動
し
住
み
慣
れ
た
ま
ち
で
生
活
で
き
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
本
市
で
は
高
齢
者
支
援
を
重
点
的
に
行
な
っ
た
。

　

昭
和
四
十
四
年
に
は
、
社
会
福
祉
の
充
実
を
図
る
た
め
の
基
本
調
査
と
し
て
、
老
人
の
生
活
、
健
康
、
家
族
、
就
労
に
関
す
る
全

面
調
査
を
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
寝
た
き
り
老
人
の
巡
回
相
談
や
診
察
を
広
く
、
も
れ
な
く
行
な
う
よ
う
に
し
た
。

　

昭
和
四
十
九
年
に
阪
神
広
域
行
政
都
市
協
議
会
の
事
業
と
し
て
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
「
な
な
く
さ
白
寿
荘
」
が
完
成
し
、
心
身

上
あ
る
い
は
環
境
上
や
経
済
上
の
理
由
に
よ
り
在
宅
で
生
活
が
困
難
な
高
齢
者
に
適
切
な
介
護
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

高
齢
化
が
進
む
な
か
で
高
齢
者
福
祉
の
重
要
性
が
ま
す
ま
す
高
ま
り
、
高
齢
者
の
生
き
が
い
対
策
の
充
実
を
め
ざ
し
て
、
昭
和

六
十
一
年
に
六
〇
歳
以
上
の
高
齢
者
を
有
す
る
家
族
の
全
世
帯
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
、
寝
た
き
り
高
齢
者
な
ど
の
把
握
に
努

め
、
訪
問
指
導
事
業
を
実
施
し
た
。
高
齢
化
対
策
と
し
て
「
高
齢
化
対
策
調
整
会
議
」
を
発
足
さ
せ
、
昭
和
六
十
二
年
に
は
「
高
齢

化
対
策
中
期
計
画
」
を
検
討
し
た
。
同
年
、「
な
な
く
さ
白
寿
荘
」
に
痴
呆
性
高
齢
者
介
護
棟
が
オ
ー
プ
ン
し
、
本
市
は
入
所
定
員
枠

を
確
保
し
た
。

　

在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
推
進　
　

平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
に
国
が
策
定
し
た
「
高
齢
者
保
健
福
祉
推
進
一
〇
か
年
戦
略
」（
ゴ
ー

ル
ド
プ
ラ
ン
）
は
、
高
齢
社
会
に
備
え
十
年
間
を
見
据
え
て
在
宅
福
祉
の
推
進
を
柱
と
し
た
高
齢
者
対
策
強
化
を
目
的
と
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
本
市
で
は
、
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
や
高
齢
者
世
帯
な
ど
三
〇
〇
〇
人
を
対
象
に
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ

ス
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
高
齢
者
実
態
調
査
を
実
施
し
た
。
調
査
の
結
果
は
、
福
祉
・
保
健
・
医
療
の
各
部
局
か

ら
な
る
高
齢
者
サ
ー
ビ
ス
総
合
調
整
チ
ー
ム
が
高
齢
者
個
々
の
ケ
ー
ス
を
検
討
し
、
情
報
交
換
な
ど
有
機
的
な
連
携
を
図
る
と
と
も
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に
、
寝
た
き
り
の
高
齢
者
な
ど
一
八
〇
世
帯
の
訪
問
実
態
調
査
を
実
施
す
る
な
ど
、
き
め
細
や
か
な
高
齢
者
福
祉
行
政
の
推
進
に
努

め
た
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
本
市
の
高
齢
化
率
は
国
や
県
の
高
齢
化
率
を
上
回
る
ペ
ー
ス
で
増
加
し
て
お
り
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
重

要
性
が
増
大
し
、
家
庭
訪
問
に
よ
る
介
護
相
談
な
ど
の
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
が
ま
す
ま
す
必
要
と
な
っ
た
。
平
成
三
年
に
は
、
高
齢
者

の
増
加
に
対
し
高
齢
化
対
策
中
期
計
画
を
見
直
す
必
要
性
が
高
ま
り
、
新
た
に
「
エ
レ
ガ
ン
ト
あ
し
や
21
長
寿
推
進
計
画
（
第
二
次

高
齢
化
対
策
中
期
計
画
）」
を
策
定
し
対
応
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

ま
た
、
在
宅
福
祉
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
平
成
四
年
に
は
、
在
宅
福
祉
の
拠
点
と
し
て
「
芦
屋
ハ
ー
ト
フ
ル
福
祉
公
社
」（
以
後
福

祉
公
社
：
6
‐
5
）
が
発
足
し
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
事
業
や
高
齢
者
給
食
サ
ー
ビ

ス
事
業
な
ど
を
実
施
し
た
。

　

地
域
高
齢
者
住
宅
計
画
推
進
事
業
の
中
心
的
事
業
と
し
て
の
「
シ
ル
バ
ー
ハ
ウ
ジ
ン

グ
」
も
二
四
戸
完
成
し
高
齢
者
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
の
第
一
歩
と
な
っ
て

い
っ
た
。

　

新
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン　
　

平
成
六
年
、
全
国
の
高
齢
化
率
は
、
予
想
よ
り
早
く
一
四
％

を
超
え
高
齢
社
会
に
突
入
し
た
。
そ
の
た
め
高
齢
社
会
に
対
応
す
る
施
策
が
求
め
ら
れ
、

国
は
「
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
」
を
見
直
し
改
定
し
た
。

　

全
面
的
に
改
定
さ
れ
た
新
た
な
「
新
・
高
齢
者
保
健
福
祉
推
進
十
か
年
戦
略
（
新
ゴ
ー

6-5　芦屋ハートフル福祉公社
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ル
ド
プ
ラ
ン
）」
は
、
在
宅
介
護
に
重
点
を
お
き
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
や
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
数
を
増
加
す
る
な
ど
目
標
数

を
大
幅
に
引
き
上
げ
る
と
共
に
、
高
齢
者
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
整
備
に
関
す
る
基
本
的
な
枠
組
み
を
策
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

本
市
は
平
成
五
年
四
月
一
日
現
在
の
高
齢
化
率
が
一
三
・
八
％
で
あ
っ
た
た
め
、
高
齢
者
福
祉
の
充
実
と
活
力
に
満
ち
た
市
民
生

活
の
実
現
に
向
け
て
平
成
六
年
に
「
芦
屋
す
こ
や
か
長
寿
プ
ラ
ン
21
‐
芦
屋
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
」
を
策
定
し
た
。
高
齢
者
の

実
状
把
握
の
た
め
に
高
齢
者
の
実
態
調
査
を
実
施
し
、
き
め
細
や
か
な
高
齢
者
行
政
の
推
進
に
努
め
た
。
福
祉
公
社
に
お
い
て
も
、

平
成
五
年
に
財
団
法
人
の
認
可
を
得
て
、
市
か
ら
委
託
さ
れ
た
事
業
に
加
え
て
独
自
の
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
同
時
に
実
施
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
福
祉
公
社
は
、
在
宅
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
需
要
が
増
加
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
な
か
で
、
基
本
理
念
を
「
だ
れ
で

も
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
必
要
に
応
じ
て
」
を
合
い
言
葉
に
市
民
の
参
加
と
協
力
を
得
て
、
高
齢
者
な
ど
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
事
業
を
推
進
し
て
い
っ
た
。

　

ま
た
、
在
宅
福
祉
の
事
業
拠
点
と
し
て
の
福
祉
公
社
は
、
市
民
の
介
護
相
談
に
応
じ
る
な
ど
高
齢
者
が
望
む
在
宅
生
活
を
継
続
さ

せ
る
た
め
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
一
層
の
充
実
を
図
り
、
高
齢
者
の
生
活
を
支
援
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
本
市
が
独
自
に
行
な
っ
た
施
策
は
、
高
齢
者
の
尊
厳
と
安
心
で
き
る
生
活
を
継
続
さ
せ
る
支
援
と
し
て
大
き
く
貢
献

し
た
。

　

痴
呆
性
高
齢
者
の
対
策　
　

痴
呆
性
高
齢
者
の
全
国
的
な
増
加
は
大
き
な
社
会
問
題
と
な
り
、
新
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
の
策
定
に
さ

ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
が
組
み
込
ま
れ
た
。
特
に
、
在
宅
三
本
柱
と
し
て
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
、
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ
の
大
幅
な
増
加
は
痴
呆
性
高
齢
者
を
抱
え
る
家
族
介
護
者
の
心
身
の
負
担
軽
減
と
し
て
意
義
あ
る
も
の
と
な
っ
た
。
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本
市
の
痴
呆
性
高
齢
者
対
策
と
し
て
の
「
在
宅
痴
呆
性
高
齢
者
介
護
支
援
事
業
」
は
、
痴
呆
性
高
齢
者
お
よ
び
介
護
者
に
対
し

て
、
定
期
的
に
昼
間
介
護
を
行
な
う
と
と
も
に
介
護
者
へ
の
介
護
に
関
す
る
指
導
・
助
言
を
行
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
業
は

平
成
二
か
ら
三
年
度
ま
で
は
社
会
福
祉
協
議
会
に
、
平
成
四
年
七
月
か
ら
は
福
祉
公
社
に
委
託
さ
れ
た
。
ま
た
、
家
族
介
護
者
の
精

神
的
・
身
体
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
に
開
設
さ
れ
た
、「
託
老
ル
ー
ム
」
の
利
用
回
数
が
、
週
三
回
か
ら
五
回
に
拡
大
さ
れ
た
。

　

在
宅
痴
呆
性
高
齢
者
は
平
成
五
年
に
八
〇
人
で
あ
っ
た
が
翌
年
に
は
八
六
人
と
な
り
、
そ
の
後
年
々
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
平
成

八
年
に
一
六
〇
人
、
平
成
十
六
年
に
は
七
八
一
人
と
な
り
、
大
幅
に
増
加
し
て
い
っ
た
。

　

平
成
二
十
一
年
七
月
十
六
日
に
厚
生
労
働
省
が
発
表
し
た
全
国
の
平
均
寿
命
は
、
男
性
七
九
・
二
九
歳
、
女
性
八
六
・
〇
五
歳
で

あ
り
、
男
女
差
は
六
・
七
六
歳
と
な
り
世
界
一
位
の
超
高
齢
社
会
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
伴
い
痴
呆
性
高
齢
者
の
数
も
比
例
し
て
増
加

し
、
全
国
の
痴
呆
性
高
齢
者
数
は
、
平
成
十
九
年
に
は
一
七
〇
万
人
以
上
で
平
成
三
十
年
に
は
三
〇
〇
万
人
を
上
回
る
と
推
計
さ
れ

て
い
る
。

　

本
市
に
お
い
て
も
、
寝
た
き
り
や
痴
呆
な
ど
介
護
を
要
す
る
後
期
高
齢
者
（
七
五
歳
以
上
）
の
割
合
が
高
ま
る
と
予
測
さ
れ
、
疾

病
対
策
の
み
な
ら
ず
、
老
化
に
伴
う
身
体
の
機
能
低
下
へ
の
対
応
な
ど
が
従
来
に
も
ま
し
て
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

二
． 

介
護
保
険
制
度
が
始
ま
る

　

介
護
保
険
法
の
目
的　
　

平
成
十
二
年
に
ス
タ
ー
ト
し
た
介
護
保
険
制
度
は
、
超
高
齢
社
会
の
進
展
に
伴
い
要
介
護
高
齢
者
の

増
加
、
介
護
期
間
の
長
期
化
、
介
護
ニ
ー
ズ
の
増
大
な
ど
の
介
護
問
題
の
解
決
を
図
る
た
め
に
創
設
さ
れ
た
。
一
方
で
、
核
家
族
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化
や
介
護
家
族
の
高
齢
化
な
ど
、
高
齢
者
を
支
え
て
き
た
家
族
形
態
の
変

化
に
よ
り
三
世
代
同
居
が
減
少
し
、
独
居
の
高
齢
者
や
老
夫
婦
世
帯
が
増

加
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
家
族
介
護
者
に
よ
る
介
護
が
困
難
な
家
庭
が

増
加
し
、
介
護
を
国
民
の
共
同
連
帯
の
理
念
に
基
づ
き
介
護
保
険
制
度
を

設
け
、
要
介
護
者
な
ど
を
社
会
全
体
で
支
え
る
仕
組
み
と
し
た
。
こ
の
制

度
は
加
齢
に
伴
っ
て
生
じ
る
疾
病
な
ど
に
よ
り
要
介
護
状
態
と
な
っ
た
人

が
、
能
力
に
応
じ
自
立
し
た
日
常
生
活
を
送
る
の
に
必
要
な
保
健
・
医

療
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
係
わ
る
給
付
を
行
な
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
。
高
齢
者
な
ど
の
自
立
を
支
援
し
、
利
用
者
が
サ
ー
ビ
ス
を
自
己
決
定

す
る
利
用
者
本
位
を
基
本
理
念
と
し
、
給
付
と
負
担
の
関
係
が
明
確
な
社

会
保
険
方
式
を
採
用
し
て
い
る
。

　

被
保
険
者
お
よ
び
保
険
財
源　
　

こ
の
制
度
は
被
保
険
者
が
保
険
料

（
6
‐
6
）
を
納
め
、
保
険
者
で
あ
る
市
町
村
が
要
介
護
状
態
で
あ
る
と
認

定
し
た
人
に
介
護
保
険
給
付
を
行
な
う
仕
組
み
で
あ
る
。
介
護
保
険
の
給

付
は
サ
ー
ビ
ス
の
現
物
給
付
を
基
本
と
し
て
い
る
。
こ
の
保
険
は
公
的
保

険
制
度
で
あ
り
国
民
は
す
べ
て
加
入
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
強
制
加
入

6-6　介護保険料および納付方法

区　　分 保険料（年額） 納付方法
特別徴収 普通徴収

第 1 段階 26,400

年金年額
18 万円以上の人

年金の定期支払い
（年 6 回）のときに、
保険料があらかじ
め差し引かれます。

年金年額
18 万円未満の人

送付される納付書に
もとづき、保険料を
銀行等の窓口で納
めます。

第 2 段階 29,040
第 3 段階 39,600

第 4 段階 4-1 47,520
4-2 52,800

第 5 段階 58,080
第 6 段階 66,000
第 7 段階 79,200
第 8 段階 92,400
第 9 段階 99,000

注 1）平成 18 年 4 月から遺族年金、障害年金も特別徴収の対象となりました。
注 2）年度途中で 65 歳になったり、他市から転入された場合などはしばらくの間、普通

徴収になります。
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保
険
で
あ
る
。
同
じ
強
制
加
入
の
医
療
保
険
と
比
較
す
る
と
医
療
保
険
に
は
年
齢
制
限
が
な
い
の
に
対
し
て
こ
の
制
度
に
は
年
齢
制

限
が
あ
る
。
年
齢
制
限
に
つ
い
て
は
、
六
五
歳
以
上
の
高
齢
者
を
第
一
号
被
保
険
者
と
し
、
四
〇
か
ら
六
四
歳
の
人
は
第
二
号
被
保

険
者
で
あ
る
（
6
‐
7
）。
第
二
号
被
保
険
者
に
は
条
件
が
あ
り
「
特
定
疾
患
」
が
原
因
で
あ
る
場
合
に
限
り
対
象
と
な
る
。

　

保
険
財
源
は
、
公
費
が
二
分
の
一
、
保
険
料
が
二
分
の
一
で
あ
る
（
6
‐
8
）。
保
険
料
の
徴
収
は
第
一
号
被
保
険
者
は
年
金
か

ら
天
引
き
さ
れ
る
特
別
徴
収
と
な
る
。
第
二

号
被
保
険
者
は
健
康
保
険
に
上
乗
せ
し
て
雇

用
者
の
給
与
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
。

　

本
市
で
は
、
国
の
高
齢
者
保
健
福
祉
対
策

の
歩
み
に
あ
わ
せ
て
、
平
成
六
年
に
「
芦
屋

す
こ
や
か
長
寿
プ
ラ
ン
21
‐
芦
屋
市
高
齢
者

福
祉
計
画
」
を
策
定
し
高
齢
者
福
祉
の
計
画

的
推
進
を
図
っ
て
き
た
が
、
介
護
保
険
制
度

の
導
入
に
よ
り
大
き
く
国
の
施
策
が
転
換
し

た
た
め
、
本
市
の
計
画
も
見
直
し
が
必
要
と

な
り
平
成
十
一
年
に
「
第
二
次
芦
屋
す
こ
や

か
長
寿
プ
ラ
ン
21
‐
芦
屋
市
高
齢
者
保
健
福

6-7　保険者と被保険者
（資料）「介護保険制度改革の概要 - 介護保険法改正と介

護報酬改定」厚生労働省

保険者と被保険者
保険者

保険者は市町村（国、都道府県等が共同で支える重層的な制度）
第 1 号被保険者

65 歳以上の人
保険料は、公的年金から特別徴収（天引き）される。

第 2 号被保険者
40 歳から64 歳の人
保険料は、医療保険料と一体的に支払う
第 2 号被保険者は加齢に伴う特定疾患が原因である場合のみ対象

特定疾患

筋萎縮性側索硬化症（ALS）
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗しょう症
シャイ・ドレーガー症候群
初老期における認知症（アルツハイマー病・脳血管性認知症など）
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症（ウエルナー症候群）
糖尿病性神経症、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患（脳出血、脳梗塞など）
パーキンソン病
閉塞性動脈硬化症
慢性関節リウマチ
慢性閉塞性肺疾患（肺気腫・慢性気管支炎・気管支喘息）
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
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祉
計
画
及
び
介
護
保
険
事
業
計
画
」
を
策
定
し
た
。

　

介
護
保
険
利
用
状
況　
　

全
国
の
介
護
保
険
利
用
者
の
状
況
を
み
る

と
、
制
度
発
足
当
時
に
は
一
四
九
万
人
で
あ
っ
た
が
平
成
二
十
一
年
に
は

三
八
四
万
人
と
な
り
九
年
間
で
一
八
七
％
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。
本
市

の
利
用
者
数
も
年
々
増
加
の
傾
向
で
あ
る
が
認
定
者
数
か
ら
み
る
と
利
用

者
数
は
そ
の
六
割
程
度
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
介
護
認
定
を
受
け
な
が

ら
サ
ー
ビ
ス
は
利
用
し
な
い
「
転
ば
ぬ
先
の
杖
」
な
の
か
、
認
定
は
う
け

た
も
の
の
、
い
ざ
利
用
と
な
る
と
何
か
躊ち

ゅ
う
ち
ょ躇す
る
理
由
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
人
が
四
割
程
度
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
率
の
推
移
を
全
国
と
本
市
を
比
較
し
て
み
る
と

発
足
当
初
か
ら
全
国
の
利
用
率
よ
り
高
く
年
々
そ
の
差
が
開
い
て
い
く
傾
向
に
あ
る
（
6
‐
9
）。
本
市
は
全
国
の
高
齢
化
率
を
上

回
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
も
そ
れ
に
比
例
し
て
上
回
る
が
、
そ
の
差
が
開
い
て
い
く
原
因
の
一
つ
に
要
介
護
者
の

重
度
化
に
よ
り
介
護
度
が
高
く
な
る
と
共
に
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
増
加
が
考
え
ら
れ
る
。
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
が
増
加
す
る
こ
と
は
保
険

料
に
影
響
を
与
え
る
の
で
、
介
護
予
防
に
重
点
を
お
い
た
取
り
組
み
が
強
く
求
め
ら
れ
る
。

　

施
設
・
在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス

　
　

⑴
施
設
サ
ー
ビ
ス　
　

本
市
の
施
設
サ
ー
ビ
ス
は
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
が
三
施
設
（
あ
し
や
喜
楽
苑
・
エ
ル
ホ
ー
ム
芦

保険財源

25. 0%

12. 5%

12. 5%19. 0%

31. 0%

国 都道府県
市町村 第１号被保険者
第２号被保険者

6-8　保険財源（第 1 号保険料、第 2 号保険料の割
合は、第 3 期（平成 18 ～ 20 年度）の数値）

（資料）「介護保険制度改革の概要－介護保険法改
正と介護報酬改定」厚生労働省
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屋
・
あ
し
や
聖
徳
園
）
あ
り
、
平
成
十
三
年
利
用
者
数
は
二
二
四
人
で
あ
る
。

平
成
十
六
年
の
利
用
者
数
は
二
三
六
人
と
な
っ
て
お
り
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
必

要
と
す
る
人
が
、
市
外
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
利
用
し
て
い
る
実
態
が
あ

り
本
市
の
施
設
の
利
用
を
希
望
す
る
待
機
者
も
多
か
っ
た
。

　

老
人
保
健
施
設
は
、
平
成
十
六
年
に
「
介
護
老
人
保
健
施
設
マ
イ
ラ
イ
フ
芦

屋
」
が
整
備
さ
れ
三
施
設
（
エ
ル
ス
テ
ィ
芦
屋
、
さ
く
ら
の
園
）
と
な
っ
た
。

平
成
十
三
年
の
利
用
者
数
は
一
七
一
人
で
あ
る
。
平
成
十
六
年
に
は
利
用
者
数

が
急
増
し
二
三
九
人
と
な
っ
た
が
、
利
用
者
の
半
数
以
上
は
本
市
の
施
設
で
は

入
り
き
れ
ず
市
外
の
老
人
保
健
施
設
を
利
用
し
た
。

　

介
護
療
養
型
医
療
施
設
で
は
平
成
十
六
年
三
月
の
利
用
者
数
は
六
七
人
で
あ

る
。
本
市
の
高
齢
化
率
を
考
え
れ
ば
施
設
サ
ー
ビ
ス
は
十
分
と
は
い
え
ず
、
施

設
の
整
備
は
大
き
な
課
題
と
な
る
。

　
　

⑵
在
宅
サ
ー
ビ
ス　
　

本
市
の
在
宅
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
は
、
県
の
平
均

よ
り
高
く
、
重
度
の
人
も
軽
度
の
人
も
在
宅
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る
割
合

が
高
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
重
度
の
人
の
施
設
サ
ー
ビ
ス
利
用
が

少
な
く
、
こ
れ
ら
の
人
を
支
え
て
い
る
在
宅
介
護
者
の
心
身
の
負
担
の
大
き
さ

6

8

10

12

14

16

18

20

H12.10 H13.10 H14.10 H15.10 H16.10

（％）

全国 芦屋市

6-9　介護保険のサービス利用者率の推移
（出典）「第 4 次芦屋すこやか長寿プラン 21」
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が
容
易
に
推
測
で
き
る
。
本
市
に
お
い
て
は
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
拡
大
と
あ
わ

せ
て
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
さ
ら
な
る
充
実
を
図
る
な
ど
多
く
の
課
題
を
抱
え
て
い

る
。

　

そ
の
た
め
福
祉
公
社
に
お
い
て
は
、
平
成
十
二
年
か
ら
「
居
宅
介
護
支
援
事

業
」、「
訪
問
介
護
事
業
」、「
通
所
介
護
事
業
」
を
開
始
し
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

に
努
め
た
。

　

ま
た
、
本
市
は
、
平
成
十
四
年
に
制
度
の
定
着
を
図
り
市
民
の
理
解
を
深

め
、
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
る
よ
う
サ
ー
ビ
ス
供
給
体
制
の
確
保
に
取

り
組
ん
だ
。

　

本
市
の
要
介
護
認
定
者
数
は
、
年
々
増
加
の
傾
向
に
あ
り
、
利
用
で
き
る
在

宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
強
化
す
る
た
め
に
通
所
介
護
施
設
と
し
て
「
芦
屋
市
立
三

条
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
」
を
開
設
し
、
運
営
を
福
祉
公
社
に
委
託
し
た
。

　

ま
た
、
平
成
十
五
年
に
本
市
は
「
第
三
次
芦
屋
す
こ
や
か
長
寿
プ
ラ
ン
21
‐

第
三
次
芦
屋
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
及
び
第
二
期
介
護
保
険
事
業
計
画
」
を

策
定
し
、
在
宅
で
生
活
す
る
要
介
護
高
齢
者
の
支
援
を
強
化
し
た
。

　

翌
年
に
は
、
高
齢
化
率
が
二
〇
・
一
％
と
な
り
、
そ
の
う
ち
要
支
援
・
要
介

6-10　要介護（要支援）認定者の状況（芦屋市）
平成 11 年度は、平成 11 年 10 月～平成 12 年 3 月までの認定者数：注）
認定者数には第 2 号被保険者も含む

（資料）「市事務報告書」

年度（平成） 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
介護度
要支援 185 296 361 451 492 632 747 ― ―
要支援1 ― ― ― ― ― ― ― 603 743 811
要支援2 ― ― ― ― ― ― ― 470 460 500
要介護1 373 490 585 719 881 954 956 530 588 691
要介護2 207 350 422 441 489 503 539 623 609 481
要介護3 194 228 269 288 377 391 423 481 497 546
要介護4 208 255 308 295 322 345 349 390 357 297
要介護5 203 234 293 270 321 330 330 372 353 342

計 1,370 1,853 2,238 2,464 2,882 3,155 3,344 3,469 3,607 3,668
第1号被保険者数 ― 16,149 16,839 17,466 17,986 18,454 18,981 19,770 20,060
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護
と
認
定
さ
れ
た
高
齢
者
（
6
‐
10
）
は
、
三
一
五
五
人
、
平
成
二
十
年
に
は
三
六
〇
七
人
と
な
り
、
高
齢
者
が
で
き
る
限
り
要
介

護
状
態
に
な
ら
ず
健
康
で
い
き
い
き
と
過
ご
せ
る
よ
う
、
長
寿
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
め
ざ
し
推
進
し
て
い
っ
た
。

　

介
護
保
険
制
度
の
見
直
し　
　

介
護
保
険
制
度
は
高
齢
者
の
自
立
支
援
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
、
五
年
が
経
過
し
見
直
し
の
時

期
と
な
っ
た
。
改
正
の
背
景
に
は
、
こ
の
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
た
当
時
の
総
費
用
額
が
三
・
六
兆
円
で
あ
っ
た
の
に
対
し
平
成
十
八

年
に
は
七
・
一
兆
円
を
上
回
り
今
後
の
保
険
財
源
の
見
通
し
に
不
安
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

ま
た
、
全
国
に
お
い
て
要
介
護
度
が
軽
度
と
認
定
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
数
の
推
移
は
、
介
護
保
険
発
足
当
時
は
五
八
・
九
％

で
あ
っ
た
が
平
成
十
四
年
に
は
六
四
・
三
％
と
上
昇
し
、
軽
度
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
が
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
全
体
の
六
割
以
上
と
な
っ

た
。
こ
の
制
度
の
目
的
に
反
し
て
、
介
護
度
の
軽
い
高
齢
者
が
自
立
意
欲
を
失
く
し
て
か
え
っ
て
重
度
化
し
て
い
る
傾
向
に
あ
る
こ

と
が
明
確
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
平
成
十
七
年
に
制
度
の
見
直
し
が
必
要
と
な
っ
た
。

　

制
度
改
正
の
基
本
視
点
は
、
給
付
の
効
率
化
・
重
点
化
・
予
防
重
視
型
シ
ス
テ
ム
の
確
立
、
各
制
度
の
機
能
分
担
の
明
確
化
な
ど

で
あ
る
。
具
体
的
に
は
新
介
護
予
防
事
業
を
新
た
に
創
設
し
、
要
支
援
認
定
者
の
現
状
態
の
改
善
を
目
的
と
し
た
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
予
防
介
護
を
重
視
し
た
施
策
で
あ
る
。
対
象
と
な
る
人
は
、
閉
じ
こ
も
り
が
ち
な
高
齢
者
や

生
理
的
機
能
の
低
下
な
ど
訓
練
に
よ
っ
て
状
態
の
改
善
が
見
込
ま
れ
る
人
に
介
護
予
防
事
業
に
参
加
し
て
も
ら
い
給
付
の
対
象
者
と

し
、
訓
練
に
は
耐
え
ら
れ
な
い
人
や
進
行
性
の
障
が
い
や
疾
病
の
あ
る
人
は
、
今
ま
で
の
介
護
給
付
の
対
象
者
と
し
た
。
サ
ー
ビ
ス

の
種
類
は
6
‐
11
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

こ
の
制
度
を
受
け
本
市
で
は
、
介
護
予
防
健
診
や
民
生
委
員
か
ら
の
情
報
提
供
に
基
づ
い
て
、
介
護
予
防
の
効
果
が
見
込
ま
れ
る
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高
齢
者
を
把
握
し
、「
す
こ
や
か
高
齢
者
事
業
」（
特
定

高
齢
者
施
策
）
と
、「
さ
わ
や
か
高
齢
者
事
業
」（
一
般

高
齢
者
施
策
）
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
、
健
康
な
高
齢
者

が
要
支
援
状
態
に
、
ま
た
要
支
援
者
が
要
介
護
状
態

に
な
ら
な
い
よ
う
事
前
に
支
援
し
て
い
く
シ
ス
テ
ム

で
水
際
作
戦
に
乗
り
出
し
た
。
具
体
的
に
は
、
呉
川

介
護
予
防
セ
ン
タ
ー
や
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
イ
フ
山
芦
屋

な
ど
に
お
い
て
運
動
機
能
の
向
上
、
栄
養
改
善
、
口

腔
機
能
の
向
上
を
め
ざ
し
て
実
施
し
て
い
る
。

　

認
知
症
高
齢
者
の
実
態

　
　

⑴
認
知
症
高
齢
者
の
人
数
と
用
語
の
変
更　
　

国
は
痴
呆
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
誤
解
や
偏
見
が
あ

る
と
考
え
、
そ
の
解
消
を
図
る
た
め
、
平
成
十
六

（
二
〇
〇
四
）
年
十
二
月
か
ら
行
政
用
語
と
し
て

「
痴
呆
」
か
ら
「
認
知
症
」
の
用
語
を
用
い
る
こ
と

6-11　介護保険サービスの種類
（出典）「介護保険制度改革の概要－介護保険法改正と介護報酬改定」　厚生労働省

サービスの種類
要介護1～5 要支援1.2

在宅サービス

訪問介護
訪問入浴介護
訪問リハビリテーション
訪問看護
居宅療養管理指導
通所看護（デイサービス）
通所リハビリテーション
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
住宅改修費支給
短期入所生活 / 療養介護（ショートステイ）
特定施設入居者生活介護

介護予防訪問介護
介護予防訪問入浴介護
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防訪問看護
介護予防居宅療養管理指導
介護予防通所看護（デイサービス）
介護予防通所リハビリテーション
介護予防福祉用具貸与
特定介護予防福祉用具販売
介護予防住宅改修費支給
介護予防短期入所生活 / 療養介護
介護予防特定施設入居者生活介護

施設サービス

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）
介護老人保健施設

（老人保健施設）
介護療養型医療施設

（療養病床等）

利用できません

地域密着型
サービス

小規模多機能型居宅介護
夜間対応型訪問介護
認知症対応型通所介護
認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

小規模多機能型居宅介護
認知症対応型通所介護
認知症対応型共同生活介護

※要支援 2 の人のみ
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と
し
た
。（
以
下
認
知
症
と
い
う
。）

　

平
成
十
七
年
の
県
全
体
の
認
知
症
高
齢
者
の
状
況
を
み
る
と
、
介
護
保
険
利
用
者

の
う
ち
、
認
知
症
高
齢
者
は
全
体
の
五
割
を
占
め
て
い
る
。
内
訳
は
、「
動
け
る
認
知

症
」
が
二
五
・
五
％
、「
寝
た
き
り
認
知
症
」
が
二
五
・
七
％
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
市
で
は
、
平
成
十
七
年
の
認
知
症
高
齢
者
数
は
介
護
保
険
利
用
者
の

四
三
・
七
％
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
、「
寝
た
き
り
認
知
症
」
が
二
〇
・
五
％
、「
動
け

る
認
知
症
」
が
二
三
・
二
％
で
あ
り
県
全
体
と
比
較
し
て
や
や
低
く
な
っ
て
い
る
。

「
動
け
る
認
知
症
」
の
施
設
利
用
割
合
は
県
全
体
で
は
一
八
・
八
％
、
本
市
で
も
、

一
八
・
五
％
と
な
っ
て
お
り
、「
動
け
る
認
知
症
」
の
八
割
以
上
が
在
宅
で
生
活
し
て

い
る
。
ま
た
、「
寝
た
き
り
認
知
症
」
の
施
設
利
用
者
は
、
県
全
体
で
五
五
・
〇
％
、

本
市
で
は
五
八
・
〇
％
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
約
四
割
の
「
寝
た
き
り
認
知
症
」

の
人
は
在
宅
生
活
を
し
て
お
り
家
族
介
護
者
の
介
護
負
担
の
大
き
さ
が
予
想
さ
れ
る

（
6
‐
12
）。
さ
ら
に
、「
動
け
る
認
知
症
」
の
八
割
以
上
が
在
宅
生
活
を
し
て
い
る

実
態
か
ら
、
徘
徊
や
異
食
、
妄
想
、
不
安
な
ど
の
周
辺
症
状
に
家
族
だ
け
で
の
対
応

は
困
難
な
た
め
、
専
門
的
技
術
や
知
識
を
持
つ
訪
問
介
護
員
の
よ
り
一
層
の
支
援
が

早
急
に
求
め
ら
れ
る
。

6-12　介護保険利用者の内訳
（資料）兵庫県「持続可能な介護保険のあり方検討会」2008 年

全体 施設 施設利用
割合（％）

平均要介護度
人数 割合（％） 人数 割合（％） 全体 住宅

県
全
体

虚弱 17,499 39.5 587 6.0 3.3 0.95 0.93
動ける認知症 11,307 25.5 2,143 21.9 18.8 2.12 1.97

寝たきり 4,146 9.3 865 8.9 20.9 3.14 3.14
寝たきり認知 11,404 25.7 6,172 63.2 55.0 4.17 4.04

全体 44,356 100.0 9,767 100.0 22.2 2.28 1.88

芦
屋
市

虚弱 1,297 47.0 32 6.1 2.5 0.74 0.72
動ける認知症 639 23.2 118 22.4 18.5 2.13 2.03

寝たきり 257 9.3 47 8.9 18.3 3.08 3.10
寝たきり認知 567 20.5 329 62.5 58.0 4.13 4.04

全体 2,760 100.0 526 100.0 19.1 1.98 1.60
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介
護
保
険
か
ら
給
付
さ
れ
る
介
護
に
関
す
る
費
用
は
、
県
で
は
給
付
を
受
け
て
い
る
利
用
者
全
体
の
七
割
が
認
知
症
高
齢
者
で
あ

る
。
本
市
の
認
知
症
高
齢
者
の
費
用
は
、
給
付
を
受
け
て
い
る
利
用
者
全
体
に
対
し
て
、「
寝
た
き
り
認
知
症
」
が
費
用
の
四
割
を
占

め
、「
動
け
る
認
知
症
」
は
約
三
割
と
な
っ
て
お
り
、
県
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
割
合
で
あ
る
。
要
介
護
者
の
多
く
が
認
知
症
で
あ
り
、

本
人
の
不
安
や
家
族
介
護
者
の
負
担
を
考
え
れ
ば
社
会
的
な
支
援
が
求
め
ら
れ
、
認
知
症
に
な
っ
て
も
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ

く
り
は
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

　
　

⑵
認
知
症
高
齢
者
に
適
し
た
主
な
社
会
資
源

　
　
　

ア
．
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
（
以
下
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
と
い
う
）　

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
と
は
少
人
数
に
よ

る
共
同
生
活
を
営
む
こ
と
に
支
障
が
な
い
認
知
症
高
齢
者
（
当
該
認
知
症
に
伴
っ
て
著
し
い
精
神
症
状
を
呈
す
る
者
及
び
当
該
認
知

症
に
伴
っ
て
著
し
い
行
動
異
常
が
あ
る
者
並
び
に
そ
の
者
の
認
知
症
の
原
因
と
な
る
疾
患
が
急
性
の
状
態
に
あ
る
者
を
除
く
）
が
小

規
模
な
生
活
の
場
に
お
い
て
、
食
事
の
支
度
、
掃
除
、
洗
濯
な
ど
を
介
護
従
事
者
と
共
同
で
行
な
い
、
家
庭
的
な
落
ち
着
い
た
雰
囲

気
の
な
か
で
生
活
を
送
る
た
め
の
日
常
生
活
上
の
世
話
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
い
う
少
人
数
と
は
、
五
か
ら
九
人
ま
で
の
共
同
居
住
形
態
を
い
い
、
小
規
模
と
は
、
一
般
家
庭
の
よ
う
な
生
活
の
場
が
想

定
さ
れ
て
い
る
。
家
庭
的
な
環
境
と
地
域
住
民
と
の
交
流
の
も
と
で
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
な
ど
の
介
護
や
日
常
生
活
上
の
世
話
お

よ
び
機
能
訓
練
を
行
な
う
こ
と
に
よ
り
、
利
用
者
の
心
身
機
能
の
維
持
・
向
上
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
は
、
平
成
十
七
年
の
介
護
保
険
制
度
改
正
に
よ
り
、
平
成
十
八
年
四
月
以
降
、
新
た
に
創
設
さ
れ
た
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「
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
利
用
者
は
そ
の
地
域
に
在
住
し
て
い
る
認
知
症
の
高
齢
者

に
限
ら
れ
る
。

　

利
用
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
主
治
医
か
ら
認
知
症
の
診
断
を
受
け
た
利
用
者
が
、
衣
食
住
の
費
用
を
全
額
自
己
負
担
す
る
と
と
も

に
、
介
護
保
険
を
利
用
す
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
一
割
の
自
己
負
担
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
利
用
者
か
ら
徴
収
す
る
衣
食
住
の

費
用
（
生
活
費
）
に
つ
い
て
は
、
介
護
保
険
法
の
適
用
は
な
い
。

　

本
市
で
は
、
平
成
二
十
一
年
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
は
五
か
所
（
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
イ
フ
芦
屋
・
ア
ク
テ
ィ
ブ

ラ
イ
フ
山
芦
屋
・
芦
屋
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
そ
よ
風
・
芦
屋
ブ
ー
ケ
の
里
・
マ
イ
ホ
ー
ム
芦
屋
）
あ
り
、
認
知
症

の
人
た
ち
が
安
全
で
安
心
し
た
穏
や
か
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
。

　
　
　

イ
．
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護　
　

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
と
は
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
と
同

じ
よ
う
に
介
護
保
険
制
度
改
正
に
伴
っ
て
平
成
十
八
年
四
月
に
創
設
さ
れ
た
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
一
つ

で
あ
る
。

　

こ
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
介
護
が
必
要
と
な
っ
た
高
齢
者
（
主
に
認
知
症
高
齢
者
）
が
、
今
ま
で
の
人
間
関
係

や
生
活
環
境
を
で
き
る
だ
け
変
え
ず
、「
通
い
」
を
中
心
に
「
訪
問
」・「
泊
ま
り
」
の
三
つ
の
サ
ー
ビ
ス
を
適

切
に
組
み
合
わ
せ
て
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
二
四
時
間
切
れ
目
の
な
い
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
る
仕
組
み

と
な
っ
て
い
る
の
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
利
用
定
員
は
6
‐
13
の
と
お
り
。

　

対
象
者
に
つ
い
て
は
、
主
に
認
知
症
高
齢
者
が
中
心
に
な
る
が
、
認
知
症
の
有
無
を
問
わ
ず
利
用
は
可
能

6-13　小規模多機能型居宅介護の利用定員

利 用 定 員
1 事業所あたり登録 25 名以下

「通い」の 1日あたりの定員 おおむね 15 名以下
「泊まり」の 1日あたりの定員 おおむね 9 名以下
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と
な
っ
て
お
り
、
状
態
が
進
行
し
て
も
在
宅
で
の
生
活
が
継
続
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
常
時
馴
染
み
の
あ
る
ス
タ
ッ
フ
が
柔
軟
に
対
応
し
、
利
用
者
の
状
態
や
希
望
に
応
じ
、
随
時
「
訪
問
」
や
「
泊
ま
り
」
の

サ
ー
ビ
ス
を
組
み
合
わ
せ
切
れ
目
の
な
い
連
続
的
な
ケ
ア
が
利
用
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
介
護
保
険
制
度
の
改
正
に
よ
り
、
介
護
予
防
を
中
心
と
し
た
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
な
ど
が
創
設
さ
れ
、
小
規
模
多

機
能
型
居
宅
介
護
な
ど
認
知
症
高
齢
者
に
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
が
制
度
上
充
実
し
て
き
た
。

　

制
度
改
正
後
、
今
ま
で
の
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、「
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
し
て
再
編
し
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
中
核

的
機
能
を
担
い
、
介
護
予
防
事
業
の
一
貫
性
・
連
続
性
を
重
視
し
な
が
ら
利
用
者
の
状
態
に
応
じ
た
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
作
成
し
、
ニ
ー

ズ
に
応
じ
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、
寝
た
き
り
高
齢
者
や
認
知
症
高
齢
者
お
よ
び
そ
の
家
族
が
身
近
な
と
こ
ろ
で

気
軽
に
介
護
や
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
相
談
で
き
る
役
割
も
担
っ
て
い
る
。

　

本
市
で
は
、
平
成
十
七
年
四
月
の
制
度
の
改
正
に
よ
り
、
翌
年
か
ら
新
予
防
給
付
の
創
設
や
、
身
近
な
地
域
で
地
域
の
特
性
に
応

じ
た
多
様
で
柔
軟
な
対
応
が
で
き
る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
実
施
し
た
。

三
． 

阪
神
・
淡
路
大
震
災
と
高
齢
者
の
暮
ら
し

　

平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
一
月
十
七
日
（
火
）、
早
朝
突
然
襲
っ
た
阪
神
・
淡
路
大
震
災
は
、
平
和
な
ま
ち
を
数
分
に
し
て
都
市

機
能
を
壊
滅
さ
せ
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
た
。

　

本
市
で
は
、
平
成
六
年
に
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
を
策
定
し
、
老
人
福
祉
の
計
画
的
推
進
を
図
っ
て
き
た
が
、
震
災
に
よ
る
情
勢
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の
変
化
で
介
護
ニ
ー
ズ
が
増
大
し
た
た
め
、
計
画
の
早
急
な
見
直
し
が
必
要
と
な
り
、
よ
り
一
層
の
介
護
基
盤
の
整
備
が
求
め
ら
れ

て
き
た
。

　

震
災
時
の
高
齢
者
の
暮
ら
し
と
活
動
体
制

　
　

⑴
活
動
体
制

　
　
　

ア
．
初
期
の
活
動
（
一
月
十
七
～
二
十
一
日
）　　

震
災
当
日
に
出
勤
で
き
た
福
祉
関
係
職
員
は
、
高
年
福
祉
課
八
人
、
福

祉
課
五
人
で
あ
っ
た
。
職
員
は
、
物
資
調
達
、
避
難
所
の
世
話
な
ど
災
害
対
策
業
務
に
従
事
し
な
が
ら
福
祉
業
務
を
行
な
っ
た
。
し

か
し
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
寸
断
、
電
話
の
不
通
な
ど
に
よ
り
十
分
な
取
り
組
み
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
福
祉
業
務
の
拠
点
を
福
祉

公
社
に
移
行
し
た
。
福
祉
公
社
に
お
い
て
は
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
、
訪
問
看
護
な
ど
の
業
務
を
始
め
る
と
と
も
に
、
救
援
物
資
の
配
達
や

対
象
者
の
安
否
確
認
を
行
な
っ
た
。

　

一
月
十
八
日
に
は
、
本
市
は
市
内
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
対
し
て
、
緊
急
の
受
け
入
れ
を
要
請
し
、
要

介
護
老
人
の
施
設
対
応
を
と
っ
た
。

　

避
難
者
な
ど
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
、
福
祉
公
社
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
が
対
応
し
施
設
利
用
者
の
調
査
や
施
設
へ
の
依

頼
、
搬
送
な
ど
を
行
な
っ
た
。
体
制
と
し
て
は
、
市
の
職
員
が
災
害
対
策
業
務
を
行
な
い
な
が
ら
、
電
話
な
ど
の
問
い
合
わ
せ
に
対

応
し
、
福
祉
公
社
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
と
連
携
を
と
り
福
祉
公
社
が
実
働
し
た
。

　
　
　

イ
．
体
制
の
整
備　
　

一
月
二
十
日
頃
に
は
、
高
年
福
祉
課
・
福
祉
課
に
職
員
体
制
が
整
い
、
災
害
対
策
業
務
に
従
事
し
な
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が
ら
電
話
で
の
相
談
に
対
応
し
た
。
一
月
二
十
四
日
よ
り
、
市
庁
舎
の
経
済
課
を
利
用
し
、
相
談
業
務
を
本
格
的
に
行
な
っ
た
。
要

介
護
者
に
対
し
て
、
緊
急
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
利
用
、
病
院
、
中
間
施
設
の
紹
介
な
ど
を
行
な
っ
た
。
在
宅
部
門
に
つ
い
て
は
、
福

祉
公
社
が
対
応
し
、
あ
し
や
ホ
ー
ム
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
の
連
携
に
よ
る
体
制
が
整
っ
た
。

　
　
　

ウ
．
本
格
業
務
開
始　
　

一
月
三
十
日
か
ら
災
害
対
策
業
務
を
兼
務
す
る
職
員
の
な
か
か
ら
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
三
人
を
相

談
業
務
に
専
念
さ
せ
、
広
報
紙
を
通
じ
、
中
断
し
て
い
た
福
祉
給
食
の
開
始
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
受
け
入
れ
な
ど
、
要
援
護
者

に
対
す
る
広
報
活
動
を
展
開
し
た
。
二
月
四
・
五
日
は
、
福
祉
公
社
と
協
力
し
、
避
難
所
に
お
け
る
要
援
護
者
の
実
態
調
査
を
行
な

い
、
処
遇
改
善
を
図
っ
た
。

　
　

⑵
在
宅
要
援
護
者
ロ
ー
ラ
ー
作
戦
活
動　
　

二
月
二
十
一
日
か
ら
三
月
三
日
に
か
け
て
、
県
と
協
同
し
て
県
職
員
・
福
祉
事
務

所
職
員
・
福
祉
公
社
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
ら
が
調
査
員
と
な
り
、
地
区
民
生
児
童
委
員
な
ど
の
協
力
を
得
な
が
ら
在
宅
の
要
援
護
者
の

実
態
調
査
を
行
な
っ
た
。
調
査
方
法
は
、
本
市
全
域
を
一
〇
地
区
に
分
け
、
県
職
員
と
福
祉
事
務
所
職
員
・
福
祉
公
社
ホ
ー
ム
ヘ

ル
パ
ー
な
ど
が
チ
ー
ム
を
組
み
家
庭
訪
問
し
、
聞
き
取
り
調
査
を
行
な
っ
た
。
対
象
者
は
、
在
宅
の
被
災
世
帯
の
う
ち
、
高
齢
者

八
九
九
人
（
独
居
、
寝
た
き
り
、
痴
呆
性
老
人
）、
心
身
障
が
い
者
（
児
）
一
八
八
三
人
、
児
童
五
〇
人
、
母
子
世
帯
四
五
九
人
な

ど
で
合
計
三
二
九
一
人
を
対
象
と
す
る
ロ
ー
ラ
ー
作
戦
を
行
な
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
世
帯
を
調
査
し
た
結
果
、
何
ら
か
の
要
望
、
ニ
ー
ズ
の
あ
っ
た
世
帯
は
一
三
〇
世
帯
で
あ
り
、
対
応
に
つ
い
て
は
福
祉

事
務
所
・
福
祉
公
社
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
ら
が
迅
速
に
対
応
し
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
派
遣
二
一
件
、
入
浴
サ
ー
ビ
ス
一
八
件
、
住
宅
問

題
一
八
件
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
た
。
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⑶
福
祉
公
社
の
活
動　
　

震
災
で
福
祉
公
社
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
か
っ
た
。
震
災
当
日
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
、
訪
問
看
護

婦
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
を
は
じ
め
一
四
人
の
職
員
が
出
勤
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
担
当
し
て
い
る
家
庭
へ
走
り
、
安
否
の
確
認
を
行
な
っ

た
。
さ
ら
に
、
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ
る
登
録
ヘ
ル
パ
ー
一
二
人
が
地
域
住
民
の
協
力
を
得
て
、
担
当
家
庭
の
安
否
の
確
認
を
す

る
と
と
も
に
水
や
食
料
を
運
ん
だ
。

　

福
祉
公
社
は
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
福
祉
給
食
サ
ー
ビ
ス
事
業
お
よ
び
訪
問
看
護
（
高
齢
者
）
事
業
の
三
つ
を
柱
と

し
事
業
を
展
開
し
た
。
震
災
後
、
ま
ず
行
な
っ
た
こ
と
は
、
約
一
週
間
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
が
利
用
者
の
安
否
確
認
を
行
な
う
と
と

も
に
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
な
人
に
は
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
な
っ
た
。
し
か
し
、
大
多
数
の
人
が
避
難
し
た
り
、
入
院
し
た
り
、
親
戚

へ
身
を
寄
せ
る
な
ど
し
て
い
た
。
な
か
に
は
亡
く
な
ら
れ
た
人
も
お
り
、
自
宅
に
い
る
人
は
震
災
前
の
約
二
〇
％
に
激
減
し
て
い

た
。
自
宅
で
生
活
し
て
い
る
人
に
は
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
や
看
護
婦
が
救
援
物
資
で
あ
る
食
料
や
水
を
二
・
三
日
お
き
に
届
け
た
。

　

一
方
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
は
、
市
か
ら
依
頼
さ
れ
た
要
介
護
高
齢
者
の
調
査
の
た
め
、
避
難
所
や
住
宅
に
奔
走
し
た
。
一
月

二
十
三
日
か
ら
は
、
サ
ー
ビ
ス
対
象
世
帯
が
激
減
し
た
こ
と
と
、
福
祉
公
社
職
員
が
ほ
ぼ
全
員
出
勤
し
て
き
た
こ
と
で
、
ホ
ー
ム
ヘ

ル
パ
ー
に
余
力
が
生
じ
た
の
で
、
約
一
五
〇
〇
人
の
在
宅
一
人
暮
ら
し
高
齢
者
の
安
否
確
認
に
あ
た
っ
た
。
福
祉
公
社
事
務
所
は
、

市
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
と
協
力
し
て
、
緊
急
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
受
付
や
調
査
を
行
な
い
、
該
当
者
を
入
所
さ
せ
る
な
ど
の
対
応
を
し

た
。

　

一
月
三
十
日
か
ら
は
、
中
断
し
て
い
た
福
祉
給
食
サ
ー
ビ
ス
を
再
開
し
、
配
食
員
の
確
保
に
苦
労
し
な
が
ら
も
、
日
常
の
食
生
活

に
支
障
を
き
た
し
て
い
る
高
齢
者
や
障
が
い
者
宅
へ
配
食
を
行
な
っ
た
。
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さ
ら
に
、
二
月
四
日
か
ら
、
市
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
、
保
健
セ
ン
タ
ー
の
保
健
婦
お
よ
び
福
祉
公
社
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
の
三
者

で
避
難
所
に
お
け
る
要
援
護
者
の
実
態
調
査
を
行
な
い
、
支
援
が
必
要
な
人
に
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
な
っ
た
。

　

二
月
九
か
ら
二
十
一
日
に
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
と
協
力
し
て
、
高
齢
者
や
障
が
い
者
宅
に
お
け
る
防
水
シ
ー
ト
被
覆
家
屋
調
査

を
行
な
い
、
被
覆
の
必
要
な
家
庭
に
は
自
衛
隊
の
協
力
を
得
て
一
四
〇
件
近
く
被
覆
処
理
を
し
た
。
二
月
十
日
か
ら
利
用
者
の
要
望

を
取
り
入
れ
、
在
宅
痴
呆
性
高
齢
者
介
護
者
支
援
事
業
（
託
老
）
を
再
開
し
た
。

　

二
月
十
八
日
か
ら
は
、
高
齢
者
に
和
風
園
と
あ
し
や
聖
徳
園
の
浴
場
を
開
放
し
約
八
〇
人
が
利
用
し
た
。

　

震
災
後
の
高
齢
者
福
祉　
　

平
成
八
（
一
九
九
六
）
年
、
震
災
か
ら
一
年
が
過
ぎ
、
本
市
は
高
齢
者
な
ど
す
べ
て
の
市
民
が
快
適

で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
「
福
祉
が
充
実
し
た
ま
ち
づ
く
り
」
を
推
進
し
た
。「
芦
屋
す
こ
や
か
長
寿
プ
ラ
ン
21
」
の
計
画
に
基
づ
き
、

保
健
・
医
療
・
福
祉
と
連
携
し
福
祉
の
充
実
に
努
め
た
。

　

震
災
の
被
害
を
受
け
完
成
の
遅
れ
て
い
た
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
「
あ
し
や
喜
楽
苑
」
が
平
成
九
年
一
月
に
開
所
し
、
長
い
間
自

宅
や
市
外
の
老
人
保
健
施
設
な
ど
で
待
機
し
て
い
た
人
々
が
入
所
し
た
。
仮
設
住
宅
な
ど
で
生
活
し
て
い
た
高
齢
者
に
対
し
て
は
、

市
、
保
健
所
な
ど
が
連
携
し
仮
設
住
宅
を
巡
回
し
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、
安
否
の
確
認
、
心
の
ケ
ア
な
ど
の
活
動
を
行
な
っ

た
。

　

仮
設
入
居
者
の
市
民
健
康
診
査
の
結
果
、
指
導
を
必
要
と
す
る
人
々
に
対
し
て
は
、
保
健
婦
に
よ
る
訪
問
指
導
を
実
施
し
た
。
ま

た
、
長
年
の
課
題
で
あ
っ
た
休
日
応
急
診
療
を
芦
屋
市
医
師
会
医
療
セ
ン
タ
ー
に
併
設
し
、
休
日
に
お
け
る
救
急
患
者
八
八
五
人
の

診
療
を
行
な
っ
た
。
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平
成
十
一
年
に
は
、
市
内
初
の
老
人
保
健
施
設
「
さ
く
ら
の
園
」
の
新
設
、
市
内
三
か
所
目
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
「
エ
ル

ホ
ー
ム
芦
屋
」
の
開
設
に
よ
り
、
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
が
充
実
し
て
い
っ
た
。

　

本
市
に
お
け
る
高
齢
者
虐
待
防
止
の
取
り
組
み　
　

平
成
十
八
（
二
〇
〇
六
）
年
四
月
一
日
か
ら
高
齢
者
虐
待
の
防
止
に
関
す
る

法
律
が
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
法
の
基
本
的
な
視
点
の
概
要
は
、
発
生
予
防
か
ら
、
虐
待
を
受
け
た
高
齢
者
が
安
定
し
た
生
活
が
送
れ

る
よ
う
に
な
る
ま
で
の
継
続
的
支
援
、
高
齢
者
自
身
の
意
思
の
尊
重
、
虐
待
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
虐
待
の
早
期
発

見
・
早
期
対
応
を
し
、
高
齢
者
本
人
と
と
も
に
養
護
者
の
支
援
と
関
係
機
関
の
連
携
・
協
力
に
よ
る
対
応
な
ど
で
あ
る
。

　

本
市
で
は
、
平
成
十
八
年
四
月
に
「
芦
屋
市
高
齢
者
権
利
擁
護
委
員
会
」
を
設
置
し
、
高
齢
者
虐
待
を
は
じ
め
と
し
て
「
高
齢
者

の
権
利
侵
害
」
へ
の
対
応
の
検
討
・
支
援
、
高
齢
者
虐
待
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
刊
行
を
実
施
し
て
い
る
。

　

平
成
十
九
年
度
か
ら
は
、
権
利
擁
護
相
談
を
実
施
し
、
弁
護
士
な
ど
に
よ
る
相
談
を
受
け
付
け
て
い
る
。
ほ
か
に
も
日
常
生
活
に

関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
い
て
相
談
を
受
け
付
け
、
高
齢
者
が
安
心
し
て
い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
よ
う
に
支
援
し
て
き
た
。

　

本
市
が
め
ざ
す
高
齢
社
会
像　
　

本
市
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
七
（
二
〇
一
五
）
年
に
は
高
齢
化
率
が
二
六
・
七
％
と
予
測
さ

れ
て
お
り
「
超
高
齢
社
会
を
活
力
が
あ
り
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
平
成
十
八
年
三
月
、「
第
四
次
芦
屋
す
こ
や

か
長
寿
プ
ラ
ン
21
」（
第
四
次
芦
屋
市
高
齢
者
福
祉
計
画
お
よ
び
第
三
期
介
護
保
健
事
業
計
画
）
を
策
定
し
た
。

　

そ
の
基
本
理
念
は
、「
高
齢
者
が
い
つ
ま
で
も
、
い
き
い
き
と
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
五
つ
の
基
本
目
標
を

掲
げ
た
（
6
‐
14
）。

　

超
高
齢
社
会
を
い
き
い
き
と
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
に
す
る
た
め
に
は
、
高
齢
期
の
生
活
の
質
を
高
め
、
そ
の
人
ら
し
い
日
常
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生
活
を
過
ご
す
た
め
の
支
援
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
人
ら
し
い
生
活
を
過
ご
す
た
め
の
基
本
と
な
る

も
の
は
「
健
康
寿
命
」
の
全
う
で
あ
り
健
康
の
維
持
・
増
進
が
何
よ
り
も
大
切
と
な
る
。

　

生
活
習
慣
病
の
予
防
を
は
じ
め
と
し
て
、
地
域
で
の
健
康
づ
く
り
、
高
齢
者
の
生
涯
学
習
や
就

労
、
趣
味
の
活
動
、
交
流
な
ど
を
通
し
て
社
会
の
一
員
と
し
て
の
役
割
が
担
え
る
よ
う
、
き
め
細
や

か
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
高
齢
者
が
最
後
ま
で
住
み
慣
れ
た
地
域
で
生
活
が
で
き
る
よ
う
な
ケ
ア

の
確
立
を
め
ざ
し
て
い
る
。

　
　

第
四
節　

児
童
を
め
ぐ
る
福
祉
行
政
と
そ
の
支
援

一
． 

健
康
で
文
化
的
な
生
活
と
す
こ
や
か
な
成
長
を
願
っ
て

　

母
子
福
祉
法
と
市
民
福
祉
年
金　
　

 

「
母
子
福
祉
法
」
は
、「
母
子
福
祉
資
金
の
貸
付
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八

（
一
九
五
三
）
年
）」
を
発
展
さ
せ
た
も
の
と
し
て
、
母
子
家
庭
が
健
康
で
文
化
的
な
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
、
ま
た
、
一
八
歳
未

6-14　「第 4 次芦屋すこやか長寿プラン 21」
5 つの基本目標

5 つの基本目標
① 総合的な介護予防の推進
② 地域におけるケアの推進
③ 高齢者の尊厳に配慮したケアの推進
④ サービスの質の向上と情報提供
⑤ 積極的な社会参加の促進と安心のある暮らしづくり
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満
の
児
童
が
お
か
れ
て
い
る
環
境
や
状
況
に
関
わ
ら
ず
、
す
こ
や
か
に
成
長
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
理
念
を
も
っ
て
誕
生
し
た
。

　

そ
う
し
た
理
念
の
も
と
同
法
は
母
子
の
福
祉
お
よ
び
生
活
の
安
定
や
向
上
を
目
的
と
し
、
昭
和
三
十
九
年
に
施
行
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
た
国
の
動
き
に
準
じ
て
、
本
市
で
は
、
昭
和
四
十
年
四
月
一
日
よ
り
「
芦
屋
市
市
民
福
祉
年
金
条
例
」
が
施
行
さ
れ
た
。

そ
の
目
的
は
市
民
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
で
あ
り
、
市
民
福
祉
の
対
象
は
障
が
い
児
・
者
や
高
齢
者
で
あ
っ
た
。
母
子
家
庭
に
つ

い
て
は
対
象
外
で
あ
っ
た
た
め
、
母
子
家
庭
へ
の
福
祉
対
策
と
し
て
、
昭
和
四
十
一
年
に
は
市
民
福
祉
年
金
条
例
の
改
正
が
行
な
わ

れ
、
母
子
年
金
（
市
民
福
祉
年
金
）
制
度
が
新
設
さ
れ
た
。
市
内
に
三
年
以
上
居
住
し
て
い
る
母
子
家
庭
が
対
象
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
夫
が
死
亡
し
て
寡
婦
と
な
っ
た
女
性
を
対
象
と
し
た
寡
婦
貸
付
金
制
度
は
、
昭
和
四
十
四
年
十
月
、
国
に
よ
り
実
施
さ
れ

た
。
こ
う
し
た
国
に
よ
る
貸
付
金
制
度
に
準
じ
て
、
本
市
で
は
子
ど
も
が
成
長
し
て
母
子
福
祉
の
対
象
外
と
な
っ
て
い
た
女
性
や
、

夫
を
失
っ
た
子
ど
も
の
い
な
い
四
〇
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
の
女
性
も
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

国
に
よ
る
母
子
年
金
の
基
準
に
該
当
し
な
か
っ
た
人
へ
の
救
済
措
置
と
し
て
、
昭
和
四
十
五
年
に
は
、
本
市
独
自
の
遺
児
年
金

（
市
民
福
祉
年
金
）
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
市
独
自
の
福
祉
の
充
実
が
図
ら
れ
た
。

　

「
母
子
福
祉
法
」
か
ら
「
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
」
へ　
　

昭
和
五
十
六
（
一
九
八
一
）
年
に
は
、「
母
子
福
祉
法
」
が
「
母
子
及

び
寡
婦
福
祉
法
」
と
改
正
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
改
正
は
母
子
家
庭
と
な
っ
た
母
や
寡
婦
と
な
っ
た
女
性
が
、
意
欲
的
に
自
立
を
し
、

児
童
が
心
身
と
も
に
健
康
で
生
活
の
安
定
と
向
上
を
図
る
よ
う
に
、
内
容
は
さ
ら
に
拡
充
さ
れ
た
改
正
と
な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
背
景
に
は
、
全
国
的
な
母
子
家
庭
の
増
加
が
あ
り
、
本
市
に
お
い
て
も
昭
和
四
十
六
年
度
に
は
二
六
〇
世
帯
で
あ
っ
た

が
、
昭
和
四
十
八
年
度
に
は
二
八
〇
世
帯
、
昭
和
五
十
三
年
度
は
二
九
八
世
帯
と
年
々
増
加
し
て
い
っ
た
。
昭
和
五
十
八
年
以
降
の
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母
子
家
庭
の
推
移
と
状
況
（
原
因
）
は
6
‐
15
の
と
お
り
で
あ
る
。
母
子
家
庭
と
な
っ
た
理

由
に
つ
い
て
、
病
死
、
離
婚
、
未
婚
の
母
の
項
目
に
お
い
て
変
化
が
み
ら
れ
た
。

　

昭
和
四
十
八
年
度
の
原
因
別
の
割
合
は
、
病
死
五
八
％
、
離
別
三
一
％
、
遺
棄
四
％
、
未

婚
の
母
四
％
で
あ
っ
た
。
十
年
後
の
昭
和
五
十
八
年
度
に
は
、
病
死
二
七
・
一
％
（
一
一
四

人
）、
離
婚
が
五
五
・
八
％
（
二
三
五
人
）、
未
婚
の
母
約
五
％
（
二
一
人
）
で
あ
っ
た
が
、
平

成
十
年
度
よ
り
離
別
状
況
は
大
き
く
変
化
し
て
き
て
い
る
。

　

同
年
の
離
別
状
況
は
病
死
一
三
％
（
七
六
人
）、
離
婚
七
二
・
八
％
（
四
二
六
人
）、
未
婚

の
母
が
六
％
（
三
五
人
）、
平
成
二
十
年
度
は
病
死
五
・
五
％
（
三
八
人
）、
離
婚
七
九
・
五
％

（
五
四
八
人
）、
未
婚
の
母
一
一
・
三
％
（
七
八
人
）
で
あ
る
。

　

昭
和
五
十
八
年
度
と
平
成
二
十
年
度
を
比
較
す
る
と
、
病
死
に
よ
る
離
別
は
約
二
一
・
六

ポ
イ
ン
ト
下
が
り
、
人
数
は
約
三
分
の
一
に
減
少
し
て
い
る
。
一
方
、
離
婚
に
よ
る
離
別
が

二
三
・
七
ポ
イ
ン
ト
上
昇
し
て
お
り
、
人
数
は
二
倍
を
越
え
て
い
る
（
％
は
小
数
点
第
二
以

下
四
捨
五
入
）。

　

以
上
の
よ
う
な
本
市
の
母
子
家
庭
に
お
け
る
離
別
状
況
の
変
化
は
、
本
市
の
母
子
家
庭
の

推
移
の
特
徴
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、
日
本
の
家
庭
に
お
い
て
家
族
関
係
が
崩
壊
す
る
問
題
な

ど
が
メ
デ
ィ
ア
な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
り
、
子
育
て
の
場
で
あ
る
家
庭
や
地
域
で
の
育
児

6-15　母子家庭の推移と離別原因（単位：人）
（資料）「芦屋の保健福祉」

年度 病死 交　通
事故死

その他
（死別） 離婚 遺棄 未婚の母 その他

（生別） 合計

昭和 58 年 114 14 10 235 22 21 5 421
昭和 63 年 120 11 24 366 15 22 2 560
平成 05 年 89 7 13 368 13 25 9 524
平成 10 年 76 12 0 426 26 35 10 585
平成 15 年 49 2 19 501 2 62 14 649
平成 20 年 38 2 17 548 2 78 4 689
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力
が
弱
く
な
っ
て
き
た
り
す
る
な
ど
、
子
育
て
を
め
ぐ
る
状
況
の
変
化
が
顕
著
に
な
っ
て
き
た
時
期
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。

　

児
童
手
当
制
度　
　

本
市
で
は
、
国
が
児
童
手
当
制
度
を
整
備
す
る
ま
で
の
間
、
市
独
自
で
昭
和
四
十
四
年
に
「
芦
屋
市
児
童
手

当
条
例
」
を
制
定
し
た
。
内
容
は
、
多
子
家
庭
の
養
育
負
担
軽
減
を
目
的
に
満
一
八
歳
未
満
の
子
を
四
人
以
上
養
育
し
て
い
る
家
庭

が
対
象
と
な
っ
た
。
支
給
条
件
と
し
て
は
、
本
市
に
一
年
以
上
居
住
し
、
世
帯
構
成
に
よ
り
所
得
基
準
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
例
え

ば
、
年
間
収
入
が
お
お
む
ね
一
〇
〇
万
円
未
満
で
子
ど
も
を
四
人
以
上
育
て
て
い
る
家
庭
で
は
、
四
人
目
の
子
ど
も
か
ら
一
人
あ
た

り
月
一
〇
〇
〇
円
が
支
給
さ
れ
た
。

　

そ
の
後
、
国
は
昭
和
四
十
六
年
五
月
に
児
童
手
当
法
を
公
布
し
、
翌
年
一
月
よ
り
施
行
し
た
。
同
法
は
「
児
童
を
養
育
し
て
い
る

者
に
児
童
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
家
庭
に
お
け
る
生
活
の
安
定
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
次
代
の
社
会
を
に
な
う
児
童
の

健
全
な
育
成
及
び
資
質
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
（
第
一
章
総
則
第
一
条
）」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
義
務
教
育
終
了

前
の
児
童
を
含
む
一
八
歳
未
満
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
家
庭
の
第
三
子
以
上
が
対
象
と
な
っ
た
。

　

児
童
手
当
制
度
は
、
数
回
の
改
正
を
経
て
、
平
成
十
八
（
二
〇
〇
六
）
年
四
月
よ
り
小
学
校
修
了
前
ま
で
が
支
給
対
象
と
な
り
児

童
の
年
齢
が
変
更
さ
れ
た
。
な
お
、
支
給
対
象
者
は
保
護
者
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
限
り
、
本
市
に
お
い
て
も
国
の
基
準

に
沿
っ
て
実
施
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
昭
和
五
十
年
に
は
、
本
市
に
お
け
る
市
福
祉
年
金
お
よ
び
児
童
手
当
制
度
が
外
国
人
に
も
適
用
さ
れ
た
。
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二
． 

母
子
相
談
員
の
誕
生
と
母
子
・
父
子
相
談
事
業

　

平
成
に
入
り
、
父
子
家
庭
が
増
加
し
た
が
、
ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
支
援
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
父
子
家
庭
へ
の
支
援
よ
り
も
母

子
家
庭
へ
の
支
援
施
策
が
先
行
し
て
い
た
。
特
に
母
子
家
庭
で
は
、
経
済
事
情
や
健
康
へ
の
不
安
、
子
ど
も
の
教
育
な
ど
が
深
刻
な

問
題
に
あ
っ
た
こ
と
も
一
要
因
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
生
活
へ
の
不
安
要
素
が
高
い
母
子
家
庭
に
対
し
、
市
で
は
既
に
昭
和
二
十
八
（
一
九
五
三
）
年
よ
り
、
母
子
相
談
員

一
名
に
よ
る
母
子
相
談
業
務
を
開
始
し
、
心
の
内
面
的
な
ケ
ア
も
行
な
っ
て
き
た
。
当
時
の
母
子
相
談
員
は
県
か
ら
派
遣
さ
れ
芦

屋
・
宝
塚
両
市
を
担
当
し
た
。
ま
た
、
昭
和
三
十
二
年
に
は
、
母
子
家
庭
法
律
相
談
所
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
母
子
家
庭
の

生
活
を
守
る
た
め
に
、
民
事
な
ど
の
知
識
を
伝
え
、
諸
問
題
か
ら
の
不
利
益
を
被
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
毎
月
二
回
で
は
あ
っ
た

が
専
門
の
弁
護
士
が
対
応
し
て
い
た
。

　

昭
和
四
十
六
年
に
な
る
と
、
母
子
相
談
事
業
は
週
四
日
間
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
当
時
の
広
報
紙
で
は
「
母
子
家
庭
の
身
上

相
談
に
応
じ
、
そ
の
自
立
に
必
要
な
お
世
話
を
行
な
っ
て
い
ま
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
住
宅
、
医
療
、
家
庭
内
の
問
題
、

就
労
な
ど
生
活
一
般
、
児
童
の
養
育
、
経
済
的
支
援
、
生
活
援
護
な
ど
で
あ
る
。
昭
和
三
十
二
年
の
相
談
件
数
は
三
五
八
件
（
詳

細
は
不
明
）
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
平
成
四
年
に
は
最
も
多
い
一
一
七
三
件
の
相
談
業
務
を
行
な
っ
た
。
そ
の
な
か
で
児
童
教
育

（
二
一
三
件
）
や
母
子
寡
婦
福
祉
金
（
一
九
四
件
）
に
関
す
る
相
談
が
増
え
、
平
成
十
九
年
は
七
七
〇
件
と
全
体
数
は
減
少
し
た
も

の
の
、
母
子
寡
婦
福
祉
金
（
一
九
六
件
）
は
平
成
四
年
に
等
し
い
件
数
で
あ
っ
た
。
ま
た
同
年
は
年
金
や
児
童
扶
養
手
当
（
一
二
〇
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件
）
の
割
合
が
高
か
っ
た
。
こ
の
事
業
は
平
成
十
九
年
に
お
い
て
も
母
子
家
庭
育
成
事
業
と
し
て
の
母
子
自
立
支
援
員
を
配
置
し
て

な
お
引
き
続
き
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　

平
成
二
十
一
年
に
は
「
母
子
家
庭
・
父
子
家
庭
の
福
祉
」
と
し
て
統
合
さ
れ
、
母
子
自
立
支
援
員
が
母
子
家
庭
・
寡
婦
お
よ
び
父

子
家
庭
に
対
し
て
、
生
活
上
の
悩
み
や
貸
付
金
な
ど
の
相
談
に
応
じ
、
法
律
問
題
（
離
婚
相
談
な
ど
）
で
は
必
要
に
応
じ
て
専
門
家

（
弁
護
士
）
を
紹
介
す
る
な
ど
の
支
援
を
し
て
い
る
。

三
． 

母
子
家
庭
児
童
支
援
か
ら
母
子
・
父
子
家
庭
児
童
支
援
へ

　

父
子
家
庭
増
加
と
父
子
福
祉
金　
　

母
子
家
庭
は
昭
和
四
十
六
（
一
九
七
一
）
年
当
初
、
二
六
〇
世
帯
で
あ
っ
た
が
、
昭
和

六
十
三
年
に
は
五
六
〇
世
帯
を
超
え
た
。

　

そ
の
頃
よ
り
、
父
子
家
庭
の
増
加
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
全
国
レ
ベ
ル
で
は
、
昭
和
五
十
八
年
度
は
、
ひ
と
り
親
家
庭

の
死
別
が
六
万
六
九
〇
〇
世
帯
、
離
婚
に
よ
る
離
別
は
九
万
七
〇
〇
世
帯
だ
っ
た
。
平
成
十
五
年
度
の
調
査
に
よ
る
と
死
別

三
万
三
四
〇
〇
世
帯
、
離
婚
に
よ
る
離
別
は
一
二
万
八
九
〇
〇
世
帯
で
あ
る
。
こ
の
二
十
年
間
で
死
別
に
よ
る
離
別
は
半
数
以
下
と

な
り
、
離
婚
に
よ
る
離
別
は
約
一
・
四
倍
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
市
に
お
い
て
も
そ
の
限
り
で
は
な
く
、
母
子
家
庭
で
は
経
済
的
な
救
済
が
必
要
と
さ
れ
、
父
子
家
庭
で
は
子
育
て
や
家
事
な
ど

日
常
生
活
に
お
け
る
支
援
が
必
要
と
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
平
成
十
二
年
に
は
、
市
に
よ
る
福
祉
金
条
例
に
基
づ
い
て
父

子
家
庭
に
も
父
子
福
祉
金
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
芦
屋
市
福
祉
金
条
例
」（
平
成
元
年
四
月
一
日
条
例
第
一
二
号
）
の
目
的

四
二
七

第
四
節

児
童
を
め
ぐ
る
福
祉
行
政
と
そ
の
支
援



は
第
一
条
に
「
こ
の
条
例
は
、
社
会
保
障
の
理
念
に
基
づ
き
、
障
害
者
、
母
子
状
態
に
あ
る
母
、
父
子
状
態
に
あ
る
父
お
よ
び
遺
児

に
福
祉
金
を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

父
子
家
庭
の
増
加
に
よ
る
上
記
の
条
例
は
、
本
市
の
具
体
的
な
施
策
と
し
て
支
援
の
方
法
が
明
記
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。

家
庭
に
お
け
る
男
女
の
役
割
分
担
や
家
族
関
係
の
あ
り
方
な
ど
、
多
く
の
要
因
が
複
雑
に
交
錯
し
な
が
ら
、
日
本
人
の
家
庭
生
活
や

家
族
形
態
に
大
き
な
変
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。

　

母
子
・
父
子
家
庭
児
童
の
集
い　
　

母
子
家
庭
・
父
子
家
庭
へ
の
支
援
は
時
代
状
況
に
応
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
実
施
さ
れ
て

き
た
。
昭
和
三
十
六
（
一
九
六
二
）
年
に
は
母
子
家
庭
児
童
の
進
学
・
就
職
お
祝
い
会
が
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
名
称
が
変
更
さ

れ
、「
新
入
学
・
卒
業
お
祝
い
の
会
」
と
し
て
続
い
て
い
る
。
ま
た
、
年
末
の
集
い
は
、
昭
和
六
十
三
年
ま
で
母
子
家
庭
だ
け
が
対
象

と
さ
れ
て
い
た
が
、
平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
か
ら
は
母
子
・
父
子
家
庭
年
末
の
集
い
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
母
子
家

庭
に
は
母
子
宿
泊
キ
ャ
ン
プ
や
ス
キ
ー
な
ど
が
実
施
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
本
市
で
は
、
母
子
・
父
子
家
庭
の
交
流
を
通
じ
て
子
ど
も
の
健
全
な
育
成
を
図
り
、
家
庭
生
活
の
安
定
へ
の
支
援
が

平
成
十
七
年
ま
で
実
施
さ
れ
た
。

四
． 

児
童
虐
待
の
推
移
と
児
童
虐
待
防
止
対
策

　

気
軽
に
相
談
で
き
る
窓
口
を　
　

本
市
で
は
「
児
童
福
祉
法
」
を
基
本
的
な
理
念
と
し
て
、
次
世
代
を
生
き
る
児
童
の
成
長
と
自

立
支
援
の
た
め
に
児
童
福
祉
行
政
に
力
を
注
い
で
き
た
。
気
軽
に
相
談
で
き
る
窓
口
と
し
て
は
、
福
祉
事
務
所
の
家
庭
児
童
相
談
室
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が
中
心
と
な
っ
て
児
童
虐
待
防
止
の
取
り
組
み
や
自
立
支
援
を
行
な
っ
て
き
た
。
県
の
所
轄
は
西
宮
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
で
、
本

市
の
福
祉
事
務
所
と
と
も
に
役
割
を
分
担
し
協
力
し
あ
い
な
が
ら
、
そ
の
業
務
を
行
な
っ
て
き
た
。

　

平
成
十
二
年
十
一
月
、「
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
、
児
童
虐
待
防
止
法
）
が
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
に
先
立
ち
、

本
市
広
報
紙
に
お
い
て
は
、
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
や
家
庭
児
童
相
談
員
は
気
軽
に
相
談
で
き
る
窓
口
で
あ
る
こ
と
を
市
民
に
伝

え
、
平
成
十
三
年
に
は
、
児
童
虐
待
防
止
法
の
概
略
・
定
義
、
対
応
す
る
関
係
諸
機
関
、
通
告
義
務
、
児
童
相
談
所
や
警
察
の
役
割

と
任
務
、
地
域
の
役
割
な
ど
に
つ
い
て
よ
り
具
体
的
に
示
し
て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
に
本
市
で
は
、
児
童
虐
待
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
親
を
地
域
か
ら
孤
立
さ
な
い
よ
う
に
、
児
童
虐
待
防
止
へ
の
協
力
を

市
民
に
呼
び
か
け
て
い
る
。

　

児
童
虐
待
防
止
と
経
路
別
受
付
処
理
件
数
の
推
移　
　

児
童
虐
待
防
止
法
成
立
の
前
年
で
あ
る
平
成
十
一
（
一
九
九
九
）
年
度
か

ら
本
市
の
「
芦
屋
の
健
康
福
祉
」
の
家
庭
児
童
相
談
室
へ
の
経
路
別
受
付
処
理
の
集
計
に
よ
る
と
、「
発
見
」
で
は
平
成
十
二
年
度
は

四
八
件
だ
っ
た
が
平
成
十
三
年
度
に
は
一
一
三
件
、
平
成
二
十
年
度
ま
で
の
デ
ー
タ
の
な
か
で
、
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
の
は
平
成
十
四

年
度
の
一
四
六
件
だ
っ
た
。「
児
童
委
員
か
ら
通
告
」
は
平
成
十
二
年
度
は
三
六
件
、
平
成
十
三
年
度
に
は
五
五
件
、
最
も
多
か
っ
た

の
は
平
成
十
六
年
六
八
件
だ
っ
た
。「
市
町
村
か
ら
通
告
」
で
は
平
成
十
二
年
度
は
二
八
件
だ
っ
た
が
平
成
十
三
年
度
に
は
五
五
件
、

平
成
十
五
年
に
は
八
三
件
と
な
っ
た
。「
学
校
か
ら
相
談
」
は
平
成
十
二
年
度
は
五
件
、
平
成
十
三
年
度
に
は
四
四
件
、
平
成
十
七
年

度
九
二
件
、「
家
族
・
親
せ
き
か
ら
相
談
」
は
平
成
十
二
年
度
二
五
四
件
だ
っ
た
が
平
成
十
三
年
度
に
は
四
〇
八
件
、
平
成
十
七
年
度

は
四
七
三
件
と
な
っ
た
。

四
二
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児
童
虐
待
防
止
法
成
立
以
後
、
そ
れ
ま
で
水
面
下
で
行
な
わ
れ
て
い
た
児
童

虐
待
の
事
実
が
表
面
化
し
な
か
っ
た
例
も
あ
り
、
経
路
別
受
付
年
度
別
総
件
数

は
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
平
成
十
九
年
度
よ
り
全
体
的
に

減
少
傾
向
に
あ
る
。

　

総
件
数
で
み
る
と
、
平
成
十
一
年
度
は
四
二
六
件
、
平
成
十
二
年
度
四
〇
三

件
で
あ
っ
た
が
、
平
成
十
三
年
度
に
な
る
と
七
七
四
件
と
急
速
に
増
加
し
、
平

成
十
七
年
度
は
七
六
八
件
、
平
成
十
八
年
度
は
七
三
〇
件
と
増
加
し
て
き
た
。

し
か
し
、
平
成
十
九
（
二
〇
〇
七
）
年
度
は
二
〇
九
件
と
極
端
に
減
少
し
た
。

な
か
で
も
「
学
校
か
ら
相
談
」、「
家
族
・
親
せ
き
か
ら
の
相
談
」
に
減
少
が
み

ら
れ
た
（
6
‐
16
）。
そ
の
後
、
同
年
の
児
童
虐
待
防
止
法
第
二
次
改
正
翌
年

の
平
成
二
十
年
度
は
二
一
七
件
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
市
で
は
平
成
十
五
年
に
も
広
報
あ
し
や
に
「
児
童
虐
待
防
止
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
」
の
存
在
を
知
ら
せ
て
い
る
（
6
‐
17
）。
地
域
社
会
や
住
民
に
対
し
て
な

お
一
層
の
理
解
を
得
る
た
め
の
呼
び
か
け
で
あ
り
、
守
秘
義
務
の
厳
守
と
と
も

に
何
よ
り
も
虐
待
の
早
期
発
見
・
早
期
対
応
の
大
切
さ
を
知
ら
せ
児
童
虐
待
防

止
に
努
め
て
き
た
。
以
後
、
児
童
虐
待
防
止
法
の
改
正
も
あ
り
、
法
的
な
改
善
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区　

分

年　

度

発　
　

見

児
童
委
員
か
ら
通
告

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー

か
ら
送
致

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー

か
ら
委
嘱

保
健
所
か
ら
通
知

警
察
関
係
か
ら
通
知

そ
の
他
都
道
府
県

関
係
か
ら
通
告

市
町
村
か
ら
通
告

学
校
か
ら
相
談

家
族
・
親
戚
か
ら
相
談

本
人
か
ら
相
談

そ
の
他
か
ら
相
談

合　
　

計

平成 11 19 39 0 24 14 0 0 15 26 254 12 23 426
平成 12 48 36 0 5 2 0 0 28 5 254 14 11 403
平成 13 113 55 3 34 0 5 8 55 44 408 31 18 774
平成 14 146 33 5 24 1 3 8 51 32 335 18 18 674
平成 15 100 49 7 22 0 3 13 83 32 317 27 17 670
平成 16 85 68 4 47 0 1 1 31 52 361 16 14 680
平成 17 79 58 1 22 1 2 2 10 92 473 5 23 768
平成 18 86 39 10 17 10 4 2 26 83 389 20 44 730
平成 19 2 17 2 19 8 9 2 11 36 89 1 13 209
平成 20 6 10 2 3 2 9 5 13 31 106 0 30 217
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が
進
め
ら
れ
る
な
か
、
今
後
も
児
童
虐
待
防
止
に
努
め
て
い
く
方
針
で
あ
る
。

五
． 

女
性
セ
ン
タ
ー
か
ら
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
へ

　

昭
和
五
十
（
一
九
七
五
）
年
は
、
国
際
連
合
に
よ
っ
て
国
際
婦
人
年
と
さ
れ
た
年
で
あ

る
。
そ
の
時
期
を
契
機
と
し
て
男
女
平
等
に
つ
い
て
国
際
的
に
声
が
高
ま
り
、
日
本
で
は
実

質
的
な
取
り
組
み
が
展
開
さ
れ
て
き
た
。
平
成
十
一
年
（
一
九
九
九
）
に
は
「
男
女
共
同
参

画
社
会
基
本
法
」
が
成
立
し
た
。

　

本
市
で
は
、
男
女
共
生
社
会
に
向
け
た
活
動
の
拠
点
と
し
て
平
成
六
年
八
月
に
女
性
セ
ン

タ
ー
を
開
設
し
た
。
平
成
十
年
度
に
は
、
五
年
計
画
で
「
芦
屋
市
男
女
共
同
参
画
行
動
計

画
”
ウ
ィ
ザ
ス
・
プ
ラ
ン“
」
を
実
施
、
平
成
十
五
年
に
は
「
第
二
次
芦
屋
市
男
女
共
同
参

画
行
動
計
画
」
が
策
定
さ
れ
、
女
性
セ
ン
タ
ー
は
相
談
事
業
や
支
援
の
拠
点
と
な
っ
た
。

　

 

「
第
二
次
男
女
共
同
参
画
行
動
計
画
」
で
は
、
基
本
目
標
と
し
て
五
項
目
を
示
し
て
い

る
。
例
え
ば
、
基
本
目
標
は
、
基
本
課
題
と
し
て
四
項
目
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
基
本
目
標
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
男
女
共
同
参
画
社
会
に
向
け
て
の
シ
ス
テ
ム
づ
く

り
と
意
識
改
革
」
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
性
役
割
分
担
の
意
識
改
革
、
性
差
別
に

つ
い
て
見
直
し
が
求
め
ら
れ
、
学
校
教
育
や
生
涯
学
習
を
通
し
て
行
な
う
事
業
の
一
例
と
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し
て
、「
市
政
へ
の
関
心
を
高
め
、
市
政
へ
の
発
言
の
機
会
の
確
保
や
学
習
機
会
の
充
実
を
図
る
」、「
審
議
会
等
へ
の
女
性
の
登
用
率

四
〇
％
を
目
指
す
」
方
向
性
や
男
女
職
員
の
職
域
拡
大
と
女
性
の
管
理
職
登
用
な
ど
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　

基
本
課
題
二
は
政
策
・
方
針
決
定
の
場
へ
の
女
性
の
参
画
の
推
進
、
基
本
課
題
三
で
は
男
女
共
同
参
画
社
会
を
め
ざ
す
生
涯
学
習

の
充
実
で
あ
る
。
保
育
所
・
幼
稚
園
・
学
校
に
お
け
る
男
女
平
等
教
育
の
充
実
は
、
基
本
課
題
四
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

男
女
共
同
参
画
の
視
点
に
た
つ
保
育
・
教
育
の
推
進
、
男
女
共
同
参
画
視
点
に
た
つ
学
校
教
育
の
推
進
、
学
校
運
営
へ
の
男
女
共
同

参
画
へ
の
推
進
、
多
様
な
選
択
を
可
能
に
す
る
進
路
指
導
の
充
実
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」（
D
V
防
止
法
）、「
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
に
関

す
る
法
令
」
な
ど
の
周
知
徹
底
や
、
女
性
の
就
労
や
家
事
・
育
児
両
立
に
関
す
る
子
育
て
支
援
、
男
女
が
共
に
家
族
の
一
員
と
し
て

の
責
任
感
を
持
ち
、
地
域
活
動
や
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
活
動
へ
の
参
加
の
奨
励
を
行
な
う
な
ど
男
女
共
同
参
画
社
会
の
シ
ス
テ
ム
化
に
つ

い
て
積
極
的
に
啓
蒙
し
て
き
た
。

　

女
性
セ
ン
タ
ー
は
平
成
十
九
年
一
月
一
日
よ
り
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
へ
と
名
称
を
変
え
、
愛
称
を
「
ウ
ィ
ザ
ス
あ
し
や
」
と

し
て
、
夫
婦
、
家
族
関
係
、
心
の
悩
み
相
談
な
ど
は
、
週
に
一
回
、
D
V
に
関
す
る
相
談
は
月
に
一
回
、
女
性
の
専
門
相
談
員
が
対

応
し
、
同
時
に
保
育
室
な
ど
も
設
置
さ
れ
子
育
て
に
関
す
る
育
児
サ
ポ
ー
ト
講
座
な
ど
の
学
習
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
（
ウ
ィ
ザ
ス
あ
し
や
）
は
、
男
女
が
互
い
に
そ
の
人
権
を
尊
重
し
、
対
等
な
パ
ー

ト
ナ
ー
と
し
て
認
め
、
と
も
に
参
画
で
き
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
拠
点
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
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第
五
節　

障
が
い
者
（
児
）
福
祉

一
． 

国
際
障
害
者
年
ま
で

　

基
本
的
に
は
、
身
体
障
が
い
者
と
身
体
障
が
い
児
に
対
す
る
支
援
の
実
施
機
関
は
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
成
人
な
ど
の
身
体
障

が
い
者
、
知
的
障
が
い
者
（
当
時
は
「
精
神
薄
弱
者
」
と
さ
れ
て
い
た
）
は
、「
身
体
障
害
者
福
祉
法
」、「
精
神
薄
弱
者
福
祉
法
」（
当

時
）
に
基
づ
き
市
が
所
管
す
る
が
、
一
八
歳
未
満
の
児
童
に
つ
い
て
は
、
児
童
福
祉
法
に
基
づ
き
主
と
し
て
県
の
西
宮
こ
ど
も
家
庭

セ
ン
タ
ー
が
所
管
す
る
。
し
か
し
、
児
童
に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
は
、
本
市
と
し
て
も
そ
の
責
任
の
一
端
が
あ
り
、
支
援
を
惜
し

む
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

昭
和
四
十
年
代
当
時
は
、
現
在
ほ
ど
身
体
障
が
い
者
に
関
す
る
施
策
、
事
業
は
そ
ろ
っ
て
お
ら
ず
、
窓
口
で
は
、
旅
客
運
賃
割
引

証
の
交
付
事
務
が
多
く
を
占
め
た
。
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
、
施
設
へ
の
措
置
、
義
肢
、
補
聴
器
、
車
い
す
な
ど
の
補
装
具
の
交

付
並
び
に
修
理
な
ど
は
、
対
象
と
な
る
人
が
少
な
く
、
事
務
の
占
め
る
割
合
も
多
く
は
な
か
っ
た
。
知
的
障
が
い
者
に
関
し
て
は
、

法
の
公
布
後
十
年
が
経
過
し
て
い
た
が
、
施
策
、
事
業
共
に
未
整
備
の
部
分
が
多
く
、
施
設
入
所
に
関
す
る
相
談
は
月
に
四
か
ら
五

件
程
度
で
あ
っ
た
。
市
内
に
施
設
が
な
い
た
め
、
主
と
し
て
市
外
の
施
設
へ
の
措
置
を
行
な
っ
た
。
昭
和
四
十
五
年
当
時
で
、
身
体

障
害
者
手
帳
の
所
持
者
数
は
五
四
三
人
で
あ
っ
た
。
身
体
・
知
的
障
が
い
者
が
共
に
社
会
参
加
で
き
る
条
件
は
整
っ
て
お
ら
ず
家
族

が
介
護
や
世
話
を
し
て
お
り
、
手
帳
の
交
付
申
請
を
し
た
障
が
い
者
は
一
部
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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本
市
に
お
い
て
は
、
心
身
障
害
者
（
児
）
医
療
費
助
成
制
度
の
創
設
（
昭
和
四
十
七

年
）、
身
体
障
害
者
家
庭
奉
仕
員
制
度
の
直
営
へ
の
切
り
替
え
（
昭
和
五
十
年
）、
機
能

回
復
訓
練
を
必
要
と
す
る
就
学
前
の
心
身
障
が
い
児
の
他
市
施
設
へ
の
通
園
交
通
費
の

一
部
助
成
（
昭
和
五
十
一
年
）
な
ど
を
行
な
っ
て
障
が
い
者
（
児
）
へ
の
支
援
を
図
っ

た
。
ま
た
、
昭
和
五
十
三
年
に
は
、
心
身
障
害
者
小
規
模
通
所
授
産
施
設
「
芦
屋
つ
つ

じ
共
同
作
業
所
」
が
オ
ー
プ
ン
し
、
障
が
い
に
応
じ
た
作
業
、
生
活
訓
練
を
通
し
て
、

社
会
性
、
自
主
性
、
協
調
性
を
養
い
、
障
が
い
者
の
社
会
参
加
と
自
立
を
め
ざ
し
た
。

二
． 

完
全
参
加
と
平
等
を
め
ざ
し
て

　

昭
和
五
十
六
（
一
九
八
一
）
年
度
は
、
心
身
に
障
が
い
の
あ
る
人
々
の
社
会
へ
の

「
完
全
参
加
と
平
等
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
、
世
界
各
国
が
共
に
行
動
す
る
国
際
障

害
者
年
の
初
年
度
で
あ
っ
た
。
本
市
に
お
い
て
も
、
同
年
二
月
に
「
国
際
障
害
者
年
推

進
委
員
会
」
を
発
足
さ
せ
て
、
各
種
啓
発
活
動
の
展
開
、
各
種
記
念
事
業
の
実
施
、
福

祉
の
ま
ち
づ
く
り
要
綱
の
制
定
な
ど
の
取
り
組
み
を
行
な
っ
た
。
そ
し
て
、「
福
祉
の
ま

ち
づ
く
り
の
た
め
の
都
市
施
設
整
備
要
綱
」
を
策
定
（
昭
和
五
十
七
年
）
し
、
身
体
障

が
い
者
に
配
慮
し
た
公
共
施
設
な
ど
の
整
備
（
昭
和
五
十
八
年
）
を
進
め
た
。
ま
た
、

0

500

1,000
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3,000
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言
語
、
聴
覚
障
が
い
者
が
意
思
の
疎
通
を
図
り
、
積
極
的
な
社
会

参
加
を
実
現
す
る
た
め
に
、
手
話
の
で
き
る
生
活
相
談
員
の
配
置

を
行
な
う
と
と
も
に
、
ミ
ニ
フ
ァ
ッ
ク
ス
を
対
象
世
帯
や
市
役
所

な
ど
に
設
置
（
昭
和
五
十
九
年
）
し
た
。

　

国
際
障
害
者
年
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
な
っ
た
「
完
全
参
加
と
平

等
」
へ
の
取
り
組
み
は
、
心
身
の
障
が
い
者
の
社
会
的
な
不
利
の

克
服
を
め
ざ
し
、
社
会
に
お
い
て
は
平
等
に
扱
わ
れ
る
よ
う
諸
制

度
を
拡
充
し
た
。
障
が
い
者
に
関
す
る
制
度
の
充
実
と
障
が
い
者

の
範
囲
を
拡
大
し
た
こ
と
に
よ
り
6
‐
18
の
よ
う
に
そ
の
利
用
を

求
め
る
人
が
増
加
し
て
手
帳
を
所
持
す
る
人
が
多
く
な
っ
た
。
本

市
の
昭
和
六
十
年
に
お
け
る
身
体
障
が
い
者
数
は
、
一
一
一
一

人
、
身
体
障
が
い
児
は
六
二
人
、
知
的
障
が
い
者
は
八
〇
人
、
知

的
障
が
い
児
は
五
二
人
と
な
っ
た
（
6
‐
19
）。

　

こ
の
年
は
、「
国
の
補
助
金
等
の
整
理
及
び
合
理
化
並
び
に
臨
時

特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
が
公
布
さ
れ
、
社
会
福
祉
に
関
す
る
国

庫
負
担
率
が
引
き
下
げ
ら
れ
た
が
、
本
市
は
、
法
内
、
法
外
施
策

6-19　障害者手帳の所持状況　（資料）「芦屋の福祉」「芦屋の保健福祉」

障がい別身体
障がい者推移（年度）

18歳以上
視覚 聴覚平衡機能 言語 肢体 内部 総数

昭和45 95 58 5 349 3 510
昭和50 113 89 11 505 22 740
昭和55 110 100 16 533 87 846
昭和60 118 117 19 670 187 1,111
平成02 114 124 26 792 326 1,382
平成07 129 148 25 968 416 1,686
平成12 156 161 31 1,276 552 2,176
平成17 169 165 40 1,425 726 2,525
平成20 159 169 41 1,590 847 2,806

障がい別身体
障がい児推移

18歳未満児童
視覚 聴覚平衡機能 言語 肢体 内部 総数

昭和45 2 5 0 25 1 33
昭和50 1 8 0 22 1 32
昭和55 4 11 0 22 4 41
昭和60 3 11 0 36 12 62
平成02 4 10 0 33 23 70
平成07 4 10 0 21 20 55
平成12 3 8 0 20 17 48
平成17 3 6 0 23 12 46
平成20 4 7 0 24 11 46
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と
も
に
水
準
の
低
下
に
つ
な
が
る
こ
と
が
な
い
よ
う
福
祉
行
政
の
推
進
に
努
め
た
。
同
年
、
主
と
し
て
知
的
障
が
い
者
が
利
用
す
る

「
芦
屋
つ
つ
じ
共
同
作
業
所
」
の
作
業
所
を
増
設
し
、
通
所
者
を
一
四
人
か
ら
二
〇
人
に
増
や
し
、
作
業
量
を
増
や
す
な
ど
授
産
所

内
の
運
営
の
改
善
を
行
な
っ
た
。

三
． 

障
が
い
者
の
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り

　

昭
和
六
十
二
（
一
九
八
七
）
年
度
よ
り
、
障
が
い
者
福
祉
は
、
ほ
か
の
福
祉
関
係
法
と
共
に
国
の
関
与
が
高
い
機
関
委
任
事
務
か

ら
自
治
体
の
責
任
が
よ
り
重
く
な
る
団
体
委
任
事
務
と
な
っ
た
。
本
市
に
お
い
て
は
、
福
祉
施
設
の
入
所
措
置
、
徴
収
金
の
改
正
な

ど
を
市
民
の
理
解
を
得
て
実
施
さ
れ
、
障
が
い
者
福
祉
を
後
退
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
努
め
た
。

　

昭
和
六
十
三
年
に
は
、「
芦
屋
市
障
害
者
（
児
）
対
策
中
期
計
画
」
を
策
定
し
、
障
が
い
者
に
対
す
る
雇
用
・
保
健
医
療
・
施
設
福

祉
・
在
宅
福
祉
な
ど
に
つ
い
て
、
年
次
ご
と
に
実
現
す
べ
き
目
標
と
具
体
的
な
方
策
を
体
系
化
し
、
総
合
的
な
推
進
を
図
っ
た
。
こ

の
計
画
は
、
五
年
ご
と
に
見
直
し
が
な
さ
れ
、
施
策
や
事
業
の
拡
充
を
め
ざ
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
同
年
、
国
・
県
補
助
の
指
定

を
受
け
て
、「
障
害
者
の
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
」
推
進
事
業
が
取
り
組
ま
れ
、
生
活
環
境
の
改
善
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
・
市
民
啓
発
な

ど
が
進
め
ら
れ
た
。

　

障
害
者
福
祉
計
画
に
よ
る
施
策
が
障
が
い
者
自
身
に
と
っ
て
も
、
ま
た
、
そ
の
介
護
を
し
て
い
る
家
族
な
ど
に
と
っ
て
も
実
り
あ

る
も
の
と
す
る
た
め
に
、
当
事
者
や
支
援
す
る
人
々
は
組
織
や
団
体
を
つ
く
り
、
社
会
参
加
と
地
位
の
向
上
を
図
る
た
め
の
運
動
や

事
業
を
進
め
た
。
本
市
と
し
て
も
、
そ
れ
を
支
援
、
助
成
す
る
と
と
も
に
、
当
事
者
や
家
族
、
関
係
者
な
ど
の
要
望
を
施
策
や
事
業
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に
反
映
で
き
る
よ
う
に
努
め
た
。
こ
う
し
て
、
心
身
障
が
い
児
の
早
期
療
育
訓
練
の
た
め
の
「
す
く
す
く
学
級
」
が
開
設
（
平
成
元

（
一
九
八
九
）
年
）
さ
れ
た
。
ま
た
、
在
宅
障
が
い
者
の
社
会
参
加
の
促
進
の
た
め
の
福
祉
タ
ク
シ
ー
料
金
助
成
制
度
を
つ
く
り
、

利
用
す
る
夕
ク
シ
ー
料
金
の
う
ち
定
額
部
分
を
利
用
券
で
交
付
し
、
さ
ら
に
は
「
リ
フ
ト
お
よ
び
寝
台
付
き
」
タ
ク
シ
ー
を
導
入

（
平
成
二
年
）
し
た
。
そ
し
て
、
市
の
独
自
事
業
と
し
て
法
律
で
は
給
付
対
象
に
な
ら
な
い
日
常
生
活
用
具
の
購
入
補
助
事
業
を
実

施
（
平
成
四
年
）
し
、
障
害
者
住
宅
整
備
資
金
貸
付
制
度
を
創
設
（
平
成
六
年
）
す
る
な
ど
、
法
律
で
定
め
る
以
上
の
事
業
を
次
々

と
広
げ
て
い
っ
た
。　

　

平
成
七
年
は
、
本
市
に
と
っ
て
、
歴
史
上
か
つ
て
な
い
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
遭
遇
し
た
年
だ
っ
た
。
被
災
し
た
障
が
い
者
は
、

情
報
や
行
動
面
で
の
ハ
ン
デ
ィ
が
あ
り
被
害
を
よ
り
深
刻
な
も
の
と
し
た
。
し
か
し
、
聴
覚
障
が
い
者
に
つ
い
て
は
、
前
年
に
緊
急

時
の
連
絡
網
が
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
被
災
直
後
か
ら
手
話
通
訳
者
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
安
否
確
認
を
行
な
う
こ
と
が
で

き
た
。
ま
た
、
上
宮
川
文
化
セ
ン
タ
ー
は
被
災
し
た
聴
覚
障
が
い
者
の
支
援
の
拠
点
と
な
っ
た
。
重
度
の
障
が
い
者
に
対
し
て
は
、

近
隣
都
市
の
障
が
い
者
施
設
の
職
員
た
ち
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
駆
け
つ
け
安
全
確
保
を
行
な
っ
た
。
そ
し
て
、
行
政
機
能
が
回

復
す
る
と
、
地
区
民
生
委
員
な
ど
の
協
力
を
得
な
が
ら
す
べ
て
の
障
が
い
者
へ
の
訪
問
（
ロ
ー
ラ
ー
作
戦
）
を
行
な
う
こ
と
が
で
き

た
。
震
災
を
契
機
と
し
て
、
障
が
い
者
の
生
活
に
対
す
る
危
機
管
理
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
見
直
さ
れ
、
活
動
の
定
着
と
継
続
が

求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

平
成
十
年
度
に
は
、「
芦
屋
市
障
害
者
（
児
）
福
祉
計
画
―
第
三
次
中
期
計
画
―
」
が
策
定
さ
れ
、
実
現
す
べ
き
目
標
と
具
体
的
な

方
策
を
体
系
化
し
総
合
的
な
推
進
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
精
神
障
が
い
者
に
対
し
て
は
、
新
た
に
障
害
者
福
祉
金
の
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支
給
を
始
め
た
。
対
象
と
な
っ
た
精
神
障
が
い
者
は
、
七
一
人
で
あ
っ
た
。
平
成
十
一
年
に
は
、
短
期
入
所
事
業
や
知
的
障
が
い
者

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
支
援
事
業
を
始
め
た
。
ま
た
、
国
庫
補
助
対
象
事
業
と
な
る
在
宅
知
的
障
が
い
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
や
心
身

障
が
い
児
通
園
事
業
の
内
容
に
つ
い
て
も
充
実
を
図
っ
た
。

四
． 

社
会
福
祉
構
造
改
革
と
障
が
い
者
福
祉

　

平
成
十
二
（
二
〇
〇
〇
）
年
四
月
、
地
方
分
権
一
括
法
が
施
行
さ
れ
た
。
ま
た
、
同
時
に
、
社
会
福
祉
基
礎
構
造
改
革
に
基
づ
い

て
社
会
福
祉
事
業
法
は
社
会
福
祉
法
へ
と
改
正
さ
れ
て
、
各
地
方
公
共
団
体
は
よ
り
一
層
自
ら
の
判
断
と
責
任
の
も
と
に
、
地
域
の

実
情
に
見
合
っ
た
福
祉
行
政
を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

「
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
」
は
、
平
成
七
年
度
よ
り
「
精
神
保
健
法
」
が
改
正
さ
れ
て
施
行
さ
れ
た
。

　

本
市
に
お
い
て
は
、
平
成
十
三
年
度
に
精
神
障
が
い
者
の
自
立
支
援
対
策
と
し
て
、
精
神
障
が
い
者
小
規
模
作
業
所
に
対
し
て
運

営
費
の
補
助
を
行
な
う
な
ど
の
支
援
を
強
め
た
。
そ
し
て
、
平
成
十
四
年
四
月
に
県
か
ら
の
事
務
移
譲
を
受
け
て
、
保
健
福
祉
部
に

お
い
て
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
に
関
す
る
相
談
業
務
、
通
院
医
療
費
公
費
負
担
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
申
請
お
よ

び
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
業
務
を
実
施
し
た
。

　

平
成
十
五
年
四
月
に
、
身
体
・
知
的
障
が
い
者
福
祉
は
、
措
置
制
度
か
ら
支
援
費
制
度
へ
と
移
行
し
た
。
こ
れ
は
、「
施
設
か
ら
居

宅
へ
」、「
自
由
な
選
択
と
サ
ー
ビ
ス
の
自
己
決
定
」
を
基
本
と
し
、
当
事
者
と
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
で
の
契
約
に
基
づ
き
サ
ー
ビ

ス
が
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
制
度
で
あ
る
。
本
市
に
お
い
て
は
、
利
用
者
の
立
場
に
立
っ
た
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
で
き
る
よ
う
、
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相
談
支
援
と
情
報
提
供
を
行
な
っ
た
。
ま
た
、
翌
年
「
芦
屋
市
障
害
者
（
児
）
福
祉
計
画
―
第
四
次
中
期
計
画
―
」
が
、
健
常
者
も

障
が
い
者
も
共
に
社
会
で
生
活
で
き
る
こ
と
を
め
ざ
す
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念
に
基
づ
き
策
定
さ
れ
た
。

　

平
成
十
八
年
に
は
、「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
が
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
縦
割
り
で
あ
っ
た
身
体
・
知
的
・
精
神
の
三

障
が
い
の
サ
ー
ビ
ス
を
統
合
し
て
、
市
町
村
に
お
い
て
一
体
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
の
給

付
の
仕
方
、
施
設
運
営
の
あ
り
方
、
報
酬
の
方
法
な
ど
も
大
き
く
変
更
さ
れ
た
。
制
度
の
定
着
に
向
け
て
社
会
的
関
心
を
高
め
る
こ

と
と
な
っ
た
が
、
利
用
者
が
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場
合
は
、
原
則
一
割
負
担
と
い
う
「
応
益
負
担
」
が
導
入
さ
れ
た
た
め
、
本
市

と
し
て
は
、
利
用
者
の
負
担
が
重
く
な
ら
な
い
よ
う
に
軽
減
対
策
を
と
っ
た
。

　

ま
た
、
同
年
に
は
「
芦
屋
市
障
害
福
祉
計
画
（
第
一
期
）」
が
策
定
さ
れ
、
地
域
の
事
業
所
に
相
談
支
援
事
業
を
委
託
す
る
な

ど
、
き
め
の
細
か
い
相
談
と
支
援
が
で
き
る
よ
う
体
制
の
整
備
を
図
っ
た
。

　

し
か
し
、
障
害
者
自
立
支
援
法
の
実
施
を
め
ぐ
っ
て
利
用
者
負
担
や
施
設
運
営
の
あ
り
方
、
従
事
者
へ
の
処
遇
な
ど
の
問
題
が
あ

り
、
平
成
二
十
一
年
の
政
権
交
代
も
あ
っ
て
総
合
的
に
見
直
し
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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第
六
節　

国
民
健
康
保
険
と
国
民
年
金

一
． 
市
民
の
健
康
を
支
え
る
医
療
制
度

　

制
度
拡
充
に
向
け
て　
　

本
市
の
国
民
健
康
保
険
（
以
下
「
国
保
」
と
い
う
）
は
、
昭
和
三
十
六
（
一
九
六
一
）
年
の
国
民
皆
保

険
に
先
立
つ
昭
和
三
十
四
年
四
月
に
、
保
険
者
、
市
内
の
会
社
な
ど
で
の
健
康
保
険
や
そ
の
他
の
医
療
保
険
に
加
入
で
き
な
い
市
民

を
被
保
険
者
と
し
て
、
世
帯
主
七
割
、
家
族
五
割
の
給
付
率
を
も
っ
て
開
始
さ
れ
た
。
翌
昭
和
三
十
八
年
か
ら
は
、
世
帯
主
八
割
、

家
族
六
割
へ
と
給
付
割
合
を
引
き
上
げ
た
。

　

実
施
し
て
六
年
後
の
昭
和
四
十
年
に
お
い
て
は
、
国
保
加
入
世
帯
は
約
五
三
〇
〇
世
帯
で
本
市
の
全
世
帯
で
の
加
入
率
は
約

三
〇
％
、
被
保
険
者
数
は
一
万
三
四
〇
〇
人
で
市
民
の
加
入
率
は
約
二
〇
％
程
度
で
あ
っ
た
。

　

昭
和
四
十
五
年
に
は
、
他
市
に
先
が
け
て
高
齢
者
に
対
し
一
定
の
規
準
を
設
け
て
、
国
保
加
入
者
に
限
ら
ず
す
べ
て
の
保
険
医
療

費
の
本
人
負
担
分
を
全
額
助
成
す
る
こ
と
に
し
た
。
さ
ら
に
、
助
産
制
度
を
設
け
低
所
得
階
層
が
安
心
し
て
出
産
で
き
る
よ
う
配
慮

す
る
な
ど
、
育
児
手
当
や
葬
祭
費
な
ど
の
任
意
給
付
も
行
な
っ
た
。

　

昭
和
四
十
七
年
に
は
、
老
人
医
療
給
付
制
度
の
改
正
を
行
な
い
、
七
〇
歳
以
上
（
ね
た
き
り
老
人
に
つ
い
て
は
、
六
五
歳
以
上
）

の
老
人
を
対
象
と
し
て
、
本
人
の
所
得
に
よ
る
制
限
は
あ
っ
た
が
、
大
幅
な
拡
充
を
行
な
い
老
後
生
活
へ
の
安
心
感
と
扶
養
義
務
者

の
負
担
軽
減
に
多
大
の
効
果
を
あ
げ
た
。
ま
た
、
心
身
障
害
者
（
児
）
医
療
費
助
成
制
度
を
創
設
し
、
保
健
、
福
祉
の
向
上
や
増
進
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を
図
っ
た
。

　

や
が
て
本
市
に
限
ら
ず
、
各
地
方
自
治
体
に
お
い
て
も
「
老
人
医
療
費
公
費
負
担
助

成
制
度
」
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
昭
和
四
十
八
年
一
月
よ
り
老
人
福
祉
法
に
よ

る
「
老
人
医
療
支
給
制
度
」
が
始
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
伴
っ
て
、
本
市
に
お
い
て
は
、

老
人
医
療
費
給
付
制
度
の
対
象
年
齢
を
七
〇
歳
か
ら
六
七
歳
に
引
き
下
げ
る
と
と
も

に
、
所
得
制
限
を
撤
廃
す
る
な
ど
に
よ
り
同
制
度
を
拡
充
し
、
高
齢
者
が
安
心
し
て
治

療
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
た
。
創
設
後
一
年
を
経
過
し
た
心
身
障
害
者
（
児
）
医
療

費
給
付
制
度
に
つ
い
て
も
対
象
範
囲
を
広
げ
た
。
乳
児
（
〇
歳
）
医
療
費
給
付
制
度
に

つ
い
て
は
、
乳
児
の
す
こ
や
か
な
育
成
と
保
健
の
向
上
を
め
ざ
し
医
療
保
険
の
充
実
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
創
設
さ
れ
た
。
こ
の
制
度
は
、
子
ど
も
を
育
て
る
親
か
ら
は

歓
迎
さ
れ
た
。

　

続
く
昭
和
四
十
九
年
に
は
、
高
年
齢
者
の
保
護
と
医
療
を
守
る
た
め
、
県
の
施
策
と

あ
い
ま
っ
て
老
人
医
療
制
度
の
年
齢
制
限
を
六
七
歳
か
ら
六
五
歳
へ
と
さ
ら
に
引
き

下
げ
た
。
高
額
療
養
費
は
昭
和
五
十
年
よ
り
給
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
本
市
で

は
こ
の
年
よ
り
、
任
意
給
付
と
し
て
高
額
療
養
費
制
度
を
七
月
か
ら
採
用
し
、
被
保
険

者
の
治
療
に
伴
う
高
額
な
自
己
負
担
を
一
定
カ
バ
ー
す
る
こ
と
と
し
た
。
昭
和
五
十
年
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に
は
、
国
保
加
入
世
帯
は
約
六
四
〇
〇
世
帯
で
加
入
率
は
二
五
％
、
被
保
険
者
数
は

一
万
五
八
〇
〇
人
で
加
入
率
は
二
一
％
と
な
り
、
世
帯
、
被
保
険
者
と
も
に
数
が
増
加

し
て
い
っ
た
。
6
‐
20
や
6
‐
21
の
と
お
り
、
核
家
族
の
推
移
、
現
役
世
代
の
リ
タ
イ

ア
と
高
齢
化
は
国
保
世
帯
を
増
や
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

昭
和
五
十
四
年
に
は
、
高
齢
者
、
障
が
い
者
、
乳
児
へ
の
医
療
費
助
成
だ
け
で
な

く
、
十
月
か
ら
母
子
家
庭
に
対
す
る
医
療
費
の
公
費
負
担
制
度
も
新
た
に
発
足
さ
せ

て
、
制
度
の
拡
充
を
行
な
っ
た
。

　

国
保
財
政
は
厳
し
く　
　

財
政
事
情
が
厳
し
く
な
り
、
国
は
財
政
難
を
理
由
と
し
て

昭
和
五
十
九
（
一
九
八
四
）
年
八
月
に
予
算
の
概
算
要
求
に
際
し
て
、
生
活
保
護
費
な

ど
に
対
す
る
国
の
法
定
負
担
割
合
を
一
律
・
暫
定
的
に
一
〇
％
引
き
下
げ
る
案
を
出
す

な
ど
財
政
改
革
を
推
進
し
た
。

　

同
年
、
健
康
保
険
法
が
改
正
さ
れ
、
退
職
者
医
療
制
度
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、

厚
生
年
金
や
共
済
年
金
な
ど
に
二
十
年
以
上
加
入
す
る
な
ど
に
よ
り
、
老
齢
年
金
な
ど

の
受
給
開
始
年
齢
以
上
の
被
保
険
者
と
被
扶
養
者
に
対
し
て
、
老
人
保
健
法
に
よ
る
老

人
医
療
の
対
象
と
な
る
ま
で
の
間
、
会
社
員
や
公
務
員
な
ど
が
加
入
す
る
被
用
者
保
険

の
拠
出
金
と
本
人
の
保
険
料
で
賄
う
と
す
る
制
度
で
あ
る
。
こ
の
制
度
は
、
高
齢
者
や
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低
所
得
者
の
多
い
国
保
と
被
用
者
保
険
の
負
担
の
公
平
化
を
図
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。

　

平
成
四
（
一
九
九
二
）
年
、
国
民
年
金
や
国
民
健
康
保
険
事
務
に
お
い
て
も
事
務
の
O
A
化
が
三
年
計
画
で
実
施
さ
れ
、
平
成

六
年
に
保
険
年
金
課
が
所
管
す
る
老
人
保
健
医
療
お
よ
び
福
祉
医
療
助
成
事
務
、
国
民
年
金
事
務
、
児
童
手
当
支
給
事
務
の
オ
ン
ラ

イ
ン
シ
ス
テ
ム
が
完
成
し
た
。

　

平
成
七
年
は
、
本
市
に
と
っ
て
、
歴
史
上
か
つ
て
な
い
大
震
災
に
遭
遇
し
た
年
だ
っ
た
。
こ
れ
が
財
政
に
も
大
き
く
影
響
し
、
特

別
会
計
で
は
、
国
民
健
康
保
険
事
業
お
よ
び
老
人
保
健
医
療
事
業
特
別
会
計
が
赤
字
と
な
り
、
実
質
収
支
は
赤
字
と
な
っ
た
。

　

そ
の
た
め
、
平
成
十
年
度
に
お
い
て
は
、
国
民
健
康
保
険
事
業
の
健
全
な
運
営
を
維
持
す
る
た
め
、
一
般
被
保
険
者
の
世
帯
主
に

係
る
給
付
率
八
割
を
十
二
月
一
日
か
ら
国
並
に
七
割
に
改
定
し
た
。
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
給
付
率
の
改
定
に
よ
る
自
己
負
担
が
増

え
た
こ
と
も
考
慮
し
、
平
成
九
年
度
と
同
じ
保
険
料
率
に
な
る
よ
う
据
え
お
く
こ
と
し
た
。

　

平
成
十
一
年
に
は
、
本
市
に
お
け
る
少
子
化
対
策
の
一
環
と
し
て
、
三
歳
以
上
六
歳
未
満
の
幼
児
の
入
院
に
係
る
医
療
費
の
一
部

負
担
金
助
成
を
同
年
七
月
か
ら
県
の
所
得
基
準
に
上
乗
せ
を
し
て
実
施
し
た
。
さ
ら
に
、
平
成
十
三
年
に
は
、
乳
幼
児
の
通
院
医
療

費
に
係
る
助
成
に
つ
い
て
、
一
部
自
己
負
担
を
導
入
の
上
、
対
象
年
齢
を
〇
歳
か
ら
六
歳
（
従
前
は
〇
歳
～
三
歳
）
に
拡
大
し
た
。

そ
し
て
、
平
成
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
、
三
歳
未
満
の
乳
幼
児
の
一
部
負
担
金
の
割
合
を
二
割
と
し
た
。
ま
た
、
平
成
十
四
年
よ
り

出
産
育
児
一
時
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
世
帯
主
に
、
二
四
万
円
を
限
度
と
し
て
、
出
産
に
要
す
る
費
用
を
貸
し
付

け
る
制
度
を
創
設
し
少
子
化
対
策
を
進
め
た
。

　

同
年
に
は
老
人
保
健
法
が
改
正
さ
れ
、
対
象
年
齢
が
七
五
歳
以
上
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
自
己
負
担
は
定
額
負
担
か
ら
一
割
の
負
担
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に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
本
市
に
お
い
て
は
、
七
〇
歳
以
上
に
な
る
高
齢
者
で
老
人
保
健
法
の
適
用
を
受
け
な
い
者
の
一
部
負
担

金
の
割
合
を
一
割
（
一
定
以
上
の
所
得
を
有
す
る
者
は
二
割
）
に
改
め
た
た
め
、
負
担
増
と
な
っ
た
高
齢
者
が
一
部
で
現
れ
た
。

　

平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
、
国
保
加
入
世
帯
は
一
万
八
七
五
八
世
帯
で
加
入
率
は
四
五
・
九
％
、
被
保
険
者
数
は
、

三
万
一
六
七
三
人
で
加
入
率
は
三
四
・
二
％
と
な
っ
た
。
国
保
世
帯
の
増
加
傾
向
は
続
い
て
い
る
が
、
退
職
者
の
増
加
と
高
齢
化
の

進
行
、
少
人
数
世
帯
の
増
加
な
ど
が
そ
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
。

　

本
市
で
は
、
一
人
あ
た
り
の
受
診
回
数
は
多
い
が
、
通
院
日
数
は
他
市
と
比
較
し
て
少
な
い
。
す
な
わ
ち
、
病
気
を
放
置
す
る
こ

と
な
く
早
期
に
受
診
を
行
な
い
、
短
期
間
で
治
癒
さ
せ
る
と
い
う
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
保
険
料
収
入
に
占
め
る
所
得
割
に
よ
る
保
険

料
額
が
比
較
的
高
い
の
は
、
本
市
で
は
高
所
得
者
が
比
較
的
多
い
か
ら
で
あ
る
。
国
保
財
政
に
お
い
て
は
、
保
険
料
収
入
よ
り
も
歳

出
が
多
く
な
り
、
一
般
財
源
か
ら
の
持
ち
出
し
は
避
け
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
り
、
今
後
と
も
適
正
な
受
診
を
行
な
う
よ
う
奨
励
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
県
全
体
の
保
険
料
の
滞
納
率
は
約
一
八
％
（
平
成
十
九
年
）
で
あ
る
が
、
本
市
の
保
険
料
の
滞
納
率
は
一
〇
％

程
度
で
あ
り
、
他
都
市
と
比
較
す
る
と
低
い
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
だ
が
、
滞
納
世
帯
を
減
ら
し
収
納
率
を
上
げ
る
努
力
を
す
る

必
要
が
あ
る
。

　

平
成
二
十
年
四
月
よ
り
、
増
加
し
続
け
る
高
齢
者
と
医
療
費
の
増
加
に
対
応
す
る
た
め
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」
が
始
ま
っ

た
。
高
齢
者
の
心
身
の
特
性
な
ど
に
応
じ
て
、
現
役
世
代
と
は
別
の
新
た
な
診
療
報
酬
体
系
と
す
る
医
療
保
険
制
度
で
あ
る
。
七
五

歳
以
上
の
す
べ
て
の
高
齢
者
（
六
五
歳
か
ら
は
寝
た
き
り
者
を
対
象
）
が
被
保
険
者
で
あ
り
、
都
道
府
県
を
単
位
と
し
た
市
町
村
が

つ
く
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
保
険
者
で
あ
る
。
高
齢
社
会
に
お
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
医
療
ニ
ー
ズ
を
抱
え
る
国
保
加
入
者
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が
増
加
す
る
こ
と
に
な
る
。
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
法
改
正
が
検
討
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
高
齢
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
医
療
制
度
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
時
代
を
迎
え
て
い
る
。

二
． 

市
民
の
暮
ら
し
を
支
え
る
年
金
制
度

　

厚
生
・
共
済
者
年
金
と
別
立
て
で
ス
タ
ー
ト　
　

国
民
年
金
法
は
、
昭
和
三
十
四
（
一
九
五
九
）
年
に
公
布
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

同
年
十
一
月
よ
り
保
険
料
を
負
担
で
き
な
か
っ
た
人
に
対
す
る
無
拠
出
の
福
祉
年
金
の
支
給
が
始
ま
っ
た
。
拠
出
制
の
国
民
年
金
は

昭
和
三
十
六
年
四
月
よ
り
施
行
さ
れ
、
同
時
に
保
険
料
の
徴
収
が
開
始
さ
れ
た
。
国
民
年
金
は
、
政
府
が
管
掌
し
運
営
責
任
を
負
う

が
、
実
施
事
務
は
市
町
村
に
委
任
さ
れ
た
の
で
本
市
に
お
い
て
は
、
ま
ず
福
祉
事
務
所
国
民
年
金
係
を
窓
口
と
し
て
事
務
を
進
め
、

昭
和
三
十
八
年
の
機
構
改
革
に
よ
り
保
険
年
金
課
を
新
設
し
た
。

　

国
民
年
金
は
、
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
の
適
用
を
受
け
な
い
、
主
と
し
て
二
〇
歳
以
上
六
〇
歳
未
満
の
自
営
業

者
、
商
店
や
零
細
企
業
な
ど
の
従
業
員
、
無
職
者
な
ど
を
強
制
加
入
の
対
象
者
と
し
た
が
、
公
的
年
金
加
入
者
の
妻
、
昼
間
部
の

学
生
、
公
的
年
金
受
給
者
な
ど
は
、
強
制
加
入
の
対
象
と
は
な
ら
ず
任
意
加
入
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
当
時
六
〇
歳
を
超
え
て
明
治

三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年
四
月
二
日
以
降
に
生
ま
れ
た
人
は
、
希
望
す
れ
ば
「
五
年
年
金
」、「
一
〇
年
年
金
」
に
加
入
で
き
た
。

　

昭
和
四
十
年
当
時
の
保
険
料
は
、
三
五
歳
未
満
で
月
額
一
〇
〇
円
、
三
五
歳
以
上
で
一
五
〇
円
で
あ
っ
た
が
、
申
請
に
よ
っ
て
国

民
年
金
の
資
格
が
取
得
で
き
る
た
め
、
申
請
を
行
な
わ
な
い
未
届
者
は
多
く
、
6
‐
22
の
よ
う
に
、
そ
の
適
用
の
促
進
の
た
め
に
臨

時
職
員
を
採
用
し
て
戸
別
訪
問
を
行
な
う
と
と
も
に
、
市
広
報
や
チ
ラ
シ
を
利
用
し
て
国
民
年
金
の
趣
旨
の
徹
底
を
図
っ
た
。
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年
金
を
受
給
す
る
に
は
一
定
期
間
保
険
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
昭
和
四
十
一
年
改
定
で
「
夫
婦
で
一
万
円
年
金
」
と
い
う
水
準
が
設
定

さ
れ
た
。
ま
た
、
制
度
発
足
時
に
納
付
対
象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
人
に
つ
い

て
は
所
得
制
限
が
あ
っ
た
が
、
保
険
料
を
納
め
な
く
て
も
支
給
さ
れ
る
無
拠

出
年
金
の
福
祉
年
金
（
老
齢
、
障
害
、
母
子
）
が
あ
っ
た
。

　

本
市
に
お
い
て
は
、
独
自
に
障
が
い
者
（
児
）
へ
の
扶
助
料
や
高
齢
者
へ

の
敬
老
金
の
支
給
を
行
な
っ
て
き
た
が
、
昭
和
四
十
年
に
は
、
従
来
の
支

給
規
制
に
代
わ
っ
て
「
市
民
福
祉
年
金
条
例
」
を
制
定
し
、
知
的
障
が
い

者
（
児
）
へ
の
年
金
支
給
へ
の
拡
大
、
所
得
制
限
の
緩
和
を
図
っ
て
、
こ
れ

ら
の
人
に
対
す
る
生
活
向
上
と
福
祉
の
増
進
に
寄
与
し
た
。
ま
た
、
翌
年
に

は
、
条
例
の
改
正
を
行
な
い
、
新
た
に
母
子
年
金
を
新
設
す
る
と
と
も
に
、

所
得
制
限
の
撤
廃
、
緩
和
を
図
り
対
象
受
益
者
を
拡
大
し
た
。

　

老
齢
年
金
は
保
険
料
を
二
十
五
年
間
以
上
納
付
し
な
い
と
支
給
さ
れ
ず
、

要
件
を
満
た
し
て
支
給
が
始
ま
る
の
は
、
制
度
上
昭
和
五
十
六
年
か
ら
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
こ
の
間
に
高
齢
者
と
な
っ
た
人
に
対
す
る
所

得
保
障
が
で
き
な
い
た
め
、
昭
和
四
十
五
年
に
は
、「
五
年
年
金
」
の
支
給
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が
開
始
さ
れ
た
。
昭
和
四
十
八
年
に
は
、
い
ず
れ
の
公
的
年
金
に
も
加
入
で
き
な
い
「
谷
間
の
老
人
」
に
対
す
る
救
済
措
置
と
し

て
「
老
齢
特
別
給
付
金
」
が
新
設
さ
れ
た
。
こ
の
年
に
は
、
年
金
額
の
消
費
者
物
価
ス
ラ
イ
ド
制
も
導
入
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
昭
和

五
十
年
に
は
、「
十
年
年
金
」
の
支
給
が
開
始
さ
れ
、
高
齢
者
へ
の
所
得
保
障
が
図
ら
れ
た
。
ま
た
、
市
民
福
祉
年
金
の
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
も
、
所
得
制
限
の
緩
和
と
給
付
額
を
増
額
す
る
な
ど
受
給
者
の
生
活
向
上
に
役
立
て
た
。

　

基
礎
年
金
の
実
施　
　

昭
和
六
十
一
（
一
九
八
六
）
年
四
月
よ
り
、
年
金
制
度
は
す
べ
て
の
年
金
の
基
礎
部
分
の
給
付
を
共
通
さ

せ
る
基
礎
年
金
と
し
て
再
編
さ
れ
、
現
行
の
年
金
制
度
が
始
ま
っ
た
。
公
務
員
や
会
社
員
な
ど
の
共
済
年
金
や
厚
生
年
金
は
基
礎
年

金
に
上
乗
せ
さ
れ
る
年
金
と
し
て
別
立
て
で
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
年
金
は
旧
法
と
し
て
区
別
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
基
礎
年
金
で
、
大
き
く
変
わ
っ
た
こ
と
の
一
つ
は
、
女
性
の
年
金
権
の
向
上
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
被
用
者
の
妻
は
任

意
加
入
で
あ
り
無
年
金
者
と
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
第
三
号
被
保
険
者
と
し
て
強
制
加
入
さ
せ
て
救
済
を
図
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
障
害
福
祉
年
金
受
給
者
を
障
害
基
礎
年
金
へ
と
移
行
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
障
害
福
祉
年
金
者

の
受
給
額
は
大
幅
に
増
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
二
〇
歳
未
満
で
障
が
い
者
に
な
っ
た
人
に
も
無
拠
出
者
で
は
あ
る
が
、
二
〇

歳
か
ら
の
障
害
基
礎
年
金
の
対
象
と
し
た
。
こ
う
し
て
、
国
民
年
金
は
、
旧
法
に
よ
る
国
民
年
金
の
受
給
者
は
年
々
減
少
し
て
い
く

こ
と
に
な
り
、
代
わ
っ
て
基
礎
年
金
に
よ
る
受
給
者
が
増
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

本
市
独
自
の
「
市
民
福
祉
年
金
条
例
」
は
、
平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
四
月
一
日
よ
り
「
芦
屋
市
福
祉
年
金
条
例
」
へ
と
変
更
さ

れ
、
支
給
額
の
改
定
と
所
得
制
限
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

平
成
三
年
に
は
、
二
〇
歳
以
上
の
学
生
に
つ
い
て
は
、
強
制
加
入
の
対
象
外
と
な
っ
て
い
た
が
、
無
年
金
と
な
る
障
が
い
学
生
の

四
四
七

第
六
節

国
民
健
康
保
険
と
国
民
年
金



問
題
が
顕
在
化
し
て
、
第
一
号
被
保
険
者
と
し
て
強
制
加
入
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
無
収
入
の
学
生
か
ら
保
険
料
を
徴
収
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
不
評
で
、
ま
た
、
未
届
者
も
少
な
く
は
な
く
、
平
成
十
二
年
の
年
金
制
度
の
改
定
に
よ
り
学
生
納
付
特
例
制
度
が
設
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
本
市
に
お
い
て
も
制
度
の
周
知
を
行
な
い
手
続
き
の
促
進
を
勧
奨
し
た
。

　

国
民
年
金
は
、
国
民
の
最
低
限
の
所
得
保
障
を
行
な
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ミ
ニ
マ
ム
の
た
め
に
全
国
一
律
で
実
施
す
る
制
度
で
あ
る
。

一
方
、
国
民
健
康
保
険
は
自
治
体
を
保
険
者
と
し
て
、
各
地
域
に
応
じ
て
給
付
と
負
担
が
決

め
ら
れ
る
医
療
保
障
制
度
で
あ
る
。
国
民
皆
保
険
、
皆
年
金
制
度
が
同
時
に
発
足
し
、
保
険

料
を
一
括
し
て
徴
収
す
る
こ
と
も
あ
り
、
国
民
年
金
の
窓
口
も
国
民
健
康
保
険
の
保
険
者
で

あ
る
自
治
体
に
設
置
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
国
民
年
金
は
国
の
制
度
で
あ
る
の
で
、
本
市

の
国
民
年
金
の
運
営
と
管
理
は
、
西
宮
社
会
保
険
事
務
所
が
管
轄
し
二
重
行
政
と
な
っ
て
い

た
。
し
か
し
、
地
方
分
権
と
行
政
事
務
の
合
理
化
に
基
づ
い
て
、
平
成
十
二
年
四
月
よ
り
国

民
年
金
事
務
は
、
国
民
年
金
に
関
す
る
情
報
提
供
や
書
類
の
受
付
な
ど
の
事
務
を
残
し
て
西

宮
社
会
保
険
事
務
所
に
順
次
移
管
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
6
‐
23
）。
平
成
二
十
二
年
よ

り
、
年
金
事
務
の
民
営
化
に
伴
い
日
本
年
金
機
構
に
事
務
が
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。

　

平
成
十
九
年
に
、
被
保
険
者
の
納
付
記
録
の
管
理
が
ず
さ
ん
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な

り
、
い
わ
ゆ
る
「
宙
に
浮
い
た
」
年
金
記
録
が
社
会
問
題
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
基
礎
年
金
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番
号
導
入
時
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
へ
の
移
行
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
、
被
保
険
者
の
納
付
記
録
の
管
理
が
自
治
体
と
社
会
保
険
事
務

所
の
二
本
立
て
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
原
因
と
さ
れ
た
。
年
金
に
不
安
を
感
じ
た
市
民
が
窓
口
に
多
く
訪
れ
た
が
、
相
談
に
応
じ
る

と
共
に
社
会
保
険
事
務
所
へ
と
つ
な
い
で
い
っ
た
。

　

市
民
の
国
民
年
金
制
度
に
対
す
る
信
頼
と
関
心
は
薄
い
。
ま
た
、
低
所
得
の
市
民
の
保
険
料
負
担
が
困
難
と
な
る
な
ど
の
事
情
に

よ
り
、
多
く
の
年
金
保
険
料
の
未
納
付
者
を
生
み
出
し
て
い
る
。
将
来
に
わ
た
り
多
く
の
無
年
金
者
が
生
み
出
さ
れ
る
懸
念
が
あ
る

が
、
市
民
の
老
後
の
生
活
の
所
得
保
障
が
で
き
る
よ
う
な
制
度
と
し
て
い
く
た
め
に
も
、
年
金
制
度
改
革
の
動
向
に
は
関
心
を
持
っ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

第
七
節　

保
健
と
健
康　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

本
市
の
将
来
像
で
あ
る
「
知
性
と
気
品
に
輝
く
活
力
あ
る
国
際
文
化
住
宅
都
市
」（
第
三
次
総
合
計
画
・
基
本
構
想
「
将
来
像
」）

の
建
設
を
進
め
て
い
く
た
め
に
、
市
民
に
と
っ
て
す
こ
や
か
で
ぬ
く
も
り
の
あ
る
社
会
づ
く
り
は
要
件
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
た
め

に
は
年
齢
を
問
わ
ず
、
全
市
民
が
健
康
を
維
持
す
る
日
常
の
保
健
お
よ
び
医
療
体
制
の
充
実
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

四
四
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節

保
健
と
健
康



一
． 

伝
染
病
と
の
戦
い

　

昭
和
三
十
（
一
九
五
五
）
年
代
以
前
で
は
、
伝
染
病
の
罹り
か
ん患
が
市
民
に
と
っ
て
恐
怖
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
伝
染
病
の
発
生
の

原
因
と
も
な
る
病
害
虫
の
駆
除
班
が
編
成
さ
れ
、
ダ
ス
タ
ー
エ
ン
ジ
ン
や
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
り
薬
剤
を
散
布
し
た
（
6
‐
24
）。

　

本
市
が
国
際
文
化
住
宅
都
市
に
な
る
に
は
ま
ず
衛
生
都
市
に
な
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
昭
和
二
十
八
年
、
県
立
芦
屋
保
健
所
は
、

保
健
所
を
市
民
の
力
で
盛
り
た
て
、
市
民
も
自
ら
健
康
を
守
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
考
え
か
ら
、「
芦
屋
保
健
協
力
会
」
を
設
立
し
た
。

　

市
民
な
ら
だ
れ
で
も
入
会
で
き
、
会
員
は
年
一
〇
〇
円
（
世
帯
主
）
の
会
費
、
家
族
は
一
人
に
付
き
年
五
〇
円
で
、
一
般
健
康
相

談
（
随
時
）、
寄
生
虫
卵
検
査
（
年
二
回
）、
X
線
写
真
間
接
撮
影
（
年
一
回
）
な
ど
を
無
料
で
受
け
ら
れ
た
。

　

ま
た
、
昭
和
三
十
年
、
県
の
防
疫
課
、
保
健
所
な
ど
と
の
関
係
機
関
の
連
絡
を
密
に

す
る
た
め
、「
芦
屋
環
境
衛
生
協
会
」
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
の
芦
屋
環
境
衛
生
協
会
を
通

じ
て
、
発
生
の
原
因
と
な
る
害
虫
除
去
の
薬
の
散
布
、
環
境
浄
化
に
役
立
つ
薬
品
の
各

家
庭
へ
の
配
布
、
種
痘
や
腸
チ
フ
ス
な
ど
の
予
防
接
種
の
普
及
な
ど
生
活
環
境
衛
生
の

保
全
に
万
全
を
期
し
、
市
民
の
一
層
の
保
健
思
想
の
高
揚
を
図
る
と
と
も
に
、
医
療
機

関
と
の
密
接
な
連
携
を
行
な
っ
た
。

　

そ
の
結
果
、
本
市
の
伝
染
病
（
赤
痢
、
猩し

ょ
う
こ
う
ね
つ

紅
熱
、
ジ
フ
テ
リ
ア
、
日
本
脳
炎
）
の
発

生
数
は
昭
和
三
十
八
年
五
六
人
、
昭
和
三
十
九
年
四
〇
人
、
昭
和
四
十
年
に
は
一
七
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人
、
そ
し
て
、
昭
和
四
十
三
年
に
は
四
人
と
激
減
し
た
。
こ
の
よ
う
に
伝
染
病
の
発
生
数
は

減
少
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。
ま
た
、
日
本
脳
炎
は
特
定
季
節
に
多
発
す
る
現
象
が
あ
っ
た
た

め
、
予
防
対
策
に
重
点
を
お
き
、
予
防
接
種
の
一
層
の
推
進
を
図
っ
た
。

　

な
お
、
昭
和
三
十
四
年
十
二
月
、
県
立
芦
屋
高
校
二
年
生
、
五
一
三
人
が
南
九
州
に
修
学

旅
行
に
行
っ
た
際
、
集
団
赤
痢
に
罹
っ
た
。
保
菌
者
は
約
四
割
の
二
一
九
人
に
達
し
、
精
道

病
院
お
よ
び
近
隣
の
病
院
に
収
容
し
治
療
を
行
な
っ
た
。
ま
た
、
残
り
の
二
年
生
全
員
が
約

二
週
間
、
登
校
停
止
と
な
り
自
宅
待
機
す
る
な
ど
二
次
感
染
防
止
対
策
を
行
な
っ
た
。

二
． 

ま
ち
の
清
潔
と
市
民
の
健
康

　

ま
ち
の
清
潔　
　

昭
和
四
十
二
（
一
九
六
七
）
年
に
は
、
市
民
に
関
心
の
高
い
、
日
常
生

活
上
で
の
不
快
感
、
迷
惑
感
の
除
去
な
ど
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
蚊
、
ハ
エ
の
撲
滅
対
策
を
重
点

的
に
取
り
上
げ
た
。
こ
の
た
め
、
市
民
お
よ
び
学
識
経
験
者
も
参
加
す
る
「
芦
屋
市
カ
・
ハ

エ
撲
滅
対
策
推
進
会
議
」
を
設
置
し
、
積
極
的
に
病
害
虫
駆
除
を
実
施
し
た
。

　

集
団
検
診　
　

法
定
伝
染
病
が
収
束
し
た
頃
か
ら
、
胃
が
ん
な
ど
の
成
人
病
が
社
会
的
な

問
題
と
し
て
浮
上
し
た
。
そ
こ
で
市
と
し
て
は
昭
和
四
十
一
年
か
ら
胃
の
集
団
検
診
を
ス

タ
ー
ト
さ
せ
た
。
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こ
の
胃
の
集
団
検
診
は
が
ん
の
早
期
発
見
、
早
期
治
療
に
多
大
の
効
果
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
昭
和
四
十
三
年
か

ら
は
移
動
健
康
検
診
車
（
6
‐
25
）
に
よ
る
機
動
性
を
生
か
し
て
結
核
検
診
を
は
じ
め
、
子
宮
ガ
ン
検
診
、
成
人
病
対
策
な
ど
に
幅

を
広
げ
、
市
民
の
健
康
管
理
に
大
き
な
成
果
を
あ
げ
た
。

三
． 

総
合
的
な
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
の
開
設

　

昭
和
四
十
六
（
一
九
七
一
）
年
に
は
、
市
民
の
健
康
管
理
を
推
進
す
る
た
め
、
近
隣
の
市
町
村
に
先
が
け
て
「
芦
屋
市
健
康
セ
ン

タ
ー
」
を
元
の
精
道
村
役
場
に
開
設
し
、
健
康
相
談
、
健
康
教
室
、
健
康
講
演
会
な
ど
を
積
極
的
に
開
催
し
た
。

　

昭
和
五
十
六
年
五
月
に
は
、「
芦
屋
市
保
健
セ
ン
タ
ー
」（
6
‐
26
）
と
し
て
公
光
町
に
開
設
し
た
。
芦
屋
市
保
健
セ
ン
タ
ー
は
、
芦

屋
市
医
師
会
、
芦
屋
市
歯
科
医
師
会
な
ど
の
協
力
に
よ
り
、
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
市
民
の
健
康
を
一
層
、
保
持
増
進
す
る
た

め
、
病
気
の
早
期
発
見
に
努
め
、
各
種
健
診
事
業
お
よ
び
介
護
予
防
の
た
め
の
健
康
教
育
お
よ
び
健
康
相
談
を
行
な
い
、
市
民
の
総

合
的
な
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
と
な
っ
て
い
る
。

　

昭
和
五
十
六
年
度
の
予
防
接
種
実
施
状
況
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
日
本
脳
炎
、
二
種
・
三
種
混
合
、
ポ
リ
オ
（
小
児
マ
ヒ
）、
は

し
か
な
ど
の
べ
二
万
三
六
六
六
人
、
胃
の
集
団
検
診
は
一
二
七
九
人
、
胸
部
検
診
は
二
七
九
一
人
、
循
環
器
検
診
は
一
〇
〇
四
人
、

乳
が
ん
検
診
は
七
六
一
人
、
子
宮
が
ん
検
診
は
八
三
〇
人
な
ど
多
く
の
市
民
が
利
用
し
た
。

　

ま
た
、
昭
和
四
十
四
年
頃
か
ら
本
市
を
横
断
す
る
国
道
四
三
号
で
の
大
気
汚
染
に
よ
る
健
康
へ
の
影
響
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
た

た
め
、
芦
屋
市
医
師
会
と
委
託
契
約
を
結
び
、
健
康
調
査
を
実
施
し
た
。
慢
性
気
管
支
炎
、
喘
息
、
肺
が
ん
な
ど
に
つ
い
て
市
内

四
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三
七
診
療
所
の
患
者
を
対
象
に
調
査
し
た
結
果
、
国
道
四
三
号
に
面
し
な
い
、
翠
ケ
丘
町
、
親
王
塚
町
や
茶
屋
之
町
な
ど
に
患
者
が

多
く
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
把
握
で
き
た
。

開設当時（昭和 56 年）の芦屋市保健センターの主な事業

平成 21 年の芦屋市保健センターの主な事業

6-27　芦屋市保健センターの主な事業

・予防接種　　　・胃の集団検診　・循環器検診
・胸部検診　　　・成人病　　　　・乳がん検診
・子宮がん検診　・婦人健康診査　・健康相談

「成人・老人保健事業」
主な事業 主な内容・備考

健康診査事業

健康チェック（35歳以上）、特定健康診査（生活習慣病の早
期発見に重点）、介護予防健診（65歳以上）、長寿医療制
度に基づく健康診査、肝炎ウィルス検査、前立腺がん検診、
アスベスト検診、巡回市民健診、骨粗しょう症・胃がん・肺が
ん・大腸がん・子宮がん・乳がん検診、事業所健診（予約制）

健康教育事業 健康講座、GOODバランスアップ教室、生活習慣みなおし
教室、健康チャレンジ教室、げんき度健診、健康大学

健康相談事業 歯の無料相談と健診、健康相談、保健相談、栄養相談
訪問指導事業 在宅寝たきり予防訪問指導、在宅寝たきり歯科訪問指導

難病患者等居宅
生活支援事業

ホームヘルプサービス、日常生活用具給付、短期入所（ショ
ートステイ）

健康手帳交付事業 40歳以上の市民に交付
障がい者歯科治療・相談 障がいのある人の歯の治療や相談

「母子保健事業」
主な事業 主な内容・備考

妊婦健康診査費助成事業 前後期を問わず、14回までの受診に対し1日5000円を限度に助成
健康診査事業 4か月・10か月・1歳6か月・3歳児健診、アレルギー健診
訪問指導事業 妊婦訪問、新生児訪問、こんにちは赤ちゃん

機能訓練 めだか水泳教室（喘息の既往のある4・5歳児、1～3年生）

健康教育事業
プレおやパパママ教室、プレおや沐浴教室、Let'sエンジョイ
マタニティクッキング、GOODバランスアップ教室、もぐもぐ離
乳食教室、幼児の食事とおやつの教室、アレルギー教室

健康相談事業 妊娠お産母乳の相談室、育児相談、まねっこ（保護者同士
の交流）、アレルギー離乳食相談

母子健康手帳の交付事業 医療機関で妊娠と認められた方に交付

「予防接種事業」
時期・種類 接種名

乳幼児期

ポリオ（集団接種）：小児マヒ
BCG（集団接種）：結核
三種混合（個別接種）：ジフテリア、破傷風、百日咳
MR 混合（個別接種）：麻疹、風疹
注：日本脳炎は現在、中止している。

学童期 二種混合（個別接種）：ジフテリア、破傷風
高齢者 インフルエンザ
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平
成
二
十
一
（
二
〇
〇
九
）
年
で
は
、
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で

生
涯
を
楽
し
く
す
こ
や
か
に
過
ご
せ
る
よ
う
、
医
師
、
歯
科
医
師
、

歯
科
衛
生
士
、
薬
剤
師
、
看
護
師
、
保
健
師
、
栄
養
士
な
ど
専
門
ス

タ
ッ
フ
が
協
力
し
て
い
ろ
い
ろ
な
保
健
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
お
り

市
民
の
健
康
管
理
の
正
に
中
核
と
な
っ
て
い
る
。

　

サ
ー
ビ
ス
の
内
容
は
市
内
の
在
住
・
在
勤
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て

年
々
き
め
細
か
く
、
変
更
や
追
加
が
さ
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
生
活

習
慣
病
の
原
因
と
い
わ
れ
て
い
る
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の

予
防
に
つ
い
て
も
健
診
や
健
康
教
育
な
ど
を
通
し
て
力
を
入
れ
て
い

る
。
平
成
二
十
一
年
の
芦
屋
市
保
健
セ
ン
タ
ー
の
主
な
事
業
は
「
成

人
・
老
人
保
健
事
業
」、「
母
子
保
健
事
業
」
そ
し
て
「
予
防
接
種
事

業
」
で
あ
り
、
総
合
的
な
保
健
サ
ー
ビ
ス
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　

昭
和
五
十
六
年
の
開
設
当
時
の
保
健
サ
ー
ビ
ス
と
比
較
し
て
み
る

と
、
時
代
の
ニ
ー
ズ
の
変
遷
が
よ
く
わ
か
る
（
6
‐
27
）。

　

な
お
、
昭
和
五
十
六
年
に
芦
屋
市
保
健
セ
ン
タ
ー
が
開
設
さ
れ
て

か
ら
「
あ
し
や
健
康
展
」
が
、
市
民
の
健
康
を
啓
蒙
す
る
一
環
と
し

6-28　第 26 回あしや健康福祉フェアー

フロアー名 主な内容
健 康
相 談
フロア

・内科の健康相談
・歯の健康相談と歯磨き指導
・お薬の相談

食生活
フロア

・バランスの良い料理の実物展示
・キノコご飯（試食コーナー）

健 康
づ くり
フロア

・食事指導と写真展示
・エネルギー、水分量の計算と相談
・血圧測定、骨密度測定
・健康相談

子供の
フロア

・エンジョイ！キッズ広場2005
・親子体操・ファミリーヨガ

福祉の
フロア

・からだバランスチェック
・介護予防トレーニング
・ハートフル福祉公社の事業紹介

すこやか
講 演
フ ロ ア

・健康増進プログラム体力測定
・肺がんについて
・アトピー性皮膚炎および化粧品

かぶれなどの皮膚炎に対するス
テロイドの使い方

6-29　子どものフロア
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て
、
毎
年
開
催
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
市
制
五
十
周
年
（
平
成
二
年
）

に
は
、「
あ
し
や
健
康
福
祉
フ
ェ
ア
ー
」
と
改
名
さ
れ
、
以
降
二
六
回

（
平
成
十
八
年
）
ま
で
行
な
わ
れ
た
。

　

ち
な
み
に
、
第
二
六
回
「
あ
し
や
健
康
福
祉
フ
ェ
ア
ー
」
に
お
い

て
は
、「
つ
な
げ
よ
う
健
康
習
慣　

次
世
代
へ
」
を
メ
イ
ン
テ
ー
マ

に
、
あ
し
や
健
康
福
祉
フ
ェ
ア
ー
実
行
委
員
会
の
主
催
で
、
芦
屋
い

ず
み
会
、
芦
屋
市
医
師
会
、
芦
屋
市
歯
科
医
師
会
、
芦
屋
市
薬
剤
師

会
、
芦
屋
栄
養
士
会
な
ど
の
協
力
で
、
6
‐
28
・
29
の
内
容
で
十
二

月
二
日
に
芦
屋
市
保
健
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
芦
屋
市
医
師
会
医
療
セ
ン

タ
ー
で
行
な
わ
れ
た
。

　

ま
た
、
市
民
か
ら
長
年
、
待
望
さ
れ
て
い
た
保
健
・
福
祉
の
総
合

的
な
拠
点
で
あ
る
、「
芦
屋
市
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
」
が
平
成
二
十
二

年
七
月
に
呉
川
町
に
オ
ー
プ
ン
し
た
（
6
‐
30
）。
同
セ
ン
タ
ー
は

「
保
健
セ
ン
タ
ー
」・「
福
祉
セ
ン
タ
ー
」・「
歯
科
セ
ン
タ
ー
」
の
三

つ
の
施
設
で
構
成
す
る
複
合
施
設
で
、
同
セ
ン
タ
ー
に
八
つ
の
機
能

（
6
‐
31
）
が
あ
り
、
今
後
の
本
市
の
保
健
・
福
祉
の
拠
点
と
し
て

6-30　保健福祉センター

6-31　保健福祉センターの 8 つの機能

相 談 福祉・保健・介護などに関
する相談

情報発信 福祉に関する情報、独自事
業の展開、啓発活動

保 健 ・
リハビリ

健康増進や健康づくり、子
どもの障がい機能訓練

活動拠点 福祉団体やボランティアな
どのグループ活動

文化・交流
市民のふれあいや交流事
業。障がいや認知症のある
人への支援

子 育 て
支 援

子育て中の親子の相談、親子
同士の交流・情報交換など

就労支援 障がいのある人が安心して
就労できるための支援

介 護
サービス

高齢者等への包括的な介護
サービス、ケアマネジメン
トの提供
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の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。

四
． 
阪
神
・
淡
路
大
震
災
時
の
保
健
と
健
康

　

健
康
づ
く
り
対
策
の
取
り
組
み　
　

震
災
直
後
、
平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
三
月
か
ら
入
居
が
始
ま
っ
た
仮
設
住
宅
は
高
齢
者
や

障
が
い
者
が
多
く
占
め
た
。
不
自
由
で
、
孤
独
な
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
人
、
一
人
暮
ら
し
の
中
高
年
入
居
者
、
環
境
の
変
化
に

よ
っ
て
閉
じ
こ
も
り
が
ち
の
人
々
へ
の
よ
り
き
め
細
か
い
援
助
が
必
要
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
市
・
県
の
保
健
婦
を
増
員
し
、

平
成
八
年
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
の
場
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
拠
点
と
し
て
「
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
」
が
市
内
に
四
か
所
（
高

浜
南
、
高
浜
北
、
中
央
公
園
、
呉
川
）
建
設
さ
れ
た
。
各
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
を
拠
点
に
保
健
婦
が
中
心
と
な
り
、
栄
養
士
、
こ
こ

ろ
の
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
の
職
員
と
協
力
し
て
毎
月
定
期
的
に
相
談
を
実
施
で
き
る
よ
う
保
健
活
動
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
定
期
的
に
健
康
相
談
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
市
民
と
市
の
職
員
や
医
療
ス
タ
ッ
フ
が
接
す
る
機
会
や
市
民
同
士
が

助
け
合
う
機
会
が
持
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
お
、
呉
川
町
の
あ
し
や
温
泉
は
、
仮
設
住
宅
に
住
む
市
民
を
は
じ
め
、
一
般
の
被
災

者
な
ど
の
癒
し
の
場
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。

　

ま
た
、
平
成
八
年
、
九
年
、
十
年
と
被
災
者
の
健
康
調
査
を
市
・
県
合
同
で
三
回
実
施
し
て
、
新
た
な
個
別
の
要
観
察
者
を
把
握

し
対
応
を
充
実
さ
せ
て
い
っ
た
。

　

そ
の
後
、
年
四
回
（
市
が
春
と
秋
、
県
が
夏
と
冬
に
担
当
）
各
シ
ー
ズ
ン
に
応
じ
た
健
康
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
に
“
保

健
だ
よ
り
”
を
作
成
し
各
戸
に
配
布
し
、
健
康
的
な
生
活
を
お
く
る
た
め
の
啓
蒙
を
行
な
っ
た
。
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震
災
後
四
年
間
の
取
り
組
み
状
況
（
平
成
八
～
十
一
年
）

　
　

⑴
健
康
相
談
件
数

　

仮
設
住
宅
や
復
興
住
宅
へ
の
転
居
に
よ
り
、
体
や
こ
こ
ろ
の
調
子
を
崩
す
こ
と
が
多
く
、
こ
う
し
た
環
境
の
変
化
に
対
応
す
る
た

め
に
、
気
軽
に
相
談
で
き
る
よ
う
場
所
や
雰
囲
気
を
変
え
る
工
夫
が
さ
れ
た
。

　

平
成
八
（
一
九
九
六
）
年
度
で
は
本
市
・
県
あ
わ
せ
て
実
施
回
数
一
五
四
回
、
の
べ
参
加
者
数
一
三
二
七
人
で
あ
っ
た
。
以
降
、

年
を
経
る
ご
と
に
減
少
し
平
成
十
一
年
度
で
は
四
九
回
、
五
二
四
人
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
実
態
が
把
握
で
き
た
こ
と
に
よ
り
、
こ

の
よ
う
な
悩
み
を
解
決
す
る
た
め
、
保
健
・
福
祉
・
医
療
が
連
携
し
対
応
し
た
。

　
　

⑵
訪
問
指
導
内
容
と
指
導
件
数

　

平
成
七
年
度
は
全
戸
訪
問
を
行
な
っ
た
が
、
全
世
帯
の
う
ち
の
六
割
近
く
が
何
ら
か
の
健
康
問
題
を
持
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
平
成

八
年
度
か
ら
は
要
観
察
者
な
ど
を
中
心
に
戸
別
訪
問
を
行
な
っ
た
。

　

疾
病
別
で
は
、
約
半
数
が
生
活
習
慣
病
（
高
血
圧
症
、
心
疾
患
、
糖
尿
病
な
ど
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
腰
痛
、
関
節
痛
な
ど
震
災

の
後
遺
症
を
含
む
整
形
外
科
疾
患
や
精
神
疾
患
、
ア
ル
コ
ー
ル
障
害
な
ど
も
多
か
っ
た
。
精
神
疾
患
は
平
成
八
年
度
（
一
九
六
件
）

か
ら
年
を
追
っ
て
増
え
、
平
成
十
一
年
度
で
は
四
八
三
件
と
大
幅
に
増
加
し
た
。

　

医
療
受
診
等
健
康
管
理
状
況
に
つ
い
て
は
、
戸
別
訪
問
し
た
な
か
で
約
二
〇
％
の
人
々
が
未
受
診
で
あ
っ
た
。
受
診
が
困
難
や
中

断
し
た
人
、
受
診
し
て
も
服
薬
管
理
が
で
き
な
い
な
ど
自
己
管
理
の
困
難
な
被
災
者
も
い
た
。
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⑶
巡
回
市
民
健
康
診
査
と
そ
の
対
応

　

平
成
八
年
か
ら
三
年
間
の
受
診
結
果
を
み
る
と
、
受
診
者
合
計
三
一
四
人
中
、
検
査
で
は
異
常
な
し
が
三
三
人
（
一
〇
・
五
％
）、

栄
養
や
運
動
な
ど
の
面
で
継
続
的
に
指
導
が
必
要
な
人
が
一
四
九
人
（
四
七
・
五
％
）、
治
療
を
要
す
る
人
が
一
三
二
人

（
四
二
・
〇
％
）
で
あ
り
、
約
九
割
が
異
常
あ
り
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
。

　
　

⑷
栄
養
相
談

　

狭
い
仮
設
住
宅
の
な
か
で
「
一
口
コ
ン
ロ
と
、
狭
い
流
し
で
は
な
か
な
か
調
理
す
る
気
が
し
な
い
」
な
ど
と
い
わ
れ
る
市
民
の
声

を
聞
く
な
か
で
、
健
康
相
談
時
に
は
一
鍋
で
で
き
て
簡
単
で
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
お
い
し
い
献
立
一
か
ら
二
品
を
試
食
と
し
て
提
供

し
た
り
、
献
立
の
レ
シ
ピ
を
用
意
し
た
り
す
る
な
ど
市
民
の
要
望
に
で
き
る
だ
け
こ
た
え
る
よ
う
に
し
た
。

　

平
成
九
年
か
ら
は
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
要
望
で
、
料
理
教
室
を
開
催
。
ま
た
、
平
成
十
年
か
ら
は
公
営
住
宅
の
住
民
を
対

象
に
、
県
と
市
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
で
月
二
回
“
ふ
れ
あ
い
食
事
会
”
を
開
催
し
た
。

　

栄
養
相
談
の
実
施
回
数
は
市
と
県
を
あ
わ
せ
て
平
成
八
か
ら
十
一
年
の
四
年
間
で
二
七
五
回
、
の
べ
参
加
者
数
は
三
七
四
七
人
で

あ
り
、
市
民
の
栄
養
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
が
伺
わ
れ
た
。

　
　

⑸
被
災
世
帯
な
ど
で
の
健
康
調
査
の
実
施

　

健
康
調
査
は
、
平
成
八
か
ら
十
年
度
ま
で
年
一
回
実
施
さ
れ
た
。
方
法
は
市
と
県
の
保
健
婦
に
よ
る
面
接
お
よ
び
郵
送
ま
た
は
回

収
箱
に
よ
る
回
収
を
行
な
っ
た
。

　

被
災
者
の
心
身
の
健
康
状
態
を
把
握
す
る
と
と
も
に
そ
の
変
化
や
ニ
ー
ズ
を
確
認
し
、
健
康
的
な
生
活
を
送
っ
て
い
く
た
め
の
生

四
五
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活
支
援
対
策
を
検
討
す
る
重
要
な
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
た
。
保
健
婦
な
ど
に
よ
る
援
助
が
必
要
な
被
災

者
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
状
況
に
基
づ
き
家
庭
訪
問
や
健
康
相
談
な
ど
で
き
め
細
か
な
支
援
を
行

な
っ
た
。

　

こ
の
調
査
で
は
、
健
康
意
識
の
改
善
、
飲
酒
に
つ
い
て
も
正
常
飲
酒
が
増
え
る
な
ど
改
善
が
み
ら

れ
た
が
、
仮
設
住
宅
に
お
い
て
は
、
逆
に
悪
化
傾
向
が
み
ら
れ
た
。

　

例
え
ば
、
平
成
九
年
度
の
本
市
の
調
査
結
果
は
6
‐
32
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

①
健
康
意
識
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
良
く
な
い
、
良
く
な
い
を
計
上
。

　

②
こ
こ
ろ
の
健
康
問
題
に
つ
い
て
は
、
P
T
S
S
10
（
六
点
以
上
）
を
計
上
。P
T
S
S
10
は

P
T
S
D
（
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
）
の
状
況
を
み
る
指
標
。

　

③
疾
病
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
有
り
の
数

　

④
飲
酒
（
K
A
S
T
：
久
里
浜
式
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
テ
ス
ト
）
に
つ
い
て
は
、
K
A
S
T 

0
点
以
上
を
計

上
。

　
　

⑹
精
神
保
健
福
祉
相
談
事
業
に
つ
い
て

　

平
成
七
年
八
月
に
震
災
後
の
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
活
動
を
目
的
に
精
神
保
健
福
祉
相
談
事
業
と
し
て
「
あ
し
や
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
セ
ン

タ
ー
」
が
開
設
さ
れ
、
保
健
所
と
連
動
し
て
活
動
を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。
震
災
初
期
の
さ
ま
ざ
ま
な
ス
ト
レ
ス
関
連
の
症
状
が

お
さ
ま
っ
た
後
も
、
住
居
の
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
大
き
な
生
活
の
変
化
か
ら
、P
T
S
D（
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
）
な
ど
の

6-32　被災世帯等の健康調査結果
（出典）『復興への歩み　阪神・淡路大震災

芦屋市の記録Ⅱ』

単位：％
一般住宅 復興住宅 仮設住宅

①健康意識 23.4 31.7 32.5
②こころの健康問題 16.3 14.3 19.1
③疾病の有無 49.5 55.9 63.8
④飲酒（KAST） 5.2 6.2 7.8
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こ
こ
ろ
の
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
被
災
者
の
フ
ォ
ロ
ー
が
重
要
視
さ
れ
た
。
ま

た
、
高
齢
者
の
閉
じ
こ
も
り
予
防
や
、
安
否
確
認
、
中
高
年
者
の
ア
ル
コ
ー

ル
関
連
問
題
へ
の
対
応
な
ど
の
支
援
が
求
め
ら
れ
た
。

　

精
神
保
健
相
談
お
よ
び
訪
問
指
導
の
の
べ
人
数
は
平
成
八
年
、
一
六
一
一

人
、
平
成
九
年
、
一
七
三
一
人
、
平
成
十
年
、
一
七
六
〇
人
、
平
成
十
一

年
、
一
九
三
五
人
と
年
々
増
え
て
い
る
こ
と
は
、
こ
こ
ろ
の
傷
の
深
さ
を
物

語
っ
て
い
る
。

　

相
談
内
容
は
、
主
症
状
別
に
整
理
す
る
と
6
‐
33
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
「
あ
し
や
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
」
は
地
域
住
民
の
抱
え

て
い
る
問
題
の
把
握
と
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
、
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
を
中
心
と
し
た
活
動
、
精
神
障
が
い
者
の
社
会
復
帰
の
た
め
の
支

援
な
ど
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。

　

ケ
ア
ハ
ウ
ス
「
浜
風
の
家
」
の
誕
生　
　

震
災
で
両
親
を
失
っ
た
子
ど
も
は
、
本
市
で
は
一
人
（
全
体
で
は
一
一
三
人
）、
い
ず

れ
か
の
親
を
失
っ
た
子
ど
も
は
、
一
〇
人
（
全
体
で
は
五
二
八
人
）
で
あ
っ
た
。

　

震
災
で
親
を
一
瞬
の
う
ち
に
失
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
た
め
に
今
後
、
日
常
的
・
組
織
的
・
長
期
的
に
ケ
ア
を
し
て
い
く
「
場
」
が

必
要
で
あ
る
と
考
え
た
作
家
藤
本
義
一
氏
は
、
医
師
、
建
築
士
、
報
道
関
係
者
な
ど
と
と
も
に
平
成
十
一
（
一
九
九
九
）
年
、
児
童

6-33　あしやこころのケアセンター症状別相談内容
（出典）『阪神・淡路大震災　芦屋市の記録 '95 ～ '96』

・
う
つ
状
態
（
う
つ
気
分
、
不
眠
、
食
欲
不
振
、

無
気
力
、
死
に
た
い
、
な
ど
）

・
不
安
、
イ
ラ
イ
ラ
、
恐
怖
、
不
眠

・
受
診
不
能
に
伴
う
医
療
機
関
の
相
談

・
幻
覚
・
妄
想
、
支
離
滅
裂
、
奇
妙
な
言
動

な
ど

・
高
齢
者
関
係
（
認
知
障
害
、
行
動
異
常
な
ど
）

・
家
族
関
係
の
問
題

・
暴
力
、
粗
暴
行
為
、
迷
惑
行
為

・
身
体
症
状
（
下
痢
、
便
秘
、
だ
る
い
、
疲
れ

や
す
い
な
ど
）

・
ア
ル
コ
ー
ル
関
連
問
題

・
子
ど
も
の
行
動
異
常

・
生
活
相
談

・
愚
痴
、
話
し
相
手
、
休
息
な
ど

・
壊
れ
た
家
か
ら
出
な
い

・
拒
食

・
過
食

・
て
ん
か
ん
発
作

・
強
迫
症
状

・
記
憶
喪
失

・
胎
児
に
つ
い
て

・
そ
の
他

四
六
〇

第
六
章

社
会
福
祉
の
推
進　

医
療
の
充
実



厚
生
施
設
「
浜
風
の
家
」（
6
‐
34
）
を
浜
風
町
に
設
立
し
た
。

　

 

「
浜
風
の
家
」
は
“
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
”
を
う
た
っ
た
ユ
ニ
ー
ク
な
福
祉
施
設
の
誕
生
で
あ

り
、
開
設
し
た
当
初
は
利
用
者
は
少
な
か
っ
た
が
、
地
元
説
明
会
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
へ
の

P
R
な
ど
に
よ
り
、
利
用
者
は
増
え
て
い
き
、
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
ハ
ウ
ス
と
し
て
定
着
し
て

い
る
。

　
　

第
八
節　

医
療
の
体
制

　

健
康
に
生
き
る
、
そ
し
て
病
気
に
な
っ
た
時
は
、
い
つ
で
も
、
適
切
な
医
療
機
関
で
治
療
を
受
け
る
こ
と
は
市
民
が
願
う
こ
と
で

あ
り
、
市
民
と
し
て
の
権
利
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
年
代
と
と
も
に
変
化
す
る
、
市
民
の
多
様
な
医
療
ニ
ー
ズ
や
健
康
管
理
に

こ
た
え
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
体
制
お
よ
び
施
策
を
計
画
し
、
実
施
し
て
き
た
。

6-34　浜風の家

四
六
一
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一
． 

市
立
芦
屋
病
院
（
以
下
市
民
病
院
と
い
う
）
の
変
遷

　

市
民
の
健
康
を
守
る
基
幹
医
療
施
設
と
し
て
、
市
民
病
院
が
あ
る
。

　

市
民
病
院
は
、
医
療
水
準
の
向
上
と
、
多
様
化
・
高
度
化
す
る
医
療
ニ
ー
ズ
に
こ
た
え
る
た
め
に
昭
和
二
十
七
（
一
九
五
二
）
年

に
朝
日
ケ
丘
町
に
開
設
さ
れ
た
（
6
‐
35
）。

　

当
時
は
内
科
、
外
科
と
放
射
線
科
の
三
科
、
病
床
数
四
四
床
で
診
療
を
開
始
し
た
が
、
の
ち
に
結
核
病
棟
、
伝
染
病
隔
離
病
舎
も

開
設
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
整
備
・
改
修
工
事
を
行
な
い
、
医
療
の
充
実
を
図
り
、
昭
和
四
十
五
年
に
は
病
床
数
二
四
四
床
（
一
般

一
六
一
、
結
核
八
三
）、
内
科
、
小
児
科
、
外
科
、
産
婦
人
科
、
放
射
線
科
、
麻
酔
科
、
泌
尿
器
科
、
歯
科
（
口
腔
外
科
）
な
ど
を

擁
す
る
総
合
病
院
と
な
っ
た
。
ま
た
昭
和
五
十
年
に
は
眼
科
を
開
設
し
た
。

　

ま
た
、
身
近
な
生
活
圏
に
お
け
る
地
域
の
人
々
の
安
心
の
拠
り
所
と
な
る
場
、
仕
組
み
、
さ
ら
に
そ

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
を
め
ざ
し
て
県
は
「
地
域
安
心
拠
点
構
想
」
を
作
成
し
た
。
そ
れ
に
は
、
か

か
り
つ
け
医
か
ら
患
者
の
紹
介
を
受
け
る
専
門
医
療
機
関
と
し
て
の
基
幹
病
院
を
、
地
域
の
医
療
関
係

者
の
総
意
を
得
て
選
定
し
、
医
療
機
関
相
互
の
連
携
を
推
進
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

市
民
病
院
で
は
、
こ
の
趣
旨
を
ふ
ま
え
、
平
成
九
（
一
九
九
七
）
年
に
院
内
に
「
地
域
連
携
室
」
を

設
置
、
開
業
医
か
ら
の
紹
介
患
者
の
受
け
入
れ
、
治
療
後
の
患
者
の
開
業
医
へ
の
送
り
出
し
を
行
な
っ

て
き
た
。

6-35　開設当時
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従
来
か
ら
、
内
科
お
よ
び
小
児
科
の
二
次
救
急
（
中
等
症
か
ら
重
症
患
者
の
救
急
医

療
）
を
行
な
っ
て
い
た
が
、
救
急
指
定
告
示
は
受
け
て
い
な
か
っ
た
。
地
域
の
中
核
病
院

を
め
ざ
す
本
院
と
し
て
は
救
急
指
定
を
受
け
る
べ
く
調
整
を
進
め
、
平
成
十
年
に
、
救
急

告
示
指
定
病
院
の
指
定
を
受
け
、
休
日
、
夜
間
の
救
急
患
者
を
受
け
入
れ
基
幹
病
院
と
し

て
の
役
割
を
担
っ
て
き
た
。

　

ち
な
み
に
、
平
成
十
年
の
救
急
患
者
数
は
入
院
五
七
八
人
、
外
来
三
四
六
七
人
の
合
計

四
〇
四
五
人
。
平
成
十
一
年
は
、
入
院
五
九
五
人
、
外
来
四
〇
二
〇
人
の
合
計
四
六
一
五

人
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
本
院
が
地
域
の
中
核
病
院
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
院
内
に

応
急
医
療
に
必
要
な
医
薬
品
お
よ
び
資
器
材
な
ど
の
備
蓄
を
行
な
っ
て
い
る
。

　

平
成
十
四
年
に
は
開
設
五
十
周
年
を
迎
え
た
が
、
構
造
的
な
赤
字
体
質
か
ら
脱
却
す
べ

く
「
今
後
の
市
立
芦
屋
病
院
あ
り
方
検
討
委
員
会
」
を
設
置
、
病
院
の
規
模
、
経
営
形
態

や
運
営
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
経
営
改
善
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

　

平
成
十
八
年
に
は
芦
屋
薬
剤
師
会
と
の
タ
イ
ア
ッ
プ
に
よ
り
、
全
面
的
に
医
薬
分
業
に

な
り
、
市
民
の
健
康
管
理
体
制
が
一
層
充
実
し
た
。

　

一
方
で
は
、
新
し
い
試
み
と
し
て
、
平
成
十
八
年
か
ら
病
院
の
敷
地
内
に
歯
科
・
口
腔

6-36　市民病院の診察科の変遷

（開設当時＝昭和27年） （平成21年時）

・病床数：44
・診療科：内科、外科、放射線科

・職員数：

・病床数：199
・診療科：内科、腫瘍内科、小児科、外

科、泌尿器科、産婦人科、歯科、眼科、
耳鼻咽喉科、整形外科、リハビリテー
ション科、放射線科、麻酔科、皮膚科
など

・職員数：179 人（医師 25 人）
・救急告示指定期間（内科、小児科）
・高度医療機器：CT、MRI など

四
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外
科
お
よ
び
泌
尿
器
科
を
芦
屋
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
（
院
内
開
設
診
療
所
）
と
し
て
開
設
し
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
活
性
化
を

図
っ
た
。

　

そ
の
ほ
か
、
震
災
後
に
は
ロ
ビ
ー
に
黄
色
い
ピ
ア
ノ
を
設
置
し
、
毎
月
マ
チ
ネ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
（
お
昼
の
音
楽
会
）
を
有
志
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
が
継
続
し
て
行
な
い
、
病
院
を
訪
れ
る
市
民
の
癒
し
の
場
と
し
た
。
ま
た
、
市
民
に
親
し
ま
れ
る
、
身
近
な
病
院
を
め

ざ
し
て
“
芦
屋
病
院
公
開
講
座
”
を
開
催
し
て
き
た
。

　

平
成
二
十
一
年
で
は
、
内
科
・
腫
瘍
内
科
、
小
児
科
、
外
科
、
産
婦
人
科
、
眼
科
、
耳
鼻
咽
喉
科
、
整
形
外
科
、
放
射
線
科
や
麻

酔
科
な
ど
が
開
設
さ
れ
て
お
り
、
M
R
I
（
磁
気
共
鳴
断
層
撮
影
装
置
）
な
ど
高
度
医
療
設
備
を
持
つ
中
核
病
院
（
病
床
数
一
九
九

床
）
と
な
っ
て
い
る
（
6
‐
36
）。

二
． 

医
療
体
制
の
移
り
か
わ
り

　

本
市
の
医
療
体
制
の
変
遷　
　

市
民
の
健
康
を
守
る
医
療
体
制
と
し
て
、
市
民
の
健
康

を
日
常
的
に
支
え
て
い
る
の
が
「
芦
屋
市
医
師
会
」、「
芦
屋
市
歯
科
医
師
会
」、「
芦
屋
市
薬

剤
師
会
」
な
ど
、
か
か
り
つ
け
医
、
か
か
り
つ
け
歯
科
医
や
か
か
り
つ
け
薬
局
の
地
域
医

療
体
制
で
あ
る
。

　
　

⑴
芦
屋
市
医
師
会　
　

大
正
八
（
一
九
一
九
年
）
年
一
二
人
の
開
業
医
で
武
庫
郡
医

師
会
に
所
属
し
た
の
が
芦
屋
市
医
師
会
の
原
点
で
あ
る
。

6-37　芦屋市医師会医療センター
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そ
し
て
、
昭
和
十
六
（
一
九
四
一
）
年
に
芦
屋
市
医
師
会
が
発
足
し
た
。
平
成
二
十
（
二
〇
〇
八
）
年
四
月
時
点
で
A
会
員

（
管
理
医
師
）
一
〇
〇
人
、
B
会
員
（
勤
務
医
師
）
六
二
人
の
合
計
一
六
二
人
と
な
り
、
市
民
の
「
か
か
り
つ
け
医
」
と
し
て
き
め

細
か
い
地
域
医
療
活
動
を
展
開
し
て
き
た
。

　

ま
た
、
市
民
の
健
康
に
対
す
る
啓
蒙
活
動
の
一
環
と
し
て
、
芦
屋
市
と
芦
屋
市
医
師
会
の
共
催
で
、
昭
和
五
十
二
年
よ
り
実
施
し

て
い
る
「
健
康
大
学
」
や
「
各
種
健
康
教
室
」
は
年
々
参
加
者
が
増
え
て
い
る
。

　

設
立
五
十
周
年
を
迎
え
た
平
成
九
年
に
は
、
新
し
い
芦
屋
市
医
師
会
医
療
セ
ン
タ
ー
（
6
‐
37
）
お
よ
び
休
日
応
急
診
療
所
が
公

光
町
に
完
成
し
、
市
民
の
た
め
の
医
療
、
保
健
、
福
祉
や
生
涯
教
育
な
ど
の
活
動
拠
点
と
な
る
も
の
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。

　
　

⑵
芦
屋
市
歯
科
医
師
会　
　

芦
屋
市
歯
科
医
師
会
は
昭
和
二
十
二
（
一
九
四
七
）
年
に
新
生
兵
庫
県
歯
科
医
師
会
の
設
立
を

契
機
と
し
て
旧
武
庫
支
部
よ
り
独
立
し
た
。
当
時
の
会
員
は
二
〇
人
程
度
で

あ
っ
た
。

　

昭
和
五
十
六
年
に
は
芦
屋
市
学
校
歯
科
医
会
が
創
立
、
以
降
教
育
委
員
会

や
養
護
教
諭
と
の
協
議
会
が
毎
年
行
な
わ
れ
、
学
校
歯
科
健
診
、
歯
科
保
健

巡
回
指
導
な
ど
学
校
歯
科
保
健
充
実
の
た
め
活
発
に
活
動
し
た
。

　

ま
た
、
毎
年
六
月
に
、
歯
の
衛
生
週
間
事
業
と
し
て
、
市
民
無
料
健
診
、

歯
の
供
養
、
小
学
二
年
生
を
対
象
と
し
た
フ
ッ
化
物
無
料
塗
布
、
歯
の
健
康

フ
ェ
ス
タ
な
ど
を
行
な
っ
て
い
る
。

6-38　芦屋市歯科医師会館
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昭
和
六
十
一
年
に
は
歯
科
医
師
会
館
が
公
光
町
に
完
成
し
た
。

　

昭
和
六
十
三
年
か
ら
各
医
院
の
輪
番
制
で
休
日
診
療
が
開
始
さ
れ
、
さ
ら
に
、
同
年
、
芦
屋
市
保
健
セ
ン
タ
ー
の
委
託
を
受
け

て
、
在
宅
寝
た
き
り
老
人
の
訪
問
診
療
を
始
め
た
。

　
　

⑶
芦
屋
市
薬
剤
師
会　
　

芦
屋
市
薬
剤
師
会
は
昭
和
二
十
六
（
一
九
五
一
）
年
に
設
立
さ
れ
た
。
平
成
十
八
（
二
〇
〇
六
）
年

で
は
、
調
剤
薬
局
三
七
店
な
ど
を
中
心
に
病
院
、
診
療
所
や
歯
科
診
療
所
と
密
接
な
連
携
を
保
ち
市
民
の
健
康
を
支
え
て
い
る
。

　

調
剤
薬
局
の
主
な
業
務
で
あ
る
医
療
用
医
薬
品
の
調
剤
や
服
薬
指
導
な
ど
は
、
平
成
十
八
年
に
市
立
芦
屋
病
院
が
全
面
医
薬
分
業

に
な
り
、
薬
の
相
談
窓
口
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
芦
屋
市
薬
剤
師
会
（
兵
庫
県
薬
剤
師
会
芦
屋
支
部
）
は
平
成
十
三
年
に
設
立
五
十
周
年
を
迎
え
た
が
そ
の
間
、
休
日
応
急

診
療
所
で
医
師
会
な
ど
と
協
力
し
て
対
応
し
た
り
、
学
校
薬
剤
師
会
と
し
て
、
市
立
中
学
校
・
小
学
校
・
幼
稚
園
二
〇
校
園
や
県
立

高
校
三
校
を
担
当
し
た
り
、
給
食
衛
生
検
査
、
飲
料
水
・
プ
ー
ル
水
質
検
査
ほ
か
、
照
度
、
空
気
ダ
ニ
検
査
な
ど
に
お
い
て
活
動
し

て
い
る
。

　

本
市
の
救
急
医
療
体
制　
　

救
急
医
療
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
症
状
の
重
さ
に
応
じ
て
、
医
療
機
関
を
三
段
階
に
分
類
し
て
い

る
。
一
次
救
急
医
療
機
関
は
軽
症
か
ら
中
等
症
、
二
次
は
中
等
症
か
ら
重
症
で
入
院
や
手
術
が
必
要
な
時
、
三
次
は
重
症
か
ら
重
篤

で
高
度
の
医
療
が
必
要
な
時
に
対
応
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
震
災
前
か
ら
休
日
お
よ
び
夜
間
に
発
生
す
る
急
患
へ
の
第
一
次
救
急
に
つ
い
て
は
、
芦
屋
市
医
師
会
の
協
力
を
得
て
、

昭
和
三
十
六
（
一
九
六
一
）
年
よ
り
在
宅
当
番
制
に
よ
り
実
施
し
て
き
た
が
、
初
期
救
急
医
療
体
制
の
充
実
の
た
め
、
平
成
九

四
六
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（
一
九
九
七
）
年
十
一
月
に
休
日
応
急
診
療
所
を
公
光
町
に
開
設
し
、
内

科
、
小
児
科
に
つ
い
て
は
、
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
の
急
病
患
者
の
応

急
的
な
診
療
を
行
な
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
運
営
に
お
い
て
は
、
芦
屋

市
医
師
会
、
芦
屋
市
歯
科
医
師
会
、
芦
屋
市
薬
剤
師
会
な
ど
が
密
接
に
連
携

し
て
い
る
。

　

休
日
応
急
診
療
所
の
設
置
に
よ
り
、
在
宅
当
番
医
制
よ
り
も
利
用
し
や
す

く
な
っ
て
年
々
、
受
診
者
数
が
増
加
し
て
い
る
。

　

こ
の
休
日
応
急
診
療
所
は
、
災
害
時
に
お
け
る
地
域
救
急
医
療
の
拠
点
と

し
て
の
機
能
も
持
っ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
二
次
お
よ
び
三
次
の
救
急
体
制
が
徐
々
に
近
隣
の
市
町
と
相
互

協
力
し
な
が
ら
整
備
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
、
市
民
や
医
師
会
よ
り
、

特
に
要
望
さ
れ
た
の
は
休
日
で
も
重
病
ま
た
は
重
症
患
者
を
紹
介
・
受
診
で

き
る
病
院
の
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
昭
和
五
十
四
年
十
月
よ
り
、
救

急
体
制
の
整
備
が
図
ら
れ
、
病
院
群
輪
番
制
方
式
に
よ
る
二
次
救
急
医
療
が

ス
タ
ー
ト
し
、
三
次
救
急
医
療
体
制
に
つ
い
て
も
兵
庫
医
科
大
学
を
設
置
主

体
と
し
た
救
命
救
急
セ
ン
タ
ー
が
完
成
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
一
次
か
ら
三
次

6-39　本市の救急医療の体制：平成 20 年

区　分 方　式 備　考

第 1 次
芦屋市立休日応急診療所

（内科・小児科）
在宅当番医制
特殊診療科目

・軽症～中等症の医療
・日曜、祝日、年末年始の 9 ～ 17 時
・耳鼻科、眼科については、休日のみ休日夜

間急病診療所（尼崎医療センター）で実施
・芦屋市薬剤師会も調剤薬局として対応

第 2 次 病院群輪番制
・中等症～重症者の医療
・毎日 24 時間、毎日交代で当番病院が診療
・芦屋、西宮、尼崎の 3 市での相互診療を実施

第 3 次 救命救急センター

・原則として 1 次からの転送を受け入れ
・重症～重篤者の医療
・毎日 24 時間
・阪神 6 市 1 町の広域で実施
・原則として 1 次、2 次からの転送の受け入れ
・運営協議会（県、6 市、1 町、兵庫医科大学）

歯　科 休日歯科在宅当番医制 ・応急処置
・日曜、祝日、年末年始の 9 ～ 12 時
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ま
で
の
救
急
医
療
体
制
が
整
備
さ
れ
た
。
な
お
、
平
成
二
十
年
の
救
急
医
療
体
制
は
6
‐
39
の
と
お
り
。

　

市
民
病
院
で
は
、
昭
和
五
十
六
年
に
小
児
科
に
お
い
て
、
ま
た
、
昭
和
六
十
一
年
に
内
科
に
お
い
て
二
次
救
急
が
ス
タ
ー
ト
し

た
。

三
． 

阪
神
・
淡
路
大
震
災
時
の
医
療
と
健
康

　

平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
一
月
十
七
日
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
よ
り
本
市
も
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
被
害
を
受
け
た
が
、
そ
の

災
害
応
急
活
動
が
は
か
ら
ず
も
大
き
な
教
訓
と
経
験
に
な
っ
た
。

　

地
震
発
生
直
後
に
市
の
助
役
が
、
芦
屋
市
医
師
会
長
に
市
災
害
対
策
本
部
へ
の
参
加
を
要
請
し
、
六
時
三
〇
分
頃
に
医
師
会
長
が

市
役
所
に
到
着
し
た
。
医
師
会
長
、
消
防
長
や
市
関
係
者
は
直
ち
に
救
護
所
の
設
置
を
決
定
、
午
前
七
時
三
〇
分
に
、
芦
屋
市
医
師

会
の
協
力
の
も
と
に
、
精
道
小
学
校
に
救
護
所
を
設
置
し
た
。
そ
の
後
医
療
関
係
者
の
協
力
を
得
な
が
ら
医
科
五
か
所
、
歯
科
一
か

所
、
精
神
科
一
か
所
の
救
護
所
を
開
設
し
、
救
急
医
療
に
対
応
し
た
。

　

震
災
当
日
は
重
傷
者
も
多
く
、
次
々
と
救
護
所
に
来
た
の
で
、
二
四
時
間
体
制
を
と
っ
た
。
応
急
処
置
に
追
わ
れ
十
分
な
対
応
は

で
き
な
か
っ
た
が
、
ス
タ
ッ
フ
は
保
健
セ
ン
タ
ー
に
出
勤
し
た
者
が
中
心
と
な
り
、
そ
の
他
避
難
所
に
避
難
し
て
き
た
人
の
な
か
か

ら
医
師
や
看
護
婦
の
免
許
の
あ
る
者
も
参
加
し
て
医
療
活
動
を
行
な
っ
た
。

　

救
護
所
は
市
内
の
医
療
機
関
が
順
次
再
開
さ
れ
て
き
た
三
月
末
ま
で
続
け
ら
れ
た
。

　

震
災
当
日
か
ら
約
二
か
月
半
で
、
医
科
五
か
所
で
一
万
二
七
四
三
人
、
歯
科
一
か
所
で
一
八
五
人
、
精
神
科
一
か
所
で
四
〇
六
人
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と
多
く
の
市
民
が
怪
我
や
病
気
の
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

ま
た
、
市
内
の
医
療
機
関
の
救
護
所
に
並
行
し
て
、
京
都
府
医
療
支
援
団
、
陸
上
自
衛
隊
、
日
本
赤
十
字
社
、
姫
路
市
医
師
会
、

福
井
県
医
療
チ
ー
ム
、
岡
山
班
、
三
重
班
な
ど
の
支
援
も
受
け
た
。

　

救
護
所
の
設
置
に
続
い
て
、
避
難
所
に
お
け
る
傷
病
者
の
た
め
に
、
医
師
と
看
護
婦
な
ど
で
編
成
し
た
チ
ー
ム
で
一
月
二
十
日
か

ら
、
ま
た
、
三
月
か
ら
は
医
師
会
の
医
師
と
保
健
セ
ン
タ
ー
の
保
健
婦
チ
ー
ム
を
編
成
し
て
巡
回
診
療
を
行
な
っ
た
。
あ
わ
せ
て
、

巡
回
リ
ハ
ビ
リ
や
避
難
所
へ
の
看
護
婦
の
配
置
な
ど
を
行
な
っ
た
。

　

ま
た
、
保
健
セ
ン
タ
ー
や
保
健
所
お
よ
び
他
府
県
か
ら
の
応
援
の
保
健
婦
、
看
護
婦
な
ど
に
よ
り
避
難
所
の
巡
回
健
康
相
談
、
家

庭
へ
の
訪
問
を
開
始
し
た
。

　

さ
ら
に
、
避
難
所
の
実
態
調
査
を
手
分
け
し
て
行
な
い
（
保
健
、
福
祉
、
医
療
）、
高
齢
者
、
乳
幼
児
、
障
が
い
者
な
ど
全
数
調

査
に
よ
り
要
援
護
者
を
把
握
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
保
健
、
福
祉
、
医
療
の
連
携
が
図
ら
れ
た
こ
と
は
大
き
な
収
穫
で
あ
っ
た
。

　

震
災
後
の
「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
対
策
と
し
て
は
、
震
災
直
後
に
芦
屋
保
健
所
に
精
神
科
救
護
所
が
開
設
さ
れ
た
が
、
市
内
二
か
所

で
「
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
」
を
実
施
し
た
。

　

医
療
・
保
健
活
動
体
制
に
つ
い
て
は
、
災
害
対
策
本
部
に
医
師
会
か
ら
三
人
の
医
師
が
常
駐
し
電
話
に
よ
る
情
報
連
絡
体
制
を
組

ん
だ
。

　

救
急
医
療
物
資
は
、
市
民
病
院
か
ら
の
補
給
お
よ
び
県
の
救
援
医
薬
品
集
積
セ
ン
タ
ー
か
ら
補
給
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
医
薬
品
の
管
理
お
よ
び
整
理
に
つ
い
て
は
芦
屋
市
薬
剤
師
会
の
協
力
を
得
た
。

四
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市
民
病
院
は
建
物
、
設
備
に
つ
い
て
は
大
き
な
損
傷
も
な
く
病
院
と
し
て
必
要
最
低
限
の
機
能
が
確
保
で
き
て
い
た
。
こ
の
た

め
、
震
災
発
生
の
直
後
か
ら
病
院
の
職
員
が
総
出
で
救
急
医
療
に
あ
た
っ
た
。
ま
た
、
京
都
府
や
大
阪
市
な
ど
の
医
療
団
の
応
援
も

あ
っ
た
。

　

震
災
当
日
、
当
直
医
三
人
が
対
応
し
、
出
勤
で
き
た
医
師
四
人
の
計
七
人
が
診
療
に
あ
た
っ
た
。
ま
た
、
市
内
在
住
の
医
師
や
京

都
府
や
阪
大
な
ど
の
医
師
の
応
援
派
遣
も
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
看
護
婦
に
つ
い
て
は
、
看
護
婦
寮
の
職
員
全
員
が
非
常
招
集
さ
れ

救
急
処
置
に
あ
た
っ
た
。

　

ま
た
、
殺
到
す
る
外
傷
患
者
の
臨
時
の
診
療
場
所
と
し
て
、
外
来
棟
正
面
ロ
ビ
ー
に
総
合
救
急
外
来
を
設
置
し
、
二
十
三
日
ま
で

対
応
し
た
。

　

入
院
ベ
ッ
ト
が
不
足
し
た
た
め
、
外
来
棟
待
合
ホ
ー
ル
、
北
病
棟
デ
イ
ル
ー
ム
、
リ
ハ
ビ
リ
訓
練
室
を
仮
病
棟
と
し
た
。
一
月

十
七
か
ら
二
十
四
日
の
八
日
間
の
来
院
患
者
数
は
合
計
六
二
一
人
で
あ
っ
た
。

　

転
帰
の
内
訳
は
死
亡
五
〇
人
、
帰
宅
二
三
四
人
、
転
院
三
六
人
、
入
院
三
〇
一
人
で
あ
り
、
震
災
当
日
の
十
七
日
は
合
計
三
二
二

人
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
市
内
の
病
院
、
地
元
医
師
会
、
歯
科
医
師
会
、
薬
剤
師
会
、
看
護
婦
会
、
保
健
所
な
ど
の
自
主
的
で
、
積
極
的
な

協
力
と
連
携
は
も
と
よ
り
、
全
国
か
ら
の
各
団
体
の
温
か
い
支
援
は
将
来
の
災
害
医
療
対
策
面
で
の
貴
重
な
力
と
な
り
、
は
か
ら
ず

も
今
後
の
有
事
に
活
か
せ
る
大
き
な
教
訓
と
な
っ
た
。
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第
九
節　

保
育
所
と
子
育
て
支
援

一
． 

保
育
所
の
設
立
と
そ
の
推
移

　

女
性
が
特
に
社
会
に
進
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
四
十
五
（
一
九
七
〇
）
年
頃
か
ら
で
あ
り
、
働
く
女
性
の
増
加
と
共

に
子
育
て
に
必
要
な
子
ど
も
を
預
け
る
場
所
の
確
保
が
必
要
と
さ
れ
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
。
本
市
で
は
保
育
所
設
置
の
需
要

が
全
国
的
に
最
も
高
か
っ
た
昭
和
五
十
年
前
後
に
公
立
が
三
か
所
、
私
立
が
二
か
所
設
立
さ
れ

た
。

　

本
市
に
お
け
る
保
育
所
の
歴
史
は
、
昭
和
二
十
七
年
八
月
に
打
出
保
育
所
が
公
立
初
と
し
て

誕
生
し
た
。
そ
の
後
、
公
立
保
育
所
は
昭
和
三
十
四
年
四
月
に
は
大
東
保
育
所
、
昭
和
四
十
八

年
九
月
に
精
道
保
育
所
、
昭
和
五
十
三
年
十
月
岩
園
保
育
所
、
昭
和
五
十
四
年
五
月
緑
保
育

所
、
昭
和
五
十
七
年
四
月
新
浜
保
育
所
と
次
々
に
認
可
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

私
立
保
育
園
で
は
、
は
こ
ぶ
ね
保
育
園
が
昭
和
二
十
六
年
九
月
に
（
昭
和
四
十
七
年
三
月
に
閉

園
）
初
め
て
開
園
さ
れ
、
平
成
十
九
年
ま
で
に
五
か
所
が
設
立
認
可
さ
れ
て
き
た
（
6
‐
40
）。

　

平
成
十
九
（
二
〇
〇
七
）
年
度
の
公
立
私
立
の
施
設
数
お
よ
び
年
齢
別
児
童
定
数
の
内
訳
は

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
（
6
‐
41
）。
合
計
七
五
六
名
の
乳
幼
児
が
保
育
を
受
け
て
い
る
。
本
市

6-40　本市保育所（園）の定数

保育所 認可年月 保育所 認可年月

公　
　

立

精道 昭和48年 9月

私　
　

立

さくら 昭和52年 4月
打出 昭和27年 8月 芦屋こばと 昭和51年11月
大東 昭和34年 4月 あゆみ 平成14年 4月
岩園 昭和53年10月 浜風夢 平成17年10月
緑 昭和54年 5月 山手夢 平成19年 4月
新浜 昭和57年 4月
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の
保
育
所
は
平
成
十
九
年
四
月
時
点
で
、
公
立
保
育
所
が
六
か
所
、
私
立
保
育
所

五
か
所
計
一
一
か
所
で
あ
る
。

二
． 

三
歳
未
満
児
の
増
加
：
赤
ち
ゃ
ん
ホ
ー
ム
か
ら
乳
児
保
育
へ

　

乳
児
保
育
は
、
仕
事
と
子
育
て
を
両
立
し
た
い
と
考
え
て
い
る
女
性
に
と
っ
て

切
実
な
願
い
で
あ
る
。
平
成
十
七
（
二
〇
〇
五
）
年
四
月
に
は
「
次
世
代
育
成
支

援
対
策
推
進
法
」
が
施
行
さ
れ
た
。
さ
ら
に
国
は
平
成
十
九
年
十
二
月
に
「
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
憲
章
」
を
策
定
し
た
。
そ
の
施
策
は
仕
事
と
子
育
て
の
両

立
を
願
う
家
庭
に
と
っ
て
大
切
な
こ
と
に
国
が
目
を
向
け
た
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
生
活
と
仕
事
の
調
和
が
大
切
で
あ
る
と
い
っ
た
声
や
要
望

は
、
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
保
育
所
設
立
を
求
め
る
声
は
、
昭
和
四
十

年
代
か
ら
女
性
が
働
き
続
け
安
心
し
て
子
ど
も
を
預
け
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
場

と
し
て
居
住
地
に
近
い
場
所
の
乳
児
保
育
所
の
声
が
年
々
高
ま
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。

　

国
は
昭
和
四
十
三
（
一
九
六
八
）
年
に
は
、
社
会
情
勢
の
変
化
か
ら
夫
婦
稼
動

世
帯
の
増
加
と
核
家
族
化
の
影
響
に
よ
る
乳
幼
児
の
保
育
希
望
に
対
処
す
る
た

6

（人）
18

45

85

104

111

117

5

43

51

51

43

44

44

保育所（園）数

０歳

１歳

２歳

３歳

４歳

５歳

私立

公立

6-41　公私保育所（園）および園児定数内訳
（資料）「芦屋の福祉」「芦屋の保健福祉」
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め
、
保
育
所
乳
児
施
設
を
増
設
し
た
。
そ
れ
で
も
対
応
で
き
な
い
た
め
、
一
つ
の
対
策
と
し
て
私
設
赤
ち
ゃ
ん
ホ
ー
ム
に
助
成
金
を

出
し
て
乳
児
を
紹
介
し
て
い
る
。
昭
和
四
十
四
年
、
公
立
保
育
所
の
定
員
増
加
や
、
赤
ち
ゃ
ん
ホ
ー
ム
の
助
成
を
増
額
し
、
保
育
希

望
者
へ
の
対
応
を
実
施
し
て
い
っ
た
。

　

本
市
に
お
け
る
乳
児
保
育
は
、
認
可
さ
れ
る
以
前
か
ら
赤
ち
ゃ
ん
ホ
ー
ム
と
し
て
既
に
保
育
が
実
施
さ
れ
て
き
た
。
芦
屋
こ
ば
と

保
育
園
は
昭
和
四
十
四
年
、
さ
く
ら
保
育
園
が
昭
和
四
十
七
年
、
あ
ゆ
み
保
育
園
が
昭
和
四
十
三
年
よ
り
実
施
し
て
お
り
、
こ
れ
ら

の
保
育
園
三
か
園
は
昭
和
五
十
年
代
以
後
に
認
可
さ
れ
た
私
立
保
育
園
（
6
‐
40
）
と
し
て
新
た
に
出
発
を
し
て
い
る
。

　

公
立
保
育
所
で
は
、
昭
和
四
十
四
年
、
乳
児
保
育
希
望
者
の
増
加
に
伴
っ
て
乳
児
室
の
増
築
を
し
た
。
そ
う
し
た
こ
と
に
よ
り
、

公
立
保
育
所
で
は
、
こ
れ
ま
で
受
け
入
れ
を
し
て
い
な
か
っ
た
離
乳
期
以
後
の
乳
児
の
定
員
数
の
改
正
が
行
な
わ
れ
た
。
打
出
保
育

所
で
は
昭
和
四
十
六
年
四
月
よ
り
二
歳
未
満
児
は
一
〇
名
か
ら
二
五
名
へ
、
二
歳
以
上
児
は
五
〇
名
か
ら
六
五
名
へ
と
定
員
増
を
行

な
い
、
保
育
所
全
体
で
は
六
〇
名
定
員
を
九
〇
名
定
員
と
し
て
三
〇
名
増
と
な
っ
た
。
公
立
保
育
所
で
は
、
開
所
と
同
時
に
乳
児
保

育
を
実
施
し
た
の
は
精
道
保
育
所
で
昭
和
四
十
八
年
九
月
に
誕
生
し
た
。

三
． 

楽
し
い
地
域
社
会
づ
く
り
と
次
世
代
育
成
支
援

　

国
に
よ
る
子
育
て
支
援
対
策
と
芦
屋
市
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
行
動
計
画　
　

平
成
十
一
（
一
九
九
九
）
年
十
二
月
、
大

蔵
、
文
部
、
厚
生
、
労
働
、
建
設
、
自
治
六
大
臣
の
合
意
に
よ
り
、「
少
子
化
対
策
推
進
基
本
方
針
」
が
定
め
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
の
エ

ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
に
引
き
続
き
、
新
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
と
し
て
「
重
点
的
に
推
進
す
べ
き
少
子
化
対
策
の
具
体
的
実
施
計
画
に
つ
い

四
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て
」（
二
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
四
年
度
）
が
策
定
さ
れ
実
施
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

　

新
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
は
、
保
育
で
は
待
機
児
童
解
消
、
保
健
医
療
体
制
の
充
実
、
地
域
や
学
校
の
環
境
づ
く
り
、
仕
事
と
子
育
て

両
立
の
た
め
の
雇
用
環
境
整
備
と
支
援
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
た
。　　
　

　

し
か
し
、
平
成
十
七
年
度
の
合
計
特
殊
出
生
率
は
一
・
二
五
と
な
り
出
生
率
は
急
速
に
低
下
し
、
少
子
化
は
さ
ら
に
進
ん
だ
。
そ

の
た
め
、
国
は
次
世
代
育
成
支
援
施
策
の
強
化
を
行
な
い
、「
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
」、「
少
子
化
社
会
対
策
基
本
法
」
を
制

定
し
た
。

　

前
述
の
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
、
新
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
が
保
育
や
子
ど
も
の
問
題
が
中
心
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
続
く
次
世
代
育
成

支
援
施
策
で
は
五
カ
年
計
画
に
お
い
て
国
全
体
で
「
子
ど
も
を
生
み
、
育
て
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
社
会
」
を
め

ざ
す
も
の
で
あ
り
、
若
者
の
自
立
や
共
働
き
家
庭
の
親
へ
の
積
極
的
な
支
援
等
も
盛
り
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

厚
生
労
働
白
書
（
平
成
十
八
年
）
で
は
少
子
化
の
背
景
を
次
の
と
お
り
指
摘
し
て
い
る
。

　

⑴
長
時
間
労
働
の
風
潮
が
根
強
い
な
ど
、
働
き
方
の
見
直
し
に
関
す
る
取
り
組
み
が
進
ん
で
い
な
い
。

　

⑵
保
育
所
待
機
児
童
が
い
ま
だ
存
在
す
る
な
ど
、
子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
が
ど
こ
で
も
十
分
に
行
き
渡
っ
て
い
る
状
況
に
は
な
っ

て
い
な
い
こ
と
。

　

⑶
若
者
が
社
会
的
・
経
済
的
に
自
立
し
、
家
庭
を
築
く
こ
と
が
難
し
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
次
世
代
育
成
支
援
対
策
に
向
け
た
施
策
と
し
て
、
①
仕
事
と
家
庭
の
両
立
と
働
き
方
の
見
直
し
、
②
地
域
の

子
育
て
支
援
、
③
保
育
、
④
児
童
虐
待
防
止
対
策
な
ど
子
ど
も
の
保
護
・
支
援
の
充
実
と
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
へ
の
対
策
の
充
実
、
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⑤
母
子
家
庭
等
ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
支
援
、
⑥
母
子
保
健
施
策
の
推
進
（
食
育
を
含
む
）、
⑦
経

済
的
支
援
の
七
項
目
を
あ
げ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
国
に
よ
る
少
子
化
対
策
推
進
基
本
方
針
の
プ
ラ
ン
を
受
け
て
、
平
成
十
一
年
十

月
、
本
市
で
は
「
芦
屋
市
児
童
健
全
育
成
計
画
（
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
）」
推
進
本
部
設
置
要
綱
が

策
定
さ
れ
た
。
さ
ら
に
そ
の
後
、
国
の
次
世
代
育
成
支
援
施
策
を
受
け
て
、「
芦
屋
市
児
童
健
全

育
成
計
画
（
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ
ン
）」
は
、
新
た
に
策
定
さ
れ
た
「
芦
屋
市
次
世
代
育
成
支
援
対
策

推
進
行
動
計
画
」
に
吸
収
さ
れ
た
。
本
推
進
行
動
計
画
は
、
平
成
十
七
年
か
ら
平
成
二
十
六
年

を
目
標
と
し
て
平
成
十
七
か
ら
二
十
一
年
度
ま
で
を
前
期
計
画
、
平
成
二
十
一
年
に
見
直
し
を

行
な
い
、
平
成
二
十
二
か
ら
二
十
六
年
度
ま
で
を
後
期
計
画
と
し
て
い
る
（
6
‐
42
）。

　

市
に
お
け
る
保
育
施
設
と
保
育
ニ
ー
ズ　
　

保
育
行
政
で
は
、
待
機
児
童
の
解
消
、
民
間
活

力
を
活
用
し
た
新
た
な
保
育
所
の
設
置
、
市
立
保
育
所
の
民
営
化
な
ど
を
今
後
の
具
体
的
な
検

討
課
題
と
し
た
。

　

特
に
平
成
十
三
（
二
〇
〇
一
）
年
度
以
降
の
入
所
率
は
一
〇
〇
％
を
満
た
し
定
数
を
超
え
た

受
け
入
れ
と
な
っ
て
い
る
。
待
機
児
童
も
増
加
し
、
平
成
十
五
年
度
に
は
一
〇
〇
人
を
超
え

た
。
特
別
保
育
事
業
な
ど
で
は
、
乳
児
保
育
が
三
か
月
児
か
ら
の
受
け
入
れ
を
し
て
い
る
。
受

け
入
れ
は
六
か
所
で
実
施
、
障
が
い
児
保
育
は
九
か
所
で
、
通
常
保
育
時
間
外
の
一
八
時
か
ら

6-42　芦屋市次世代育成支援対策推進法行動計画期間
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一
九
時
ま
で
の
延
長
保
育
は
全
保
育
施
設
九
か
所
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。　

　

ま
た
、
こ
れ
ま
で
実
施
さ
れ
て
き
た
事
業
の
う
ち
、
子
育
て
支
援
に
関
す
る
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら
、
ニ
ー
ズ
が
高
い
と
感

じ
ら
れ
た
こ
と
と
し
て
、
一
時
保
育
・
延
長
保
育
の
充
実
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
一
時
保
育
は
、
緊
急
時
や
不
定
期
的
に
保
育

を
必
要
と
す
る
児
童
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
平
成
十
一
年
度
よ
り
一
か
所
で
実
施
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
本
市
で
は
、
少
子
化
傾
向
対
策
と
し
て
子
育
て
支
援
を
充
実
さ
せ
て
き
た
。
し
か
し
、
保
育
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
は

年
々
高
ま
り
そ
の
内
容
に
お
い
て
も
変
化
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
休
日
の
保
育
ニ
ー
ズ
（
一
〇
・
九
％
）」、「
病
気
の
回
復
期
に
必

要
な
医
療
機
関
の
専
用
ス
ペ
ー
ス
ニ
ー
ズ
（
二
九
・
〇
％
）」、「
保
護
者
の
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
ニ
ー
ズ
（
六
五
・
五
％
）」
な
ど
の
希
望
が

あ
り
、
預
け
る
場
所
は
八
〇
・
九
％
の
人
が
保
育
施
設
を
希
望
し
て
い
る
（
芦
屋
市
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
行
動
計
画<

前
期>

）。

　

地
域
の
子
育
て
支
援
の
拠
点
と
し
て
の
保
育
施
設　
　

地
域
の
子
ど
も
た
ち
と
そ
の
保
護
者
を
対
象
と
し
た
子
育
て
支
援
の
場
と

し
て
は
、
公
立
保
育
所
に
お
け
る
園
庭
開
放
、
体
験
保
育
、
子
育
て
広
場
な
ど
を
実
施
、
保
育
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
は
年
に
一
回
開
催

さ
れ
て
き
た
。

　

平
成
二
十
一
（
二
〇
〇
九
）
年
十
二
月
に
出
さ
れ
た
第
四
次
芦
屋
市
総
合
計
画
基
本
構
想
素
案
（
四
次
芦
屋
市
総
合
計
画
素
案
作

成
市
民
会
議
）
で
は
、「
就
学
前
の
子
育
て
」
施
策
の
内
容
の
な
か
で
、「
芦
屋
の
子
育
て
環
境
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
家
庭
が
い
つ

で
も
気
軽
に
安
心
し
て
利
用
で
き
る
場
が
あ
る
」
こ
と
を
冒
頭
に
提
言
し
、
十
年
後
の
実
現
に
向
け
た
イ
メ
ー
ジ
を
あ
げ
て
い
る
。

具
体
的
な
施
策
と
し
て
、
市
の
電
話
相
談
や
直
接
訪
問
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
養
成
・
派
遣
、
子
育
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て
ヘ
ル
パ
ー
制
度
の
導
入
、
高
齢
者
や
父
親
な
ど
の
子
育
て
参
加
と
人
材
活
用
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
そ
の
他
に
お
け
る
情
報
提
供
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
素
案
に
は
、
地
域
に
お
け
る
温
か
い
ま
な
ざ
し
の
も
と
で
の
支
援
、
す
べ
て
の

人
た
ち
の
協
力
共
同
の
な
か
で
子
ど
も
達
が
す
こ
や
か
に
育
つ
こ
と
を
願
っ
て
い

る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
と
子
育
て
支
援　
　

平
成
十
五

（
二
〇
〇
三
）
年
度
に
は
子
育
て
支
援
の
一
環
と
し
て
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
事
業
（
6
‐
43
）
や
市
民
参
加
の
子
育
て
支
援
連
絡
会
や
児
童
虐
待
防

止
連
絡
会
を
設
置
す
る
こ
と
で
、
地
域
社
会
全
体
で
子
育
て
支
援
に
向
か
う
市
の

姿
勢
を
示
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化
を
図
る
こ
と
を
方
針
と
し
て
打
ち
出
し
て

き
た
。

　

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
で
は
、
子
育
て
の
援
助
を
「
依
頼
し
た
い
人
」
と
「
協
力
を
し
た
い
人
」
が
会
員
と
な
っ

て
相
互
に
援
助
し
あ
う
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

四
． 

阪
神
・
淡
路
大
震
災
と
保
育
事
業

　

家
庭
の
被
災
状
況
お
よ
び
保
育
所
（
園
）
の
被
害
状
況　
　

平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
一
月
十
七
日
に
起
き
た
阪
神
・
淡
路
大
震

6-43　芦屋市ファミリー・サポート・センターの仕組み
　　  芦屋市社会福祉協議会ホームページ
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災
は
、
子
ど
も
や
家
庭
に
と
っ
て
多
大
な
打
撃
を
与
え
心
身
と
も
に
影
響
を
与
え
た
。

　

当
時
保
育
所
（
園
）
は
九
か
所
あ
っ
た
が
、
そ
の
な
か
で
市
立
精
道
保
育
所
に
在

籍
し
て
い
た
一
歳
児
二
人
、
二
歳
児
か
ら
五
歳
児
が
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ず
つ
計
六
人
の

子
ど
も
が
犠
牲
と
な
っ
た
。
六
人
の
な
か
に
は
マ
ン
シ
ョ
ン
倒
壊
で
兄
弟
両
親
と
共

に
亡
く
な
っ
た
子
ど
も
も
い
た
。

　

被
災
し
た
児
童
や
家
庭
の
状
況
、
保
育
所
（
園
）
の
被
災
状
況
は
6
‐
44
・
45
の

と
お
り
で
あ
る
。

　

保
育
の
再
開
と
芦
屋
市
震
災
復
興
計
画　
　

保
育
の
再
開
は
、
交
通
機
関
の
復
旧

と
と
も
に
必
要
と
さ
れ
て
き
た
。
職
場
復
帰
を
要
請
さ
れ
て
開
所
（
園
）
を
望
む
声

や
、
震
災
後
の
復
旧
な
ど
で
の
入
所
希
望
、
緊
急
を
要
す
る
人
の
た
め
に
も
、
保
育

の
開
始
要
請
の
声
は
高
ま
っ
て
い
っ
た
。

　

し
か
し
、
市
全
体
で
、
救
護
・
復
旧
活
動
に
あ
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
要

員
が
少
な
く
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が
ス
ト
ッ
プ
し
た
ま
ま
で
給
食
が
で
き
な
い
た
め
、
簡

易
保
育
と
し
て
二
月
一
日
か
ら
順
次
再
開
し
、
四
月
一
日
か
ら
通
常
保
育
が
再
開
さ
れ

た
。

　

平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
七
月
に
「
芦
屋
市
震
災
復
興
計
画
」
が
策
定
さ
れ
、
保

6-44　被災した児童・家族の状況
（出典）『阪神・淡路大震災　芦屋市の記録 '95 ～ '96』

保育所 定　数
措置数 死亡者

全・半壊 一部損壊 応急仮設
住宅入居1月17日 4月1日 子ども 保護者

精道 90 80 66 5 5 32 20 10
打出 90 77 66 0 0 20 21 9
大東 60 46 33 0 0 17 9 4
岩園 60 46 44 0 0 11 12 3
緑 80 72 56 0 0 33 21 3

新浜 100 75 61 0 24 13 7
合計 480 396 326 5 5 137 96 36
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育
事
業
で
は
社
会
福
祉
制
度
の
充
実
と
し
て
、
非
定
型
保
育
サ
ー
ビ
ス
や
緊
急
保
育

サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
「
一
時
的
保
育
」
お
よ
び
「
延
長
保
育
の
拡
充
」
を
重
点
項
目
と

し
て
い
る
。
な
か
で
も
、
保
護
者
の
勤
務
時
間
や
勤
務
場
所
な
ど
の
事
情
に
よ
り
、

や
む
を
得
ず
延
長
保
育
を
希
望
し
た
場
合
は
、
全
保
育
所
で
午
後
七
時
ま
で
の
延
長

保
育
を
行
な
っ
た
。

　

さ
ら
に
同
じ
く
平
成
七
年
、
打
出
保
育
所
、
大
東
保
育
所
、
岩
園
保
育
所
、
新
浜

保
育
所
に
お
い
て
、
保
育
所
震
災
復
旧
事
業
と
し
て
、
改
修
お
よ
び
設
備
工
事
、
精
道

保
育
所
で
は
復
旧
工
事
を
進
め
た
。
さ
ら
に
平
成
八
か
ら
十
四
年
度
に
か
け
て
全
保
育

所
の
内
外
装
工
事
を
中
心
に
子
ど
も
達
が
暮
ら
し
や
す
い
保
育
環
境
の
整
備
を
行
な
っ

た
。

　

保
育
環
境
の
整
備
が
進
む
と
と
も
に
、
被
災
児
童
の
心
の
ケ
ア
を
行
な
う
こ
と
も
必

要
な
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
平
成
七
年
二
月
か
ら
平
成
八
年
三
月
ま
で
、
毎
週
月

曜
日
に
専
門
家
の
協
力
の
も
と
、
絵
画
表
現
に
よ
る
精
神
的
ケ
ア
を
打
出
保
育
所
で
、

平
成
八
年
九
月
か
ら
平
成
九
年
一
月
ま
で
西
宮
児
童
相
談
所
に
よ
る
心
の
ケ
ア
が
行
な

わ
れ
た
。

　

平
成
九
年
に
は
、
犠
牲
に
な
っ
た
子
ど
も
た
ち
の
追
悼
の
碑
が
精
道
保
育
所
園
庭
に

6-45　保育所（園）の被災状況
（出典）『阪神・淡路大震災　芦屋市の記録 '95 ～ '96』

保育所

精道 ガラス割れ、西塀倒壊、給排水設備寸断、柱にクラック、暖房機器損傷
プールクラック

打出 給排水設備寸断、土間クラック、空調機損傷、暖房機器損傷
大東 渡り廊下一部損傷、給排水設備寸断、運動場地割れ、南門付近陥没

岩園 給排水設備損傷、石垣隙間、土間沈下、厨房排水沈下、運動場地割れ
北出口アプローチスロープ損傷

緑 運動場地割れ、アプローチ損傷、厨房機器損傷、給排水設備損傷、壁ク
ラック

新浜 玄関アプローチ土間損傷、運動場地割れ、U 字溝損壊、給排水設備寸断
※被害総額　約 2,300 万円
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建
立
さ
れ
、
そ
の
死
や
震
災
が
風
化
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
毎
年
一
月
十
七
日
に
は
慰
霊
祭
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
今
後
は
時
を
経
て
慰
霊
祭
に
よ
る
犠
牲
者
へ
の
鎮
魂
と
と
も
に
、
次
世
代
へ
と
語
り
継
ぐ
啓
蒙
が
求
め
ら
れ
る
。
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第
七
章　

文
化
政
策
の
深
ま
り　

文
化
活
動
の
高
ま
り

　
　

第
一
節　

芦
屋
文
化
の
特
徴

一
． 

阪
神
間
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
化
の
拠
点

　

モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
化
の
形
成　
　

い
わ
ゆ
る
阪
神
間
は
、
明
治
末
期
か
ら
大
正
期
、
昭
和
期
を
通
じ
て
、
阪
神
・
阪
急
な
ど
電
鉄
会

社
に
よ
る
住
宅
地
開
発
が
行
な
わ
れ
、
発
展
し
て
き
た
地
域
で
あ
る
。
地
元
有
力
者
の
手
に
よ
る
私
立
学
校
の
創
設
や
病
院
の
建
設

な
ど
、
生
活
文
化
圏
と
し
て
の
基
盤
が
早
く
か
ら
整
備
さ
れ
、
交
通
網
の
充
実
に
伴
っ
て
、
沿
線
に
は
人
々
の
暮
ら
し
に
「
夢
」
を

与
え
る
よ
う
な
施
設
が
建
ち
並
ん
で
い
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
例
え
ば
、
球
場
、
遊
園
地
、
美
術
館
、
ホ
テ
ル
な
ど
で
あ
り
、
独
自
の

地
域
文
化
を
創
出
す
る
文
化
創
造
空
間
、
住
宅
都
市
空
間
と
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
。

　

本
市
に
お
い
て
も
、
鉄
道
・
道
路
・
住
宅
開
発
な
ど
ハ
ー
ド
面
に
お
け
る
基
盤
整
備
の
み
な
ら
ず
、
趣
味
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
食

文
化
な
ど
生
活
文
化
の
醸
成
が
住
宅
都
市
・
芦
屋
の
発
展
を
も
た
ら
し
、
質
の
高
い
生
活
文
化
圏
を
形
成
し
て
き
た
と
い
え
る
。

　

 

「
阪
神
間
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
化
」
と
呼
ば
れ
る
際
の
「
阪
神
間
」
と
は
、
大
阪
と
神
戸
に
挟
ま
れ
た
、
六
甲
山
を
背
景
と
す
る
地
域

を
さ
し
、
現
在
の
行
政
区
域
で
い
え
ば
、
武
庫
川
以
西
の
西
宮
市
、
芦
屋
市
、
そ
し
て
神
戸
市
東
部
ま
で
を
含
め
た
地
域
を
さ
す
。

こ
れ
ら
の
地
域
は
、
明
治
政
府
が
推
進
し
た
近
代
化
政
策
を
背
景
に
交
通
網
の
整
備
が
な
さ
れ
、
主
に
大
阪
の
企
業
家
た
ち
の
別

四
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荘
・
豪
邸
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
当
初
は
住
宅
地
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
風
光
明
媚
な
別
荘
地
と
し
て
発
展
し
て
き
た
。

　

阪
神
間
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
化
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
本
市
の
東
西
に
隣
接
す
る
大
阪
、
神
戸
と
い
う
二
つ
の
都
市
に
言
及

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
江
戸
時
代
か
ら
の
伝
統
的
な
上
方
文
化
を
守
り
つ
つ
発
展
し
て
き
た
商
都
・
大
阪
は
、
産
業
化
が
進
展

し
、
西
日
本
に
お
け
る
経
済
活
動
の
拠
点
と
な
る
。
他
方
、
神
戸
で
は
、
開
港
後
、
外
国
人
居
留
地
を
舞
台
に
貿
易
が
開
始
さ
れ
、

多
文
化
共
生
都
市
と
し
て
独
自
の
発
展
を
み
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
大
阪
と
神
戸
と
の
間
に
位
置
す
る
阪
神

間
は
、
伝
統
と
革
新
、
日
本
と
西
洋
が
微
妙
に
交
錯
し
な
が
ら
独
自
の
都
市
発
展
を
遂
げ
、
新
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
築
き
上
げ

ら
れ
た
地
域
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
時
期
的
に
み
る
と
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
、
阪
神
間
で
は
新
た

に
住
宅
地
が
次
々
に
開
発
さ
れ
た
。
同
時
に
、
人
々
の
暮
ら
し
の
な
か
で
し
だ
い
に
西
洋
文
化
が
浸
透
し
、
食
文
化
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
に
お
け
る
変
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ゴ
ル
フ
や
テ
ニ
ス
な
ど
近
代
ス
ポ
ー
ツ
も
広
ま
り
、
人
々
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が

大
き
な
変
化
を
遂
げ
て
い
く
時
期
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

以
上
の
点
か
ら
、
阪
神
間
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
は
、
明
治
後
期
か
ら
大
正
期
を
経
て
、
太
平
洋
戦
争
直
前
の
昭
和
十
五
年
頃
ま
で
の
期

間
に
お
い
て
、
阪
神
間
の
人
々
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
形
成
し
、
地
域
の
発
展
に
影
響
を
与
え
て
き
た
文
化
現
象
で
あ
り
、
そ
の
後

も
こ
れ
を
基
礎
に
し
て
現
在
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
こ
の
地
域
の
人
々
の
生
活
を
特
徴
づ
け
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
定
義

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

鉄
道
敷
設
と
阪
神
間
地
域
の
歴
史
的
発
展　
　

本
市
を
含
め
た
阪
神
間
地
域
の
都
市
発
展
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
交

通
網
の
充
実
で
あ
る
。
明
治
前
期
、
急
速
な
工
業
化
の
進
展
を
背
景
に
、
国
内
に
お
け
る
イ
ン
フ
ラ
整
備
が
急
ピ
ッ
チ
で
進
め
ら
れ
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る
。
官
営
鉄
道
（
現
J
R
）
は
、
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
五
月
十
一
日
、
大
阪
―
神
戸
間
の
路
線
（
現
J
R
神
戸
線
）
を
開
通

さ
せ
、
約
三
三
キ
ロ
離
れ
た
二
つ
の
都
市
は
、
七
〇
分
で
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
い
で
開
通
し
た
の
は
、
私
鉄
の
阪
神
電
気

鉄
道
（
以
下
、
阪
神
電
鉄
と
略
す
）
で
あ
る
。
明
治
三
十
八
年
、
阪
神
電
鉄
は
、
大
阪
・
出
入
橋
―
神
戸
・
三
宮
間
を
九
〇
分
で
結

ぶ
路
線
（
現
阪
神
本
線
）
を
開
通
さ
せ
、
阪
神
間
の
最
も
海
岸
寄
り
の
平
野
部
の
町
村
・
集
落
を
つ
な
ぎ
な
が
ら
走
っ
た
。
そ
れ
に

つ
い
で
、
明
治
四
十
三
年
に
梅
田
―
宝
塚
、
石
橋
―
箕
面
の
路
線
を
開
通
さ
せ
た
の
が
、
箕
面
有
馬
電
気
軌
道
（
の
ち
の
阪
神
急
行

電
気
鉄
道
。
以
下
、
阪
急
電
鉄
と
略
す
）
で
あ
る
。
大
正
九
（
一
九
二
〇
）
年
、
大
阪
・
梅
田
―
神
戸
・
上
筒
井
間
（
現
阪
急
神
戸

線
）
が
開
通
し
、
阪
急
電
鉄
は
、
阪
神
間
の
最
も
北
寄
り
の
山
麓
を
走
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
鉄
道
開
発
に
よ
っ
て
、
阪
神
間

に
は
、
官
営
鉄
道
・
阪
神
・
阪
急
の
三
本
の
鉄
道
が
敷
設
さ
れ
、
昭
和
期
に
入
る
と
、
主
要
な
駅
を
結
ぶ
交
通
ア
ク
セ
ス
が
さ
ら
に

充
実
し
、
阪
神
間
に
お
け
る
都
市
機
能
の
集
積
が
進
ん
だ
。

　

交
通
ア
ク
セ
ス
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
は
、
阪
神
間
へ
の
人
口
集
中
に
拍
車
を
か
け
た
。
そ
の
要
因
と
し
て
、
隣
接
す
る
大
阪
の
住

環
境
悪
化
が
あ
げ
ら
れ
る
。
急
速
な
工
業
化
と
都
市
化
が
進
展
し
つ
つ
あ
っ
た
大
阪
で
は
、
大
気
汚
染
・
騒
音
・
水
質
汚
濁
な
ど
の

深
刻
な
公
害
が
発
生
し
、
こ
の
よ
う
な
生
活
環
境
の
悪
化
を
背
景
に
、
各
電
鉄
会
社
は
阪
神
間
に
お
け
る
住
宅
地
開
発
を
積
極
的
に

展
開
し
た
。

　

田
園
生
活
の
す
す
め　
　

阪
神
間
に
お
い
て
阪
神
・
阪
急
の
両
電
鉄
会
社
が
め
ざ
し
た
住
宅
開
発
戦
略
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、

「
緑
」、「
郊
外
」、「
健
康
」
で
あ
っ
た
。
温
暖
な
瀬
戸
内
海
式
気
候
に
属
し
、
緑
が
濃
く
、
自
然
環
境
に
も
恵
ま
れ
た
阪
神
間
地
域

は
、
住
環
境
の
要
件
を
充
分
に
満
た
し
て
い
た
。
六
甲
山
か
ら
流
れ
出
る
中
小
の
河
川
は
多
様
な
親
水
空
間
を
創
出
し
、
人
々
の
生
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活
に
癒
し
や
憩
い
を
与
え
て
い
る
。
本
市
に
お
い
て
も
、
緑
豊
か
な
六
甲
山
系
を
背
景
に
流
れ
る
芦
屋
川
が
ま
ち
の
景
観
を
形
成

し
、
市
民
の
暮
ら
し
に
潤
い
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

　

阪
神
間
の
地
域
イ
メ
ー
ジ
の
確
立
に
は
、
阪
神
・
阪
急
な
ど
大
手
電
鉄
会
社
が
手
が
け
た
郊
外
住
宅
地
の
形
成
が
大
き
く
影
響
し

て
い
る
。
阪
神
間
は
、
大
阪
の
企
業
家
、
財
界
人
た
ち
の
別
荘
地
と
し
て
開
発
さ
れ
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
が
、
先
に
ふ
れ
た
大
阪

市
周
辺
の
住
環
境
悪
化
や
郊
外
へ
の
人
口
流
出
に
よ
っ
て
、
本
格
的
な
住
宅
地
開
発
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
健
康
な
田
園

生
活
」
を
提
唱
し
た
郊
外
住
宅
地
開
発
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
き
わ
め
て
早
い
段
階
で
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
澄
ん
だ
空
気

と
清
ら
か
な
水
に
恵
ま
れ
た
良
好
な
住
環
境
を
創
出
・
維
持
し
て
き
た
こ
と
が
、
阪
神
間
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ
プ
に
大
き
く
貢
献
し
た

と
い
え
る
。

　

本
市
に
お
い
て
は
、
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
、
土
地
区
画
整
理
の
認
可
を
受
け
て
、
剱
谷
国
有
林
の
払
い
下
げ
に
よ
り
、
六
麓

荘
の
住
宅
開
発
が
進
め
ら
れ
た
。
電
鉄
会
社
に
よ
る
沿
線
住
宅
地
開
発
と
は
異
な
り
、
六
麓
荘
は
、
内
藤
爲
三
郎
や
森
本
喜
太
郎
な

ど
大
阪
の
富
商
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
。「
六
麓
荘
住
宅
地
案
内
」
に
は
、「
地
に
空
に
不
安
愈
々
加
は
る
近
代
都
市
生
活
よ
り
脱
し

て
、
一
家
族
を
不
衛
生
極
ま
る
煤
煙
と
塵
埃
と
の
中
よ
り
救
は
ん
が
爲
、
健
康
安
住
地
を
需
め
ら
る
ゝ
諸
賢
は
、
是
非
理
想
の
住
宅

地
六
麓
荘
を
一
度
御
來
觀
賜
り
・
・
」
と
あ
り
、
住
環
境
が
悪
化
し
た
大
阪
な
ど
大
都
市
か
ら
の
移
住
を
提
唱
し
、
自
然
豊
か
な
郊

外
生
活
を
勧
め
て
い
る
。

　

阪
神
間
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
化
の
拠
点
―
芦
屋
文
化
の
創
造　
　

阪
神
間
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
化
の
形
成
に
は
、
六
甲
山
系
の
緑
を
背
に
広

が
る
恵
ま
れ
た
自
然
環
境
、
関
西
の
財
界
人
ら
が
邸
宅
を
構
え
る
契
機
と
な
っ
た
別
荘
地
開
発
や
電
鉄
会
社
が
中
心
と
な
っ
て
行
な
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わ
れ
て
き
た
沿
線
住
宅
地
開
発
、
そ
れ
に
加
え
富
商
に
よ
る
六
麓
荘
住
宅
開
発
、
さ
ら
に
は
、
近
代
と
い
う
時
代
が
も
た
ら
し
た
娯

楽
や
近
代
ス
ポ
ー
ツ
の
浸
透
に
よ
る
人
々
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
化
な
ど
が
、
重
層
的
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

　

芦
屋
文
化
の
特
徴
に
つ
い
て
い
え
ば
、
歴
史
的
・
地
域
的
特
徴
を
も
つ
阪
神
間
地
域
に
作
家
や
芸
術
家
ら
が
移
住
し
、
文
学
作

品
、
美
術
作
品
な
ど
が
創
出
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
が
芦
屋
の
地
域
文
化
と
し
て
表
象
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
住
む
人
々
の
暮
ら
し
に
影

響
を
与
え
、
芦
屋
と
い
う
都
市
の
文
化
性
が
定
着
・
深
化
し
て
き
た
。

　

ま
た
、
阪
神
間
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
規
定
す
る
要
因
と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
限
定
さ
れ
た
「
時
代
性
」
と
「
地
域
性
」
で

あ
る
。
こ
の
「
時
代
性
」
と
「
地
域
性
」
が
生
み
出
す
異
な
っ
た
概
念
―
伝
統
と
モ
ダ
ン
、
保
守
と
革
新
な
ど
の
対
立
概
念
が
交
錯

し
、
時
に
は
調
和
的
に
共
存
し
な
が
ら
、
あ
る
ひ
と
つ
の
文
化
的
傾
向
―
阪
神
間
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
創
出
し
て
き
た
。

　

本
市
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
商
都
・
大
阪
と
多
文
化
共
生
都
市
・
神
戸
に
挟
ま
れ
、
独
自
の
生
活
文
化
圏
を
形
成
し
て
き
た

地
域
で
あ
る
。
良
好
な
住
環
境
、
交
通
ア
ク
セ
ス
の
良
さ
、
歴
史
遺
産
や
芸
術
作
品
に
み
る
文
化
都
市
と
し
て
の
層
の
厚
さ
、
こ
れ

ら
三
つ
の
要
素
が
複
合
し
て
、
ク
オ
リ
テ
ィ
の
高
い
芦
屋
文
化
を
創
造
し
、
阪
神
間
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
化
の
拠
点
と
し
て
発
展
し
て
き

た
。

二
． 

芦
屋
文
化
の
形
成

　

戦
後
の
発
展
と
文
化
形
成　
　

本
市
は
時
代
が
異
な
る
ご
と
に
多
様
な
歴
史
的
特
徴
を
刻
み
な
が
ら
、
住
宅
都
市
と
し
て
発
展
し

て
き
た
。
そ
の
歴
史
性
・
地
域
性
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
地
域
文
化
を
醸
成
し
て
い
く
う
え
で
も
き
わ
め
て
重
要
で
あ
ろ
う
。
本
市
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が
有
す
る
歴
史
的
・
地
理
的
特
質
は
、
戦
後
の
復
興
期
に
お
い
て
も
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。　　

　

戦
後
ま
も
な
い
昭
和
二
十
六
（
一
九
五
一
）
年
三
月
、
地
方
自
治
特
別
法
と
し
て
「
芦
屋
国
際
文
化
住
宅
都
市
建
設
法
」
が
公
布

さ
れ
る
。
こ
の
法
律
は
第
九
臨
時
国
会
に
お
い
て
自
由
・
民
主
・
社
会
の
各
党
議
員
連
署
で
、
議
員
提
出
法
案
と
し
て
提
案
さ
れ
、

前
年
の
昭
和
二
十
五
年
十
二
月
四
か
ら
六
日
に
か
け
て
衆
・
参
両
議
院
で
審
議
さ
れ
、
可
決
、
成
立
し
た
。
昭
和
二
十
六
年
二
月
に

は
憲
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
民
投
票
が
行
な
わ
れ
、
住
民
の
大
多
数
の
賛
成
を
も
っ
て
三
月
三
日
に
公
布
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
で

は
、「
芦
屋
市
が
国
際
文
化
の
立
場
か
ら
見
て
恵
ま
れ
た
環
境
に
あ
り
、
且
つ
、
住
宅
都
市
と
し
て
す
ぐ
れ
た
立
地
条
件
を
有
し
て
い

る
こ
と
に
か
ん
が
み
て
、
同
市
を
国
際
文
化
住
宅
都
市
と
し
て
外
国
人
の
居
住
に
も
適
合
す
る
よ
う
に
建
設
し
、
外
客
の
誘
致
、
こ

と
に
そ
の
定
住
を
図
り
、
わ
が
国
の
文
化
観
光
資
源
の
利
用
開
発
に
資
し
、
も
つ
て
国
際
文
化
の
向
上
と
経
済
復
興
に
寄
与
す
る
こ

と
」
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
本
市
の
ま
ち
づ
く
り
に
お
け
る
基
本
理
念
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
恵
ま
れ
た
歴
史
的
・
地
理
的
環
境

を
基
礎
に
、
本
市
は
住
宅
都
市
を
標
榜
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　

さ
ら
に
、
昭
和
三
十
九
年
五
月
三
日
、「
芦
屋
市
民
憲
章
」
が
制
定
さ
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、
①
わ
た
く
し
た
ち
芦
屋
市
民
は
文
化

の
高
い
教
養
豊
か
な
ま
ち
を
き
ず
き
ま
し
ょ
う
、
②
わ
た
く
し
た
ち
芦
屋
市
民
は
自
然
の
風
物
を
愛
し
、
ま
ち
を
緑
と
花
で
つ
つ
み

ま
し
ょ
う
、
③
わ
た
く
し
た
ち
芦
屋
市
民
は
青
少
年
の
夢
と
希
望
を
す
こ
や
か
に
育
て
ま
し
ょ
う
、
④
わ
た
く
し
た
ち
芦
屋
市
民
は

健
康
で
明
る
く
幸
福
な
ま
ち
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
、
⑤
わ
た
く
し
た
ち
芦
屋
市
民
は
災
害
や
公
害
の
な
い
清
潔
で
安
全
な
ま
ち
に
し

ま
し
ょ
う
、
の
五
項
目
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

　

総
合
文
化
政
策
と
阪
神
・
淡
路
大
震
災　
　

こ
の
特
別
法
の
理
念
や
市
民
憲
章
の
内
容
を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
昭
和
四
十
六
年
十
二
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月
に
は
「
芦
屋
市
総
合
計
画
」
が
策
定
さ
れ
、
自
然
の
美
・
人
工
の
美
・
人
間
の
美
と
い
う
「
三
つ
の
美
」
が
調
和
す
る
住
宅
都
市

の
建
設
が
基
本
目
標
に
掲
げ
ら
れ
、
品
格
と
風
格
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
後
も
、
こ
の
総
合
計
画
を
さ

ら
に
充
実
・
発
展
さ
せ
る
た
め
、
昭
和
六
十
一
年
三
月
に
は
「
芦
屋
市
新
総
合
計
画
」
が
策
定
さ
れ
、
国
際
文
化
住
宅
都
市
と
し
て

の
芦
屋
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
る
た
め
の
積
極
的
な
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
取
り
組
み
の
さ
な
か
、
平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
一
月
十
七
日
未
明
に
お
こ
っ
た
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に

よ
っ
て
本
市
は
甚
大
な
被
害
を
受
け
、
築
き
上
げ
て
き
た
ま
ち
の
財
産
が
一
瞬
に
し
て
失
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
震
災
は
、
隣
接

す
る
神
戸
市
と
同
様
、
山
と
海
に
挟
ま
れ
た
美
し
い
芦
屋
の
ま
ち
を
直
撃
し
、
多
数
の
尊
い
市
民
の
生
命
を
奪
い
、
住
宅
や
公
共
施

設
に
壊
滅
的
な
被
害
を
与
え
た
。
未
曾
有
の
震
災
か
ら
半
年
後
、
震
災
の
傷
が
未
だ
癒
え
ぬ
な
か
、
平
成
七
年
七
月
、
快
適
で
安
心

な
ま
ち
づ
く
り
を
目
標
と
し
て
「
芦
屋
市
震
災
復
興
計
画
」
が
策
定
さ
れ
、
本
市
は
本
格
的
な
復
旧
・
復
興
に
取
り
組
む
こ
と
と

な
っ
た
。

　

そ
の
後
、
本
市
で
は
持
続
可
能
な
成
熟
都
市
を
め
ざ
す
と
と
も
に
、
震
災
の
教
訓
を
ふ
ま
え
、
将
来
に
向
け
た
さ
ま
ざ
ま
な
地
域

課
題
に
対
応
す
る
た
め
、「
第
三
次
芦
屋
市
総
合
計
画
」
を
平
成
十
三
年
に
策
定
し
た
。
五
年
の
計
画
期
間
が
終
了
し
、
折
り
返
し
点

で
あ
る
平
成
十
八
年
三
月
、
社
会
情
勢
や
本
市
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
、
施
策
の
進
捗
や
新
た
に
策
定
さ
れ
た
課
題
別
計
画
を
ま

ち
づ
く
り
に
反
映
す
る
た
め
、
基
本
計
画
の
見
直
し
を
行
な
い
、「
第
三
次
芦
屋
市
総
合
計
画
」
の
後
期
基
本
計
画
を
策
定
し
た
。
後

期
基
本
計
画
に
お
い
て
、
そ
の
基
本
構
想
で
あ
る
、
ま
ち
づ
く
り
の
目
標
の
一
つ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
「
人
と
文
化
を
育
て
る

ま
ち
づ
く
り
」
で
あ
る
。
市
民
の
手
に
よ
る
芦
屋
文
化
の
醸
成
・
創
生
へ
の
支
援
や
、
各
種
団
体
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
な
ど
、
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行
政
が
地
域
活
動
と
連
携
し
て
市
民
文
化
の
育
成
を
図
り
、
芦
屋
文
化
を
醸
成
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
め
ざ
さ
れ
て
い
る
（
総
合
計
画

に
つ
い
て
は
第
三
節
で
詳
述
）。

　
　

第
二
節　

文
化
施
設
の
充
実

一
． 

文
化
施
設
の
開
館
相
次
ぐ

　

市
民
文
化
の
育
成　
　

一
九
七
〇
年
代
の
十
年
間
は
、
本
市
に
お
け
る
社
会
教
育
施
設
の
建
設
が
財
政
難
の
な
か
、
着
々
と
整
備

さ
れ
、
八
十
年
代
の
発
展
を
期
し
た
基
盤
づ
く
り
が
行
な
わ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
市
で
は
昭
和
四
十
七

年
、「
芦
屋
市
総
合
計
画
」
を
策
定
し
た
。
こ
の
「
基
本
構
想
」
第
一
章
に
う
た
わ
れ
た
「
豊
か
な
人
間
性
と
文
化
を
は
ぐ
く
む
健
康

な
ま
ち
」
の
ね
ら
い
は
、
物
質
的
豊
か
さ
だ
け
を
追
求
す
る
の
で
は
な
く
、
優
れ
た
自
然
環
境
に
恵
ま
れ
た
芦
屋
と
い
う
地
で
市
民

が
連
携
し
、
ま
ち
を
愛
し
、
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
構
築
を
め
ざ
し
て
、
人
間
的
な
豊
か
さ
を
深
め
て
い
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に

あ
る
。
こ
う
し
た
基
本
構
想
を
受
け
て
、
本
市
の
社
会
教
育
行
政
に
お
い
て
は
、
市
民
の
生
活
文
化
・
社
会
性
の
向
上
を
目
標
と
し

て
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
を
実
施
し
て
き
た
。「
市
民
一
人
ひ
と
り
が
ま
ち
の
文
化
を
創
り
出
し
て
い
く
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
本
市
で

は
、
早
く
か
ら
「
市
民
文
化
の
育
成
」
を
目
標
に
、
施
策
を
展
開
し
て
き
た
。

　

そ
の
施
策
の
方
向
性
と
し
て
は
、
①
先
人
の
残
し
た
数
々
の
文
化
遺
産
を
守
り
、
継
承
し
て
い
く
こ
と
、
②
現
在
の
わ
れ
わ
れ
が
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主
体
的
な
文
化
活
動
を
進
め
る
こ
と
、
の
二
つ
が
あ
げ
ら
れ
る
。
地
域
の
文
化
遺
産
を
「
保
存
・
継
承
」
す
る
こ
と
と
、
そ
し
て
、

地
域
か
ら
「
新
し
い
文
化
を
発
信
」
す
る
こ
と
―
こ
の
二
つ
の
文
化
活
動
を
市
民
文
化
育
成
の
柱
と
し
て
、
本
市
で
は
、
昭
和
四
十

年
代
以
降
、
数
々
の
文
化
施
設
の
整
備
・
拡
充
を
進
め
て
き
た
。

二
． 

市
民
セ
ン
タ
ー

　

ル
ナ
・
ホ
ー
ル
の
開
館　
　

本
市
で
は
、
教
育
・
文
化
に
対
す
る
市
民
の
関
心
や
熱
意
が
強
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
施
設
の
充
実

は
、
地
域
文
化
・
市
民
文
化
の
醸
成
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
本
市
の
社
会
教
育
活
動
の
中
核
で
あ
る
公
民
館
は
、
昭
和

二
十
八
（
一
九
五
三
）
年
四
月
一
日
、
川
西
町
に
あ
る
教
育
委
員
会
事
務
局
内
に
設
置
・

開
館
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
二
十
九
年
三
月
一
日
、
市
立
図
書
館
が
打
出
小
槌
町
に
移

転
し
た
あ
と
を
受
け
、
前
田
町
の
仏
教
会
館
三
階
に
移
転
し
た
。
そ
の
後
、
第
一
期
工
事

と
し
て
、
昭
和
三
十
八
年
十
一
月
に
市
民
会
館
（
三
階
建
て
）
が
完
成
す
る
と
、
公
民
館

は
こ
こ
に
併
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
第
二
期
工
事
と
し
て
市
民
会
館
の

四
階
が
増
築
（
昭
和
四
十
三
年
七
月
完
成
）
さ
れ
、
さ
ら
に
第
三
期
工
事
と
し
て
昭
和

四
十
五
年
二
月
、
市
民
会
館
大
ホ
ー
ル
（
愛
称
「
ル
ナ
・
ホ
ー
ル
」）
が
完
成
し
た
（
7

‐
1
）。
昭
和
五
十
年
四
月
に
は
、
公
民
館
、
福
祉
会
館
、
老
人
福
祉
会
館
の
三
施
設
が

入
る
別
館
が
完
成
し
、
こ
れ
ら
の
文
化
施
設
は
「
市
民
セ
ン
タ
ー
」
と
し
て
統
合
さ
れ
る

7-1　ルナ・ホール
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こ
と
と
な
っ
た
（
7
‐
2
）。

　

生
涯
学
習
社
会
の
到
来
を
反
映
し
、
市
民
の
ル
ナ
・
ホ
ー
ル
利
用
は
安
定
的
に
推
移
し

て
い
る
（
7
‐
3
）。
施
設
・
設
備
面
で
は
、
ル
ナ
・
ホ
ー
ル
を
含
む
市
民
会
館
全
体
で

年
次
計
画
的
な
改
良
・
改
修
が
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
な
か
で
も
昭
和
六
十
二
年
度
事
業

で
あ
っ
た
ホ
ー
ル
の
音
響
改
修
工
事
は
好
結
果
を
生
み
、
改
修
後
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の

演
奏
会
な
ど
が
大
幅
に
増
加
し
、
市
民
文
化
の
向
上
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
。

　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
後
の
復
興　
　

平
成
七
年
に
起
こ
っ
た
震
災
で
は
、
本
館
と
ホ
ー

ル
を
つ
な
ぐ
渡
り
廊
下
が
全
壊
し
、
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
た
。
別
館
大
広
間
は
市
民
の

避
難
場
所
と
し
て
開
放
さ
れ
、
地
下
駐
車
場
は
罹り

災さ
い

証
明
の
発
行
場
所
と
し
て
活
用
さ
れ

た
。
平
成
七
年
九
月
に
は
別
館
の
一
部
も
使
用
可
能
と
な
っ
た
が
、
仮
設
住
宅
の
建
設
に
時
間
を
要
し
た
た
め
、
本
館
は
最
後
ま
で

統
括
避
難
所
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
復
旧
工
事
が
進
み
、
本
館
業
務
の
一
部
が
再
開
し
た
の
は
震
災
か
ら
一
年
半
が
経
過
し
た
平
成

八
年
六
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ル
ナ
・
ホ
ー
ル
の
復
旧
に
は
さ
ら
に
そ
の
後
一
年
を
要
し
、
復
旧
工
事
を
終
え
て
ル
ナ
・
ホ
ー
ル
が

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
た
の
は
、
震
災
か
ら
二
年
半
後
の
平
成
九
年
七
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
震
災
で
絶
た

れ
て
い
た
市
民
文
化
活
動
・
生
涯
学
習
活
動
が
再
び
力
強
く
復
興
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　

事
業
面
を
み
て
み
る
と
、
ル
ナ
・
ホ
ー
ル
の
自
主
事
業
と
し
て
定
着
し
て
い
る
市
民
寄
席
で
は
古
典
落
語
を
中
心
に
ほ
ぼ
毎
回

五
〇
〇
名
前
後
の
入
場
者
が
あ
る
ほ
か
、
演
劇
や
ク
ラ
シ
ッ
ク
、
ジ
ャ
ズ
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
を
開
催
し
、
市
民
文
化
の
醸
成
に
大

7-2　市民センター
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き
く
寄
与
し
て
い
る
。
な
か
で
も
、
世
代
を
超
え
て
楽
し
め
る
「
ル
ナ
・
ホ
ー
ル
名
画
鑑
賞
会
」
は
多

数
の
入
場
者
を
集
め
、
ま
た
、「
芦
屋
市
民
文
化
祭
」（
文
化
振
興
財
団
に
移
管
後
は
「
市
民
ス
テ
ー
ジ
・
市

民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
に
名
称
変
更
）
で
は
、
舞
踊
や
コ
ン
サ
ー
ト
会
場
と
し
て
の
役
割
だ
け
で
は
な
く
、
書

道
・
華
道
・
茶
道
、
そ
の
ほ
か
の
文
化
活
動
を
市
民
が
発
表
・
展
示
す
る
「
場
」
と
し
て
の
機
能
も
果
た

し
て
き
た
。

　
 

「
市
民
ス
テ
ー
ジ
・
市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
を
含
む
多
く
の
ル
ナ
・
ホ
ー
ル
事
業
は
平
成
十
七
年
度
文
化

振
興
財
団
解
散
後
再
び
市
の
主
催
事
業
と
し
て
継
続
実
施
さ
れ
て
い
る
。

三
． 

新
図
書
館
の
開
館

　

新
図
書
館
構
想　
　

昭
和
二
十
四
（
一
九
四
九
）
年
五
月
、
前
田
町
に
開
館
し
た
市
立
図
書
館
は
、
昭

和
二
十
九
年
二
月
、
打
出
小
槌
町
三
番
地
に
移
転
し
た
。
そ
の
後
、
利
用
者
数
・
蔵
書
冊
数
も
し
だ
い
に

増
加
す
る
な
か
で
、
書
庫
・
開
架
室
・
閲
覧
室
と
も
に
そ
の
収
容
能
力
が
限
界
に
近
づ
き
、
昭
和
五
十
年

代
に
入
る
と
図
書
館
内
だ
け
で
蔵
書
を
収
容
す
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た

状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
、
新
館
建
設
の
要
望
が
高
ま
っ
て
き
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
市
民
の
文
化
施
設

充
実
へ
の
熱
望
や
読
書
意
欲
の
高
ま
り
が
あ
る
。
新
館
建
設
の
要
望
が
高
ま
る
な
か
、
昭
和
五
十
五
年
五

月
十
日
、「
芦
屋
市
に
ふ
さ
わ
し
い
図
書
館
活
動
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か
」
に
つ
い
て
、
館
長
か
ら
芦
屋
市

7-3　市民会館の利用状況　（資料）「市事務報告書」

（単位：件）
区分 昭和55年度 昭和60年度 平成元年度 平成6年度 平成10年度 平成15年度 平成19年度

市
民
会
館

本館 4614 5207 5578 5322 5476 7031 7155
大ホール 423 456 539 511 444 465 528
小ホール 363 556 562 465 561 629 536
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立
図
書
館
協
議
会
に
諮
問
が
あ
り
、
全
体
協
議
会
、
小
委
員
会
、
先
進
地
図
書
館
調
査
を
経
て
、
昭
和
五
十
六
年
三
月
十
二
日
、「
芦

屋
市
に
お
け
る
図
書
館
シ
ス
テ
ム
と
図
書
館
奉
仕
に
つ
い
て
」、「
図
書
館
活
動
の
現
状
と
問
題
点
」、「
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
中
央
図
書

館
の
基
本
構
想
」
の
三
点
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
答
申
を
受
け
た
。
そ
の
結
果
昭
和
五
十
八
年
七
月
に
は
建
設
準
備
委
員
会
が
開
催

さ
れ
、
翌
昭
和
五
十
九
年
十
一
月
、
同
委
員
会
は
市
長
と
教
育
長
に
対
し
、
新
図
書
館
建
設
に
関
す
る
報
告
を
行
な
っ
た
。
こ
の
動

き
は
、
昭
和
六
十
一
年
三
月
に
策
定
さ
れ
た
「
芦
屋
市
新
総
合
計
画
」
の
な
か
の
基
本
構
想
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
図
書

館
は
市
民
文
化
の
発
展
と
生
涯
学
習
の
推
進
に
向
け
て
中
核
的
機
能
施
設
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
移
転
新
築
な
ど
で
そ
の
充
実
を

図
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。

　

新
図
書
館
の
開
館　
　

建
設
準
備
委
員
会
の
発
足
か
ら
約
四
年
後
の
昭
和
六
十
二
年

七
月
八
日
、
総
工
費
お
よ
そ
一
〇
億
三
〇
〇
〇
万
円
を
か
け
た
新
館
が
伊
勢
町
に
開
館

し
（
7
‐
4
）、
平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年
十
二
月
に
は
打
出
分
室
が
開
室
、
翌
平
成

三
年
六
月
に
は
大
原
分
室
が
開
室
し
た
。
新
図
書
館
開
館
の
翌
年
に
は
蔵
書
数
は
約

一
九
万
六
〇
〇
〇
冊
、
利
用
者
数
は
約
一
三
万
九
〇
〇
〇
人
、
利
用
冊
数
は
四
二
万
冊

を
超
え
、
新
図
書
館
開
設
直
前
の
昭
和
六
十
一
年
度
と
比
較
す
る
と
、
蔵
書
総
数
は
一
・

一
五
倍
、
利
用
者
数
は
一
・
六
九
倍
、
ま
た
利
用
冊
数
は
一
・
七
七
倍
と
な
り
、
利
用
者

数
・
利
用
冊
数
が
大
幅
に
増
加
し
た
。
ま
た
、
打
出
・
大
原
両
分
室
が
開
室
し
た
後
の
平

成
三
年
度
の
蔵
書
総
数
は
約
二
四
万
四
〇
〇
〇
冊
、
利
用
者
数
は
約
一
七
万
一
七
〇
〇
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人
、
利
用
冊
数
は
約
五
〇
万
二
〇
〇
〇
冊
と
な
り
、
蔵
書
総
数
・
利
用
者
数
・
利
用
冊

数
と
も
に
、
年
を
経
る
ご
と
順
調
に
推
移
し
て
い
る
。
平
成
十
八
年
度
の
蔵
書
総
数

は
約
三
五
万
五
〇
〇
〇
冊
、
利
用
者
数
は
約
一
七
万
三
七
〇
〇
人
、
利
用
冊
数
は
約

六
四
万
五
〇
〇
〇
冊
で
あ
る
（
7
‐
5
・
7
‐
6
）。

　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
後
の
復
興　
　

平
成
七
年
一
月
に
発
生
し
た
阪
神
・
淡
路
大
震

災
に
よ
り
、
開
架
室
・
書
庫
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
施
設
は
大
き
な
被
害
を
受
け
た
。

地
震
発
生
当
日
の
午
後
五
時
に
は
、
災
害
対
策
本
部
か
ら
避
難
所
に
指
定
さ
れ
、
震
災

四
日
目
の
二
十
一
日
に
は
、
図
書
館
本
館
に
一
一
六
人
の
避
難
者
が
入
居
し
、
三
月
七

日
ま
で
臨
時
休
館
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
打
出
分
室
に
つ
い
て
は
打
出
教
育
文
化
セ
ン

タ
ー
の
損
傷
が
激
し
く
、
修
復
に
相
当
の
時
間
を
要
す
る
た
め
、
平
成
七
年
度
中
の
休

室
が
決
定
さ
れ
た
。
ま
た
被
災
を
ま
ぬ
が
れ
た
大
原
分
室
は
、
併
設
の
集
会
所
が
避
難

所
と
な
っ
た
た
め
、
避
難
所
が
閉
鎖
さ
れ
た
後
の
六
月
一
日
に
再
開
し
た
。
震
災
後
は

地
元
を
離
れ
た
市
民
も
多
く
、
図
書
館
の
利
用
者
数
は
一
時
停
滞
し
た
が
、
平
成
十
年

度
に
な
り
、
よ
う
や
く
回
復
し
始
め
た
。
平
成
九
年
七
月
に
は
新
図
書
館
開
館
十
周
年

を
迎
え
、
パ
ソ
コ
ン
に
よ
る
図
書
検
索
サ
ー
ビ
ス
が
開
始
さ
れ
、
自
宅
か
ら
蔵
書
検
索

を
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た
。
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図
書
館
が
市
民
か
ら
親
し
ま
れ
、
そ
の
機
能
を
充
分
に
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
市
民

を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
支
援
が
か
か
せ
な
い
。
こ
れ
ま
で
も
「
芦
屋
点
字
友
の
会
」

に
よ
る
点
字
図
書
作
成
、「
あ
し
笛
」
に
よ
る
録
音
図
書
作
成
、「
ム
ギ
の
会
」、「
グ
ル
ー

プ
・
メ
ル
ヘ
ン
」
に
よ
る
図
書
館
行
事
「
お
は
な
し
の
会
・
絵
本
の
会
」
へ
の
協
力
な

ど
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
、
図
書
館
は
機
能
を
発
揮
し
て

き
た
。
今
後
も
図
書
館
が
そ
の
社
会
的
・
文
化
的
機
能
を
果
た
し
て
い
く
た
め
に
は
、

こ
う
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
一
層
の
協
力
が
求
め
ら
れ
る
。
震
災
後
は

新
た
に
「
図
書
館
友
の
会
」
が
発
足
し
、
ミ
ニ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
設
け
た
り
、
コ
ン
サ
ー

ト
を
開
催
し
た
り
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
活
動
が
生
ま
れ
、
魅
力
あ
る
図
書

館
を
め
ざ
し
て
い
る
。

四
． 
谷
崎
潤
一
郎
記
念
館　
　

　

谷
崎
潤
一
郎
と
記
念
館
建
設　
　

谷
崎
潤
一
郎
は
、
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
、

東
京
日
本
橋
に
生
ま
れ
た
。
二
五
歳
で
『
刺
青
』
を
発
表
し
て
以
来
、
明
治
か
ら
昭
和

に
か
け
て
『
痴
人
の
愛
』、『
卍
』、『
春
琴
抄
』、『
細
雪
』
な
ど
の
小
説
や
随
筆
『
陰
翳
礼

讃
』、『
倚
松
庵
随
筆
』
な
ど
、
数
々
の
名
作
を
残
し
て
い
る
。
谷
崎
が
関
西
に
移
住
し
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た
の
は
大
正
十
二
（
一
九
二
三
）
年
に
起
こ
っ
た
関
東
大
震
災
が
契
機
で
あ
り
、
本
市
に
居
住
し
た
の
は
昭
和
九
（
一
九
三
四
）
年

三
月
か
ら
、
住
吉
村
反
高
林
に
転
居
す
る
昭
和
十
一
年
十
一
月
ま
で
の
二
年
八
か
月
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　

温
暖
な
気
候
と
豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
、
モ
ダ
ン
で
自
由
な
気
風
に
包
ま
れ
た
芦
屋
の
ま
ち
は
、
谷
崎
の
創
作
活
動
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
阪
に
代
表
さ
れ
る
上
方
文
化
の
伝
統
・
格
式
と
、
外
国
文
化
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
発
展
し
つ

つ
あ
っ
た
神
戸
の
ハ
イ
カ
ラ
文
化
に
挟
ま
れ
た
芦
屋
へ
の
転
居
は
、
谷
崎
の
創
作
活
動
に
新
た
な
刺
激
を
与
え
、
そ
の
黄
金
時
代
を

象
徴
す
る
数
多
く
の
作
品
を
創
出
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
本
市
に
ゆ
か
り
の
深
い
谷
崎
潤
一
郎
の
業
績
を
し
の
び
、
ま
た
市
民
が
そ

の
文
学
作
品
に
親
し
め
る
よ
う
、
昭
和
六
十
三
年
十
月
、
谷
崎
潤
一
郎
記
念
館
が
建
設
さ

れ
開
館
し
た
。
こ
の
記
念
館
建
設
の
発
端
と
な
っ
た
の
は
、
打
出
小
槌
町
に
あ
っ
た
旧
図

書
館
の
老
朽
化
に
伴
う
新
図
書
館
建
設
構
想
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
「
谷
崎
潤
一
郎
『
細

雪
』
資
料
室
」
を
開
設
し
よ
う
と
い
う
計
画
が
検
討
さ
れ
て
い
た
が
、
独
立
し
た
記
念
館

の
開
設
を
望
む
市
民
の
声
が
高
ま
り
、
資
料
・
遺
品
を
寄
贈
し
た
い
と
い
う
松
子
夫
人
の

意
向
も
あ
っ
て
、
独
立
し
た
記
念
館
の
建
設
計
画
が
立
案
さ
れ
た
。

　

記
念
館
は
、
伊
勢
町
に
昭
和
六
十
二
年
三
月
に
完
成
し
た
（
7
‐
7
）。
記
念
館
の
管

理
運
営
に
つ
い
て
は
、
財
団
法
人
芦
屋
市
文
化
振
興
財
団
（
昭
和
六
十
三
年
十
月
七
日
設

立
）
に
委
託
し
て
い
た
が
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
指
定
管
理
者
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い

7-7　谷崎潤一郎記念館
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る
。

　

市
民
文
化
の
拠
点
を
め
ざ
し
て　
　

本
施
設
で
は
、
谷
崎
潤
一
郎
の
遺
族
や
収
集
家
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
資
料
を
中
心
に
原
稿
・
書

簡
・
書
籍
・
日
用
品
な
ど
が
展
示
さ
れ
、
そ
の
生
涯
と
作
品
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
優
れ
た
文
学
作
品
を
基
盤
と
し
て
、

市
民
文
化
の
向
上
・
発
展
を
図
る
と
い
う
方
針
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
文
学
研
究
の
み
な
ら
ず
、
阪
神
間
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
理
解
す

る
う
え
で
も
、
本
施
設
は
貴
重
な
施
設
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

企
画
展
示
と
し
て
、「
谷
崎
潤
一
郎
『
細
雪
』
そ
し
て
芦
屋
」（
昭
和
六
十
三
年
）、「
谷
崎
潤
一
郎
・
阪
神
間
の
足
跡
」（
昭
和
六
十
三

年
）、「
谷
崎
潤
一
郎
と
『
源
氏
物
語
』
の
世
界
」（
平
成
元
年
）、「
芦
屋
の
谷
崎
潤
一
郎
と
富
田
砕
花
」（
平
成
二
年
）
な
ど
が
あ
り
、
文

豪
・
谷
崎
と
阪
神
間
、
芦
屋
文
化
を
つ
な
ぐ
魅
力
あ
る
企
画
と
し
て
、
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。

五
． 

富
田
砕
花
旧
居　

　

富
田
砕
花
は
、
大
正
十
年
か
ら
昭
和
五
十
九
年
十
月
十
七
日
九
十
三
歳
で
長
逝
す
る
ま
で
本
市
に
居
住
し
た
。
昭
和
六
十
年
、
蔵

書
・
研
究
資
料
が
本
市
に
寄
贈
さ
れ
る
と
と
も
に
、
旧
家
を
譲
り
受
け
、
保
存
整
備
を
行
な
い
水
・
日
曜
日
に
一
般
公
開
し
て
い

る
。
平
成
二
年
に
砕
花
生
誕
百
年
を
記
念
し
「
富
田
砕
花
賞
」
が
制
定
さ
れ
た
（
第
三
節
二
．
富
田
砕
花
賞
の
制
定
参
照
）。

六
． 

市
立
美
術
博
物
館

　

設
立
の
背
景
と
経
緯　
　

平
成
三
（
一
九
九
一
）
年
三
月
、
市
制
施
行
五
十
年
を
記
念
し
て
、
伊
勢
町
に
市
立
美
術
博
物
館
が
開

四
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館
し
た
（
7
‐
8
）。
本
施
設
は
、
美
術
部
門
と
歴
史
部
門
を
併
せ
た
複
合
施
設
と
し
て

開
設
さ
れ
た
が
、
そ
の
基
本
方
針
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
美
術
部
門
に
お
い
て
は
、
小

出
楢
重
、
吉
原
治
良
ら
「
具
体
美
術
協
会
」
の
作
家
な
ど
、
芦
屋
ゆ
か
り
の
美
術
家
の
作

品
紹
介
・
展
示
、
さ
ら
に
、
本
市
を
拠
点
に
「
新
興
写
真
運
動
」
を
広
め
た
写
真
家
・
中

山
岩
太
、
ハ
ナ
ヤ
勘
兵
衛
ら
の
作
品
紹
介
・
展
示
で
あ
る
。
ま
た
、
歴
史
部
門
に
お
い
て

は
、
芦
屋
独
自
の
地
域
性
を
も
っ
た
文
化
財
・
遺
跡
・
史
跡
な
ど
の
文
化
遺
産
を
中
心
と

し
た
資
料
収
集
・
調
査
と
そ
の
展
示
・
公
開
が
基
本
方
針
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　

こ
の
美
術
博
物
館
開
設
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
は
、
市
民
の
声
で
あ
る
。
昭
和
三
十
年

代
、
本
市
を
中
心
に
活
躍
し
た
画
家
・
吉
原
治
良
を
中
心
に
、
い
わ
ゆ
る
「
具
体
」
美
術

家
た
ち
の
活
動
が
活
発
に
な
り
、
芦
屋
に
美
術
館
を
と
い
う
声
が
市
民
の
声
と
し
て
高

ま
っ
て
き
た
の
が
そ
の
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
声
を
反
映
し
、
昭
和
五
十
七
（
一
九
八
二
）
年
、「
芦
屋
市
文
化
行
政
研
究
委

員
会
研
究
結
果
報
告
書
」
に
開
設
の
必
要
性
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
昭
和
五
十
九
年
の
図
書
館
建
設
準
備
委
員
会
報
告
書
に
お
い
て
、

文
化
ゾ
ー
ン
形
成
の
た
め
の
施
設
と
し
て
検
討
が
な
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
昭
和
六
十
年
に
は
「
芦
屋
市
文
化
行
政
懇
話
会
」
に
お
い

て
提
言
が
さ
れ
、
美
術
博
物
館
建
設
は
、
昭
和
六
十
一
年
の
芦
屋
市
新
総
合
計
画
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同

年
七
月
に
は
、
美
術
館
建
設
構
想
策
定
懇
話
会
が
設
置
さ
れ
、
基
本
設
計
を
経
て
、
平
成
元
年
に
は
実
施
設
計
が
完
了
、
同
年
十

月
、
総
工
費
約
一
六
億
九
〇
〇
〇
万
円
を
か
け
て
着
工
さ
れ
た
。

7-8　市立美術博物館
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な
お
、
開
館
以
来
の
入
館
者
数
は
7
‐
9
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

運
営
の
基
本
方
針　
　

本
施
設
は
平
成
三
年
三
月
の
開
館
以

来
、
多
く
の
事
業
を
展
開
し
て
き
た
。
平
成
十
四
年
に
定
め
ら
れ

た
本
施
設
の
運
営
基
本
方
針
で
は
、「
市
民
に
親
し
ま
れ
、
開
か
れ

た
館
と
し
て
美
に
対
す
る
感
覚
を
養
い
、
生
活
の
な
か
に
潤
い
と

心
の
豊
か
さ
を
育
み
、
心
の
オ
ア
シ
ス
と
し
て
市
民
と
と
も
に
成

長
し
発
展
し
て
い
く
」
事
業
展
開
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
本
施
設

で
は
、
常
設
展
・
特
別
展
（
企
画
展
）
の
充
実
、
美
術
品
な
ど
の

収
集
、
民
間
活
力
の
積
極
的
な
導
入
な
ど
を
あ
げ
て
文
化
・
芸
術

活
動
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
し
か
し
、
平
成
七
年
一
月
の
阪
神
・

淡
路
大
震
災
の
復
旧
・
復
興
の
た
め
の
公
費
負
担
が
重
く
の
し
か

か
り
、
本
市
は
平
成
十
五
年
十
月
、
行
政
改
革
実
施
計
画
を
策
定

し
、
行
政
改
革
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、
本

施
設
も
平
成
十
八
年
度
ま
で
に
民
間
に
委
託
す
る
か
、
委
託
先
が

み
つ
か
ら
な
い
場
合
は
休
館
も
や
む
を
え
な
い
と
い
う
方
針
が
打

ち
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
市
内
在
住
の
映
画
監
督
大
森
一
樹
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7-9　市立美術博物館入館者数の推移
（資料）「教育委員会五十周年記念誌」「市事務報告書」

注：平成 13（2001）年度の入館者数が突出しているのは、「奈良美智展」
（平成 14 年 1 月 19 日～ 3 月 31 日）開催によるものである。
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は
、
平
成
十
五
年
十
二
月
、「
美
術
博
物
館
の
こ
れ
か
ら
の
話
し
合
い
を
求
め
る
請
願
書
」
を
市
議
会
に
提
出
、
全
会
一
致
で
採
択
さ

れ
た
。
こ
れ
を
う
け
て
翌
平
成
十
六
年
、
市
民
の
間
で
本
館
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
た
め
「
芦
屋
市
立
美
術
博
物
館
を
考
え
る
ワ
ー

キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
が
設
立
さ
れ
、
三
回
（
同
年
二
月
～
四
月
）
に
わ
た
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
意
見
交
換
が
行
な
わ
れ
た
。

み
ず
か
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
示
す
た
め
に
歴
史
博
物
館
と
し
て
の
機
能
は
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
、
本
施
設
で
行
な
わ
れ
て
き

た
「
具
体
美
術
」、「
童
美
展
」、「
芦
屋
市
展
」
な
ど
は
本
市
の
貴
重
な
共
有
財
産
で
あ
る
こ
と
、
運
営
面
で
は
民
間
企
業
な
ど
と
の

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど
が
話
し
合
わ
れ
た
。

　

開
館
以
来
、
財
団
法
人
芦
屋
市
文
化
振
興
財
団
が
管
理
運
営
に
あ
た
っ
て
き
た
が
、
平
成
十
八
年
三
月
末
の
同
財
団
の
解
散
後

は
、
市
の
直
営
と
な
り
、
一
部
の
業
務
が
委
託
さ
れ
て
い
る
。

　

美
術
博
物
館
は
そ
の
名
の
示
す
と
お
り
、
美
術
品
の
収
集
・
展
示
、
美
術
活
動
へ
の
支
援
の
場
と
し
て
の
美
術
館
と
し
て
の
機
能

と
、
文
化
財
的
資
料
・
民
俗
的
資
料
の
収
集
・
保
存
・
公
開
を
目
的
と
す
る
博
物
館
と
し
て
の
機
能
を
あ
わ
せ
も
つ
と
こ
ろ
に
大
き

な
特
色
が
あ
る
。

　

二
つ
の
柱
＝
小
出
楢
重
と
「
具
体
」　　

本
施
設
で
は
、
芦
屋
ゆ
か
り
の
美
術
家
を
中
心
に
近
・
現
代
の
美
術
家
の
作
品
が
収
集

さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
小
出
楢
重
を
中
心
と
し
て
彼
の
影
響
を
受
け
た
作
家
の
作
品
と
、
吉
原
治
良
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
「
具
体
美

術
協
会
」
を
舞
台
に
活
躍
し
た
作
家
の
作
品
の
二
つ
を
柱
と
し
て
い
る
。　　

　

小
出
楢
重
（
一
八
八
七
‐
一
九
三
一
）
は
大
阪
に
生
ま
れ
、
は
じ
め
は
東
京
美
術
学
校
日
本
画
科
に
学
ん
だ
が
、
西
洋
画
科
に
移

り
大
正
三
（
一
九
一
四
）
年
卒
業
、
大
正
八
年
第
六
回
二
科
展
で
樗

ち
ょ
ぎ
ゅ
う牛
賞
を
獲
得
し
、
画
壇
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
。
三
八
歳
の
時
に
武
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庫
郡
精
道
村
平
田
（
現
川
西
町
）
に
移
り
住
み
、
昭
和
六
年
、
四
三
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
芦
屋
文
化
の
土
壌
を
築
い
た
画
家
の
一
人

で
あ
る
。
小
出
は
「
裸
婦
の
楢
重
」
と
呼
ば
れ
、
数
多
く
の
裸
婦
を
描
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
作
品
の
多
く
は
芦
屋
時
代

に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

吉
原
治
良
（
一
九
〇
五
‐
一
九
七
二
）
は
大
阪
に
生
ま
れ
、
大
阪
府
立
北
野
中
学
校
に
進
ん
だ
後
、
私
立
関
西
学
院
高
等
商
業
学

部
に
入
学
し
、
大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年
、
芦
屋
に
移
り
住
ん
だ
。
戦
前
か
ら
独
創
的
な
抽
象
絵
画
作
品
を
創
作
し
、
関
西
に
お

け
る
前
衛
美
術
家
た
ち
の
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
十
九
（
一
九
五
四
）
年
、
彼
に
よ
っ
て
本
市
に
「
具
体
美
術
協

会
」
が
結
成
さ
れ
た
。「
具
体
美
術
協
会
」
に
集
ま
っ
た
当
時
の
若
手
美
術
家
た
ち
は
前
衛
的
な
作
品
を
次
々
に
生
み
出
し
た
。
芦
屋

公
園
で
行
な
わ
れ
た
「
具
体
」
グ
ル
ー
プ
の
野
外
展
で
は
、
松
林
の
風
景
と
一
体
化
し
た
作
品
や
激
し
い
身
体
表
現
に
よ
る
作
品
な

ど
、
そ
れ
ま
で
の
絵
画
・
彫
刻
の
範
疇
に
は
収
ま
り
き
れ
な
い
作
品
が
出
品
さ
れ
た
。
彼
ら
の
活
動
は
海
外
で
も
高
く
評
価
さ
れ
、

吉
原
が
亡
く
な
る
昭
和
四
十
七
年
ま
で
、
そ
の
活
動
は
続
き
、「
具
体
」
が
芦
屋
と
い
う
風
土
の
な
か
で
確
立
し
、
世
界
に
発
信
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
。

　

日
本
の
近
代
絵
画
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
小
出
楢
重
や
吉
原
治
良
な
ど
具
体
美
術
協
会
会
員
の
作
品
を
回
顧
す
る
た
め
に
、
本

施
設
で
は
ま
ず
開
館
記
念
特
別
展
と
し
て
平
成
三
（
一
九
九
一
）
年
度
、「
小
出
楢
重
と
芦
屋
―
昭
和
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
光
彩
―
」
が
開

催
さ
れ
、
芦
屋
時
代
を
中
心
と
し
た
小
出
作
品
が
紹
介
さ
れ
た
。
続
い
て
、
開
館
ま
も
な
い
平
成
四
か
ら
五
年
度
に
か
け
て
は
、

「
没
後
二
〇
年　

吉
原
治
良
展
」、「
具
体
展
Ⅰ
（
一
九
五
四
‐
一
九
五
八
）」、「
具
体
展
Ⅱ
（
一
九
五
九
‐
一
九
六
五
）」、「
具
体
展
Ⅲ

（
一
九
六
五
‐
一
九
七
二
）」
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
本
市
を
代
表
す
る
具
体
美
術
作
家
の
作
品
群
を
、
そ
の
歩
み
に
し
た
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が
っ
て
三
つ
の
時
代
に
分
け
、
具
体
美
術
の
全
貌
を
回
顧
し
た
企
画
展
で
あ
る
。

　

ま
た
、
平
成
八
年
度
に
は
、「
吉
原
治
良
と
具
体
」（
具
体
初
期
か
ら
戦
後
、
一
九
六
〇
年
代
の
作
品
を
中
心
に
、
吉
原
治
良
、
嶋

本
昭
三
、
白
髪
一
雄
、
元
永
定
正
な
ど
の
作
品
を
館
蔵
品
の
な
か
か
ら
展
示
）、「
芦
屋
の
美
術
を
探
る
―
ス
ポ
ッ
ト
小
出
楢
重
と
仲

田
好
江
」（
信
濃
橋
洋
画
研
究
所
、
小
出
楢
重
ア
ト
リ
エ
で
教
え
を
受
け
た
仲
田
好
江
の
初
期
か
ら
晩
年
ま
で
の
作
品
を
中
心
に
展

示
）、「
芦
屋
の
美
術
を
探
る
―
ス
ポ
ッ
ト
吉
原
治
良
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
一
九
四
五
～
一
九
五
五
」（
寄
託
作
品
の
な
か
か
ら
吉
原
治
良

の
作
品
を
紹
介
し
、
そ
の
創
造
の
軌
跡
を
顧
み
る
展
示
）
な
ど
が
相
次
い
で
開
催
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
平
成
十
四
年
度
に
は
「
常
設

展
・
没
後
三
十
年
―
吉
原
治
良
の
世
界
」
も
開
催
さ
れ
て
い
る
。

　

阪
神
間
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
化
の
再
考　
　

開
館
以
来
、
本
施
設
で
は
芦
屋
と
美
術
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
美
術
部
門
・
歴
史
部
門

と
も
に
緻
密
な
調
査
・
研
究
が
行
な
わ
れ
、
そ
れ
ら
を
も
と
に
多
様
な
自
主
企
画
展
を
開
催
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
企
画
展
の
歴
史
は

芦
屋
が
内
包
す
る
歴
史
性
・
芸
術
性
を
明
ら
か
に
す
る
の
み
な
ら
ず
、
表
象
さ
れ
る
文
学
・
芸
術
・
建
築
な
ど
多
彩
な
才
能
が
モ
ダ

ニ
ズ
ム
文
化
と
ど
の
よ
う
に
接
合
し
な
が
ら
芦
屋
文
化
を
形
成
し
て
き
た
の
か
を
再
考
す
る
軌
跡
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

平
成
四
年
度
に
開
催
さ
れ
た
「
芦
屋
の
美
術
―
大
正
・
昭
和
・
平
成
」
は
、
住
宅
都
市
と
し
て
歩
ん
で
き
た
芦
屋
の
発
展
を
五
期

に
分
け
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
化
を
柱
に
そ
の
美
術
史
を
紐
解
い
た
企
画
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
九
年
度
に
開
催
さ
れ
た
「
阪
神
間
モ
ダ

ニ
ズ
ム
展
」
は
、
明
治
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
阪
神
間
の
文
化
史
を
、
美
術
・
文
学
・
建
築
・
娯
楽
・
人
々
の
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
な
ど
を
通
じ
て
多
角
的
に
分
析
し
た
展
覧
会
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
阪
神
間
の
今
日
的
発
展
の
ル
ー
ツ
を
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
化
に
探

ろ
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
、
本
市
に
お
い
て
は
、
住
宅
都
市
・
芦
屋
の
原
像
に
迫
る
試
み
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
展
覧
会
は
、
阪
神
間
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に
所
在
す
る
県
立
近
代
美
術
館
、
西
宮
市
大
谷
記
念
美
術
館
、
谷
崎
潤
一
郎
記
念
館
、
本
施
設
な
ど
四
館
共
同
企
画
と
し
て
同
時
開

催
さ
れ
、
多
く
の
市
民
の
関
心
を
集
め
た
。

　

芦
屋
文
化
と
新
興
写
真
運
動　
　

モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
化
の
隆
盛
に
よ
っ
て
加
速
し
た
も
の
に
、
芸
術
写
真
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ

の
写
真
運
動
の
影
響
を
受
け
、
昭
和
期
に
入
る
と
日
本
に
お
い
て
も
若
手
写
真
家
た
ち
が
活
発
に
活
動
し
始
め
る
。
こ
の
よ
う
な
動

き
を
背
景
に
、
写
真
家
・
中
山
岩
太
は
、
阪
神
間
の
人
々
の
間
に
前
衛
的
な
表
現
形
式
を
用
い
た
「
新
興
写
真
」
を
も
た
ら
し
た
。

　

中
山
岩
太
（
一
八
九
五
‐
一
九
四
九
）
は
、
東
京
美
術
学
校
写
真
科
に
学
ん
だ
後
、
渡
米
し
、
帰
国
後
は
武
庫
郡
精
道
村
（
現
芦

屋
市
）
に
移
住
し
て
、
ハ
ナ
ヤ
勘
兵
衛
ら
と
と
も
に
「
芦
屋
カ
メ
ラ
ク
ラ
ブ
」
を
設
立
す
る
。
こ
の
カ
メ
ラ
ク
ラ
ブ
は
単
な
る
地
域

の
趣
味
的
ク
ラ
ブ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
全
国
的
な
活
動
を
通
じ
て
、
そ
の
名
を
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
が
新
興
写
真
運
動
で

あ
っ
た
。
絵
画
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
従
来
の
写
真
表
現
を
否
定
し
、
写
真
表
現
の
独
自
性
を
見
直
そ
う
と
す
る
「
新
興
写
真

運
動
」
は
関
西
を
中
心
に
広
ま
り
、
芦
屋
は
そ
の
運
動
の
一
大
拠
点
と
な
る
。

　

日
本
近
代
写
真
の
さ
き
が
け
と
な
っ
た
「
新
興
写
真
運
動
」
が
契
機
と
な
り
、
そ
の
後
、
多
様
な
技
巧
的
表
現
を
駆
使
し
た
写
真

が
美
術
作
品
と
し
て
鑑
賞
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
作
品
は
時
代
を
超
え
て
人
々
の
関
心
を
呼
び
、
本
施
設
に
お
い
て
も

さ
ま
ざ
ま
な
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
て
き
た
。
主
な
も
の
を
あ
げ
る
と
、
平
成
七
年
度
に
は
「
写
真
に
さ
さ
げ
た
生
涯
―
ハ
ナ
ヤ
勘
兵

衛
」
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
写
真
家
・
ハ
ナ
ヤ
勘
兵
衛
（
一
九
〇
三
‐
一
九
九
一
）
は
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
、
本
市
に
写
真
材

料
店
を
開
き
、
美
術
作
品
と
し
て
の
写
真
の
社
会
的
確
立
に
力
を
傾
注
し
た
。
こ
の
展
覧
会
は
、
中
山
岩
太
ら
と
と
も
に
芦
屋
カ
メ

ラ
ク
ラ
ブ
の
活
動
を
支
え
た
ハ
ナ
ヤ
勘
兵
衛
の
創
作
活
動
を
回
顧
す
る
展
覧
会
で
あ
り
、
ハ
ナ
ヤ
勘
兵
衛
が
携
わ
っ
た
「
学
生
写
真

五
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連
盟
」、「
写
真
を
飾
る
運
動
」、
亡
く
な
る
直
前
の
「
三
丘
社
」（
写
真
を
視
る
、
飾
る
、
創
る
）
な
ど
が
紹
介
さ
れ
、
約
九
〇
点
の
写

真
作
品
・
資
料
が
展
示
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
平
成
八
年
度
に
は
中
山
岩
太
の
仕
事
を
回
顧
す
る
「
特
別
展　

モ
ダ
ン
・
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ィ　

中
山
岩
太
展
」
が
開
か
れ

た
。

　

 

「
新
興
写
真
運
動
」
関
連
で
は
ほ
か
に
も
、
平
成
十
年
度
に
「
芦
屋
の
美
術
を
探
る
―
芦
屋
カ
メ
ラ
ク
ラ
ブ
」
展
が
開
催
さ
れ
て

い
る
。

　

歴
史
的
考
察
対
象
と
し
て
の
芦
屋　
　

歴
史
部
門
で
は
、
会
下
山
遺
跡
な
ど
市
内
に
あ
る
遺
跡
の
調
査
・
研
究
を
も
と
に
企
画
展

や
常
設
展
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
平
成
四
年
度
に
開
催
さ
れ
た
「
弥
生
争
乱
―
山
の
ム
ラ
の
謎
」
で
は
、
会
下
山
遺
跡
を
中
心
に
写

真
・
出
土
品
展
示
・
復
元
模
型
な
ど
に
よ
っ
て
、
弥
生
時
代
の
具
体
的
諸
相
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
六
年
度
開
催

の
「
中
世
の
芦
屋
―
戦
乱
と
庶
民
生
活
―
」
は
、
戦
乱
期
の
中
世
に
お
い
て
形
づ
く
ら
れ
た
庶
民
生
活
の
基
盤
を
多
く
の
文
献
史

料
、
考
古
学
的
資
料
を
も
と
に
概
観
し
た
企
画
展
で
あ
り
、
東
西
交
通
の
要
所
と
し
て
争
乱
と
発
展
を
経
て
き
た
芦
屋
の
歴
史
が
、

打
出
の
合
戦
な
ど
を
通
じ
て
鮮
や
か
に
蘇
っ
た
。
ほ
か
に
も
、
歴
史
資
料
常
設
展
示
で
あ
る
「
芦
屋
の
歴
史
と
文
化
財
」
展
で
は
、

山
芦
屋
遺
跡
や
朝
日
ケ
丘
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
土
器
な
ど
、
縄
文
文
化
期
に
属
す
る
文
化
財
資
料
が
丁
寧
に
紹
介
・
展
示
さ
れ
、
芦

屋
の
自
然
・
歴
史
な
ど
が
詳
し
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
平
成
十
二
年
に
は
市
制
施
行
六
十
周
年
お
よ
び
本
施
設
開
館
十
周
年
を
記
念
し
て
、「
伊
勢
物
語
と
芦
屋
」
展
が
開
催
さ

れ
た
。
奈
良
絵
本
・
古
写
本
・
屏
風
・
絵
巻
物
な
ど
を
中
心
に
貴
重
な
史
料
が
展
示
さ
れ
た
こ
の
企
画
展
は
、
芦
屋
と
ゆ
か
り
の
深
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い
『
伊
勢
物
語
』
と
在
原
業
平
を
題
材
に
し
て
『
伊
勢
物
語
』
の
世
界
を
今
に
再
現
し
た
催
し
で
あ
る
。
物
語
中
の
名
所
が
現
在
の

地
名
に
反
映
さ
れ
、
本
市
と
『
伊
勢
物
語
』
と
の
深
い
関
係
性
を
物
語
る
と
と
も
に
、
本
市
の
自
然
・
歴
史
を
解
読
す
る
う
え
で
も

重
要
な
企
画
展
で
あ
っ
た
。

　

子
ど
も
と
美
術
を
つ
な
ぐ
試
み　
　

美
術
作
品
は
大
人
だ
け
が
鑑
賞
す
る
も
の
で
は
な
く
、
美
術
館
は
大
人
と
子
ど
も
が
共
に
楽

し
む
場
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
本
施
設
で
は
こ
れ
ま
で
子
ど
も
と
美
術
を
つ
な
ぐ
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
を
行
な
っ
て
き
た
。

　

子
ど
も
の
創
造
性
を
養
う
試
み
と
し
て
本
施
設
が
行
な
っ
て
き
た
事
業
に
「
童
美
展
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
戦
後
間
も
な
い
昭
和

二
十
三
（
一
九
四
八
）
年
に
始
ま
っ
た
「
阪
神
童
画
展
覧
会
」
を
前
身
と
す
る
も
の
で
、
昭
和
二
十
五
年
か
ら
は
「
創
作
美
術
展
」

と
改
称
さ
れ
、
絵
だ
け
で
は
な
く
立
体
的
な
美
術
作
品
も
応
募
可
能
に
な
っ
た
。
関
西
初
の
児
童
モ
ダ
ン
ア
ー
ト
展
と
し
て
長
い
歴

史
を
刻
ん
で
き
た
こ
の
公
募
展
か
ら
は
、
国
際
文
化
住
宅
都
市
と
し
て
芸
術
文
化
を
重
視
し
、
次
世
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
創
造

性
や
芸
術
性
を
積
極
的
に
育
て
よ
う
と
す
る
本
市
の
め
ざ
す
べ
き
姿
勢
の
一
端
が
読
み
取
れ
る
。「
童
美
展
」
は
昭
和
四
十
六
年
か
ら

市
の
行
事
と
し
て
市
民
セ
ン
タ
ー
で
展
示
さ
れ
て
い
た
が
、
平
成
八
年
以
降
は
本
施
設
で
展
示
さ
れ
て
い
る
。

　

 

「
童
美
展
」
は
、
昭
和
四
十
六
年
以
降
、
常
に
六
〇
〇
〇
点
以
上
の
応
募
作
品
を
集
め
、
平
成
二
十
年
度
で
第
五
八
回
を
迎
え

る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
長
年
に
わ
た
る
こ
の
よ
う
な
試
み
が
評
価
さ
れ
、「『
童
美
展
』
の
活
用
―
芦
屋
市
内
公
立
幼
稚
園
と
の
連

携
に
よ
る
こ
ど
も
の
創
造
力
育
成
事
業
」
が
、「
平
成
二
十
年
度
文
化
庁
芸
術
拠
点
形
成
事
業
（
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
タ
ウ
ン
構
想
の
推

進
）」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。「
童
美
展
」
の
理
念
を
柱
に
展
開
さ
れ
た
具
体
的
事
業
と
し
て
は
、
市
内
九
つ
の
公
立
幼
稚

園
に
通
う
全
園
児
を
対
象
に
行
な
っ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
幼
稚
園
教
諭
・
保
護
者
と
の
意
見
交
換
、「
童
美
展
」
の
意
義
を
語
り
合
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う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、「
童
美
展
」
の
創
設
・
運
営
に
尽
力
し
た
吉
原
治
良
に
師
事
し
た

作
家
た
ち
が
講
師
を
務
め
、
子
ど
も
た
ち
が
自
由
に
「
色
」
や
「
か
た
ち
」
を
発
見
し
て
い
く
仕
組
み
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
通
じ
て
工
夫
さ
れ
、
提
示
さ
れ
た
。
歴
史
あ
る
「
童
美
展
」
を
基
礎
に
し
た
こ
の
事
業
は
、
ア
ー
ト
と
保
育
活
動
を
つ
な
ぐ
新

た
な
試
み
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
本
施
設
で
は
、
毎
年
夏
休
み
期
間
中
に
、
子
ど
も
が
美
術
に
親
し
め
る
展
覧
会
や
造
形
教
室
を
開
催
し
て
い

る
。「
子
供
と
造
形
―
こ
ど
も
の
み
た
現
代
美
術
」（
平
成
四
年
）
や
「
親
と
子
で
楽
し
む
美
術
館　

美
術
鑑
賞
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
」（
平

成
八
年
）
な
ど
が
そ
れ
で
あ
り
、
小
学
生
を
対
象
に
、
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
も
開
催
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
園
児
・
児
童
対
象
の
公
募
展
と
し
て
は
、
平
成
二
十
二
年
度
で
第
二
八
回
を
迎
え
る
「
芦
屋
市
造
形
教
育
展
」
が
あ
げ
ら
れ

る
。
こ
れ
は
、
市
内
の
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
を
対
象
に
、
園
児
・
児
童
・
生
徒
ら
の
作
品
を
全
館
に
わ
た
り
展
示
す
る
も
の

で
あ
り
、
子
ど
も
の
感
性
や
創
造
力
を
育
て
る
企
画
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

芦
屋
市
展　
　

小
出
楢
重
や
「
具
体
」
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
本
市
の
美
術
的
土
壌
は
、
児
童
を
対
象
と
し
た
「
童
美

展
」
を
育
て
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

第
一
回
「
童
美
展
」
が
開
か
れ
た
同
じ
昭
和
二
十
三
年
、
画
材
の
入
手
も
ま
ま
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
時
期
に
、
現
代
美
術
の
公

募
展
・「
第
一
回
芦
屋
市
展
」
が
開
か
れ
た
。
公
募
作
品
は
洋
画
、
日
本
画
、
写
真
な
ど
の
平
面
作
品
か
ら
工
芸
な
ど
の
立
体
作
品

に
至
る
ま
で
幅
広
い
ジ
ャ
ン
ル
に
及
ん
で
い
る
。
展
示
は
館
内
展
示
室
の
み
な
ら
ず
、
前
庭
な
ど
の
屋
外
で
も
行
な
わ
れ
、
ユ
ニ
ー

ク
で
斬
新
な
作
品
が
多
く
、
当
初
か
ら
高
い
評
価
を
受
け
た
が
、
一
般
市
民
を
対
象
と
し
た
公
募
展
と
し
て
全
国
の
市
町
に
先
が
け
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て
行
な
わ
れ
た
点
で
も
そ
の
歴
史
的
意
義
は
大
き
い
。

　

第
四
九
回
ま
で
は
市
民
セ
ン
タ
ー
を
会
場
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
が
、
平
成
九
年
の
第
五
〇
回
展
か
ら
は
本
施
設
で
開
催
さ

れ
、
以
後
毎
年
ほ
ぼ
六
か
ら
七
月
の
時
期
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　
　

第
三
節　
　

文
化
政
策

一
． 

総
合
計
画
の
策
定

　

総
合
計
画
の
策
定　
　

一
九
六
〇
年
代
は
、
わ
が
国
の
高
度
経
済
成
長
に
伴
い
、
大
阪
を
中
心
と
す
る
関
西
都
市
圏
に
お
い
て
も

急
速
な
都
市
化
、
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
影
響
を
受
け
、
人
々
の
生
活
も
多
様
化
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
社
会
情
勢
の
変
化

を
背
景
に
、
本
市
で
は
、
長
期
的
視
野
に
立
っ
た
総
合
計
画
の
必
要
性
を
認
識
し
、
昭
和
四
十
六
（
一
九
七
一
）
年
に
第
一
次
総
合

計
画
を
策
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
二
次
、
三
次
と
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
総
合
計
画
が
策
定
、
実
施
さ
れ
た
。

　

第
一
次
総
合
計
画
（
芦
屋
市
総
合
計
画
）　　

本
市
は
、
昭
和
二
十
六
年
に
公
布
さ
れ
た
「
芦
屋
国
際
文
化
住
宅
都
市
」
建
設
の

理
念
を
基
調
に
、
恵
ま
れ
た
「
自
然
の
美
」、
優
れ
た
都
市
機
能
を
備
え
た
「
人
工
の
美
」、
さ
ら
に
は
、
市
民
が
連
帯
し
て
隣
人
を

愛
し
、
ま
ち
を
愛
す
る
「
人
間
の
美
」
が
調
和
し
た
、
品
位
と
風
格
の
あ
る
個
性
豊
か
な
住
宅
都
市
と
し
て
の
、
基
本
目
標
を
掲
げ

て
い
る
。
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第
一
次
総
合
計
画
の
基
本
構
想
は
、
こ
れ
ら
の
基
本
目
標
を
具
体
化
し
た
ま
ち
づ
く
り
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
し
て
、
①
自
然
と
調
和
し

た
緑
豊
か
な
美
し
い
ま
ち
、
②
都
市
機
能
の
充
実
し
た
住
み
よ
い
ま
ち
、
③
豊
か
な
人
間
性
と
文
化
を
は
ぐ
く
む
健
康
な
ま
ち
、
の

三
つ
を
掲
げ
て
い
る
。
文
化
政
策
に
つ
い
て
は
、
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
両
面
に
お
け
る
充
実
が
求
め
ら
れ
る
が
、
ハ
ー
ド
面
で
は
②
の

都
市
機
能
の
充
実
が
、
ソ
フ
ト
面
で
は
③
の
新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
が
、
本
市
の
文
化
創
造
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
重
視

さ
れ
た
。

　

当
時
の
社
会
情
勢
の
急
激
な
変
化
の
な
か
で
、
健
全
な
社
会
の
維
持
と
市
民
の
豊
か
な
人
間
性
を
育
む
た
め
、
教
育
・
文
化
が
担

う
役
割
は
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
認
識
の
う
え
に
立
ち
、
本
市
は
、「
芦
屋
教
育
」、「
芦
屋
市
民
文
化
」
の
良
き
伝

統
を
継
承
し
、
そ
の
充
実
と
発
展
を
図
っ
て
い
く
こ
と
を
目
標
に
掲
げ
た
。
そ
の
基
本
方
針
は
次
の
二
点
で
あ
る
。

①
自
ら
の
判
断
と
行
動
に
責
任
を
も
ち
、
主
体
性
と
創
造
力
と
お
互
い
の
人
権
を
尊
重
し
あ
え
る
社
会
性
の
あ
る
人
間
形
成
を
行
な

う
た
め
、「
家
庭
」、「
学
校
」、「
社
会
」
の
三
つ
が
有
機
的
に
連
携
し
、
有
効
に
そ
の
機
能
が
果
た
さ
れ
る
よ
う
な
教
育
的
・
文
化

的
環
境
を
整
備
す
る
。

②
教
養
を
高
め
、
人
格
を
陶
冶
し
、
個
性
あ
る
文
化
を
創
造
で
き
る
物
的
・
精
神
的
環
境
条
件
を
整
備
・
充
実
す
る
と
と
も
に
、
文

化
遺
産
を
継
承
し
、
地
域
文
化
の
育
成
を
図
る
。

　

こ
れ
ら
の
基
本
方
針
を
進
め
る
た
め
に
、
社
会
教
育
、
市
民
文
化
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
施
策
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
ま
ず
、
社

会
教
育
に
つ
い
て
は
、
公
的
社
会
教
育
活
動
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
社
会
教
育
施
設
の
整
備
・
拡
充
を
図
り
、
市
民
の
生
活
行

動
圏
拡
大
に
応
じ
た
近
隣
各
市
と
の
提
携
に
よ
る
社
会
教
育
活
動
の
広
域
的
相
互
補
完
に
努
め
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
。
ま
た
、
市
民
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文
化
に
関
し
て
は
、
文
化
施
設
の
拡
充
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ル
ナ
・
ホ
ー
ル
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
芸
術
文
化
の
鑑
賞
・

発
表
の
場
を
通
じ
て
独
自
の
芦
屋
文
化
を
創
造
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。

　

本
市
は
姉
妹
都
市
で
あ
る
モ
ン
テ
ベ
ロ
市
と
の
文
化
交
流
を
通
じ
て
国
際
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
親
善
に
努
め
、
国
際
人
の
養

成
と
世
界
平
和
に
貢
献
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
、
ま
た
文
化
財
に
関
し
て
は
、
広
く
市
民
の
理
解
を
得
て
、
適
切
な
保
存
と
有
効
な
活

用
を
図
り
、
効
果
的
な
保
存
の
場
を
確
保
で
き
る
よ
う
整
備
の
必
要
性
が
あ
げ
ら
れ
た
。

　

第
二
次
総
合
計
画
（
芦
屋
市
新
総
合
計
画
）　　

そ
の
後
、
基
本
目
標
で
あ
る
「
自
然
の
美
」、「
人
工
の
美
」、「
人
間
の
美
」
の
三

つ
の
美
に
基
づ
く
ま
ち
づ
く
り
の
理
念
を
継
承
す
る
と
と
も
に
、
魅
力
あ
る
国
際
文
化
住
宅
都
市
と
し
て
の
発
展
を
め
ざ
し
て
昭
和

六
十
一
（
一
九
八
六
）
年
、
第
二
次
総
合
計
画
を
策
定
し
た
。

　

こ
の
計
画
で
は
、
そ
の
目
標
年
次
を
西
暦
二
〇
〇
一
年
と
し
、
社
会
の
潮
流
を
、
高
齢
化
、
定
住
化
、
地
域
化
・
広
域
化
、
情
報

化
、
価
値
観
・
意
識
の
多
様
化
、
国
際
化
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
集
約
し
、
新
た
な
時
代
を
見
据
え
た
基
本
構
想
が
掲
げ
ら
れ
た
。

高
齢
化
、
定
住
化
と
い
う
潮
流
の
な
か
で
、
市
民
の
意
識
が
よ
り
多
く
生
活
の
場
に
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ

き
点
で
あ
る
。

　

文
化
に
関
す
る
政
策
と
し
て
は
、
①
市
民
文
化
の
育
成
、
②
学
習
社
会
の
創
造
、
③
国
際
交
流
の
深
化
な
ど
が
計
画
に
盛
り
込
ま

れ
た
。

　

①
市
民
文
化
の
育
成
に
つ
い
て
は
、
芦
屋
の
恵
ま
れ
た
人
的
・
物
的
資
源
を
市
民
生
活
の
な
か
に
生
か
し
、
文
化
的
風
土
を
高
め

て
い
く
こ
と
、
市
民
の
主
体
的
活
動
を
支
援
す
る
と
と
も
に
自
治
会
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
な
ど
市
民
団
体
活
動
の
振
興
に
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努
め
、
地
域
文
化
・
市
民
文
化
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
郷
土
資
料
館
・
美
術
館
を
設
置
し
、
市
民
共

有
の
文
化
遺
産
の
活
用
・
保
全
を
図
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
た
。
ま
た
、
②
学
習
社
会
の
創
造
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
施
設
面
で
図
書

館
を
生
涯
学
習
活
動
の
中
核
的
情
報
施
設
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
機
能
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
学
習
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と

な
る
よ
う
な
文
化
・
教
育
情
報
の
充
実
、
広
報
体
制
の
整
備
、
仲
間
づ
く
り
の
た
め
の
支
援
を
進
め
る
こ
と
な
ど
が
示
さ
れ
、
長
期

的
な
生
涯
学
習
社
会
を
想
定
し
た
施
設
・
運
営
両
面
の
構
想
が
立
て
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
国
際
交
流
の
深
化
に
つ
い
て
は
、
市
民
レ

ベ
ル
の
国
際
理
解
・
国
際
交
流
の
発
展
を
め
ざ
し
た
通
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
養
成
な
ど
、
社
会
教
育
分
野
の
支
援
の
拡
充
や
学
校
教

育
に
お
け
る
国
際
教
育
の
充
実
を
図
り
、
国
際
的
視
野
を
広
げ
て
い
く
こ
と
が
め
ざ
さ
れ
た
。

　

第
三
次
総
合
計
画
（
第
三
次
芦
屋
市
総
合
計
画
）　　

第
三
次
の
総
合
計
画
は
、
平
成
十
二
（
二
〇
〇
〇
）
年
に
策
定
さ
れ
た
。

こ
の
計
画
の
基
本
理
念
は
、
知
性
と
気
品
に
輝
く
活
力
あ
る
国
際
文
化
住
宅
都
市
の
実
現
を
継
承
し
な
が
ら
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災

の
復
興
後
の
新
た
な
時
代
環
境
の
も
と
で
、
市
民
、
事
業
者
、
N
P
O
（
特
定
非
営
利
活
動
法
人
）
な
ど
と
行
政
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役

割
を
担
い
な
が
ら
、
ま
ち
づ
く
り
に
協
同
で
取
り
組
む
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。

　

本
計
画
で
は
、
ま
ち
づ
く
り
の
目
標
の
一
つ
と
し
て
「
ふ
れ
あ
い
と
文
化
を
育
て
る
ま
ち
づ
く
り
」
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
れ
を
実

現
す
る
た
め
の
基
本
的
施
策
と
し
て
「
生
涯
学
習
社
会
の
実
現
」、「
市
民
交
流
の
促
進
」
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
施
策
の
背
景

に
は
、
自
由
時
間
の
増
大
や
国
際
化
、
情
報
化
、
高
齢
化
、
少
子
化
な
ど
、
市
民
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と

が
あ
る
。
こ
う
し
た
環
境
の
も
と
で
、
学
校
、
家
庭
、
地
域
で
生
涯
に
わ
た
る
学
習
が
快
適
に
行
な
え
る
よ
う
、
学
習
環
境
を
全
体

で
整
備
す
る
こ
と
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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こ
の
「
生
涯
学
習
社
会
の
実
現
」
と
い
う
施
策
の
展
開
の
一
つ
に
芸
術
・
文
化
活
動
へ
の
支
援
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で

は
、
関
連
す
る
情
報
の
提
供
、
創
造
的
な
芸
術
・
文
化
に
対
す
る
顕
彰
助
成
、
文
化
イ
ベ
ン
ト
の
実
施
と
文
化
活
動
の
活
性
化
支
援

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
過
去
の
あ
ゆ
み
を
立
証
す
る
歴
史
的
な
基
盤
で
あ
る
文
化
財
を
、
教
育
・
文
化
の
面
で
活
用
で

き
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
市
民
交
流
の
促
進
」
で
は
、
モ
ン
テ
べ
ロ
市
と
の
交
流
に
加
え
、
市
民
レ
ベ
ル
で
新
た

な
都
市
と
の
交
流
を
図
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
国
際
交
流
協
会
や
N
G
O
（
非
政
府
活
動
組
織
）
と
の
連
携
や
、
在
住
外
国
人
と

の
交
流
事
業
の
支
援
を
め
ざ
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
市
の
総
合
計
画
に
お
け
る
文
化
政
策
は
、
そ
の
時
々
の
社
会
環
境
の
変
化
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
変
化
さ
せ
て

き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
第
一
次
計
画
か
ら
第
二
次
計
画
に
か
け
て
は
、
都
市
化
の
進
展
に
対
応
し
て
、
公
園
の
整
備
や
図
書
館
、
美

術
館
、
博
物
館
な
ど
の
社
会
教
育
施
設
の
設
置
な
ど
、
ハ
ー
ド
面
で
の
整
備
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
国
際
化
、

情
報
化
あ
る
い
は
市
民
活
動
の
多
様
化
を
受
け
て
、
市
民
の
主
体
的
活
動
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
の
支
援
な
ど
、
ソ
フ
ト
面
へ
も
施

策
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
震
災
に
よ
る
財
政
難
や
少
子
化
・
高
齢
化
と
い
っ
た
環
境
変
化
の
下
で
、
い
っ
そ
う
の
市
民
参

加
の
助
成
、
生
涯
学
習
環
境
の
整
備
、
広
範
な
国
際
化
の
奨
励
と
い
っ
た
項
目
が
、
重
要
な
柱
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
。
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二
． 

富
田
砕
花
賞
の
制
定

　

富
田
砕
花
の
詩
業　
　

詩
人
・
富
田
砕
花
は
、
明
治
二
十
三
（
一
八
九
〇
）
年
十
一
月
十
五
日
、
岩

手
県
盛
岡
市
に
生
ま
れ
た
。
上
京
後
、
一
八
歳
で
与
謝
野
鉄
幹
、
晶
子
主
宰
の
新
詩
社
に
参
加
し
、
筆

名
砕
花
で
「
明
星
」
に
短
歌
を
発
表
し
た
の
が
そ
の
創
作
活
動
の
始
ま
り
で
あ
る
。
石
川
啄
木
に
思

想
的
な
影
響
を
受
け
、
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
、
ト
ロ
ウ
ベ
ル
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
ら
を
日
本
に
紹
介
し
た
こ

と
で
も
知
ら
れ
、
民
衆
詩
派
の
詩
人
と
評
さ
れ
た
。
大
正
の
は
じ
め
頃
、
病
気
治
療
の
た
め
本
市
に

転
地
し
、
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
結
婚
、
以
後
本
市
に
定
住
し
た
。
砕
花
は
創
作
活
動
の
か
た
わ

ら
、
全
国
各
地
を
旅
し
、
多
く
の
校
歌
・
市
町
歌
を
作
詞
し
て
い
る
。
そ
の
多
岐
に
わ
た
る
業
績
は
高

く
評
価
さ
れ
、「
兵
庫
県
文
化
の
父
」
と
も
呼
ば
れ
た
。
昭
和
二
十
三
年
に
は
第
一
回
兵
庫
県
文
化
賞
を

受
賞
し
て
い
る
。
著
作
に
は
、
詩
集
「
末
日
頌
」（
大
正
四
年
）、「
地
の
子
」（
大
正
八
年
）、「
時
代
の
手
」

（
大
正
十
一
年
）、「
登
高
行
」（
大
正
十
三
年
）、「
手
招
く
者
」（
大
正
十
五
年
）、「
歌
風
土
記
兵
庫
県
」（
昭

和
二
十
五
年
）、「
ひ
こ
ば
え
の
う
た
」（
昭
和
四
十
五
年
）、「
兵
庫
讃
歌
」（
昭
和
四
十
六
年
）、「
視
差
錯

落
」（
昭
和
五
十
年
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
昭
和
五
十
九
年
十
月
十
七
日
、
九
三
歳
で
亡
く
な
っ
た
の

ち
、
す
べ
て
の
蔵
書
、
遺
品
類
が
本
市
に
寄
贈
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、「
富
田
砕
花
顕
彰
会
」
が
発
足
し

た
。

7-10　富田砕花賞応募状況　（資料）「市事務報告」

回 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回
年度（平成） 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度 10年度 11年度
応募作品数 104 101 104 156 154 127 178 181 148 159

回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回 第19回 第20回
年度（平成）12年度 13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度
応募作品数 159 341 160 158 94 110 119 110 134 115
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「
富
田
砕
花
賞
」
は
、
平
成
二
年
に
富
田
砕
花
生
誕
百
年
と
市
制
施
行
五
十
年
を
記
念
し
て
、
わ
が
国
の
詩
の
発
展
を
促
し
、

市
民
文
化
の
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
願
っ
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
毎
年
全
国
か
ら
多
く
の
応
募
が
あ
り
、
平
成
二
か
ら

二
十
一
年
度
ま
で
の
二
十
年
間
に
お
い
て
応
募
作
品
の
総
数
は
二
九
一
二
作
品
に
の
ぼ
っ
て
い
る
（
7
‐
10
）。
こ
の
賞
の
対
象
と

な
る
の
は
、
翻
訳
・
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
（
詩
文
な
ど
の
選
集
）・
復
刻
・
遺
稿
詩
集
な
ど
を
除
い
た
詩
集
で
あ
る
。
募
集
受
付
・
審
査
な

ど
の
窓
口
は
、
教
育
委
員
会
社
会
教
育
部
生
涯
学
習
課
内
に
お
か
れ
て
い
る
。

三
． 

国
際
交
流
協
会
の
文
化
活
動

　

地
球
家
族
会
議　
　

芦
屋
市
国
際
交
流
協
会
の
設
立
（
設
立
経
過
な
ど
は
第
一
章
第
九

節
に
詳
述
）
を
記
念
し
、
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
が
企
画
さ
れ
た
。
こ
れ
は
急
激
な

国
際
化
の
進
展
の
な
か
で
多
文
化
共
生
都
市
を
め
ざ
し
て
開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
第
一
回
地
球
家
族
会
議
」
は
平
成
五
年
十
一
月
二
十
日
、
本
市
と
協
会
と
の
共
催
で
、

ル
ナ
・
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た
。
民
族
や
国
の
壁
を
超
え
て
共
に
生
き
る
「
地
球
家
族
」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
市
民
レ
ベ
ル
で
の
国
際
協
力
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
を
ね
ら
い
に
企

画
さ
れ
た
。
こ
の
会
議
で
は
、
第
一
回
テ
ー
マ
に
『
開
発
と
女
性
』
が
選
ば
れ
、
国
際
社

会
に
お
け
る
女
性
の
役
割
を
テ
ー
マ
に
、
開
発
途
上
国
の
女
性
た
ち
の
社
会
貢
献
へ
の
努

力
と
そ
れ
ら
に
対
す
る
支
援
の
あ
り
方
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
、
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ
ー
と
し

7-11　地球家族会議
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て
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
コ
ラ
ソ
ン
・
C
・
ア
キ
ノ
前
大
統
領
（
当
時
）
が
招
聘
さ
れ
、
ア
キ
ノ
氏
に
よ
る
基
調
講
演
が
行
な
わ
れ
た
。

　

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
地
球
家
族
会
議
は
本
市
と
協
会
と
の
共
催
で
四
年
ご
と
に
開
催
す
る
こ
と
と
な
り
、
第
二
回
は
平
成
九

年
、『
日
本
の
国
際
協
力
の
あ
り
方
』
を
テ
ー
マ
と
し
て
ル
ナ
・
ホ
ー
ル
で
行
な
わ
れ
た
（
7
‐
11
）。
基
調
講
演
は
、
波
多
野
敬
雄

前
国
連
大
使
（
当
時
、
以
下
同
じ
）、
パ
ネ
リ
ス
ト
に
は
ユ
ル
ウ
ィ
ス
・
ヤ
テ
ィ
ム
レ
在
大
阪
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
総
領
事
、

ゴ
ッ
ク
・
ト
ゥ
在
大
阪
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
総
領
事
、
北
村
春
江
芦
屋
市
長
が
参
加
、
芹
田
健
太
郎
神
戸
大
学
大
学
院
教
授

を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
開
催
さ
れ
た
。
つ
づ
く
第
三
回
地
球
家
族
会
議
は
平
成
十
二
年
十
月
五
日
、『
宇
宙
か
ら
み
た
地
球
』

を
テ
ー
マ
と
し
て
行
な
わ
れ
た
。
ま
た
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
が
起
き
た
平
成
七
年
九
月
に
は
、
市
内
在
住
の
外
国
人
を
中
心
に

『
外
国
人
が
語
る
震
災
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
が
開
催
さ
れ
、
震
災
時
の
外
国
人
へ
の
対
応
に
つ
い
て
の
意
見
、
要
望
が
出
さ
れ
た
。

　

外
な
る
交
流
の
展
開　
　

国
際
交
流
協
会
の
事
業
は
大
き
く
「
外
な
る
交
流
」
と
「
内
な
る
交
流
」
に
分
け
ら
れ
る
。「
外
な
る
交

流
」
と
は
学
生
使
節
の
交
換
、
市
民
の
訪
問
交
流
を
さ
し
、「
内
な
る
交
流
」
は
婦
人
英
語
教
室
に
よ
る
英
語
の
レ
ッ
ス
ン
や
各
種
セ

ミ
ナ
ー
な
ど
、
地
域
の
な
か
で
活
発
な
異
文
化
交
流
を
図
り
、
友
好
と
国
際
理
解
を
深
め
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
活

動
は
重
要
な
国
際
協
力
事
業
と
し
て
、
芦
屋
姉
妹
都
市
協
会
か
ら
芦
屋
市
国
際
交
流
協
会
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

　

 

「
外
な
る
交
流
」
の
代
表
例
と
し
て
は
、
モ
ン
テ
ベ
ロ
市
と
の
姉
妹
都
市
提
携
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
の
交
流
、
ア
ル
ル
市
と
の
交
流

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

フ
ィ
リ
ピ
ン
と
の
交
流　
　

同
協
会
は
、
協
会
設
立
記
念
事
業
と
し
て
開
催
し
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
地
球
家
族
会
議
に
ア

キ
ノ
前
フ
ィ
リ
ピ
ン
大
統
領
が
出
席
し
た
こ
と
が
契
機
と
な
り
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
貧
困
地
域
の
救
済
や
、
当
時
発
生
し
た
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ピ
ナ
ツ
ボ
火
山
の
噴
火
で
被
害
を
受
け
た
人
達
へ
の
支
援
が
求
め
ら
れ
た
。
協
会
か
ら
、
N
G
O
（
非
政
府
活
動
組
織
）
で
あ
る

U
C
F
（U

niversity Center Foundation

大
学
セ
ン
タ
ー
財
団
）
と
D
A
W
V
（D

evelopm
ent A

dvocacy of W
om
en's 

V
oluntarism

女
性
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
開
発
援
護
協
会
）
に
対
し
て
、
初
年
度
四
〇
〇
万
円
、
五
年
間
で
総
額
一
〇
〇
〇
万
円
の
支
援

金
を
贈
呈
す
る
こ
と
を
発
表
し
た
。

　

ま
た
、
人
的
支
援
組
織
と
し
て
、
平
成
六
年
、
芦
屋
市
海
外
青
年
ワ
ー
ク
隊
が
発
足
し
た
。
こ
の
ワ
ー
ク
隊
は
、
国
際
交
流
の
入

門
と
し
て
参
加
者
に
国
際
交
流
の
楽
し
さ
を
理
解
し
、
自
己
研
鑚
の
一
環
と
し
て
、
帰
国
後
は
市
内
外
で
そ
の
体
験
を
幅
広
く
活
用

し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
け
ら
れ
た
。
平
成
五
年
に
二
チ
ー
ム
か
ら
な
る
支
援
の
た
め
の
視
察
が
行
な
わ
れ
、
さ
ら
に
翌
年

に
は
ワ
ー
ク
隊
の
予
備
調
査
グ
ル
ー
プ
を
派
遣
し
、
U
C
F
、
D
A
W
V
と
の
連
携
を
深
め
た
。
第
一
回
目
の
ワ
ー
ク
隊
が
平
成
六

（
一
九
九
四
）
年
八
月
八
か
ら
十
九
日
ま
で
の
日
程
で
パ
ン
パ
ン
ガ
州
ア
ン
ヘ
レ
ス
市
に
派
遣
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
地
方
自
治

体
が
関
与
し
た
国
際
交
流
団
体
の
途
上
国
に
対
す
る
支
援
活
動
は
、
こ
れ
ま
で
に
例
が
な
く
特
筆
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

内
な
る
交
流
の
進
展　
　

本
協
会
を
支
え
る
活
動
の
も
う
一
つ
の
柱
と
し
て
「
内
な
る
交
流
」
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
代
表
が

英
語
教
室
で
あ
る
。

　

英
語
教
室
の
歴
史
は
古
く
、
昭
和
四
十
四
年
に
姉
妹
都
市
協
会
で
「
婦
人
英
語
教
室
」
と
し
て
、
成
人
女
性
を
対
象
に
始
め
ら
れ

た
の
が
最
初
で
あ
る
。
婦
人
英
語
教
室
は
同
協
会
に
引
き
継
が
れ
て
か
ら
、
受
講
対
象
を
男
性
に
も
広
げ
、
呼
称
を
「
婦
人
英
語
教

室
」
か
ら
「
英
語
教
室
」
に
変
更
し
た
。
講
師
は
日
本
人
会
員
が
務
め
て
い
る
。
こ
の
英
語
教
室
の
目
的
の
一
つ
は
、
異
文
化
の
言

葉
を
学
び
、
ア
メ
リ
カ
に
姉
妹
都
市
を
持
つ
国
際
文
化
住
宅
都
市
の
市
民
と
し
て
視
野
を
広
げ
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
の
目
的

五
一
四

第
七
章

文
化
政
策
の
深
ま
り　

文
化
活
動
の
高
ま
り



は
、
学
生
交
換
事
業
の
た
め
の
資
金
づ
く
り
と
同
協
会
の
会
員
を
増
や
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
教
室
の
受
講
に
際
し
て
は
、
協
会
に
入

会
す
る
こ
と
が
条
件
と
さ
れ
た
。
結
果
と
し
て
、
多
く
の
市
民
が
協
会
活
動
や
記
念
事
業
、
姉
妹
都
市
訪
問
団
な
ど
に
参
加
す
る
こ

と
に
な
り
、
協
会
の
活
動
の
活
性
化
や
協
会
会
員
の
維
持
増
加
に
寄
与
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

姉
妹
都
市
協
会
か
ら
続
い
て
い
る
英
語
教
室
に
対
し
て
、
同
協
会
に
な
っ
て
か
ら
で
き
た
の
が
「
英
会
話
教
室
」
で
あ
る
。
こ
の

教
室
で
は
、
市
内
在
住
の
ア
メ
リ
カ
人
な
ど
外
国
人
を
講
師
と
し
て
、
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ス
ピ
ー
カ
ー
と
話
す
こ
と
、
異
国
の
文
化
に

触
れ
な
が
ら
会
話
力
を
養
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
平
成
十
四
（
二
〇
〇
二
）
年
に
は
、
ア
メ
リ
カ
・
ミ
シ
ガ
ン
州
出
身
の
講

師
の
故
郷
を
訪
ね
、
有
志
が
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
す
る
な
ど
、
国
際
交
流
に
も
貢
献
し
た
。

　

英
語
教
室
・
英
会
話
教
室
の
ほ
か
に
も
、
中
国
語
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
・
フ
ラ
ン
ス
語
・
ス
ペ
イ
ン
語
・
韓
国
朝
鮮
語
・
イ
タ
リ

ア
語
・
ブ
ラ
ジ
ル
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
・
ド
イ
ツ
語
な
ど
の
講
座
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
外
国
人
居
住
者
の
た
め
に
日
本
語
教
室

も
開
催
し
、
成
果
を
あ
げ
て
き
て
い
る
。
本
協
会
で
は
こ
の
日
本
語
指
導
事
業
を
「
内
な
る
交
流
」
の
大
き
な
柱
と
し
て
位
置
づ
け

て
い
る
。
語
学
の
指
導
に
は
、
本
市
在
住
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
指
導
者
に
講
師
を
依
頼
し
て
き
た
が
、
主
婦
、
学
生
、
外
国
居
住
経
験

者
、
企
業
で
の
勤
務
経
験
を
有
す
る
人
な
ど
多
様
な
経
歴
を
も
つ
講
師
陣
が
、
各
自
の
体
験
、
知
識
、
持
ち
味
を
活
か
し
な
が
ら
日

本
語
指
導
を
行
な
っ
て
い
る
。
本
協
会
独
自
の
事
業
と
し
て
は
こ
れ
ら
の
ほ
か
、
各
種
セ
ミ
ナ
ー
事
業
、
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
の
文
化

活
動
事
業
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
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第
四
節　

文
化
活
動
の
展
開

一
． 
市
民
文
化
賞

　

受
賞
者
数
の
推
移　
　

昭
和
四
十
二
年
、
本
市
が
「
国
際
文
化
住
宅
都
市
」
と
し
て
発
展
す
る
に
あ
た
っ
て
功
績
の
あ
っ
た
人
々

の
顕
彰
を
目
的
と
し
て
「
芦
屋
市
民
文
化
賞
」
の
制
度
が
創
設
さ
れ
た
。
そ
れ
以
前
か
ら
、
文
化
水
準
の
高
い
本
市
に
お
い
て
は
文

化
勲
章
や
兵
庫
県
文
化
賞
の
受
賞
者
が
多
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
市
民
か
ら
「
市
の
文
化
や
地
域
社
会
の
向
上
に
貢
献
し
た
人
を
表

彰
し
て
は
」
と
い
う
要
望
を
受
け
、
創
設
に
至
っ
た
。

　

受
賞
者
の
選
考
基
準
と
し
て
は
以
下
の
三
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。

①
学
術
的
、
科
学
的
研
究
に
よ
り
芦
屋
と
い
う
地
域
文
化
の
高
揚
に
直
接
貢
献
し
た
人
・
団
体

②
健
全
な
芸
術
、
芸
能
、
体
育
等
の
活
動
に
よ
っ
て
市
民
生
活
の
向
上
に
密
着
し
た
功
績
を
残
し
た
人
・
団
体

③
地
域
社
会
の
向
上
発
展
に
貢
献
し
そ
の
功
績
が
顕
著
な
人
・
団
体

　

第
一
回
か
ら
の
受
賞
者
数
は
7
‐
12
の
と
お
り
で
あ
る
。
分
類
の
社
会
に
は
行
政
、
医
療
、
福
祉
な
ど
、
体
育
に
は
ス
ポ
ー
ツ
、

武
道
な
ど
、
文
化
に
は
歴
史
、
文
芸
、
芸
能
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

受
賞
者
の
人
数
は
時
期
や
年
に
よ
っ
て
若
干
の
増
減
が
あ
る
が
、
昭
和
四
十
二
か
ら
平
成
十
六
年
ま
で
の
三
八
回
で
七
一
人
、

四
二
団
体
が
受
賞
し
て
い
る
（
た
だ
し
、
第
三
〇
回
（
平
成
八
年
）
は
「
受
賞
者
な
し
」）。
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昭
和
四
十
二
年
の
第
一
回
受
賞
者
は
、
村
川
行
弘
（
会
下
山
遺
跡
・
八
十
塚
古
墳
・
朝
日
ケ
丘
遺

跡
な
ど
の
発
掘
調
査
を
担
当
・
指
導
、
そ
の
資
料
の
保
存
や
研
究
に
貢
献
）、
財
団
法
人
黒
川
古
文

化
研
究
所
（
展
覧
会
や
講
座
を
通
じ
て
文
化
財
保
護
思
想
の
普
及
や
地
域
教
育
文
化
の
振
興
に
貢

献
）、
高
石
勝
男
（
芦
屋
水
練
学
校
の
開
設
に
尽
力
、
校
長
と
し
て
後
進
を
指
導
、
水
泳
界
の
発
展

に
貢
献
）、
増
田
稲
三
郎
（
民
生
児
童
委
員
、
社
会
教
育
委
員
と
し
て
青
少
年
の
育
成
や
社
会
福
祉

の
充
実
に
貢
献
）、
大
野
加
久
二
（
本
市
の
身
体
障
害
者
福
祉
協
会
長
と
し
て
身
体
障
が
い
者
の
福

祉
に
貢
献
）
の
四
氏
、
一
団
体
に
贈
ら
れ
て
い
る
。

　

第
四
回
（
昭
和
四
十
五
年
）
で
は
、
芦
屋
背
山
、
六
甲
山
系
の
山
火
事
防
止
、
人
名
救
助
、
危
険

予
防
、
事
故
調
査
な
ど
で
山
の
事
故
防
止
に
貢
献
し
た
「
大
阪
山
渓
パ
ト
ロ
ー
ル
隊
」、
第
三
四
回

（
平
成
十
二
年
）
で
は
、
氷
河
期
の
残
留
植
物
で
あ
る
サ
ギ
ス
ゲ
保
全
の
た
め
の
学
術
調
査
や
日
本

と
世
界
の
植
物
の
ス
ラ
イ
ド
上
映
会
や
展
示
会
な
ど
を
開
催
し
、
希
少
植
物
の
保
全
に
努
め
た
「
芦
屋
山
野
草
の
会
」
が
受
賞
す
る

な
ど
、
地
道
な
努
力
を
通
じ
て
市
の
文
化
の
向
上
に
貢
献
し
た
団
体
な
ど
に
も
贈
ら
れ
て
い
る
。

二
． 

文
化
の
も
よ
お
し

　

市
民
文
化
祭　
　

昭
和
四
十
六
（
一
九
七
一
）
年
、
市
民
文
化
祭
が
単
独
の
催
し
と
し
て
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
昭
和

三
十
三
年
、
第
一
回
「
あ
し
や
ま
つ
り
」
が
市
民
の
一
大
祭
典
と
し
て
開
催
さ
れ
た
際
、
各
種
団
体
や
市
の
行
事
が
い
く
つ
か
統
合

7-12　芦屋市民文化賞受賞者・団体の活動分野
（資料）「広報あしや」

1970-79 1980-89 1990-99 合計
社　会 24 13 4 41
体　育 4 4 4 12
文　化 11 15 13 39
合　計 39 32 21 92

五
一
七

第
四
節

文
化
活
動
の
展
開



さ
れ
た
。
そ
の
時
に
教
育
委
員
会
の
提
唱
に
よ
る
「
文
化
ま
つ
り
」
も
統
合
さ
れ
た
が
、
再
び
独
立
し
て
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
れ
以
後
は
、「
吹
奏
楽
と
交
響
楽
の
夕
べ
」
や
「
市
民
民
踊
大
会
」
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
市
民
文
化
祭
の
名
の

も
と
で
市
民
団
体
の
参
加
を
得
て
実
施
さ
れ
た
。

　

昭
和
六
十
三
年
に
は
、
市
民
文
化
祭
と
は
別
に
、
ふ
る
さ
と
意
識
を
育
て
る
祭
り
と
し
て
「
芦
屋
三
大
ま
つ
り
」
が
計
画
さ
れ

た
。
こ
れ
は
「
芦
屋
さ
く
ら
ま
つ
り
」、
既
に
行
な
わ
れ
て
い
た
「
芦
屋
サ
マ
ー
カ
ー
ニ
バ
ル
」、「
あ
し
や
秋
ま
つ
り
」
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
た
。

　

初
年
度
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
み
る
と
、「
芦
屋
さ
く
ら
ま
つ
り
」
は
、
四
月
三
か
ら
十
日

に
お
い
て
桜
の
名
所
で
、
芦
屋
十
景
の
一
つ
で
あ
る
芦
屋
川
沿
い
の
夜
桜
を
中
心
に
、

野の
だ
て点
・
出
店
、
市
民
写
真
コ
ン
ク
ー
ル
の
ほ
か
、
シ
ン
セ
サ
イ
ザ
ー
と
レ
ー
ザ
ー
に
よ

る
「
音
と
光
の
シ
ョ
ー
」
が
行
な
わ
れ
た
。「
芦
屋
サ
マ
ー
カ
ー
ニ
バ
ル
」
は
既
に
市
民
の

夏
祭
り
と
し
て
定
着
し
て
お
り
、
こ
の
年
で
一
〇
回
目
を
迎
え
、
八
月
六
か
ら
七
日
に

実
施
さ
れ
た
。
人
気
の
打
ち
上
げ
花
火
の
ほ
か
、
こ
の
年
の
メ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
と
し
て

は
、
世
界
最
大
級
の
口
径
を
も
つ
ス
ー
パ
ー
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
に
よ
る
シ
ョ
ー
が
行
な
わ
れ

た
。
ま
た
、
市
民
盆
踊
り
、
ビ
ン
ゴ
・
パ
ー
テ
ィ
ー
や
リ
バ
ー
サ
イ
ド
ジ
ャ
ズ
ス
ト
リ
ー

ト
な
ど
盛
り
だ
く
さ
ん
の
行
事
が
催
さ
れ
た
。
こ
の
サ
マ
ー
カ
ー
ニ
バ
ル
で
は
、
平
成

五
（
一
九
九
三
）
年
か
ら
ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
が
「
A
S
H
I
Y
A　

C
U
P
」
と

7-13　ドラゴンボートレース
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し
て
始
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
各
地
区
や
団
体
か
ら
の
出
場
者
が
芦
屋
川
沖
か
ら
河
口
に
向
か
う
全
長
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
コ
ー
ス
を

ボ
ー
ト
で
漕
ぎ
進
む
レ
ー
ス
で
あ
る
（
7
‐
13
）。「
あ
し
や
秋
ま
つ
り
」
は
昭
和
六
十
三
年
に
計
画
さ
れ
た
が
諸
般
の
事
情
に
よ
り

中
止
と
な
っ
た
。
翌
年
十
月
十
五
日
に
物
産
展
（「
米
ま
つ
り
」
や
「
ち
ゃ
り
て
い
ー
市
」
な
ど
）
と
、
イ
ベ
ン
ト
（
だ
ん
じ
り
や

子
ど
も
み
こ
し
な
ど
）
が
「
あ
し
や
秋
ま
つ
り
」
と
し
て
実
施
さ
れ
た
（
第
五
章
第
二
節
参
照
）。

　

芦
屋
国
際
俳
句
祭　
　

 

「
第
一
回　

芦
屋
国
際
俳
句
祭
」
が
開
催
さ
れ
た
の
は
平
成
十
一
年
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
前
年
の
「
芦
屋

国
際
俳
句
フ
ェ
ス
タ
'98
」
が
好
評
で
あ
っ
た
た
め
企
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
平
成
十
一
年
度
に
は
「
虚
子
記
念
文
学
館
」
の
完
成

も
あ
り
、
俳
句
文
化
を
創
造
・
発
信
す
る
ま
ち
と
し
て
の
特
徴
を
鮮
明
に
し
、
文
化
復
興
の
メ
モ
リ
ア
ル
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
国
際

交
流
の
一
環
と
し
て
企
画
さ
れ
た
。

　

国
内
外
か
ら
俳
句
を
募
集
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
英
語
・
日
本
語
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
投
句
も

可
能
と
し
た
。
こ
の
こ
と
も
あ
っ
て
、
投
句
総
数
は
一
万
五
〇
六
三
句
に
及
ん
だ
。
こ
の
う
ち
外
国
人
の
部
（
日
本
語
ま
た
は
英

語
）
が
一
四
〇
〇
句
に
達
し
、
こ
れ
ら
は
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
と
す
る
二
三
か
国
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
英
語
に
よ
る
俳
句
で
あ
っ
た
。

　

選
考
に
は
有
馬
朗
人
（
国
際
俳
句
交
流
協
会
名
誉
会
長
）、
稲
畑
汀
子
（
日
本
伝
統
俳
句
協
会
会
長
）
ら
が
あ
た
り
、
高
濱
虚
子

顕
彰
俳
句
大
賞
な
ど
合
計
四
九
の
賞
を
授
与
し
た
。
入
選
句
に
つ
い
て
は
句
集
を
六
〇
〇
〇
部
作
成
し
配
布
し
た
。

　

平
成
十
二
年
三
月
三
日
の
授
賞
式
で
は
リ
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
（
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
）
の
作
品
、tree lim

b/cat w
alks/on 

the m
oon

（
木
の
枝
／
猫
が
あ
る
く
／
月
の
上
）
に
芦
屋
国
際
俳
句
大
賞
（
外
国
人
の
部
）
が
授
与
さ
れ
た
ほ
か
、
稲
畑
汀
子
日
本

伝
統
俳
句
協
会
会
長
の
記
念
講
演
「
自
然
と
人
間
」
や
交
流
パ
ー
テ
ィ
ー
「
選
者
を
囲
ん
で
の
俳
句
の
夕
べ
」
が
行
な
わ
れ
た
。
さ
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ら
に
翌
日
の
「
第
六
回　

国
際
俳
句
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
で
は
有
馬
国
際
俳
句
交
流
協
会
名
誉
会
長
の
基
調
講
演
と
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
俳
句
か
ら
み
た
自
然
」
が
稲
岡
長
日
本
伝
統
俳
句
協
会
理
事
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
行
な
わ
れ
た
。

　
　

第
五
節　

文
化
財
の
調
査
と
保
存
・
活
用
の
あ
ゆ
み

一
． 

文
化
財
の
調
査
活
動
と
保
存

　

歴
史
の
う
ね
り
を
証
す
活
動　
　

生
活
環
境
と
と
も
に
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
営
み
を
示
す
の
が
文
化
財
で
あ
り
、
そ
れ
を
地
域
の

住
民
に
解
き
ほ
ぐ
し
、
明
ら
か
に
し
て
い
く
第
一
歩
が
適
切
な
調
査
と
保
護
活
動
の
普
及
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
生
活
に
も
則
し
つ

つ
、
未
来
に
向
け
て
積
極
的
に
そ
の
活
用
を
図
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

昭
和
二
十
五
（
一
九
五
〇
）
年
に
誕
生
し
た
文
化
財
保
護
法
は
、
国
宝
・
重
要
美
術
品
・
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
な
ど
を
包
括
し

た
概
念
と
な
っ
て
い
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
活
動
の
歩
み
は
生
活
の
端
々
に
及
び
、
古
来
、
自
然
と
向
き
合
う
形
で
変
化
を
と
げ

て
お
り
、
現
在
は
文
化
的
視
点
か
ら
「
景
観
」
そ
の
も
の
も
取
り
込
み
、
人
間
社
会
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
も
射
程
に
入
れ
て
保
護

対
象
の
拡
大
を
図
る
傾
向
に
あ
る
。

　

地
域
の
文
化
財
に
は
、
固
有
の
来
歴
が
あ
り
、
土
地
に
根
ざ
し
た
人
々
の
知
恵
や
工
夫
の
跡
を
と
ど
め
て
い
る
。
建
造
物
・
石
造

品
・
絵
画
・
彫
刻
・
古
文
書
や
民
俗
文
化
財
、
伝
承
、
そ
し
て
土
中
に
存
在
す
る
埋
蔵
文
化
財
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
一
度
失
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わ
れ
て
し
ま
う
と
、
二
度
と
形
を
取
り
戻
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
多
い
。
そ
し
て
、
公
益
性
の
高
い
国
民
共
有
の
文
化
資
産
で

も
あ
る
。

　

本
市
の
文
化
財
保
護
活
動
は
、
昭
和
二
十
年
代
末
か
ら
行
な
わ
れ
た
市
史
編
纂
事
業
に
付
随
し
て
始
ま
っ
た
。
旧
版
の
『
芦
屋
市

史
』
本
編
・
史
料
編
や
『
新
修
芦
屋
市
史
』
本
篇
・
資
料
篇
一
・
資
料
篇
二
に
は
、
断
片
的
な
が
ら
、
昭
和
五
十
年
頃
ま
で
の
調
査

の
成
果
や
意
義
を
要
領
よ
く
収
め
て
い
る
。
本
節
で
は
、
そ
れ
と
の
重
複
を
避
け
つ
つ
、
昭
和
四
十
三
年
前
後
か
ら
の
調
査
活
動
を

紹
介
し
、
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
で
き
る
だ
け
関
連
づ
け
て
叙
述
す
る
。

　

西
国
街
道
と
民
家
・
民
具
の
調
査　
　

街
区
の
整
備
は
、
住
み
や
す
い
土
地
空
間
を
提
供
す
る
一
方
で
、
旧
来
の
ま
ち
な
み
や
伝

統
的
な
街
路
を
急
速
に
消
滅
さ
せ
、
土
着
の
文
化
財
が
ま
た
た
く
間
に
行
方
不
明
と
な
る
事
態
を
引
き
起
こ
す
。
本
市
で
は
、
昭
和

四
十
年
代
中
頃
以
降
、
こ
う
し
た
実
情
に
直
面
し
、
記
録
を
残
す
た
め
の
調
査
が
「
芦
屋
市
民
家
・
民
具
調
査
グ
ル
ー
プ
」
に
よ
っ

て
行
な
わ
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
市
域
南
東
部
の
春
日
地
区
は
、
非
戦
災
地
区
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
、
近
世
以
来
の
旧
西
国
街
道

沿
い
（
本
街
道
）
の
ま
ち
な
み
が
保
存
状
態
良
く
遺
存
し
て
い
た
が
、
土
地
区
画
整
理
事
業
に
よ
り
消
滅
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た

め
、
民
家
や
民
具
の
実
測
調
査
、
街
道
沿
い
の
記
録
調
査
を
行
な
っ
た
。

　

市
内
の
民
家
調
査
は
、
昭
和
四
十
九
年
度
か
ら
進
め
ら
れ
、
八
調
査
区
域
を
設
定
し
、
外
観
の
観
察
と
口
碑
に
基
づ
い
て
お
よ
そ

六
〇
棟
を
数
え
る
大
正
期
以
前
の
古
民
家
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
江
戸
時
代
後
期
か
ら
幕
末
ま
で
遡
る
可
能
性
の

高
い
六
棟
を
確
認
し
、
築
一
〇
〇
か
ら
一
五
〇
年
の
口
碑
や
伝
承
の
保
持
四
棟
、
文
献
史
料
に
よ
る
証
左
一
棟
、
遺
構
編
年
に
よ
る

一
棟
の
年
代
的
根
拠
が
得
ら
れ
た
。
主
な
も
の
を
あ
げ
る
と
、
三
条
町
の
小
阪
正
一
家
住
宅
・
五
味
富
治
家
住
宅
、
打
出
春
日
町

五
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（
現
、
春
日
町
）
の
幸
田
中
二
家
住
宅
・
名
田
巌
家
住
宅
、
岩
園
町
の
朝

比
奈
貞
雄
家
住
宅
、
浜
芦
屋
町
の
山
村
久
右
衛
門
家
住
宅
な
ど
で
あ
る
。

な
か
に
は
三
条
町
の
井
田
市
左
衛
門
家
住
宅
の
よ
う
に
、
屋
根
に
在
地
の

打
出
焼
瓦
を
葺
く
例
も
み
ら
れ
た
。
春
日
町
の
阪
口
喜
蔵
家
住
宅
は
、
春

日
土
地
区
画
整
理
事
業
区
域
に
該
当
す
る
た
め
、
昭
和
四
十
九
年
三
月
末

に
解
体
が
決
ま
り
、
事
前
に
間
取
り
調
査
と
所
蔵
農
具
・
民
具
の
リ
ス
ト

作
成
調
査
を
実
施
し
た
。

　

ま
た
、
西
国
街
道
（
本
街
道
）
の
北
側
に
所
在
し
て
南
面
す
る
幸
田
中

二
家
住
宅
も
解
体
前
に
応
急
の
間
取
り
調
査
を
行
な
っ
た
。
こ
の
古
民

家
は
、
市
内
で
当
時
三
棟
確
認
さ
れ
た
藁
葺
き
屋
根
を
も
つ
稀
少
例
で
あ

り
、
土
地
区
画
整
理
事
業
に
よ
っ
て
、
昭
和
五
十
二
年
一
月
に
完
全
に
消

滅
し
た
。
屋
号
を
「
カ
ゴ
ヤ
」
と
称
し
、
江
戸
時
代
以
来
、
竹
籠
屋
な
い

し
は
駕
籠
屋
（
運
送
業
）
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

打
出
春
日
地
区
の
西
国
街
道
沿
い
ま
ち
な
み
調
査　
　

本
市
は
、
昭
和

四
十
八
年
一
月
、
春
日
土
地
区
画
整
理
事
業
と
し
て
、
ま
ち
な
み
の
本
格

的
な
改
善
整
備
を
開
始
し
た
。
近
代
に
継
承
さ
れ
て
き
た
旧
西
国
街
道
の

7-14　春日地区　旧西国街道沿いのまちなみ復元　（出典）『芦屋の生活文化史』
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面
影
を
残
す
古
い
ま
ち
な
み
は
、
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
消
え
去
る
こ
と
に

な
っ
た
た
め
、
旧
村
の
態
を
面
的
に
知
り
得
る
最
後
の
調
査
の
機
会
が
訪

れ
た
と
い
え
る
。

　

昭
和
五
十
一
年
度
に
打
出
村
の
ま
ち
な
み
の
現
状
、
口
碑
の
収
集
、
石

造
遺
品
の
事
前
調
査
を
進
め
た
。
ま
ち
な
み
復
元
は
、
大
正
末
年
頃
を

目
標
に
定
め
、
詳
細
に
口
碑
を
収
集
し
、
特
に
累
代
的
に
継
続
す
る
生
業

の
復
元
に
努
め
た
。
そ
の
結
果
、
西
国
街
道
沿
い
に
展
開
し
た
旧
打
出
村

の
街
村
的
様
相
は
、
口
碑
の
採
集
と
旧
観
の
写
真
記
録
に
よ
っ
て
お
お
む

ね
昭
和
初
期
頃
ま
で
遡
っ
て
復
元
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
春
日
町

二
十
番
地
周
辺
か
ら
茶
屋
之
町
二
番
地
北
端
ま
で
の
範
囲
は
、
比
較
的
良

好
な
形
で
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

復
元
結
果
を
要
約
す
る
と
、
旧
街
道
路
面
に
は
馬
力
幅
で
花
崗
岩
の
板

石
が
敷
設
さ
れ
、
馬
を
運
搬
手
段
と
し
て
西
宮
の
宮
水
や
酒
米
を
東
灘
方

面
の
酒
造
地
へ
と
運
び
、
日
常
的
に
は
生
活
道
路
と
し
て
脈
々
と
使
用
さ

れ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
街
道
沿
い
に
は
7
‐
14
に
み
る
よ
う
馬

屋
・
八
百
屋
な
ど
が
、
店
を
構
え
て
賑
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
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そ
う
れ
ん
道
が
北
方
へ
分
岐
し
て
、
そ
の
先
に
は
打
出
村
の
共
同
墓
地
が
存
在
し
、
荼だ

び毘
に
ふ
す
た
め
、
埋
葬
に
至
る
ま
で
の
長
い

道
の
り
を
満
池
谷
（
西
宮
市
）
の
火
葬
場
へ
と
運
ん
だ
と
い
う
。

　

石
造
遺
品
や
農
具
・
民
具
の
基
本
調
査　
　

石
造
物
は
昭
和
四
十
年
代
後
半
に
入
っ
て
急
速
に
減
少
し
た
。
そ
の
間
、
地
元
の
芦

の
芽
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
地
道
な
石
造
文
化
財
調
査
が
進
め
ら
れ
、
孔
版
刷
の
記
録
が
公
に
さ
れ
て
い
る
。
石
造
物
減
少
の
要
因
は
、

土
地
区
画
整
理
事
業
の
進
捗
と
墓
園
へ
の
無
縁
仏
の
集
結
が
主
な
も
の
で
あ
る
が
、
春
日
土
地
区
画
整
理
事
業
に
伴
う
調
査
で
は
、

該
当
地
区
で
総
数
四
五
点
を
確
認
し
、
国
道
二
号
以
南
、
宮
川
以
東
で
一
五
一
点
を
記
録
に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
市
に
分

布
す
る
石
造
物
は
、
室
町
時
代
前
期
よ
り
流
入
の
み
ら
れ
る
和
泉
砂
岩
は
抑
制
ぎ
み
で
、
六
甲
花か

崗こ
う

岩が
ん

の
使
用
を
主
体
と
し
、
つ
い

で
布
引
花
崗
閃
緑
岩
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
年
代
的
に
は
、
室
町
時
代
後
期
の
石
仏
・
一
石
五
輪
塔
な
ど
が
存
在
す
る
が
、
そ
の
多

く
が
近
世
初
頭
以
降
の
石
造
物
で
あ
る
。
市
内
最
古
の
金
石
文
は
、
津
知
町
に
所
在
す
る
永
正
十
七
（
一
五
二
〇
）
年
銘
の
み
ら
れ

る
日
吉
神
社
石
祠
で
あ
り
、
こ
れ
は
市
指
定
文
化
財
（
建
造
物
）
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
。

　

農
具
・
民
具
の
収
集
と
調
査
は
、
昭
和
四
十
九
（
一
九
七
四
）・
五
十
一
年
度
を
中
心
に
行
な
い
、
平
成
三
年
度
に
も
一
部
実
施

し
た
。
春
日
町
の
阪
口
喜
蔵
氏
寄
贈
品
、
西
山
町
の
山
村
哲
男
氏
寄
贈
品
、
西
蔵
町
の
佐
久
間
武
一
氏
寄
贈
品
な
ど
が
主
な
民
俗
資

料
で
、
唐
箕
・
万
石
通
・
千
歯
扱
・
籾
摺
臼
・
手
焙
り
・
炭
取
り
・
用
心
太
鼓
・
石
臼
・
手
か
ぎ
・
ト
ビ
な
ど
、
今
と
な
っ
て
は
集

め
る
こ
と
の
で
き
な
い
在
地
の
資
料
が
、
こ
の
時
期
に
最
も
多
く
収
集
で
き
た
。

　

い
も
り
池
の
植
物
調
査　
　

市
内
に
は
、
地
球
上
で
貴
重
な
位
置
を
示
す
も
の
が
あ
り
、
そ
の
評
価
を
検
証
す
る
た
め
に
専
門
調

査
を
行
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
奥
山
に
存
在
す
る
い
も
り
池
は
、
氷
河
期
の
残
留
植
物
で
あ
る
サ
ギ
ス
ゲ
（
鷺
菅
）
の
地
球
上
の
南
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限
地
と
し
て
知
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
。
サ
ギ
ス
ゲ
は
、
カ
ヤ
ツ
リ
グ
サ
科
の
多
年
草
で
、
白
い
花
穂
が
白
鷺
の
舞
い
降
り
た
よ
う
す

に
似
る
と
こ
ろ
か
ら
「
サ
ギ
ス
ゲ
」
の
学
名
が
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
・
北
部
、
ロ
シ
ア
、
中
国
東
北
部
、
北
海

道
低
地
、
関
東
、
中
部
高
山
湿
地
に
生
息
す
る
寒
冷
性
植
物
で
あ
る
が
、
現
在
、
い
も
り
池
の
群
生
は
減
少
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い

る
。
サ
ギ
ス
ゲ
の
自
生
は
近
畿
地
方
で
わ
ず
か
九
か
所
を
数
え
る
の
み
で
、
い
も
り
池
は
日
本
に
お
い
て
も
最
西
限
と
し
て
重
要
な

位
置
に
あ
る
。
昭
和
四
十
九
年
、
周
辺
開
発
に
伴
う
ア
ル
カ
リ
分
の
池
水
へ
の
流
入
や
周
辺
雑
草
・
雑
木
の
岸
辺
へ
の
進
出
に
よ
り

そ
の
保
存
状
態
が
急
速
に
劣
悪
と
な
り
、
一
時
危
機
的
状
況
に
陥
っ
た
た
め
、
そ
の
現
状
把
握
を
目
的
に
こ
の
池
全
体
の
植
物
悉
皆

調
査
を
実
施
し
た
。
市
教
育
委
員
会
と
環
境
整
備
課
が
連
携
し
、
大
阪
市
立
自
然
史
博
物
館
の
瀬
戸
剛
・
那
須
孝
悌
・
樽
野
博
幸
諸

氏
の
協
力
を
得
て
、
分
布
状
態
と
生
育
状
態
に
関
す
る
詳
細
な
調
査
を
行
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
サ
ギ
ス
ゲ
は
天
然
記
念
物
相
当
の

寒
冷
植
物
と
し
て
特
筆
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
条
件
を
満
た
す
生
育
数
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
現
状
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
か

ら
、
天
然
記
念
物
指
定
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　

仕
事
唄
な
ど
の
芸
能
調
査　
　

仕
事
唄
に
つ
い
て
は
、
芦
屋
が
本
来
農
村
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
「
田
植
唄
」、「
草
取
唄
」、「
殻か

ら

竿さ
お

搗つ
き

唄
」、「
籾も
み

摺す
り

唄
」
が
採
録
で
き
、「
素
麺
作
り
唄
」、「
糸
い
と
つ
む
ぎ紡
唄
」、「
は
た
織
り
唄
」
な
ど
の
多
彩
な
仕
事
唄
も
収
録
し
、
こ
の
地
方
特

有
の
「
石
つ
き
唄
」
に
つ
い
て
は
、
一
部
で
は
あ
る
も
の
の
中
島
富
蔵
氏
か
ら
中
村
茂
隆
氏
が
採
譜
を
行
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
市

内
の
各
神
社
の
祭
礼
に
際
し
て
は
、「
み
こ
し
か
き
音
頭
」
が
唄
わ
れ
、
酒
宴
の
席
で
は
「
伊
勢
音
頭
」
が
唄
わ
れ
た
こ
と
や
、
昭
和

四
十
年
代
末
頃
ま
で
遊
び
唄
と
し
て
知
ら
れ
る
「
手
ま
り
唄
」
が
日
常
的
に
聞
こ
え
て
い
た
こ
と
な
ど
を
記
憶
に
と
ど
め
た
い
。

　

な
お
、
新
し
い
民
謡
の
一
つ
と
し
て
、
河
野
茂
雄
作
詞
、
山
内
隆
補
訂
に
か
か
る
「
芦
屋
音
頭
」
も
市
民
に
よ
く
親
し
ま
れ
、
今
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日
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

　

芸
能
に
関
す
る
も
の
で
は
、
盆
踊
り
で
必
ず
踊
ら
れ
る
上
宮
川
町
の
「
し
ゃ
こ
踊
り
」
は
大
正
時
代
後
半
期
か
ら
の
定
着
で
、
伊

丹
市
の
「
麦
わ
ら
音
頭
」
と
の
関
係
性
も
深
く
、
江
戸
時
代
後
期
に
遡
る
口
碑
も
存
在
す
る
。
西
宮
を
経
て
の
伝
播
経
路
が
判
っ
て

い
る
点
も
貴
重
で
あ
る
が
、
変
容
の
度
合
い
が
興
味
深
い
。

　

ま
た
、『
芦
屋
の
生
活
文
化
史
』（
昭
和
五
十
四
年
）
に
よ
る
と
「
戦
前
ま
で
市
内
に
は
、
打
出
、
津
知
、
三
条
と
い
う
旧
村
落
に
各

一
基
、
芦
屋
村
内
の
五
集
落
に
各
一
基
（
山
芦
屋
、
東
芦
屋
、
西
芦
屋
、
茶
屋
芦
屋
、
浜
芦
屋
）
の
計
八
基
の
だ
ん
じ
り
が
あ
っ

た
。
こ
の
う
ち
、
津
知
・
西
芦
屋
・
茶
屋
芦
屋
・
浜
芦
屋
は
戦
災
で
焼
失
し
、
東
芦
屋
の
も
の
は
解
体
、
三
条
は
売
却
さ
れ
、
山
芦

屋
・
打
出
の
二
基
は
現
存
し
て
い
る
。」
と
さ
れ
て
い
る
（
な
お
、
本
書
発
刊
に
あ
た
っ
て
の
聞
き
取
り
に
よ
る
と
茶
屋
芦
屋
に
は

だ
ん
じ
り
が
無
か
っ
た
と
さ
れ
る
）。

　

昭
和
四
十
八
年
、
山
芦
屋
は
名
称
を
「
山
之
町
」
と
改
称
し
て
地
車
（
だ
ん
じ
り
）
の
巡
行
を
行
な
っ
た
。
昭
和
四
十
九
年
に
打

出
の
地
車
の
巡
行
が
復
活
さ
れ
た
。
ま
た
、
昭
和
五
十
七
年
に
西
芦
屋
が
「
西
之
町
」
と
し
て
、
昭
和
六
十
二
年
に
浜
芦
屋
と
津
知

が
「
精
道
」
と
し
て
、
平
成
二
年
か
ら
三
条
が
新
た
に
巡
行
を
行
な
っ
た
。
西
之
町
、
精
道
、
三
条
は
当
初
、
神
戸
、
西
宮
方
面
か

ら
地
車
を
借
用
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
中
古
地
車
を
購
入
し
た
。
現
在
、
五
基
の
地
車
が
存
在
す
る
。

　

平
成
元
年
か
ら
開
催
さ
れ
て
い
る
「
あ
し
や
秋
ま
つ
り
」
に
は
、
地
車
の
練
り
廻
し
が
行
な
わ
れ
、
あ
し
や
秋
ま
つ
り
を
盛
り
上

げ
て
い
る
。

　

文
化
財
や
景
観
の
映
像
記
録
化　
　

芦
屋
の
歴
史
・
風
土
は
年
々
消
え
去
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
可
能
な
限
り
対
象
と
し
、
よ
り
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わ
か
り
や
す
く
市
民
に
紹
介
す
る
た
め
、
山
本
徹
男
（
映
像
作
家
）
の
撮
影
・
編
集
に
よ
っ
て
、
昭
和
六
十
（
一
九
八
五
）
年
か

ら
『
芦
屋
文
化
財
シ
リ
ー
ズ
』
と
し
て
、
順
次
、
映
像
資
料
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
、「
芦
屋
川
に
沿
っ
て
」（
昭
和
六
十

年
）、「
宮
川
に
沿
っ
て
」（
昭
和
六
十
一
年
）、「
移
り
ゆ
く
芦
屋
―
建
物
に
見
る
近
代
住
宅
都
市
へ
の
動
き
―
」（
昭
和
六
十
二
年
）、「
重

要
文
化
財　

旧
山
邑
家
住
宅
」（
昭
和
六
十
三
年
、
平
成
元
年
）、「
芦
屋
の
古
墳
を
訪
ね
て
」（
平
成
元
年
）、「
表
六
甲
の
あ
け
ぼ
の
」（
平

成
二
年
）、「
中
世
の
芦
屋
」（
平
成
六
年
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
D
V
D
化
さ
れ
て
、
図
書
館
視
聴
覚
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
や

ラ
ポ
ル
テ
市
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
な
ど
で
市
民
が
身
近
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

国
指
定
重
要
文
化
財
の
保
存
と
修
復　
　

ヨ
ド
コ
ウ
迎
賓
館
は
大
正
十
三
（
一
九
二
四
）
年
に
、
灘
五
郷
の
酒
造
家
の
一
人
、
山

邑
太
左
衛
門
（
櫻
正
宗
蔵
元
）
が
子
息
の
別
邸
と
し
て
計
画
・
建
設
し
た
も
の
で
、
芦
屋
川
左
岸
の
山
手
町
の
丘
陵
地
形
を
巧
み
に

取
り
込
ん
で
建
築
さ
れ
て
い
る
。
当
事
、
帝
国
ホ
テ
ル
建
設
の
た
め
に
来
日
中
で
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
人
建
築
家
で
近
代
建
築
の
巨
匠

と
い
わ
れ
た
フ
ラ
ン
ク
・
ロ
イ
ド
・
ラ
イ
ト
が
原
設
計
を
、
そ
の
弟
子
が
実
施
設
計
を
行
な
い
、
完
成
に
導
い
た
。

　

こ
の
建
物
は
、
昭
和
十
年
人
手
に
わ
た
り
、
さ
ら
に
戦
後
は
進
駐
軍
の
社
交
場
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
昭
和

二
十
二
年
に
現
在
の
所
有
者
で
あ
る
株
式
会
社
淀
川
製
鋼
所
の
所
有
と
な
り
、
社
長
公
邸
や
貸
家
、
独
身
寮
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い

た
。

　

昭
和
四
十
六
年
十
一
月
、
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
の
た
め
、
取
り
壊
し
計
画
が
持
ち
上
が
っ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
日
本
建
築
学
会
な

ど
建
築
分
野
の
専
門
家
や
周
辺
住
民
か
ら
保
存
へ
の
強
い
要
望
が
出
さ
れ
、
署
名
運
動
が
起
こ
っ
た
こ
と
か
ら
、
計
画
は
白
紙
撤
回

さ
れ
た
。
そ
の
後
、
所
有
者
は
そ
の
永
年
保
存
を
勇
断
し
、
昭
和
四
十
八
年
に
文
化
庁
に
重
要
文
化
財
指
定
の
陳
情
書
を
提
出
し
た
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こ
と
が
実
っ
て
、
翌
年
五
月
に
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
建
造
物
と
し
て
は
初
の
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
な
お
、
井

上
利
行
淀
川
製
鋼
所
取
締
役
社
長
は
本
事
業
へ
の
貢
献
に
よ
り
昭
和
四
十
九
年
に
芦
屋
市
民
文
化
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

　

建
物
全
体
に
経
年
に
よ
る
老
朽
化
が
進
ん
で
い
た
た
め
、
昭
和
五
十
六
年
度
に
修
理
の
方
針
を
策
定
す
る
た
め
の
予
備
調
査
を
行

な
い
、
同
六
十
年
七
月
か
ら
三
年
半
の
歳
月
を
費
や
し
て
国
庫
補
助
事
業
と
し
て
総
事
業
費
二
億
二
四
九
六
万
円
を
か
け
、
国
・

県
・
市
・
所
有
者
の
総
力
を
結
集
し
て
保
存
修
理
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
一
般
に
は
長
い
間
そ
の
存
在
さ
え
ほ
と
ん
ど
知
ら

れ
て
い
な
か
っ
た
旧
山
邑
家
住
宅
が
脚
光
を
浴
び
、
広
く
認
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

市
域
に
は
多
く
の
文
化
財
が
あ
る
が
、
特
に
重
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
国
・
県
・
市
の
指
定
を
受
け
、
保
存
に
特
別
な
措
置
が
と

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

平
成
二
十
二
年
四
月
現
在
の
指
定
文
化
財
は
7
‐
15
の
と
お
り
で
あ
る
。
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7-15　市内の指定文化財　（資料）教育委員会

◎国指定文化財（重要文化財）
指 定 物 件 指定年月日 所　在　地 公　　　開

〔建造物〕
1.旧山邑家住宅（淀川製鋼迎賓館） S49.5.21 山手町3番10号

ヨドコウ迎賓館
ヨドコウ迎賓館開館日
10：00～16：00

〔美術工芸品　工芸品〕
2.扇面鳥兜螺鈿蒔絵料紙箱 S45.5.25 山芦屋町13番31号

（財）滴翠美術館
特別展開催時
常設ではないため問
い合わせが必要です。

〔美術工芸品　考古資料〕
3.銅経筒 S12.5.25 個人所有

〔美術工芸品　考古資料〕
4.埴輪男子跪坐像 S34.12.18 個人所有

〔重要無形文化財　芸能〕
5.人形浄瑠璃文楽人形 H6.6.27 個人保持

◎国登録有形文化財
登 録 物 件 登録年月日 所　在　地 公　　　開

1.中山家住宅主屋
  中山家住宅表門および塀 H19.5.15 三条町24番16号 生涯学習課へ問い合

わせて下さい。
2.旧松山家住宅松濤館
  （芦屋市立図書館打出分室）
  旧松山家住宅塀

H21.1.8 打出小槌町2番 図書館打出分室の開
室日

◎県指定文化財
指 定 物 件 指定年月日 所　在　地 公　　　開

1.県指定有形文化財
  芦屋会下山弥生時代住居址 S35.5.12 三条町258番地

山手中学校裏山 自由見学可
2.県指定有形文化財
  伝芦屋廃寺塔心礎 S38.4.19 伊勢町12番25号

市立美術博物館庭園内 美術博物館開館日

◎市指定文化財
指 定 物 件 指定年月日 所　在　地 公　　　開

1.親王寺所蔵考古資料一括 H2.3.22 打出町3番21号親王寺 非公開
2.旧三条村共有文書一括 H2.3.22 三条町9番14号

芦屋市三条会 非公開

3.伝猿丸太夫之墓 H3.3.23 東芦屋町20番3号
芦屋神社 自由見学可

4.四季耕作図屏風
  六曲一双 H3.12.6 伊勢町12番25号

市立美術博物館
歴史資料展示室
展示期間があるため問
い合わせが必要です。

5.三好長康山論裁許状
  （附、挟板） H3.12.6 伊勢町12番25号

市立美術博物館
歴史資料展示室
展示期間があるため問
い合わせが必要です。

6.日吉神社石祠 H5.3.8 津知町6番9号
日吉神社 自由見学可

7.小阪家住宅 H6.3.23 陽光町地先芦屋市 非公開
8.徳川大坂城毛利家採石場

出土　刻印石 H16.3.26 剣谷17番地先
芦屋市霊園内 自由見学可

9.会下山遺跡出土青銅製漢
式　三翼鏃 H19.3.2 伊勢町12番25号

市立美術博物館
歴史資料展示室
展示期間があるため問
い合わせが必要です。

10.金津山古墳 H22.3.19 春日町153番
156－2番

生涯学習課へ問い合
わせて下さい。
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二
． 

埋
蔵
文
化
財
の
保
存
と
活
用

　

埋
蔵
文
化
財
調
査
の
増
加
と
概
観　
　

古
墳
や
城
跡
な
ど
を
例
外
と
し
て
、
原
則
的
に
は
土
中
に
埋
も
れ
て
い
る
「
埋
蔵
文
化

財
」
は
、
本
来
そ
の
実
態
の
把
握
に
か
な
り
の
困
難
を
伴
う
文
化
財
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
本
市
に
お
い
て
は
、
そ
の
現
状
を
分

布
地
図
の
作
成
と
公
示
に
よ
っ
て
、
諸
種
の
開
発
事
業
と
の
調
整
を
随
時
図
り
、
周
知
徹
底
に
努
め
て
き
た
。

　

本
市
で
は
そ
の
分
布
状
況
の
把
握
を
昭
和
四
十
三
（
一
九
六
八
）
年
の
台
帳
づ
く
り
か
ら
本
格
的
に
開
始
し
、
爾
来
四
十
年
以
上

に
わ
た
っ
て
可
能
な
限
り
保
護
の
施
策
を
進
め
て
き
て
お
り
、
阪
神
間
で
も
か
け
が
え
の
な
い
歴
史
資
料
を
早
く
か
ら
収
集
・
記
録

し
て
き
た
と
こ
ろ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
近
年
は
、
芦
屋
川
水
車
場
跡
や
呉
川
遺
跡
と
い
っ
た
芦
屋
の
特
色
あ
る
、
近
代
生
活
物

資
、
近
代
化
資
料
や
戦
災
痕
跡
に
も
目
を
配
っ
て
い
る
。

　

埋
蔵
文
化
財
包
蔵
地
分
布
地
図
は
、
そ
の
後
、
昭
和
五
十
五
年
、
昭
和
六
十
三
年
、
平
成
五
（
一
九
九
三
）
年
、
平
成
十
三

年
、
平
成
二
十
一
年
と
改
定
を
重
ね
、
現
在
一
五
六
の
遺
跡
数
を
数
え
る
に
至
っ
て
い
る
。
出
土
資
料
の
収
蔵
コ
ン
テ
ナ
数
は

一
万
二
〇
〇
〇
箱
近
く
に
な
る
。

　

発
掘
調
査
の
件
数
も
日
々
増
大
し
、
芦
屋
の
歴
史
を
大
幅
に
塗
り
替
え
る
大
き
な
成
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
な
お
、
本
市
は
平

成
七
年
一
月
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
よ
っ
て
都
市
機
能
が
喪
失
す
る
よ
う
な
多
大
な
被
害
を
受
け
た
地
域
で
あ
り
、
そ
の
渦
中
で

の
埋
蔵
文
化
財
保
護
施
策
に
つ
い
て
も
諸
条
件
の
制
約
の
も
と
、
適
切
な
対
応
を
行
な
っ
て
き
て
お
り
、
別
項
で
記
述
す
る
。
こ
う

し
た
埋
蔵
文
化
財
の
調
査
記
録
は
、
予
算
の
つ
い
た
も
の
に
限
り
、
記
録
保
存
の
証
と
し
て
報
告
書
を
作
成
し
て
お
り
、
現
在
、『
芦
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屋
市
文
化
財
調
査
報
告
』
第
八
十
七
集
ま
で
と
『
実
績
報
告
集
』
三
冊
分
の
刊
行
を
終
え
て
い
る
。
震
災
後
の
数
が
六
十
四
冊
を
数

え
る
の
で
、
い
か
に
こ
の
十
五
年
間
の
発
掘
調
査
量
が
多
か
っ
た
か
が
推
測
さ
れ
よ
う
。
昭
和
五
十
一
年
に
公
刊
し
た
『
新
修
芦
屋

市
史
』
資
料
篇
一
で
は
、
昭
和
五
十
年
頃
ま
で
の
遺
跡
調
査
の
成
果
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
、
考
古
資
料
篇
の
観
を
呈
す
る
が
、

こ
の
四
十
年
間
の
新
事
実
も
き
わ
め
て
膨
大
な
蓄
積
が
あ
り
、
そ
の
頃
と
比
べ
て
数
倍
以
上
に
達
し
た
資
料
を
市
民
に
還
元
で
き
る

至
便
な
書
籍
が
必
要
な
時
期
を
迎
え
て
い
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
四
十
年
間
の
調
査
の
な
か
か
ら
、
そ
の
一
部
を
選
び
出
し
、
小
見

出
し
を
立
て
て
、
概
要
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

市
街
地
か
ら
す
が
た
を
現
し
は
じ
め
た
古
墳
や
古
墓　
　

市
域
東
部
の
翠
ケ
丘
丘
陵
に
は
、
古
墳
時
代
前
期
や
中
期
の
築
造
で
あ

る
阿
保
親
王
塚
古
墳
や
金
津
山
古
墳
な
ど
大
形
古
墳
の
緑
な
す
墳
丘
が
現
存
し
て
い
る
。
ま
た
、
山
麓
部
の
芦
屋
神
社
境
内
に
残
る

横
穴
式
石
室
墳
は
、
か
つ
て
そ
の
周
辺
に
広
が
っ
て
い
た
天
神
山
古
墳
群
の
名
残
を
と
ど
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
六
甲
山
地
前
山
の

丘
陵
地
一
帯
に
は
、
八
十
塚
古
墳
群
や
三
条
古
墳
群
、
城
山
古
墳
群
な
ど
の
横
穴
式
石
室
墳
を
主
体
と
す
る
群
集
墳
が
存
在
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
は
石
室
が
地
上
に
露
出
す
る
も
の
も
多
く
、
生
活
空
間
の
中
に
邸
宅
の
築
山
や
神
社
内
の
石い

し

室む
ろ

と
し
て
残
さ
れ
て
い

る
。

　

こ
の
四
十
年
の
間
に
、
古
墳
の
分
布
調
査
が
精
力
的
に
行
な
わ
れ
、
加
え
て
発
掘
調
査
も
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、

八
十
塚
古
墳
群
は
、
小
円
墳
を
中
心
に
構
成
さ
れ
た
数
十
基
を
数
え
る
古
墳
時
代
後
期
の
古
墳
群
で
あ
り
、
阪
神
間
有
数
の
規
模
を

誇
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
横
穴
式
石
室
か
ら
出
土
し
た
多
彩
な
副
葬
品
の
年
代
は
、
六
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
中
頃
に
及

ぶ
。
ま
た
、
稀
少
な
も
の
と
し
て
、
竪
穴
系
の
石
室
を
主
体
部
と
す
る
古
墳
の
存
在
も
確
認
さ
れ
た
。
東
芦
屋
町
で
は
、
表
六
甲
で
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初
め
て
奈
良
時
代
の
火
葬
墓
（
藤
ヶ
谷
古
墓
）
が
発
見
さ
れ
た
。

　

芦
屋
川
右
岸
域
に
立
地
す
る
三
条
古
墳
群
や
城
山
古
墳
群
に
つ
い
て
も
、
し
だ
い
に
山

裾
へ
と
伸
び
て
き
た
宅
地
開
発
や
マ
ン
シ
ョ
ン
建
設
に
よ
っ
て
、
高
座
川
や
芦
屋
川
に
臨

む
斜
面
地
に
新
た
な
古
墳
が
見
つ
か
り
、
事
前
の
発
掘
調
査
（
7
‐
16
）
が
次
々
と
行
な

わ
れ
た
。
そ
の
な
か
に
は
、
県
下
最
大
規
模
の
石
室
を
内
蔵
し
た
山
芦
屋
古
墳
や
、
小
規

模
な
が
ら
多
角
形
の
墳
丘
を
も
つ
城
山
三
号
墳
な
ど
も
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
昭
和
三
十
年

代
に
石
室
内
の
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
た
旭
塚
古
墳
（
7
‐
17
・
7
‐
18
）
に
つ
い
て
、

あ
ら
た
め
て
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
、
こ
の
古
墳
が
、
近
畿
地
方
で
も
特
異
な
古
墳
時
代

終
末
期
の
横
穴
式
石
室
墳
で
あ
る
こ
と
が
再
認
識
さ
れ
た
。
墳
丘
前
庭
部
や
石
室
床
面
に

播
磨
か
ら
運
び
込
ま
れ
た
多
量
の
竜
山
石
片
が
敷
き
詰
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
多
角
形
の
墳
丘
を
持
つ
こ
と
、
墳
丘
前
面
の
テ
ラ
ス

に
古
墳
祭
祀
に
用
い
ら
れ
た
多
く
の
土
器
類
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
郡
司
層
へ
と
連
な
る
被
葬
者
の
姿
が
浮
き
彫
り
に

さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
市
域
西
端
の
三
条
岡
山
遺
跡
で
は
、
宅
地
の
再
開
発
な
ど
に
伴
っ
て
、
子
持
勾
玉
や
鉄
刀
を
供
献
し
た
飛
鳥
時

代
の
珍
し
い
祭
祀
遺
構
や
、
円
筒
埴
輪
を
有
す
る
直
径
一
〇
か
ら
一
五
メ
ー
ト
ル
程
度
の
円
墳
群
（
三
条
岡
山
古
墳
群
）
が
見
出
さ

れ
た
。
三
条
岡
山
古
墳
群
は
木
棺
直
葬
墳
の
可
能
性
が
あ
り
、
横
穴
式
石
室
を
も
つ
三
条
古
墳
群
・
城
山
古
墳
群
へ
の
変
遷
が
う
か

が
わ
れ
る
。
な
お
、
扇
状
地
上
の
寺
田
遺
跡
や
月
若
遺
跡
な
ど
で
は
古
墳
時
代
前
期
に
遡
り
得
る
埴
輪
・
管
玉
の
出
土
が
知
ら
れ
て

い
る
の
で
、
丘
陵
部
分
や
扇
状
地
上
に
こ
の
時
期
の
古
墳
が
営
ま
れ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ご
く
最
近
で
は
、
月
若

7-16　事前発掘調査の一例（水車場跡）

五
三
二

第
七
章

文
化
政
策
の
深
ま
り　

文
化
活
動
の
高
ま
り



遺
跡
か
ら
大
変
珍
し
い
小
銅
鐸

が
み
つ
か
っ
た
（
7
‐
19
）。

　

市
域
東
部
の
翠
ケ
丘
丘
陵
に

は
、
元
塚
や
う
の
塚
、
鞍
塚
と

い
っ
た
塚
や
古
墳
の
伝
承
を
持

つ
遺
跡
が
点
在
し
て
い
た
が
、

こ
れ
ら
も
近
年
の
再
開
発
に

よ
っ
て
相
次
い
で
発
掘
調
査
の

対
象
と
な
っ
た
。
元
塚
は
、
本

来
中
世
に
築
か
れ
た
塚
で
あ
っ
た
が
荒
廃
が
進
み
、
近
世
に
改
修
さ
れ
た
よ
う
す
が
観
察
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
ほ
か
の
塚
伝
承
を

持
つ
も
の
に
つ
い
て
も
、
そ
の
多
く
が
古
墳
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
一
方
で
、
宅
地
化
し
た
ま
ち
な
み
の

下
に
古
墳
の
痕
跡
が
埋
没
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
化
し
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
金
津
山
古
墳
を
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
金
津
山
古
墳
は
従
来
、
大
形
の
円
墳
と
認
識
さ
れ
て
き
た
が
、
周
濠
の
検
出
状
況
か
ら
、
短
い
前
方
部
を
持
つ
墳
丘
長

五
五
メ
ー
ト
ル
の
帆
立
貝
形
の
古
墳
で
あ
り
、
し
か
も
二
重
周
濠
を
伴
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
昭
和
六
十
一
（
一
九
八
六
）
年
に

は
、
金
津
山
古
墳
の
西
方
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
で
、
円
筒
埴
輪
、
人
物
埴
輪
、
赤
・
白
・
緑
の
顔
料
の
塗
布
さ
れ
た
形
象
埴
輪
（
靫
・

家
な
ど
）、
葺
石
を
有
す
る
古
墳
の
濠
が
新
た
に
見
つ
か
り
、
打
出
小
槌
古
墳
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
古
墳
は
、
た
び
重
な
る
調

（上）7-17　旭塚古墳実測図
（下）7-18　旭塚古墳（梅原章一氏撮影）
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査
に
よ
っ
て
、
金
津
山
古
墳
よ
り
大
き
い
前
方
後
円
墳
で
あ
る
可
能
性
が
強
ま
っ

た
。
ち
な
み
に
、
出
土
し
た
埴
輪
や
須
恵
器
か
ら
、
五
世
紀
代
後
半
頃
に
、
金
津

山
古
墳
、
つ
い
で
打
出
小
槌
古
墳
が
築
造
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
、

若
宮
遺
跡
各
所
で
円
筒
埴
輪
や
形
象
埴
輪
が
出
土
す
る
な
ど
、
古
墳
群
の
存
在
が

推
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
芦
屋
川
扇
状
地
に
位
置
す
る
業
平
遺
跡
に
お
い
て
、

初
期
の
横
穴
式
石
室
を
主
体
部
と
す
る
円
墳
（
業
平
一
号
墳
）
が
発
見
さ
れ
る
な

ど
、
宅
地
化
・
都
市
化
が
完
了
し
た
場
所
に
お
い
て
、
多
く
の
古
墳
が
眠
っ
て
い

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
古
墳
や
古
墓
の
調
査
が
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

の
土
地
の
開
発
や
経
営
を
主
導
し
て
き
た
古
代
の
豪
族
た
ち
の
出
自
や
系
譜
を
掌
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
縄
文
・
弥
生
時
代

を
担
っ
た
人
々
と
奈
良
・
平
安
時
代
に
活
躍
し
た
氏
族
の
間
を
繋
ぐ
歴
史
を
、
徐
々
に
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。

　

古
代
菟
原
郡
中
枢
地
と
し
て
の
葦
屋　
　

埋
蔵
文
化
財
調
査
の
七
割
近
く
が
芦
屋
川
右
岸
域
で
行
な
わ
れ
て
き
た
。
昭
和
五
十
年

代
半
ば
頃
よ
り
、
バ
ブ
ル
経
済
期
を
は
さ
ん
で
調
査
対
象
が
急
速
に
平
野
部
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
が
、
こ
の
地
域
で
は
特
に
古
代

遺
跡
の
成
果
が
特
筆
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
地
域
の
歴
史
像
を
根
底
か
ら
塗
り
替
え
る
よ
う
な
発
見
が
相
次
い
だ
。

　

寺
田
遺
跡
で
は
、
そ
の
西
部
の
一
角
で
園
池
状
の
遺
構
が
見
出
だ
さ
れ
、
出
土
し
た
須
恵
器
に
は
、
郡
司
層
の
往
来
を
示
唆
す

7-19　小銅鐸（梅原章一氏撮影）
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る
「
大か

み領
」、「
少す

け領
」
の
墨
書
が
発
見
さ
れ
た
。
長
官
・
次
官

ク
ラ
ス
の
文
字
史
料
が
県
下
で
初
め
て
同
一
地
点
か
ら
確
認

さ
れ
た
意
義
は
大
き
い
。
高
燥
な
扇
状
地
面
に
は
規
則
的
な
掘

立
柱
建
物
が
東
西
に
連
接
し
て
立
ち
並
び
、
大
規
模
な
古
代
集

落
が
一
部
官
衙
施
設
を
併
存
さ
せ
る
姿
で
垣
間
見
え
る
。
そ
の

北
方
、
三
条
九
ノ
坪
遺
跡
で
は
、
流
路
か
ら
「
壬じ

ん
し子
三
年
」
と

記
さ
れ
た
干か

ん
し支
年
銘
の
木
簡
（
7
‐
20
）
が
初
め
て
出
土
し
、

日
本
で
も
最
古
級
の
史
料
と
し
て
注
目
さ
れ
た
。
想
定
さ
れ
る

六
五
二
年
と
い
う
暦
年
代
は
、
前
期
難
波
宮
、
難
波
長
柄
豊
崎
宮
の
造
営
時
期
と
同
年
で
あ
り
、
当
時
、
先
進
的
で
あ
っ
た
文
章
行

政
の
一
端
が
知
ら
れ
た
。

　

芦
屋
廃
寺
遺
跡
で
は
、
寺
域
中
枢
が
掌
握
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
第
六
十
二
地
点
の
調
査
で
は
、
基
壇
の
一
部
と
推
定
さ
れ
る

増專磚を

多
用
し
た
遺
構
と
大
量
の
屋
瓦
、
前
身
の
掘
立
柱
建
物
な
ど
も
み
つ
か
っ
た
。
創
建
期
の
軒
瓦
は
、
八
弁
複
弁
蓮
華
文
軒
丸
瓦
と
組

み
合
う
忍
冬
唐
草
文
軒
平
瓦
が
初
め
て
確
認
さ
れ
、
同
時
期
の
調
査
に
よ
り
古
い
高
句
麗
系
軒
丸
瓦
も
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

初
現
期
の
瓦
類
は
七
世
紀
後
半
か
ら
末
の
年
代
を
示
し
、
そ
の
後
の
調
査
で
月
若
遺
跡
や
寺
田
遺
跡
な
ど
広
範
囲
に
分
布
す
る
こ
と

も
追
認
で
き
、
逆
に
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

芦
屋
廃
寺
の
伽
藍
の
完
成
ま
で
に
は
数
十
年
が
費
や
さ
れ
た
と
み
ら
れ
、
八
世
紀
前
半
か
ら
中
頃
に
一
つ
の
エ
ポ
ッ
ク
が
認
め
ら

7-20　三条九ノ坪遺跡出土の木簡
（出典）「兵庫県文化財調査報告書」
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れ
る
（
7
‐
21
）。
七
三
〇
か
ら
七
四
〇
年
頃
の
供
膳
具
を
中
心
と
す
る
土
器

群
が
一
括
投
棄
さ
れ
て
い
た
第
七
十
五
地
点
で
は
、「
寺
」
を
ス
タ
ン
プ
し
た

鉄
鉢
形
土
器
を
は
じ
め
、
多
量
の
灯
火
具
が
出
土
し
た
。
こ
の
時
期
の
瓦
は

北
方
、
東
方
と
分
布
範
囲
を
広
げ
て
お
り
、
寺
域
の
整
備
と
主
要
堂
宇
の
建

立
が
充
足
さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
す
が
う
か
が
え
よ
う
。

　

想
像
以
上
の
古
代
遺
跡
の
発
見
は
、
令
制
下
の
摂
津
国
菟
原
郡
に
お
け
る

芦
屋
地
域
の
果
た
し
た
中
心
的
な
役
割
を
一
層
鮮
明
な
も
の
と
し
た
。
古
代

山
陽
道
の
摂
津
地
方
の
拠
点
と
い
え
る
葦
屋
驛
家
、
郡
を
代
表
す
る
芦
屋
廃

寺
、
初
期
郡
衙
の
候
補
の
地
と
言
う
べ
き
寺
田
遺
跡
や
月
若
遺
跡
の
動
向
、

津
へ
至
る
南
北
津
路
の
想
定
、
津
知
遺
跡
の
大
型
建
物
群
や
関
連
し
て
近
傍

に
所
在
す
る
深
江
北
町
遺
跡
（
神
戸
市
東
灘
区
）
な
ど
の
津
の
管
理
や
駅
路
経
営
に
関
わ
る
駅
戸
集
落
の
存
在
が
浮
上
す
る
な
ど
、

有
機
的
な
遺
跡
群
を
包
括
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
「
官
衙
ブ
ロ
ッ
ク
」
の
形
成
が
判
明
し
た
意
義
が
あ
ろ
う
。　

　

東
六
甲
の
大
坂
城
石
切
場　
　

特
別
史
跡
と
な
っ
て
い
る
大
阪
城
は
、
江
戸
時
代
初
頭
に
徳
川
家
に
よ
っ
て
再
築
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
石
垣
普
請
は
、
当
時
の
城
郭
建
築
の
粋
を
き
わ
め
た
技
術
を
駆
使
し
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
み
ご
と
な
高
石
垣
に

感
嘆
す
る
。

　

こ
の
石
垣
の
構
築
は
、
豊
臣
恩
顧
の
大
名
を
中
心
に
西
国
六
四
家
の
諸
大
名
を
動
員
し
、
三
期
十
年
の
歳
月
を
か
け
て
築
か
れ
た

7-21　芦屋廃寺創建期の軒瓦
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天
下
普
請
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
使
用
さ
れ
た
石
材
は
、
遠
く
北
部
九
州
か
ら
、
瀬
戸
内
海
の
沿
岸
と
島
々
、
東
六
甲
・
生
駒
・

笠
置
・
加
茂
、
さ
ら
に
は
二
条
城
、
伏
見
城
の
転
用
石
材
な
ど
各
所
か
ら
集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
総
数
は
一
〇
〇
万
個
と
推
算

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
石
垣
の
大
半
を
占
め
る
築
石
（
平
石
）
部
分
の
用
材
を
中
心
に
、
三
分
の
一
程
度
が
東
六
甲
の
各
地
か
ら

供
給
さ
れ
た
。

　

東
六
甲
の
石
切
場
は
、
神
戸
市
か
ら
芦
屋
市
・
西
宮
市
に
か
け
て
分
布
し
、

東
西
六
・
五
キ
ロ
に
及
ぶ
。
良
質
な
花
崗
岩
の
産
出
地
を
選
ん
だ
も
の
で
あ

り
、
海
路
大
坂
城
ま
で
約
二
〇
キ
ロ
の
至
近
地
と
い
う
立
地
条
件
か
ら
、
数
あ

る
採
石
場
の
な
か
で
も
突
出
し
た
石
材
供
給
率
を
誇
っ
て
い
る
。

　

こ
の
石
切
場
の
調
査
・
研
究
の
沿
革
は
、『
新
修
芦
屋
市
史
』
本
篇
に
詳
し
く

叙
述
し
た
が
、
昭
和
四
十
三
（
一
九
六
八
）
年
か
ら
の
芦
の
芽
グ
ル
ー
プ
に
よ

る
分
布
調
査
が
大
き
な
基
盤
を
な
し
て
い
る
。
今
日
周
知
さ
れ
た
遺
跡
と
も

な
っ
て
い
る
各
「
刻
印
群
」（
7
‐
22
）
は
、
全
国
的
に
も
ユ
ニ
ー
ク
な
と
ら
え

方
の
一
つ
と
い
え
、
刻
印
を
歴
史
資
料
と
し
て
根
幹
に
す
え
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
後
の
保
存
と
活
用
で
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
民
間
調
査
の
蓄
積
を
受
け
た
本
市
教
育
委
員
会
は
、
昭
和

五
十
四
年
に
国
庫
補
助
事
業
に
よ
る
分
布
調
査
を
行
な
い
、
刻
印
石
を
文
化
財

7-22　岩ケ平の刻印石
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保
護
の
対
象
と
し
て
取
り
扱
い
を
進
め
て
き
た
。
昭
和
五
十
五
年
に
公
刊
さ
れ
た
遺
跡
分
布
地
図
に
は
、
刻
印
石
の
位
置
が
詳
し
く

登
載
さ
れ
て
お
り
、
文
化
財
保
護
行
政
に
お
け
る
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
昭
和
五
十
年
代
・
六
十
年
代

で
は
、
採
石
場
単
体
と
し
て
事
前
発
掘
調
査
を
実
施
す
る
に
は
至
ら
ず
、
古
墳
の
調
査
に
付
随
し
て
、
よ
う
や
く
土
中
の
埋
没
石
材

を
確
認
で
き
る
段
階
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
間
、
特
記
す
べ
き
こ
と
が
ら
と
し
て
、
昭
和
六
十
三
年
に
、
山
麓
部
で
は
な
く
海
浜
部
の
呉
川
町
に
て
刻
印
を
伴
う
石
材
が

確
認
さ
れ
た
。
山
麓
部
で
切
り
出
さ
れ
た
石
材
を
海
路
で
運
搬
す
る
際
の
積
出
場
で
あ
り
、
東
六
甲
と
大
坂
城
を
結
ぶ
中
継
地
と
し

て
石
切
丁
場
と
普
請
丁
場
と
を
結
ぶ
貴
重
な
発
見
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　

平
成
に
入
る
と
、
採
石
場
の
調
査
件
数
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
平
成
五

（
一
九
九
三
）
年
度
に
は
芦
屋
市
墓
園
拡
張
工
事
に
伴
う
事
前
調
査
が
実
施
さ
れ
た
。

採
石
遺
構
や
刻
印
石
、
矢
穴
痕
を
持
つ
割
石
を
対
象
と
し
た
記
録
保
存
に
加
え
、
石

材
の
移
築
保
存
を
前
提
と
し
た
発
掘
調
査
が
ひ
き
続
き
進
め
ら
れ
た
。
平
成
八
年
度

か
ら
は
、
国
庫
補
助
事
業
と
し
て
採
石
場
対
象
の
発
掘
調
査
も
随
時
実
施
さ
れ
た
。

民
間
の
分
布
調
査
の
継
続
と
宅
地
開
発
に
伴
う
事
前
調
査
が
ほ
ぼ
網
羅
的
に
行
な
わ

れ
た
結
果
、
岩
ケ
平
刻
印
群
に
お
い
て
は
、
採
石
大
名
の
丁
場
割
が
推
定
さ
れ
る
ま

で
の
成
果
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
平
成
十
三
年
度
や
平
成
十
六
年
度
に
は
、
山
麓

部
の
開
発
に
呼
応
す
る
大
規
模
調
査
が
実
施
さ
れ
（
7
‐
23
）、
採
石
活
動
に
携
わ
っ

7-23　岩園町の石切場の調査現場
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た
石
工
の
建
物
跡
、
道
具
の
修
繕
・
加
工
を
推
測
さ
せ
る
鍛
冶
遺
構
の
検
出
に
加
え
、
立
地
や
地
形
環
境
に
よ
っ
て
違
い
を
み
せ
る

類
型
別
の
占
有
丁
場
の
あ
り
方
な
ど
、
総
合
的
な
視
点
を
生
み
出
す
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。

　

本
市
教
育
委
員
会
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
あ
ゆ
み
や
数
多
く
の
調
査
成
果
を
『
発
掘
調
査
報
告
書
』
と
し
て
著
し
、
一
方
で
は
、
大

阪
城
天
守
閣
・
大
阪
歴
史
学
会
・
読
売
新
聞
大
阪
本
社
な
ど
と
共
同
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
き
、
成
果
書
を
作
成
す
る
な
ど
普
及
・

啓
発
に
も
努
め
て
い
る
。

　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
よ
る
文
化
財
の
被
害
と
埋
蔵
文
化
財
の
復
興
調
査　
　

平
成
七
（
一
九
九
五
）
年
一
月
十
七
日
未
明
に
起

こ
っ
た
阪
神
・
淡
路
大
震
災
は
、
建
物
や
道
路
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
に
壊
滅
的
な
被
害
を
及
ぼ
し
、
多
く
の
市
民
の
犠
牲
者
が
出
る
と

と
も
に
長
年
守
ら
れ
て
き
た
文
化
財
に
も
甚
大
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
。
そ
の
直
後
に
は
、
歴
史
的
建
造
物
や
指
定
文
化
財
、
土
器

な
ど
の
出
土
品
の
破
損
を
は
じ
め
、
被
害
情
況
の
全
般
が
把
握
さ
れ
た
。
国
指
定
重
要
文
化
財
の
旧
山
邑
家
住
宅
（
淀
川
製
鋼
迎
賓

館
）
は
一
部
損
壊
し
、
市
指
定
文
化
財
の
小
阪
家
住
宅
は
全
壊
し
た
。
こ
れ
ら
指
定
物
件
以
外
で
も
、
各
所
で
数
多
く
の
歴
史
的
建

造
物
が
倒
壊
し
、
本
市
の
歴
史
的
景
観
を
担
っ
て
き
た
多
く
の
文
化
遺
産
が
一
挙
に
消
滅
し
た
。
そ
の
後
、
旧
山
邑
家
住
宅
に
つ
い

て
は
平
成
七
年
六
月
か
ら
平
成
十
年
三
月
に
か
け
て
修
理
工
事
が
実
施
さ
れ
、
平
成
十
年
五
月
に
よ
う
や
く
一
般
公
開
が
再
開
さ
れ

る
に
至
っ
た
。
ま
た
、
全
壊
し
た
小
阪
家
住
宅
は
、
平
成
八
年
度
に
移
築
保
存
が
で
き
る
よ
う
解
体
調
査
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
部
材

は
、
再
建
を
目
的
に
市
に
よ
っ
て
保
管
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
激
震
に
よ
っ
て
数
多
く
の
有
形
文
化
財
に
直
接
的
な
被
害
が
及
ん
だ
の
に
対
し
て
、
埋
蔵
文
化
財
は
、
展
示
品
の
損

壊
や
整
理
箱
の
倒
壊
、
混
乱
、
破
損
を
除
く
と
、
大
き
な
被
害
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
埋
蔵
文
化
財
が
包
蔵
さ
れ
る
周
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知
の
遺
跡
の
範
囲
内
で
は
、
多
く
の
建
物
が
倒
壊
し
、
ま
た
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
と
な
る
道
路
や
さ
ま
ざ
ま
な
埋
設
管
が
寸
断
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
ら
の
復
旧
や
復
興
に
伴
う
土
木
・
建
設
工
事
に
よ
っ
て
埋
蔵
文
化
財
が
急
速
に
損
壊
を
受
け
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
た
。

緊
急
事
態
に
あ
っ
て
は
、
文
化
財
保
護
法
に
基
づ
き
平
常
時
に
実
施
し
て
き
た
工
事
着
手
前
の
発
掘
調
査
が
被
災
し
た
市
民
の
生
活

の
迅
速
な
復
旧
・
復
興
の
障
壁
に
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
、
そ
の
対
応
は
、
本
市
に
と
っ
て
深
刻
な
課
題
と
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
文
化
庁
に
よ
る
平
成
七
年
二
月
二
十
三
日
付
の
「
復
旧
工
事
に
係
る
埋
蔵
文
化
財
の
当
面
の
取
り
扱
い
に

つ
い
て
」（
文
化
庁
次
長
通
知
）
に
基
づ
き
、
同
年
五
月
末
ま
で
に
着
工
す
る
震
災
に
伴
う
復
旧
工
事
に
対
し
て
、
文
化
財
保
護
法
に

基
づ
く
届
出
お
よ
び
通
知
を
要
し
な
い
取
り
扱
い
を
定
め
る
運
用
上
の
軽
減
措
置
が
ま
ず
と
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
平
成
七
年
三
月

二
十
九
日
付
の
「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
復
旧
・
復
興
事
業
に
伴
う
埋
蔵
文
化
財
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
基
本
方
針
に
つ
い
て
」（
文

化
庁
次
長
通
知
）
で
は
、
復
旧
・
復
興
事
業
の
円
滑
な
推
進
と
埋
蔵
文
化
財
保
護
と
の
整
合
性
が
示
さ
れ
、
そ
の
適
用
期
間
を
平
成

七
年
六
月
一
日
か
ら
平
成
十
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
三
年
間
と
定
め
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
被
災
地
の
復
興
の
進
捗
情
況
が
勘
案
さ

れ
、
適
用
期
間
を
二
年
間
延
長
す
る
措
置
が
採
ら
れ
た
。

　

県
教
育
委
員
会
は
、
こ
の
通
知
に
基
づ
き
適
用
要
領
を
整
備
し
、
さ
ら
に
取
り
扱
い
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
県
お
よ
び
関
係
市
町
と
の
協

議
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
地
下
に
埋
蔵
文
化
財
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
て
も
、
工
事
掘
削
深
度
が
浅
く
、
埋
蔵

文
化
財
が
直
接
損
壊
し
な
い
場
合
に
は
、
発
掘
調
査
を
不
要
と
す
る
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
そ
の
結
果
、
埋
蔵
文
化
財
の
取
り
扱

い
は
大
き
く
軽
減
さ
れ
、
調
査
期
間
を
短
縮
し
、
調
査
件
数
を
減
少
さ
せ
る
の
に
有
効
な
も
の
と
な
っ
た
。

　

発
掘
調
査
に
伴
う
費
用
に
つ
い
て
は
、
通
常
は
、
事
業
者
に
よ
る
負
担
が
原
則
で
、
発
掘
届
出
者
が
個
人
の
場
合
の
み
国
庫
補
助
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事
業
の
対
象
と
な
り
、
公
費
負
担
を
適
用
し
て
い
た
。
し
か
し
、
震
災
復
興
調
査
で
は
、
中
・
小
企
業
が
建
設
す
る
共
同
住
宅
な
ど

も
被
災
者
の
住
宅
対
策
と
み
な
し
、
そ
の
建
設
に
つ
い
て
も
国
庫
補
助
事
業
と
し
て
適
用
し
、
調
査
費
は
、
公
費
負
担
で
対
応
す
る

こ
と
と
し
た
。
さ
ら
に
、
震
災
復
興
調
査
を
担
当
す
る
専
門
職
員
の
不
足
も
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
自
治
省

と
文
化
庁
が
各
自
治
体
と
の
調
整
を
図
り
、
各
府
県
・
政
令
市
か
ら
兵
庫
県
に
埋
蔵
文
化
財
の
専
門
職
員
が
多
数
派
遣
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
本
市
で
対
応
で
き
な
い
発
掘
調
査
に
つ
い
て
は
、
随
時
、
県
教
育
委
員
会
に
派
遣
職
員
の
支
援
を
依
頼
し
、

市
内
に
お
け
る
発
掘
調
査
を
迅
速
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
な
お
、
本
市
の
調
査
を
支
援
し
た
派
遣
職
員
は
、
平
成
七
年
度
に

八
府
県
一
一
名
、
平
成
八
年
度
に
二
三
府
県
二
市
五
七
名
、
平
成
九
年
度
に
は
九
府
県
一
一
名
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
平
成
九
年

と
十
年
の
二
年
間
は
、
全
国
か
ら
の
支
援
は
終
了
し
た
が
、
県
教
育
委
員
会
の
専
門
職
員
に
よ
る
支
援
を
引
き
続
き
受
け
、
五
年
間

に
わ
た
る
震
災
復
興
調
査
を
乗
り
切
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
抜
本
的
な
方
針
を
示
し
、
財
源
・
人
員
が
確
保
さ
れ
、
実
際
に
発
掘
調
査
を
実
施
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
る
な

か
、
本
市
に
お
け
る
震
災
後
の
発
掘
調
査
に
つ
い
て
は
、
平
成
七
年
六
月
に
よ
う
や
く
工
事
に
伴
う
確
認
調
査
が
実
施
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
十
月
に
入
る
と
本
格
的
な
発
掘
調
査
が
実
施
さ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
平
成
十
一
年
度
ま
で
の
五
年
間
で
、

本
発
掘
調
査
は
九
三
件
実
施
さ
れ
、
調
査
面
積
は
お
そ
ら
く
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　

震
災
後
し
ば
ら
く
は
、
住
宅
の
復
興
に
伴
う
調
査
が
大
半
を
占
め
た
が
、
平
成
八
年
度
の
末
頃
か
ら
、
若
宮
地
区
住
環
境
整
備
事

業
や
芦
屋
西
部
第
一
地
区
お
よ
び
第
二
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
、
都
市
計
画
道
路
山
手
幹
線
街
路
事
業
な
ど
の
大
型
公
共
事
業
に

伴
う
調
査
が
動
き
出
し
た
。
こ
れ
ら
の
事
業
は
数
か
年
の
長
期
に
わ
た
り
、
そ
の
間
、
本
市
教
育
委
員
会
が
調
査
主
体
と
な
っ
て
、
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随
時
発
掘
調
査
を
実
施
し
た
。
な
お
、
山
手
幹
線
街
路
事
業
に
つ
い
て
は
、
調
査
量
の
多

さ
か
ら
本
市
の
調
査
体
制
で
対
応
す
る
の
は
非
常
に
困
難
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
と
、
広
域

的
な
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
計
画
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
経
緯
も
あ
っ
て
、
当
該
事
業

に
伴
う
発
掘
調
査
を
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
自
治
体
間
の
一
部
事
務
委
任
と
し
て
位
置
づ

け
、
調
査
主
体
を
芦
屋
市
教
育
委
員
会
と
し
、
調
査
機
関
と
し
て
神
戸
市
教
育
委
員
会

が
、
平
成
十
二
か
ら
十
八
年
の
間
、
発
掘
調
査
を
行
な
う
方
針
を
と
っ
た
。

　

震
災
復
興
調
査
の
成
果
は
、
で
き
る
だ
け
現
地
説
明
会
（
7
‐
24
）
を
開
催
し
、
市
民

に
公
開
し
た
。
さ
ら
に
、
平
成
九
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
十
二
月
十
日
を
会
期
と
し
て
、

市
民
セ
ン
タ
ー
展
示
場
に
お
い
て
、「
最
新
発
掘
！
考
古
学
か
ら
み
た
芦
屋
展
―
'95
～
'97
震

災
復
興
調
査
の
成
果
―
」
を
開
催
し
、
三
か
年
の
震
災
復
興
調
査
で
出
土
し
た
資
料
を
速
報
的
に
市
民
に
公
開
し
、
調
査
の
意
義
な

ど
普
及
啓
発
に
努
め
た
。

　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
は
、
戦
後
の
文
化
財
保
護
行
政
に
と
っ
て
も
全
く
未
経
験
の
被
害
に
直
面
し
た
が
、
本
市
は
未
曾
有
の
災
害

に
見
舞
わ
れ
た
深
刻
な
状
況
に
お
い
て
も
、
こ
の
土
地
に
根
づ
い
た
歴
史
や
文
化
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
証
人
と
な
る
歴
史
文

化
遺
産
を
後
世
に
少
し
で
も
残
し
、
伝
え
る
た
め
尽
力
し
た
の
で
あ
る
。

　

会
下
山
遺
跡
の
国
史
跡
指
定
を
め
ざ
し
て　
　

近
年
の
大
き
な
動
き
の
一
つ
に
、
県
史
跡
の
会
下
山
遺
跡
に
再
び
焦
点
を
あ
て
、

国
史
跡
指
定
に
向
け
て
の
事
業
を
推
進
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
会
下
山
遺
跡
は
、
三
条
町
に
所
在
す
る
弥
生
時
代
の
高
地
性

7-24　現地説明会
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集
落
と
し
て
全
国
的
に
知
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
。
昭
和
二
十
九
（
一
九
五
四
）
年
、
市
立
山
手
中
学
校
が
裏
山
に
あ
た
る
会
下
山
に

植
物
実
習
園
を
整
備
し
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
作
業
を
担
っ
た
中
学
生
が
発
見
し
た
。
そ
の
後
、
昭
和
三
十
一
年
に
は
、
遺
跡
の

内
容
を
解
明
す
る
た
め
、
市
教
育
委
員
会
が
調
査
主
体
と
な
っ
て
発
掘
調
査
を
実
施
し
、
以
後
、
昭
和
三
十
六
年
ま
で
に
六
次
の
発

掘
調
査
を
行
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
調
査
は
、
本
市
に
お
け
る
初
め
て
の
埋
蔵
文
化
財
調
査
で
あ
り
、
今
日
ま
で
行
な
わ
れ
て
き
た
本

市
の
数
多
く
の
発
掘
調
査
の
原
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
竪
穴
住
居
跡
や
祭
祀
場
跡
を
は
じ
め
、
弥
生
時
代
の
集
落
を

構
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
遺
構
に
恵
ま
れ
、
土
器
や
石
器
、
鉄
器
、
青
銅
器
な
ど
の
遺
物
も
数
多
く
出
土
し
た
。
水
稲
耕
作

を
主
た
る
生
業
と
し
て
い
た
弥
生
文
化
の
時
代
に
お
い
て
山
に
立
地
す
る
集
落
の
存

在
は
、
そ
れ
ま
で
に
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
眺
望
が
良
好
な
立
地
と
合
わ
せ

て
、
典
型
を
な
す
高
地
性
集
落
と
し
て
、
そ
の
後
の
歴
史
学
界
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
。
昭
和
三
十
五
年
に
は
、
こ
れ
ら
本
遺
跡
の
学
術
的
価
値
が
評
価
さ
れ
、
県
史

跡
第
一
号
に
指
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
発
掘
調
査
に
は
山
手
中
学
校
の
生
徒
も
主
力
と

な
っ
て
参
加
し
た
が
、
彼
ら
は
そ
の
後
地
域
の
文
化
財
を
調
査
・
研
究
し
、
保
護
す

る
青
少
年
団
体
と
し
て
「
芦
の
芽
グ
ル
ー
プ
」
を
結
成
し
、
本
市
の
文
化
財
の
保
護

に
協
力
し
た
。

　

発
掘
さ
れ
た
遺
構
は
、
歴
史
教
材
園
（
7
‐
25
）
と
し
て
整
備
さ
れ
、
多
く
の
市

民
や
登
山
者
の
憩
い
の
場
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
た
。
な
お
、
昭
和
五
十
年
か
ら

7-25　会下山遺跡の現状
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は
、
芦
屋
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
を
中
心
と
す
る
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
っ
て
、
毎
年
欠
か
さ
ず
、
草
刈
が
行
な
わ
れ
、
今
日
に

至
っ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

　

歳
月
が
経
過
し
、
最
初
の
発
掘
調
査
か
ら
ち
ょ
う
ど
五
十
年
目
に
あ
た
る
平
成
十
八
（
二
〇
〇
六
）
年
に
は
、
そ
の
半
世
紀
の
歩

み
を
記
念
し
て
、「
会
下
山
か
ら
邪
馬
台
国
へ
―
高
地
性
集
落
の
謎
と
激
動
の
弥
生
社
会
―
」
と
題
し
た
歴
史
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
芦
屋
ル

ナ
・
ホ
ー
ル
に
お
い
て
開
催
し
、
七
〇
〇
名
を
超
え
る
市
民
が
参
加
す
る
盛
況
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
気
運
を
受
け
て
、
国
史
跡
指

定
に
向
け
た
動
き
が
始
ま
っ
た
と
い
え
る
。

　

具
体
的
な
取
り
組
み
を
整
理
す
る
と
、
遺
跡
の
分
布
範
囲
と
内
容
に
つ
い
て
、
現
在
の
学
問
的
水
準
で
再
検
証
す
る
た
め
に
調
査

指
導
委
員
会
を
設
置
し
、
平
成
十
九
か
ら
二
十
一
年
度
に
わ
た
り
三
次
の
発
掘
調
査
を
実
施
し
た
。
調
査
は
、
ト
レ
ン
チ
と
呼
ば
れ

る
小
規
模
な
試
掘
坑
を
設
け
、
遺
跡
全
体
の
様
相
を
把
握
す
る
方
法
を
と
っ
た
が
、
そ
の
結
果
、
そ
れ
ま
で
遺
跡
の
分
布
範
囲
と
考

え
ら
れ
て
き
た
山
頂
や
尾
根
部
に
限
ら
ず
、
山
腹
斜
面
か
ら
も
遺
構
や
遺
物
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
調
査
成
果
に
よ
っ
て
、
本

遺
跡
が
昭
和
三
十
年
代
に
想
定
さ
れ
た
よ
う
な
狭
い
瘠
せ
尾
根
上
に
竪
穴
住
居
が
数
棟
営
ま
れ
た
小
規
模
な
集
落
で
は
な
く
、
尾
根

筋
の
縁
辺
や
斜
面
、
山
裾
の
緩
傾
斜
地
に
ま
で
広
が
る
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
営
ま
れ
た
大
型
の
集
落
と
い
う
見
直
し
が
行
な
わ
れ

た
意
義
は
大
き
い
。

　

本
市
で
は
、
こ
の
新
知
見
に
基
づ
き
本
遺
跡
の
学
術
的
価
値
を
改
め
て
評
価
し
、
国
史
跡
の
指
定
に
向
け
て
平
成
二
十
二
年
七
月

に
文
部
科
学
大
臣
に
宛
て
て
意
見
具
申
書
を
提
出
し
た
。
今
後
、
国
の
文
化
審
議
会
に
よ
る
審
議
が
順
調
に
進
め
ば
、
本
遺
跡
は
平

成
二
十
二
年
度
中
に
国
史
跡
と
し
て
指
定
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
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会
下
山
遺
跡
は
、
本
市
に
お
け
る
埋
蔵
文
化
財
の
調
査
と
保
護
、
そ
し
て
活
用
の
原
点
で
あ
る
。
今
後
、
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
た

あ
か
つ
き
に
は
、
本
市
に
お
け
る
歴
史
文
化
遺
産
の
中
核
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
積
極
的
な
活
用
の
方
策
が
問
わ
れ
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
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第
八
章　

学
校
教
育
の
あ
ゆ
み　

多
面
的
な
取
り
組
み

　
　

第
一
節　

教
育
行
政
の
あ
ゆ
み

一
． 

国
の
指
導
要
領
と
本
市
の
対
応

　

指
導
要
領
の
改
訂　
　

一
九
六
〇
年
代
以
降
、
子
ど
も
た
ち
を
め
ぐ
る
環
境
は
、
大
き
く
変
化
し
た
。
高
度
経
済
成
長
の
影
響
を

受
け
、
都
市
化
が
進
行
し
、
地
域
社
会
の
変
貌
が
進
ん
だ
。
そ
れ
に
伴
い
、
高
等
学
校
や
大
学
へ
の
進
学
率
が
上
昇
し
、
受
験
競
争

の
激
化
を
招
い
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
に
対
応
し
、
文
部
省
（
現
文
部
科
学
省
）
は
、
昭
和
四
十
三
（
一
九
六
八
）
年
に
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
』（
昭

和
四
十
六
年
四
月
施
行
）、
翌
年
に
『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
』（
昭
和
四
十
七
年
四
月
施
行
）、
昭
和
四
十
五
年
に
は
、『
高
等
学
校
学

習
指
導
要
領
』（
昭
和
四
十
八
年
四
月
施
行
）
を
そ
れ
ぞ
れ
改
訂
し
た
。
こ
の
改
訂
は
、
高
度
経
済
成
長
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
系

統
主
義
の
重
視
、
科
学
技
術
教
育
の
さ
ら
な
る
推
進
、
国
際
的
地
位
の
向
上
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
の
過
密
化
と
詰
め
込
み
授
業
を
押
し
進
め
た
た
め
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
る
と
、
授
業
に
つ
い
て
い
け
な
い
子
ど
も
た
ち
が
増
加

す
る
一
方
、
子
ど
も
を
学
習
塾
に
通
わ
せ
る
親
も
急
増
し
た
。

　

ま
た
、
昭
和
五
十
一
年
か
ら
、
中
学
校
を
中
心
に
「
校
内
暴
力
」
が
起
こ
り
、
学
校
が
荒
れ
た
。
そ
の
た
め
、
文
部
省
は
、
昭
和
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五
十
二
年
に
は
、『
小
・
中
学
校
学
習
指
導
要
領
』（
昭
和
五
十
五
・
五
十
六
年
四
月
施
行
）
を
、
昭
和
五
十
三
年
に
は
、『
高
等
学
校
学

習
指
導
要
領
』（
昭
和
五
十
七
年
四
月
施
行
）
を
改
訂
し
た
。
こ
れ
は
、
教
育
内
容
が
高
度
化
し
、
い
わ
ゆ
る
「
お
ち
こ
ぼ
れ
」
問
題

や
、
少
年
非
行
、
校
内
暴
力
、
い
じ
め
な
ど
の
諸
問
題
が
深
刻
化
し
た
た
め
、
教
育
内
容
を
精
選
し
、「
ゆ
と
り
の
時
間
」（
学
校
裁
量

の
時
間
）
を
新
し
く
設
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。
昭
和
五
十
九
年
に
は
、
当
時
の
中
曽
根
康
弘
首
相
の
も
と
、
政
府
は
、
臨
時
教
育
審

議
会
を
設
置
し
た
。
同
審
議
会
は
、
昭
和
六
十
二
年
ま
で
、
四
度
に
わ
た
る
答
申
を
行
な
っ
て
い
る
。

　

二
年
後
の
平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
に
は
、
文
部
省
は
、
臨
時
教
育
審
議
会
の
答
申
を
受
け
て
、
教
育
課
程
審
議
会
に
お
い
て
、

教
育
課
程
の
改
訂
を
行
な
い
、『
小
・
中
・
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
』（
平
成
四
・
五
・
六
年
四
月
施
行
）
の
改
訂
を
そ
れ
ぞ
れ
実
施
し

た
。
な
か
で
も
、
小
学
校
低
学
年
の
「
社
会
科
」
と
「
理
科
」
を
廃
止
し
、「
生
活
科
」
を
新
設
し
、
高
等
学
校
の
「
社
会
科
」
を

「
地
理
歴
史
科
」、「
公
民
科
」
に
再
編
し
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
、
本
市
は
、
昭
和
六
十
三
年
度
か
ら
、「
人
間
尊
重
の
教
育
を
基
盤
と
し
た
生
涯
学
習
の
基
礎
を
培
う
」

基
本
方
針
を
示
し
、
学
校
教
育
の
充
実
を
図
る
た
め
、
⑴
学
び
続
け
る
人
間
の
育
成
、
⑵
共
に
生
き
る
人
聞
の
育
成
、
⑶
心
豊
か
な

人
聞
の
育
成
、
⑷
健
や
か
な
人
間
の
育
成
、
⑸
温
か
み
の
あ
る
人
間
の
育
成
を
基
本
目
標
と
設
定
し
た
。

　

平
成
七
年
一
月
十
七
日
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
よ
り
、
本
市
の
教
育
は
、
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
た
。
本
市
は
、
震
災
後
の
子

ど
も
た
ち
の
「
心
の
ケ
ア
」
を
中
心
と
し
た
「
新
た
な
防
災
教
育
」
を
展
開
し
、
平
成
八
年
度
を
、「
復
興
元
年
」
と
位
置
づ
け
、

「
二
十
一
世
紀
に
生
き
る
こ
こ
ろ
豊
か
な
人
づ
く
り
」
を
基
本
方
針
と
し
、「
震
災
の
教
訓
を
生
か
し
た
、
こ
こ
ろ
豊
か
な
人
づ
く

り
」
を
サ
ブ
テ
ー
マ
と
し
て
、
⑴
特
色
あ
る
学
校
・
園
づ
く
り
の
推
進
、
⑵
基
礎
的
・
基
本
的
事
項
の
定
着
と
個
性
を
生
か
す
教
育

五
四
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の
推
進
、
⑶
豊
か
な
こ
こ
ろ
を
育
て
共
に
生
き
る
社
会
の
実
現
を
め
ざ
す
教
育
の
推
進
、
⑷
こ
こ
ろ
の
琴
線
に
ふ
れ
る
生
徒
指
導
と

自
己
実
現
を
図
る
進
路
指
導
の
推
進
、
⑸
心
身
と
も
に
た
く
ま
し
く
生
き
抜
く
力
を
育
て
る
体
育
・
ス
ポ
ー
ツ
活
動
及
び
健
康
教
育

の
推
進
、
⑹
社
会
の
変
化
に
対
応
し
た
教
職
員
の
意
識
変
革
と
資
質
の
向
上
の
重
点
課
題
と
し
て
定
め
た
。

　

ま
た
、
平
成
八
年
七
月
に
は
、
臨
時
教
育
審
議
会
以
来
の
教
育
改
革
の
流
れ
を
受
け
継
ぎ
、
中
央
教
育
審
議
会
は
「
二
十
一
世
紀

を
展
望
し
た
我
が
国
の
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
―
子
ど
も
に
「
生
き
る
力
」
と
「
ゆ
と
り
」
を
―
」
を
発
表
し
た
。

　

平
成
九
年
度
、
本
市
は
、
震
災
後
の
復
興
と
再
生
を
め
ざ
す
教
育
活
動
を
展
開
し
、
生
と
死
の
重
み
・
自
然
へ
の
畏
敬
の
念
・
人

と
人
と
の
思
い
や
り
や
助
け
合
い
の
行
動
な
ど
の
「
生
き
る
力
」
を
育
む
教
育
を
大
切
に
し
、
前
年
度
の
基
本
方
針
を
継
承
し
、
サ

ブ
テ
ー
マ
を
「
生
き
る
力
を
は
ぐ
く
む
こ
こ
ろ
豊
か
な
人
づ
く
り
」
と
し
た
。

　

平
成
十
年
、
文
部
省
は
、
教
育
課
程
審
議
会
の
答
申
を
受
け
て
、『
小
・
中
・
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
』（
小
・
中
学
校
は
平
成

十
四
年
、
高
等
学
校
は
平
成
十
五
年
施
行
）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
改
訂
し
た
。

　

本
市
で
も
、
学
校
・
家
庭
・
地
域
社
会
の
三
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
見
直
し
な
が
ら
、
連
携
し
て
展
開
す
る
地
域
に
根
ざ
し
た

特
色
あ
る
教
育
活
動
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
た
。
平
成
十
一
年
度
を
「
特
色
あ
る
教
育
・
元
年
」
と
位
置
づ
け
、「
人
材
バ
ン
ク
づ
く

り
」、「
特
色
あ
る
教
育
・
支
援
プ
ラ
ン
」
を
進
め
た
。

　

平
成
十
二
年
三
月
、
小
渕
恵
三
内
閣
の
私
的
諮
問
機
関
と
し
て
、
教
育
改
革
国
民
会
議
が
設
置
さ
れ
た
。
同
会
議
は
、
十
二
月
に

「
教
育
を
変
え
る
一
七
条
の
提
案
」
を
行
な
っ
た
。
こ
の
提
案
を
受
け
て
、
文
部
科
学
省
は
、「
二
十
一
世
紀
教
育
新
生
プ
ラ
ン
―
レ

イ
ン
ボ
ー
プ
ラ
ン
『
七
つ
の
重
点
戦
略
』」
を
発
表
し
、
教
育
改
革
へ
の
取
り
組
み
の
全
体
像
を
示
し
た
。

五
四
九

第
一
節

教
育
行
政
の
あ
ゆ
み



　

ま
た
、
学
力
低
下
批
判
の
影
響
も
あ
り
、
平
成
十
四
年
に
、
文
部
科
学
省
は
、「
確
か
な
学
力
の
向
上
の
た
め
の
二
〇
〇
二
ア
ピ
ー

ル
『
学
び
の
す
す
め
』」
を
示
し
た
。
こ
こ
で
は
、「
心
の
教
育
」
の
充
実
と
「
確
か
な
学
力
」
の
向
上
が
教
育
改
革
の
重
要
な
ポ
イ

ン
ト
で
あ
り
、
現
今
の
学
校
教
育
の
大
き
な
課
題
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
『
小
・
中
学
校
学
習
指
導
要
領
』
の
一
部
改
訂
、
翌
年
に

『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
』
の
一
部
改
訂
が
そ
れ
ぞ
れ
行
な
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
平
成
十
五
年
十
二
月
に
は
、
中
央
教
育
審
議
会

答
申
「
初
等
中
等
教
育
に
お
け
る
当
面
の
教
育
課
程
及
び
指
導
の
充
実
・
改
善
方
策
に
つ
い
て
」
を
受
け
、「
確
か
な
学
力
」
の
育
成

を
め
ざ
し
て
『
学
習
指
導
要
領
』
の
一
部
改
正
が
行
な
わ
れ
た
。

　

平
成
十
八
年
、
安
部
晋
三
内
閣
は
、
私
的
諮
問
機
関
と
し
て
「
教
育
再
生
会
議
」
を
設
置
し
、
同
年
十
二
月
に
は
、「
教
育
基
本

法
」
改
正
を
行
な
い
、
翌
年
に
は
、
そ
れ
に
関
連
す
る
教
育
三
法
案
（
学
校
教
育
法
、
地
方
教
育
行
攻
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る

法
律
、
教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
）
の
改
正
を
実
施
し
た
。

　

平
成
二
十
年
に
は
、
福
田
康
夫
内
閣
が
「
教
育
再
生
懇
談
会
」
を
設
置
し
、
携
帯
電
話
持
ち
込
み
禁
止
や
学
校
裏
サ
イ
ト
防
止
な

ど
が
検
討
さ
れ
た
。
ま
た
、
文
部
科
学
省
は
、
同
年
に
『
小
・
中
学
校
学
習
指
導
要
領
』
を
、
平
成
二
十
一
年
に
『
高
等
学
校
学
習

指
導
要
領
』
の
改
訂
を
行
な
っ
た
。

　

本
市
の
教
育
方
針
と
そ
の
特
色　
　

本
市
は
、
国
の
教
育
政
策
と
県
の
教
育
政
策
を
そ
れ
ぞ
れ
鑑
み
つ
つ
、
独
自
の
方
針
に
基
づ

い
て
教
育
行
政
を
行
な
っ
て
い
る
。
戦
後
か
ら
現
在
ま
で
、
教
育
の
目
標
は
大
き
く
変
わ
っ
て
き
た
。
学
習
内
容
に
つ
い
て
は
、
戦

後
か
ら
昭
和
四
十
年
代
前
半
ま
で
は
、
知
識
、
科
学
、
技
術
な
ど
の
体
系
化
さ
れ
た
教
授
内
容
を
、
一
定
の
筋
道
に
従
っ
て
習
得
さ

せ
よ
う
と
す
る
「
系
統
学
習
」
が
重
要
視
さ
れ
、
科
学
技
術
教
育
や
国
際
競
争
力
の
向
上
な
ど
が
め
ざ
さ
れ
た
。
そ
の
後
、「
カ
リ
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キ
ュ
ラ
ム
の
過
密
化
」
な
ど
に
よ
る
落
ち
こ
ぼ
れ
問
題
や
非
行
問
題
な
ど
が
深
刻
化
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
国
の
教
育
方
針
は
系
統

学
習
か
ら
経
験
学
習
の
重
視
へ
と
移
行
し
、「
基
礎
・
基
本
の
定
着
」
や
「
ゆ
と
り
」
の
確
保
へ
と
舵
を
切
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
市
で
は
、
国
の
方
針
を
実
現
す
る
た
め
、
毎
年
度
『
指
導
の
方
針
』
を
策
定
し
、
市
立
学
校
園
に
周
知
を
図
っ
て
い
る
。『
指
導

の
方
針
』
を
追
っ
て
い
く
と
、
国
の
方
針
と
学
習
指
導
要
領
を
実
践
し
、
そ
の
理
念
を
実
現
す
る
た
め
の
具
体
的
な
努
力
が
読
み
取

れ
る
。
昭
和
三
十
年
頃
ま
で
は
、
平
和
教
育
の
推
進
や
民
主
教
育
の
推
進
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
昭
和
三
十
年
代
半
ば

頃
か
ら
は
科
学
技
術
教
育
や
健
康
教
育
に
関
心
が
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
昭
和
四
十
年
代
半
ば
頃
に
は
、
経
済
成
長
に
よ
っ
て

顕
在
化
し
た
健
康
問
題
や
人
権
意
識
を
重
視
し
た
教
育
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

例
え
ば
、
昭
和
四
十
七
年
の
『
指
導
の
方
針
』
に
は
、
主
要
施
策
と
し
て
⑴
同
和
教
育
の
推
進
、
⑵
教
育
内
容
・
教
育
方
法
の
改

善
、
⑶
特
殊
教
育
の
充
実
、
⑷
幼
児
教
育
の
振
興
の
四
つ
が
あ
げ
ら
れ
、
健
康
を
守
り
育
て
る
施
策
と
し
て
⑴
健
康
教
育
の
推
進
、

⑵
学
童
等
の
安
全
と
災
害
防
止
、
⑶
学
校
給
食
の
充
実
、
⑷
社
会
体
育
の
振
興
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（『
教
育
委
員
会
三
十
周
年
記

念
誌
』）。

　

昭
和
六
十
二
年
ま
で
の
臨
時
教
育
審
議
会
答
申
に
掲
げ
ら
れ
た
個
性
重
視
や
生
涯
教
育
へ
の
移
行
と
い
っ
た
課
題
は
、
既
に
本
市

に
お
い
て
先
取
り
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
昭
和
四
十
一
年
度
の
『
指
導
の
方
針
』
で
は
、「
子
ど
も
ひ
と
り
ひ
と
り
の
最
大
限
の
成

長
を
は
か
る
た
め
に
は
（
後
略
）」（『
教
育
委
員
会
二
十
周
年
記
念
誌
』）、
ま
た
昭
和
四
十
三
年
度
で
は
「
ひ
と
り
ひ
と
り
を
生
か

す
教
育
」
と
し
て
「
児
童
生
徒
に
対
す
る
深
い
内
省
的
理
解
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
個
性
能
力
の
伸
長
を
は
か
る
」（『
教
育
委
員
会

二
十
周
年
記
念
誌
』）
な
ど
、
子
ど
も
の
個
性
に
対
す
る
関
心
が
表
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
の
子
ど
も
へ
の
ま
な
ざ
し
や
カ
ウ
ン
セ

五
五
一

第
一
節

教
育
行
政
の
あ
ゆ
み



リ
ン
グ
・
マ
イ
ン
ド
な
ど
の
萌
芽
と
し
て
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

昭
和
六
十
三
年
度
か
ら
は
、「
人
間
尊
重
の
教
育
を
基
盤
と
し
た
生
涯
学
習
の
基
礎
を
培
う
」
を
基
本
方
針
と
し
、
⑴
学
び
続
け
る

人
間
の
育
成
―
自
己
教
育
力
の
確
立
―
、
⑵
共
に
生
き
る
人
間
の
育
成
―
人
間
関
係
の
進
化
―
、
⑶
心
豊
か
な
人
間
の
育
成
―
生
活

文
化
の
向
上
、
⑷
健
や
か
な
人
間
の
育
成
―
体
力
・
気
力
の
充
実
―
、
⑸
温
か
み
の
あ
る
人
間
の
育
成
―
人
権
意
識
の
高
揚
―
の
五

つ
の
基
本
目
標
と
主
な
努
力
事
項
を
設
定
し
た
（『
教
育
委
員
会
四
十
周
年
記
念
誌
』）。
こ
こ
ろ
の
教
育
と
生
涯
学
習
の
重
要
性
を

う
た
う
こ
の
基
本
目
標
は
平
成
に
入
っ
て
か
ら
も
踏
襲
さ
れ
た
。

　

平
成
十
四
年
度
か
ら
順
次
、
実
施
さ
れ
た
学
習
指
導
要
領
改
訂
に
よ
る
教
育
内
容
の
削
減
、
い
わ
ゆ
る
「
ゆ
と
り
教
育
」
や
完
全

学
校
週
五
日
制
の
実
施
な
ど
を
背
景
に
、
子
ど
も
た
ち
の
学
力
低
下
の
議
論
が
起
こ
っ
た
。
児
童
生
徒
が
授
業
を
十
分
に
理
解
し
て

い
な
い
実
態
や
、
い
じ
め
・
不
登
校
な
ど
の
教
育
課
題
が
深
刻
な
状
況
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
学
級
崩
壊
」
も
生
じ
た
。
一
人
ひ
と

り
の
個
性
や
基
礎
学
力
の
向
上
に
向
け
て
、
複
数
担
任
制
・
教
科
担
任
制
・
少
人
数
学
習
指
導
な
ど
、
新
学
習
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し

た
。

　

国
に
お
い
て
は
、
教
育
基
本
法
の
改
正
、
教
育
振
興
基
本
計
画
の
策
定
な
ど
が
行
な
わ
れ
、
小
・
中
学
校
学
習
指
導
要
領
改
訂
が

告
示
さ
れ
、
平
成
二
十
一
年
度
か
ら
の
学
習
指
導
要
領
の
移
行
措
置
と
次
々
に
教
育
改
革
が
進
め
ら
れ
た
。

　

新
学
習
指
導
要
領
で
は
、
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
を
活
用
し
た
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
の
育
成
、
と
り
わ
け
「
言

語
活
動
の
充
実
」、「
理
数
教
育
の
充
実
」
が
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
小
学
校
か
ら
中
学
校
に
つ
な
ぐ
円
滑
な
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
の
構

築
、
新
学
習
シ
ス
テ
ム
の
一
層
の
充
実
が
求
め
ら
れ
た
。

五
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第
二
節　

施
設
整
備
と
予
算

一
． 

市
立
学
校
園
の
整
備

　

新
設
さ
れ
た
学
校
園　
　

昭
和
四
十
年
四
月
の
本
市
の
市
立
学
校
園
は
、
高
等
学
校
一
校
、
中
学
校
二
校
、
小
学
校
四
校
、
幼
稚

園
五
園
で
あ
っ
た
。

　

小
学
校
で
は
、
市
北
部
の
市
街
化
に
伴
い
、
児
童
増
加
に
対
処
す
る
た
め
、
昭
和
四
十
七
年
四
月
に
朝
日
ケ
丘
小
学
校
を
開
設
し

た
。
ま
た
、
山
手
小
学
校
に
お
い
て
も
過
密
状
況
で
あ
っ
た
た
め
、
校
区
審
議
会
か
ら
「
学
校
規
模
を
適
正
化
し
、
教
育
活
動
の
効

率
化
を
高
め
る
た
め
、
山
手
小
学
校
を
分
割
し
、
新
し
い
小
学
校
を
建
設
す
る
こ
と
」
の
答
申
を
受
け
、
昭
和
五
十
三
年
四
月
に
三

条
小
学
校
を
開
設
し
た
。
昭
和
四
十
三
年
か
ら
着
工
し
た
芦
屋
浜
の
埋
立
事
業
に
よ
り
、
芦
屋
浜
シ
ー
サ
イ
ド
タ
ウ
ン
の
完
成
に
伴

い
昭
和
五
十
四
年
四
月
に
潮
見
小
学
校
、
同
中
学
校
、
同
幼
稚
園
を
開
設
し
た
。
昭
和
五
十
七
四
月
に
は
、
精
道
・
宮
川
両
小
学
校

の
過
密
の
解
消
対
策
と
し
て
打
出
浜
小
学
校
、
芦
屋
浜
シ
ー
サ
イ
ド
タ
ウ
ン
内
の
人
口
増
加
へ
の
対
応
策
と
し
て
浜
風
小
学
校
を
開

設
し
た
。

　

幼
稚
園
で
は
、
昭
和
四
十
七
年
に
朝
日
ケ
丘
幼
稚
園
、
昭
和
五
十
年
に
西
山
幼
稚
園
、
昭
和
五
十
一
年
に
伊
勢
幼
稚
園
、
昭
和

五
十
四
年
に
潮
見
幼
稚
園
、
昭
和
五
十
六
年
に
浜
風
幼
稚
園
を
開
設
し
た
。

　

震
災
後
の
平
成
十
一
年
、
山
手
・
三
条
校
区
の
幼
児
・
児
童
数
の
減
少
に
伴
い
、
三
条
小
学
校
を
山
手
小
学
校
に
、
山
手
幼
稚
園

五
五
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を
西
山
幼
稚
園
に
そ
れ
ぞ
れ
統
合
し
た
。
市
立
学
校
園

の
設
置
一
覧
は
8
‐
1
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

施
設
の
整
備　
　

昭
和
四
十
八
年
、
国
道
四
三
号
に

よ
る
騒
音
・
振
動
に
対
処
す
る
た
め
、
精
道
幼
稚
園
園

舎
を
川
西
町
に
建
設
し
、
移
転
し
た
。
ま
た
、
校
舎
の

老
朽
化
に
よ
り
、
平
成
八
年
度
に
宮
川
小
学
校
、
平
成

十
三
年
度
に
岩
園
小
学
校
、
平
成
十
九
年
度
に
精
道
小

学
校
の
校
舎
を
建
て
替
え
た
。
ま
た
、
平
成
十
二
年
度

に
山
手
小
学
校
の
統
合
後
の
新
校
舎
が
完
成
し
た
。

　

旧
耐
震
基
準
で
建
て
ら
れ
た
校
舎
建
物
な
ど
で
、
耐

震
力
が
な
い
建
物
の
耐
震
補
強
工
事
を
行
な
っ
た
。

小
学
校
で
は
、
朝
日
ケ
丘
小
学
校
（
平
成
十
九
～
二
十

年
度
）、
潮
見
小
学
校
（
平
成
二
十
一
～
二
十
二
年

度
）
で
施
工
し
た
。
ま
た
、
中
学
校
で
は
、
山
手
中
学

校
（
平
成
十
三
～
十
五
年
度
）、
精
道
中
学
校
（
平
成

十
九
～
二
十
一
年
度
）、
潮
見
中
学
校
（
平
成
二
十
一

8-1　市立学校園の設置一覧　（資料）教育委員会20・30・40・50周年各記念誌

区　分 名　称 設立年月日 統廃校年月日
高等学校 芦屋高等学校 昭和36年10月21日 平成19年3月31日廃校

中 学 校
精道中学校 昭和22年04月01日
山手中学校 昭和22年04月01日
潮見中学校 昭和54年04月01日

小 学 校

精道小学校 明治05年09月10日
宮川小学校 昭和02年12月01日
山手小学校 昭和08年12月01日
岩園小学校 昭和08年12月23日
朝日ケ丘小学校 昭和47年04月01日
三条小学校 昭和53年04月01日 平成11年4月1日山手小学校に統合
潮見小学校 昭和54年04月01日
打出浜小学校 昭和57年04月01日
浜風小学校 昭和57年04月01日

幼 稚 園

精道幼稚園 明治44年10月01日
宮川幼稚園 昭和09年04月02日
山手幼稚園 昭和09年04月20日 平成11年4月1日西山幼稚園に統合
岩園小学校 昭和09年04月02日
小槌幼稚園 昭和39年04月01日
朝日ケ丘幼稚園 昭和47年04月01日
西山幼稚園 昭和50年04月01日
伊勢幼稚園 昭和51年04月01日
潮見幼稚園 昭和54年04月01日
浜風幼稚園 昭和56年04月01日
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～
二
十
二
年
度
）
で
施
工
し
た
。

二
． 
教
育
予
算
の
推
移

　

8
‐
2
は
昭
和
四
十
年
度
か
ら
五
年
ご
と
に
平
成
二
十
年
度
ま
で
の
教
育
費
の
予
算
額
と
決
算
額
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
（
た
だ

し
、
昭
和
六
十
～
平
成
元
年
度
、
平
成
元
～
五
年
度
の
期
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
年
）。
予
算
・
決
算
は
、
経
常
費
と
、
校
舎
の
建
築

な
ど
投
資
的
経
費
と
し
て
の
臨
時
費
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

昭
和
四
十
年
度　
　

決
算
額
で
み
る
と
（
以
下
同
じ
）、
こ
の
年
は
、
教
育
費
総
額
三
億
六
六
七
〇
万
円
（
一
〇
万
円
未
満
四
捨

五
入
、
以
下
同
じ
）、
そ
の
う
ち
小
学
校
費
は
経
常
費
と
臨
時
費
あ
わ
せ
て
六
〇
二
〇
万
円
で
あ
る
。
こ
の
年
は
、
高
等
学
校
費
が

一
億
一
八
六
〇
万
円
で
総
額
の
三
二
・
三
％
を
占
め
、
総
額
に
占
め
る
割
合
が
最
も
高
く
な
っ
て
い
る
。

　

昭
和
四
十
五
年
度　
　

小
学
校
費
が
三
億
七
六
〇
〇
万
円
、
総
額
の
四
七
・
三
％
で
、
教
育
費
の
費
目
中
、
首
位
を
占
め
て
い

る
。
投
資
的
経
費
で
は
、
総
額
二
億
八
九
六
〇
万
円
の
う
ち
、
二
億
五
三
九
〇
万
円
、
八
七
・
七
％
を
占
め
て
い
る
。
北
部
地
域
の

市
街
化
に
伴
う
児
童
増
加
に
対
処
す
る
た
め
、
朝
日
ケ
丘
小
学
校
の
建
設
に
着
手
、
校
地
造
成
工
事
や
新
校
舎
設
計
の
た
め
の
費
用

や
、
精
道
小
学
校
の
改
築
を
行
な
っ
た
費
用
で
あ
る
。
精
道
小
学
校
の
改
築
が
完
了
し
た
こ
と
で
、
市
立
小
中
高
の
す
べ
て
の
校
舎

が
鉄
筋
化
を
達
成
し
た
。

　

昭
和
五
十
年
度　
　

投
資
的
経
費
は
一
六
億
三
五
七
〇
万
円
で
、
総
額
三
一
億
六
二
四
〇
万
円
の
五
一
・
七
％
を
占
め
て
い
る
。

五
五
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8-2　
教

育
費

　
予

算
・

決
算

額
　（

資
料

）「
市

歳
入

歳
出

決
算

書
」

（
予

算
）　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 （

単
位

：
千

円
）

区
分

昭
和

40
年

度
昭

和
45

年
度

昭
和

50
年

度
昭

和
55

年
度

昭
和

60
年

度
経

常
費

臨
時

費
計

経
常

費
臨

時
費

計
経

常
費

臨
時

費
計

経
常

費
臨

時
費

計
経

常
費

臨
時

費
計

教
育

費
総

計
（

予
算

）
241,735

152,650
394,385

451,678
301,526

753,204
1,503,598

954,912
2,458,510

2,494,887
2,612,655

5,107,542
3,159,940

598,091
3,758,031

（
決

算
）

257,201
109,480

366,681
504,971

289,609
794,580

1,526,707
1,635,679

3,162,386
2,564,142

3,454,706
6,018,848

3,088,316
626,542

3,714,858
教

育
総

務
費

（
予

算
）

42,361
42,361

59,874
59,874

273,695
9,000

282,695
343,767

343,767
427,835

427,835
（

決
算

）
45,281

45,281
67,184

1,469
68,653

282,092
13,210

295,302
354,544

354,544
361,411

361,411
小

学
校

費
（

予
算

）
51,951

54,800
106,751

107,648
265,314

372,962
210,550

426,655
637,205

329,836
1,748,305

2,078,141
449,744

494,248
943,992

（
決

算
）

55,498
4,721

60,219
122,109

253,893
376,002

193,263
316,971

510,234
283,782

2,313,724
2,597,506

420,303
454,381

874,684
中

学
校

費
（

予
算

）
20,707

21,240
41,947

41,559
15,000

56,559
83,597

93,300
176,897

128,582
525,720

654,302
146,023

19,400
165,423

（
決

算
）

21,814
22,148

43,962
42,326

14,719
57,045

73,446
93,855

167,301
189,263

802,534
991,797

141,096
37,006

178,102
高

等
学

校
費

（
予

算
）

34,891
76,310

111,201
73,968

73,968
211,413

15,000
226,413

291,670
13,100

304,770
366,811

366,811
（

決
算

）
37,721

80,833
118,554

86,242
86,242

217,397
14,380

231,777
298,046

12,930
310,976

364,994
364,994

幼
稚

園
費

（
予

算
）

34,328
300

34,628
68,853

6,429
75,282

239,206
74,737

313,943
412,723

218,142
630,865

513,247
19,700

532,947
（

決
算

）
37,242

298
37,540

79,612
9,658

89,270
253,580

638,887
892,467

425,910
217,952

643,862
518,630

16,738
535,368

社
会

教
育

費
（

予
算

）
42,696

42,696
67,378

13,729
81,107

177,574
336,220

513,794
576,863

35,888
612,751

706,203
57,243

763,446
（

決
算

）
44,416

44,416
74,469

8,816
83,285

202,219
558,376

760,595
589,584

36,154
625,738

733,596
103,817

837,413
保

健
教

育
費

（
予

算
）

14,801
14,801

32,398
1,054

33,452
307,563

307,563
411,446

71,500
482,946

550,077
7,500

557,577
（

決
算

）
15,229

1,480
16,709

33,029
1,054

34,083
304,710

304,710
423,013

71,412
494,425

548,286
14,600

562,886

区
分

平
成

元
年

度
平

成
5

年
度

平
成

10
年

度
平

成
15

年
度

平
成

20
年

度
経

常
費

臨
時

費
計

経
常

費
臨

時
費

計
経

常
費

臨
時

費
計

経
常

費
臨

時
費

計
経

常
費

臨
時

費
計

教
育

費
総

計
（

予
算

）
3,740,793

1,828,060
5,568,853

5,218,016
2,057,993

7,276,009
4,496,470

275,295
4,771,765

4,124,539
208,250

4,332,789
3,361,924

820,092
4,182,016

（
決

算
）

3,771,595
1,753,080

5,524,675
4,983,955

2,952,168
7,936,123

4,458,113
224,243

4,682,356
3,816,622

228,394
4,045,016

3,352,535
556,453

3,908,988
教

育
総

務
費

（
予

算
）

651,414
12,250

663,664
972,429

972,429
811,506

10,000
821,506

755,515
7,000

762,515
906,713

906,713
（

決
算

）
638,534

74,833
713,367

840,815
840,815

817,879
10,553

828,432
705,249

7,066
712,315

914,089
914,089

小
学

校
費

（
予

算
）

457,038
136,510

593,548
571,411

180,192
751,603

430,515
121,150

551,665
370,559

46,390
416,949

375,694
239,280

614,974
（

決
算

）
449,589

114,648
564,237

551,451
1,350,370

1,901,821
430,856

83,995
514,851

356,847
62,084

418,931
389,989

199,450
589,439

中
学

校
費

（
予

算
）

138,249
279,380

417,629
213,952

116,200
330,152

172,517
10,800

183,317
161,989

142,450
304,439

156,954
355,643

512,597
（

決
算

）
142,373

278,794
421,167

196,724
106,257

302,981
176,806

10,275
187,081

153,839
142,418

296,257
169,200

215,556
384,756

高
等

学
校

費
（

予
算

）
353,903

9,270
363,173

455,729
41,983

497,712
473,264

15,050
488,314

449,303
2,000

451,303
0

（
決

算
）

361,305
8,034

369,339
446,280

26,127
472,407

457,180
15,024

472,204
402,298

1,502
403,800

0
幼

稚
園

費
（

予
算

）
563,692

23,790
587,482

725,604
50,350

775,954
618,275

6,850
625,125

650,289
8,991

659,280
567,741

28,300
596,041

（
決

算
）

556,704
22,755

579,459
665,422

50,348
715,770

618,520
6,846

625,366
583,849

8,920
592,769

545,957
20,834

566,791
社

会
教

育
費

（
予

算
）

975,494
1,334,930

2,310,424
1,520,590

1,654,740
3,175,330

1,267,780
87,290

1,355,070
1,173,150

1,419
1,174,569

888,092
192,869

1,080,961
（

決
算

）
994,102

1,224,747
2,218,849

1,519,411
1,407,075

2,926,486
1,265,454

74,385
1,339,839

1,085,054
6,404

1,091,458
892,007

117,505
1,009,512

保
健

教
育

費
（

予
算

）
601,003

31,930
632,933

758,301
14,528

772,829
722,613

24,155
746,768

563,734
563,734

466,730
4,000

470,730
（

決
算

）
628,988

29,269
658,257

763,852
11,991

775,843
691,418

23,165
714,583

529,486
529,486

441,293
3,108

444,401

五
五
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そ
の
う
ち
、
幼
稚
園
費
が
三
九
・
一
％
、
社
会
教
育
費
が
三
四
・
一
％
、
両
者
で
投
資
的
経
費
の
七
〇
％
以
上
を
占
め
て
い
る
。
幼

稚
園
に
関
し
て
は
浜
地
区
の
入
園
率
を
緩
和
す
る
た
め
伊
勢
幼
稚
園
の
用
地
買
収
お
よ
び
新
築
事
業
に
三
億
六
三
九
〇
万
円
が
投
じ

ら
れ
た
。
ま
た
、
社
会
教
育
関
係
と
し
て
は
、
福
祉
文
化
セ
ン
タ
ー
建
設
に
五
億
五
八
四
〇
万
円
が
充
当
さ
れ
て
い
る
。

　

昭
和
五
十
五
年
度　
　

小
学
校
費
が
、
総
額
六
〇
億
一
八
八
〇
万
円
の
四
三
・
二
％
、
二
五
億
九
七
五
〇
万
円
を
占
め
て
い
る
。

こ
の
年
は
昭
和
五
十
七
年
に
開
校
を
予
定
し
て
い
る
浜
風
・
打
出
浜
両
小
学
校
の
設
計
や
三
条
小
学
校
の
増
築
工
事
と
用
地
買
収
な

ど
を
行
な
っ
て
い
る
。

　

昭
和
六
十
年
度　
　

投
資
的
経
費
が
六
億
二
六
五
〇
万
円
で
総
額
三
七
億
一
四
九
〇
万
円
の
一
六
・
九
％
で
、
そ
の
比
率
は
小
さ

く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
社
会
教
育
費
が
総
額
の
二
二
・
五
％
を
占
め
、
翌
年
の
新
図
書
館
建
設
に
向
け
て
の
実
施
設
計
、
国
指

定
重
要
文
化
財
旧
山
邑
家
住
宅
の
保
存
改
修
な
ど
、
文
化
施
設
の
整
備
に
費
用
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。

　

平
成
元
年
度　
　

投
資
的
経
費
が
一
七
億
五
三
一
〇
万
円
で
総
額
の
三
一
・
七
％
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
う
ち
社
会
教
育
費
が

一
二
億
二
四
七
〇
万
円
、
六
九
・
九
％
を
占
め
、
美
術
博
物
館
の
建
設
着
手
、
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
の
改
修
な
ど
、
文
化
施
設
の
整

備
が
一
段
と
進
め
ら
れ
た
。

　

平
成
五
年
度　
　

投
資
的
経
費
は
二
九
億
五
二
二
〇
万
円
で
総
額
の
三
七
・
二
％
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
う
ち
社
会
教
育
費
が

一
四
億
七
一
〇
万
円
で
四
七
・
七
％
を
占
め
、
平
成
五
年
度
も
社
会
文
化
施
設
の
整
備
に
投
資
的
経
費
の
多
く
が
投
じ
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る

　

平
成
十
・
十
五
・
二
十
年
度　
　

平
成
十
年
度
は
行
政
改
革
緊
急
三
カ
年
実
施
計
画
に
基
づ
き
、
事
務
事
業
の
抜
本
的
見
直
し

五
五
七
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な
ど
に
取
り
組
み
、
市
の
一
般
会
計
も
緊
縮
予
算
と
な
り
、
教
育
費
も
決
算
額
で
四
六
億
八
二
四
〇
万
円
、
一
般
会
計
決
算
額

五
四
六
億
七
八
九
〇
万
円
の
八
・
六
％
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、
投
資
的
経
費
は
、
二
億
二
四
二
〇
万
円
で
教
育
費
総
額
の
四
・
八
％

に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
。
平
成
十
五
年
度
、
二
十
年
度
も
投
資
的
経
費
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
億
二
八
四
〇
万
円
、
五
億
五
六
五
〇
万

円
、
教
育
費
総
額
に
占
め
る
比
率
も
五
・
六
％
、
一
四
・
二
％
で
金
額
、
比
率
と
も
高
い
と
は
い
え
な
い
。

　

平
成
十
年
度
以
降
、
表
に
掲
げ
て
い
な
い
年
度
も
含
め
て
投
資
的
経
費
が
一
〇
億
円
に
満
た
な
い
年
が
過
半
を
占
め
て
い
る
。
こ

の
時
期
ま
で
に
教
育
施
設
の
整
備
が
ほ
ぼ
完
了
し
た
と
も
い
え
る
が
、
厳
し
い
財
政
事
情
が
教
育
予
算
に
も
影
を
落
と
し
て
い
る
結

果
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

　
　

第
三
節　

学
校
園
の
状
況

一
． 

幼
稚
園

　

幼
稚
園
の
状
況　
　

兵
庫
県
に
は
戦
前
か
ら
阪
神
地
域
に
幼
稚
園
が
多
く
設
置
さ
れ
て
い
た
。
昭
和
三
十
一
年
に
は
、
県
内
の

幼
稚
園
数
は
五
一
二
園
（
国
公
立
三
〇
九
園
、
私
立
二
〇
三
園
）
で
、
東
京
都
に
次
い
で
全
国
二
位
で
（『
兵
庫
県
教
育
史
』）

あ
っ
た
。
平
成
二
十
一
年
で
は
、
七
四
二
園
（
国
公
立
五
〇
〇
園
、
私
立
二
四
二
園
）
と
、
東
京
都
（
一
〇
六
二
園
）、
大
阪
府

（
八
〇
四
園
）
に
次
い
で
三
位
と
な
っ
て
い
る
（「
学
校
基
本
調
査
」
平
成
二
十
一
年
度
）。

五
五
八

第
八
章

学
校
教
育
の
あ
ゆ
み　

多
面
的
な
取
り
組
み



　

第
一
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
に
よ
っ
て
幼
児
数
が
急
増
し
、
保
護
者
の
幼
稚
園
教
育
へ
の
関
心
の
高
ま
り
も
相
ま
っ
て
、
昭
和
二
十

年
代
後
半
に
入
園
希
望
者
が
激
増
し
た
。
特
に
人
口
が
集
中
し
た
阪
神
地
区
で
は
、
定
員
増
や
園
の
新
設
な
ど
、
対
応
策
が
昭
和

四
十
五
年
頃
ま
で
行
な
わ
れ
た
。

　

昭
和
三
十
一
年
の
市
内
の
幼
稚
園
は
、
公
立
（
市
立
）
幼
稚
園
が
四
園
、
私
立
幼
稚
園
が
五
園
の
計
九
園
で
あ
っ
た
。
平
成

二
十
一
年
で
は
、
公
立
幼
稚
園
が
九
園
、
私
立
幼
稚
園
が
四
園
で
計
一
三
園
と
な
っ
て
い
る
。

　

教
育
内
容
は
時
代
に
よ
っ
て
変
化
し
て
い
る
。
昭
和
三
十
年
代
は
、
幼
児
の
自
発
性
・
創
造
性
を
重
視
し
た
自
由
遊
び
を
中
心

に
、
表
現
力
を
高
め
る
教
育
が
な
さ
れ
た
。
四
十
年
代
に
は
、
共
通
の
体
験
を
ベ
ー
ス
に
し
た
、
室
内
で
多
数
が
活
動
す
る
身
ぶ
り

表
現
を
中
心
に
し
た
活
動
が
行
な
わ
れ
、
五
十
年
代
に
は
室
内
外
で
の
活
動
に
移
行
し
、
自
然
や
体
力
づ
く
り
へ
の
関
心
が
高
ま
っ

た
。
昭
和
六
十
年
代
に
な
る
と
、
園
児
の
減
少
の
た
め
に
、
一
人
ひ
と
り
の
個
性
を
尊
重
す
る
保
育
に
転
換
し
た
（『
兵
庫
県
教
育

史
』）。

　

保
育
方
針
と
特
徴　
　

市
立
幼
稚
園
で
は
、
昭
和
四
十
七
年
度
か
ら
、
同
和
教
育
、
生
涯
教
育
の
観
点
か
ら
従
来
の
保
育
内
容
に

つ
い
て
見
直
し
作
業
を
開
始
し
た
。
昭
和
四
十
九
年
度
か
ら
障
が
い
児
の
受
け
入
れ
を
行
な
い
、
障
が
い
児
を
中
心
に
し
た
学
級
づ

く
り
や
指
導
方
法
に
工
夫
を
重
ね
た
。

　

昭
和
五
十
一
か
ら
五
十
三
年
度
に
か
け
て
、「
二
四
ケ
月
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
を
策
定
し
た
。
こ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、
園
児
が
自
由

に
遊
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
立
心
や
連
帯
感
・
責
任
感
、
他
へ
の
思
い
や
り
な
ど
、
人
の
心
の
根
本
的
な
も
の
を
育
て
る
場
に
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
生
活
全
体
を
総
合
遊
び
と
し
て
と
ら
え
、
健
康
、
社
会
、
自
然
を
基
盤
に
、
生
活
を
総
合
的
に
高
め
、
心

五
五
九
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情
を
育
成
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
る
（「
教
育
委
員
会
三
十
周
年
記
念
誌
」）。

　

平
成
元
年
、『
幼
稚
園
教
育
要
領
』
が
二
六
年
ぶ
り
に
改
訂
さ
れ
、
幼
児
が
発
達
し
て
い
く
姿
を
捉
え
る
側
面
を
、
従
来
の
「
健

康
」、「
社
会
」、「
自
然
」、「
言
語
」、「
音
楽
リ
ズ
ム
」、「
絵
画
制
作
」
の
六
領
域
か
ら
、「
健
康
」、「
人
間
関
係
」、「
環
境
」、「
言
葉
」、「
表

現
」
の
五
領
域
に
ま
と
め
、
指
導
を
行
な
う
た
め
の
視
点
と
し
た
。
本
市
で
は
こ
れ
を
受
け
て
、
新
し
い
視
点
か
ら
幼
児
と
歩
む
幼

稚
園
教
育
の
実
践
に
取
り
組
ん
だ
。
平
成
六
年
、
兵
庫
県
で
開
催
さ
れ
た
全
国
幼
稚
園
教
育
研
究
大
会
で
、
本
市
の
三
幼
稚
園
が
公

開
保
育
を
行
な
っ
た
。

　

平
成
十
一
年
度
か
ら
家
庭
・
地
域
と
の
連
携
を
図
る
た
め
「
教
育
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
を
募
り
、「
人
材
バ
ン
ク
づ
く
り
」
に
努
め
た
。

　

平
成
二
十
年
三
月
の
『
幼
稚
園
教
育
要
領
』
の
改
訂
に
伴
い
「
二
四
ケ
月
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
の
見
直
し
を
行
な
っ
た
。
幼
児
期
に

育
て
た
い
姿
と
し
て
、
豊
か
な
心
情
を
育
成
す
る
こ
と
を
第
一
に
考
え
、
知
、
徳
、
体
の
融
合
し
た
幼
児
像
を
掲
げ
、
幼
児
の
こ
こ

ろ
の
教
育
を
進
め
、
生
き
る
力
の
基
礎
を
育
む
た
め
の
研
究
が
深
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
園
の
実
状
に
即
し
た
研
究
テ
ー
マ
を
掲

げ
、
そ
の
具
現
化
を
図
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
子
育
て
支
援
の
一
環
と
し
て
、
幼
稚
園
の
降
園
後
、
親
子
の
ふ
れ
あ
い
、
子
ど
も

同
士
の
か
か
わ
り
、
ま
た
保
護
者
同
士
の
交
流
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
親
子
に
園
庭
を
開
放
し
て
い
る
。

　

本
市
に
所
在
す
る
私
立
幼
稚
園
の
歴
史
は
古
く
、
大
正
十
一
年
に
芦
屋
聖
マ
ル
コ
学
園
愛
光
幼
稚
園
、
甲
陽
学
園
甲
陽
幼
稚
園
が

開
園
し
、
昭
和
二
十
八
年
に
芦
屋
大
学
附
属
幼
稚
園
、
昭
和
二
十
九
年
に
芦
屋
み
ど
り
幼
稚
園
が
開
園
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の

教
育
方
針
を
掲
げ
、
三
か
ら
五
歳
児
を
対
象
に
特
色
の
あ
る
保
育
を
実
施
し
、
計
四
六
一
人
（「
学
校
基
本
調
査
」
平
成
二
十
一
年

度
）
が
在
籍
し
て
い
る
。

五
六
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二
． 
小
学
校

　

学
習
活
動　
　

本
市
の
公
立
小
学
校
で
は
、
昭
和
四
十
六
年
か
ら
の
同
和
教
育
の
取
り
組
み
に
よ
り
、
児
童
一
人
ひ
と
り
を
大
切

に
し
、
差
別
を
許
さ
な
い
教
育
を
基
礎
に
進
め
た
。
こ
れ
ま
で
の
授
業
運
営
を
見
直
し
、
子
ど
も
が
自
主
的
、
主
体
的
に
課
題
解
決

が
で
き
る
よ
う
に
、
ま
た
、
同
和
教
育
推
進
の
た
め
の
加
配
教
員
を
配
置
す
る
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
進
め
た
。
さ
ら
に
、

通
知
簿
の
評
価
方
法
の
改
善
を
行
な
い
、
こ
れ
ま
で
の
相
対
評
価
を
廃
し
、
児
童
一
人
ひ
と
り
の
到
達
度
に
よ
る
絶
対
評
価
に
切
り

替
え
た
。
評
価
の
観
点
が
児
童
や
保
護
者
に
わ
か
り
や
す
く
、
学
習
の
励
み
に
な
る
よ
う
工
夫
を
重
ね
た
。

　

昭
和
五
十
八
年
度
は
、
新
た
な
事
業
と
し
て
、
緑
豊
か
な
自
然
の
な
か
に
一
定
期
間
滞
在
し
、
自
然
の
観
察
、
創
作
活
動
や
地
域

交
流
な
ど
を
内
容
と
す
る
体
験
活
動
が
一
校
を
モ
デ
ル
校
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。
平
成
元
年
か
ら
自
然
学
校
と
し
て
全
校
で
実
施
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
児
童
の
個
性
の
伸
長
を
図
り
、
自
主
・
創
造
的
な
学
習
活
動
を
奨
励
す
る
事
業
と
し
て
、
毎
年
、「
自
由
研
究
発

表
大
会
」、「
自
由
研
究
・
教
育
活
動
展
」
な
ど
を
開
催
し
て
い
る
。

　

平
成
七
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
体
験
を
生
か
し
て
、
平
成
八
・
九
年
度
に
は
文
部
省
の
防
災
教
育
モ
デ
ル
地
域
指
定
事
業
の

指
定
を
受
け
、
研
究
成
果
を
発
表
し
た
。
ま
た
、「
い
の
ち
」
を
守
る
防
災
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
編
集
発
行
し
た
り
、
市
立
学
校
園
一
斉
避

難
訓
練
な
ど
を
実
施
し
た
。

　

平
成
十
四
年
度
に
創
設
さ
れ
た
「
生
活
科
」
や
「
総
合
的
な
学
習
」
に
関
し
て
は
、
そ
の
趣
旨
に
つ
い
て
保
護
者
な
ど
へ
の
広
報

活
動
を
行
な
い
、
理
解
と
協
力
を
得
て
実
施
し
た
。
ま
た
、
国
際
理
解
の
一
環
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を
培
う
た
め
英
語

五
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活
動
を
実
施
し
た
。

　

平
成
十
六
年
度
、「
学
力
向
上
研
究
支
援
プ
ラ
ン
」
や
「
学
力
向
上
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
事
業
」
な
ど
の
研
究
を
通
し
て
、
学
習
指
導
要

領
の
内
容
理
解
を
深
め
、
学
力
向
上
の
一
層
の
充
実
を
図
っ
た
。
低
学
年
の
複
数
担
任
制
、
高
学
年
の
教
科
担
任
制
、
小
中
学
校
で

の
少
人
数
指
導
な
ど
新
学
習
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
、
指
導
方
法
の
改
善
に
努
め
た
。
ま
た
、
児
童
の
読
書
意
欲
を
喚
起
す
る
た
め
朝

の
読
書
タ
イ
ム
や
保
護
者
・
教
育
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
本
の
読
み
聞
か
せ
な
ど
を
実
施
し
た
。

　

平
成
十
七
年
度
は
、「
学
力
向
上
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
き
、
ド
リ
ル
タ
イ
ム
な
ど
の
個
別
の
学
習
を
通
し
、
基
礎
・
基

本
の
学
習
の
定
着
や
宿
題
な
ど
の
課
題
学
習
の
見
直
し
を
行
な
い
、
学
ぶ
習
慣
を
身
に
付
け
さ
せ
る
工
夫
を
行
な
っ
た
。
ま
た
、
開

か
れ
た
学
校
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
、
教
育
活
動
の
公
開
な
ど
、
学
校
か
ら
の
積
極
的
な
情
報
公
開
に
努
め
た
。

　

平
成
二
十
年
度
は
、
幼
児
・
児
童
・
生
徒
の
豊
か
な
「
人
間
力
」
を
育
む
た
め
、「
ブ
ッ
ク
ワ
ー
ム
（
本
の
虫
）、
芦
屋
っ
子
」
の

育
成
を
め
ざ
し
て
、
学
校
園
・
保
護
者
・
市
民
・
図
書
館
関
係
者
の
参
画
と
協
働
に
よ
る
「
子
ど
も
読
書
の
街
づ
く
り
」
に
取
り
組

み
『
ブ
ッ
ク
ワ
ー
ム
芦
屋
っ
子　

本
が
大
好
き
読
み
た
い
な　

子
ど
も
に
読
ま
せ
た
い
図
書
リ
ス
ト
四
〇
〇
選
』
を
作
成
し
、
リ
ス

ト
を
配
布
し
た
。

三
． 

中
学
校

　

学
習
活
動　
　

本
市
の
公
立
中
学
校
で
は
、
昭
和
四
十
六
年
以
後
、
一
人
ひ
と
り
を
大
切
に
す
る
「
個
の
指
導
」
へ
と
転
換
し

た
。
い
わ
ゆ
る
「
落
ち
こ
ぼ
れ
」
を
な
く
す
た
め
に
、
授
業
改
善
の
工
夫
や
「
教
科
複
数
担
任
制
」
を
行
な
っ
た
。
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昭
和
五
十
八
年
度
か
ら
、
生
徒
の
個
性
の
伸
長
を
図
り
、
自
由
・
創
造
的
な
学
習
活
動
を
奨
励
す
る
事
業
と
し
て
「
総
合
文
化

祭
」、「
総
合
音
楽
会
」、「
自
由
研
究
発
表
会
」、「
学
校
園
教
育
活
動
展
」、「
工
夫
創
作
作
品
展
」
な
ど
を
開
催
し
た
。
昭
和
六
十
年
度
か

ら
、
国
際
理
解
教
育
を
推
進
す
る
た
め
、
三
中
学
校
合
同
の
「
英
語
祭
」
を
開
催
し
た
。
英
語
祭
は
、
暗
唱
・
ス
ピ
ー
チ
部
門
、
英

語
作
品
の
展
示
や
英
語
劇
、
英
語
の
歌
な
ど
多
彩
な
内
容
で
実
施
し
て
き
た
。
平
成
十
九
年
度
に
事
業
の
見
直
し
を
行
な
い
、
英
語

作
品
の
展
示
が
中
学
校
総
合
文
化
祭
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
昭
和
六
十
三
年
度
か
ら
、
外
国
人
講
師
に
よ
る
英
語
科
の
授
業
を
実

施
し
、
ネ
ィ
テ
ィ
ブ
・
ス
ピ
ー
カ
ー
の
話
の
内
容
を
聴
き
取
っ
た
り
、
発
音
を
学
ぶ
な
ど
一
定
の
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。

　

平
成
三
年
度
か
ら
三
中
学
校
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
関
し
て
指
定
研
究
を
受
け
推
進
し
た
。
内
容
は
、
市
内
の
福
祉
施
設
の
三

田
谷
治
療
教
育
院
と
の
交
流
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
研
究
、
仮
設
住
宅
の
住
民
と
の
交
流
で
あ
っ
た
。
仮
設
住
宅
の
住
民
と
の
交

流
は
そ
の
後
、
震
災
復
興
住
宅
の
高
齢
者
と
の
交
流
へ
と
深
ま
っ
て
い
っ
た
。
平
成
七
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
を
境
に
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
へ
の
意
識
が
一
気
に
高
ま
り
、
そ
の
活
動
が
充
実
し
て
き
た
こ
と
が
大
き
い
。
学
習
面
に
つ
い
て
は
、
基
礎
・
基
本
の

学
力
を
重
視
し
た
学
習
指
導
を
進
め
、
生
徒
の
個
性
を
生
か
し
た
学
習
指
導
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

　

平
成
十
年
度
か
ら
地
域
の
福
祉
施
設
や
公
共
施
設
に
通
っ
て
学
ぶ
「
ト
ラ
イ
や
る
ウ
ィ
ー
ク
」
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
事
業
は
、

二
年
生
の
生
徒
を
対
象
に
、
生
徒
の
主
体
性
を
尊
重
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
や
体
験
を
通
し
て
、
豊
か
な
感
性
や
創
造
性
な
ど
を
自

ら
高
め
た
り
、
自
分
な
り
の
生
き
方
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
支
援
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

中
学
校
に
お
い
て
は
、
日
々
の
教
材
研
究
を
も
と
に
し
た
基
礎
・
基
本
の
定
着
を
図
る
授
業
を
実
践
し
て
き
た
が
、
よ
り
き
め
細

か
く
個
人
差
に
応
じ
た
指
導
が
で
き
る
よ
う
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
学
習
指
導
員
（
チ
ュ
ー
タ
ー
）
を
配
置
し
、
数
学
の
授
業
な
ど

五
六
三

第
三
節

学
校
園
の
状
況



に
お
い
て
、
少
人
数
に
よ
る
授
業
や
複
数
教
員
に
よ
る
授
業
を
行
な
っ
て
い
る
。

　

進
路
指
導
と
進
路　
　

進
路
指
導
と
は
単
に
進
学
先
を
選
択
す
る
だ
け
で
な
く
、
人
間
と
し
て
の
あ
り
方
、
生
き
方
の
指
導
で
あ

る
と
位
置
づ
け
、
進
路
指
導
計
画
を
立
て
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
冊
子
「
進
路
の
学
習
」
を
活
用
し
、「
学
ぶ
こ
と
の
意
味
」、「
職

業
を
考
え
る
」、「
男
女
共
同
参
画
」
な
ど
幅
広
い
テ
ー
マ
で
進
路
を
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

平
成
十
七
年
度
選
抜
よ
り
神
戸
第
一
学
区
と
芦
屋
学
区
と
の
統
合
に
よ
り
、
本
市
の
生
徒
の
卒
業
後
の
進
路
選
択
の
幅
が
大
き
く

広
が
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
県
立
芦
屋
高
等
学
校
が
全
県
か
ら
受
験
可
能
な
単
位
制
と
な
り
、
各
中
学
校
で
は
よ
り
て
い
ね
い

に
生
徒
の
興
味
・
関
心
、
適
性
を
考
慮
し
た
進
路
指
導
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

本
市
で
は
、
市
立
中
学
校
を
卒
業
し
た
生
徒
の
高
等
学
校
進
学
率
は
非
常
に
高
く
、
昭
和
四
十
六
年
の
時
点
で
九
五
・
八
％
で

あ
っ
た
。
全
国
で
高
等
学
校
に
進
学
す
る
生
徒
が
九
〇
％
を
越
え
た
の
が
昭
和
四
十
九
年
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
非
常
に
早
い

時
期
に
高
校
へ
の
進
学
が
市
民
の
間
に
定
着
し
て
い
た
と
い
え
る
。

四
． 

高
等
学
校

　

高
等
学
校
の
現
行
の
学
科
制
度
は
、
第
一
に
教
育
課
程
、
第
二
に
学
年
に
よ
る
教
育
課
程
、
第
三
に
学
科
に
よ
る
教
育
課
程
の
三

つ
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
る
。
第
一
は
全
日
制
・
定
時
制
・
通
信
制
と
い
う
区
分
、
第
二
は
学
年
制
・
単
位
制
と
い
う
区
分
、
第
三
は

「
普
通
教
育
を
主
と
す
る
学
科
」（
普
通
科
）・「
専
門
教
育
を
主
と
す
る
学
科
」（
専
門
科
）・「
普
通
教
育
及
び
専
門
教
育
を
選
択
履
修

を
旨
と
し
て
総
合
的
に
施
す
学
科
」（
総
合
学
科
）、
と
い
う
区
分
で
あ
る
（『
現
代
教
育
史
事
典
』）。
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平
成
二
十
一
年
度
に
お
い
て
全
国
レ
ベ
ル
で
み
る
と
、
通
信
制
を
除
く
全
日
制
と
定
時
制
の
生
徒
数
三
三
三
万
八
八
六
一
人
の
う

ち
、
全
日
制
三
二
二
万
七
六
七
六
人
、
定
時
制
一
一
万
一
一
八
五
人
と
な
っ
て
お
り
、
十
年
前
と
比
較
す
る
と
全
日
制
は
約
八
七
万

人
の
減
少
、
定
時
制
は
六
五
〇
〇
人
の
増
加
で
あ
る
。
ま
た
、
本
科
普
通
科
に
在
籍
し
て
い
る
生
徒
数
は
二
四
一
万
四
三
四
四
人
で

七
二
・
三
％
、
専
門
科
は
七
五
万
八
七
五
二
人
で
二
二
・
七
％
、
総
合
学
科
は
一
六
万
五
七
六
五
人
で
五
・
〇
％
と
な
っ
て
い
る
（『
学

校
基
本
調
査
』
平
成
二
十
一
年
度
）。

　

特
に
、
学
年
の
区
別
な
く
、
ま
た
生
徒
個
人
の
興
味
関
心
に
応
じ
て
受
講
す
る
科
目
が
選
択
で
き
る
単
位
制
は
、
昭
和
六
十
三

（
一
九
八
八
）
年
か
ら
定
時
制
・
通
信
制
課
程
に
お
い
て
導
入
さ
れ
、
平
成
五
（
一
九
九
三
）
年
か
ら
全
日
制
で
も
設
置
が
可
能
と

な
っ
た
。
普
通
科
単
位
制
を
採
用
す
る
高
等
学
校
は
、
平
成
二
十
一
年
度
の
時
点
で
全
国
に
五
三
九
校
あ
り
、
北
海
道
の
三
〇
校
に

続
き
、
兵
庫
県
は
二
五
校
で
二
位
で
あ
る
（「
学
校
基
本
調
査
」
平
成
二
十
一
年
度
）。

　

市
立
芦
屋
高
等
学
校　
　

市
立
芦
屋
高
等
学
校
は
、
昭
和
三
十
七
年
設
立
さ
れ
、
平
成
十
九
年
三
月
、
四
十
五
年
の
幕
を
閉
じ
廃

校
に
な
つ
た
。
同
校
で
は
、
昭
和
四
十
六
年
以
後
、
同
和
教
育
の
推
進
と
と
も
に
、
一
人
ひ
と
り
を
大
切
に
す
る
「
個
の
指
導
」
へ

と
転
換
し
、
昭
和
四
十
七
年
度
に
肢
体
不
自
由
生
徒
、
昭
和
四
十
九
年
度
に
障
が
い
児
（
知
的
障
が
い
）
を
受
け
入
れ
た
。
昭
和

六
十
二
年
度
か
ら
国
際
理
解
教
育
を
推
進
す
る
た
め
、
外
国
人
講
師
に
よ
る
英
会
話
授
業
、
昭
和
六
十
三
年
度
か
ら
中
国
語
の
授
業

を
実
施
し
た
。
ま
た
、「
市
立
芦
屋
高
等
学
校
生
徒
海
外
派
遣
」（
昭
和
六
十
三
～
平
成
四
年
）、「
市
立
中
学
校
・
高
等
学
校
生
徒
海
外

派
遣
」（
平
成
五
～
十
三
年
）
事
業
と
し
て
、
本
市
の
姉
妹
都
市
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
モ
ン
テ
ベ
ロ
市
な
ど
（
昭
和
六
十
三
～
平

成
十
一
年
）
お
よ
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
州
ナ
ザ
リ
ア
に
生
徒
を
派
遣
し
、
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
し
な
が
ら
の
語
学
研
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修
や
現
地
校
の
生
徒
な
ど
と
の
交
流
を
深
め
た
。
し
か
し
、
昭
和
五
十
年
代
後
半
か
ら
全
国
的
に
「
教
育
荒
廃
」
と
呼
ば
れ
る
事
象

が
発
生
し
、
本
校
に
お
い
て
も
中
途
退
学
者
や
問
題
行
動
の
増
加
が
表
面
化
し
て
き
た
。

　

平
成
十
二
年
二
月
、
県
教
育
委
員
会
は
、「
県
立
高
等
学
校
教
育
改
革
第
一
次
実
施
計
画
」
を
提
示
し
た
。
そ
の
な
か
で
、
今
後
の

高
等
学
校
は
、
生
徒
の
興
味
・
関
心
や
進
路
意
識
が
多
様
化
し
、
新
た
な
学
校
・
学
科
・
教
育
方
法
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
、

本
市
の
よ
う
な
小
さ
な
通
学
区
域
の
見
直
し
も
検
討
課
題
と
さ
れ
た
。
少
子
化
に
よ
る
生
徒
の
減
少
、
中
途
退
学
者
の
増
加
な
ど
の

実
状
を
ふ
ま
え
、
本
市
は
、
現
実
的
な
対
応
策
と
と
も
に
、
長
期
的
な
構
想
を
立
て
る
た
め
、「
芦
屋
市
学
校
教
育
審
議
会
」
に
「
今

後
の
高
等
学
校
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
を
諮
問
す
る
な
ど
、
市
内
部
に
お
い
て
慎
重
に
検
討
を
重
ね
、
平
成
十
九
年
三
月
に
廃

校
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

　

県
立
高
等
学
校　
　

県
立
芦
屋
高
等
学
校
は
、
昭
和
十
五
年
に
設
立
さ
れ
た
旧
制
の
県
立
芦
屋
中
学
校
を
前
身
と
し
、
平
成
十
七

年
度
に
普
通
科
単
位
制
に
学
校
改
編
を
し
た
。

　

県
立
芦
屋
南
高
等
学
校
は
、
昭
和
五
十
四
年
に
開
校
し
た
が
、
平
成
十
五
年
の
県
立
国
際
高
等
学
校
の
開
校
に
伴
い
平
成
十
七
年

三
月
に
閉
校
と
な
っ
た
。
県
立
国
際
高
等
学
校
は
、
国
際
教
育
の
専
門
科
単
位
制
高
校
と
し
て
県
下
唯
一
の
国
際
文
化
コ
ー
ス
を
設

け
て
い
る
。

　

定
時
制
の
県
立
武
庫
高
等
学
校
は
、
昭
和
二
十
三
年
四
月
に
開
校
し
、
働
き
な
が
ら
学
ぶ
生
徒
の
教
育
に
あ
た
っ
た
が
、
時
代
の

変
化
と
と
も
に
生
徒
数
が
減
少
し
、
平
成
十
六
年
廃
校
と
な
り
、
五
十
六
年
の
歴
史
に
幕
を
お
ろ
し
た
。
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五
． 
私
立
中
・
高
等
学
校

　

本
市
に
は
、
甲
南
学
園
甲
南
高
等
学
校
・
甲
南
中
学
校
、
芦
屋
学
園
高
等
学
校
・
中
学
校
が
あ
る
。

　

甲
南
高
等
学
校
・
甲
南
中
学
校
の
前
身
は
、
大
正
八
年
に
設
立
さ
れ
た
七
年
制
の
旧
制
高
等
学
校
で
、
昭
和
二
十
二
年
学
制
改
革

に
よ
り
中
学
校
を
、
昭
和
二
十
三
年
に
高
等
学
校
を
開
校
し
た
。
昭
和
三
十
八
年
、
神
戸
市
東
灘
区
か
ら
本
市
に
移
転
し
た
。

　

芦
屋
学
園
高
等
学
校
・
中
学
校
の
前
身
は
、
昭
和
十
一
年
に
設
立
さ
れ
た
旧
制
の
芦
屋
高
等
女
学
校
で
、
昭
和
二
十
二
年
学
制
改

革
に
よ
り
芦
屋
女
子
高
等
学
校
・
芦
屋
女
子
中
学
校
と
し
て
開
校
し
た
。
昭
和
六
十
年
、
高
等
学
校
に
国
際
文
化
科
を
増
設
し
た
。

　

昭
和
六
十
一
年
に
芦
屋
学
園
創
立
五
十
周
年
を
機
に
、
芦
屋
大
学
附
属
高
等
学
校
・
中
学
校
に
校
名
を
変
更
し
、
平
成
二
十
一
年

に
芦
屋
学
園
高
等
学
校
・
中
学
校
と
改
称
し
た
。

六
． 

中
等
教
育
学
校

　

平
成
九
（
一
九
九
七
）
年
、
第
一
五
期
中
教
審
の
第
二
次
答
申
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
、
平
成
十
一
年
に
制
度
が
発
足
し
た
中
高
一

貫
教
育
は
、
中
学
校
と
高
等
学
校
の
教
育
が
中
等
教
育
と
し
て
一
貫
し
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
。
実
施
形
態

に
は
、「
一
つ
の
学
校
に
お
い
て
一
体
的
に
中
高
一
貫
教
育
を
行
う
『
中
等
教
育
学
校
』、
地
方
公
共
団
体
等
が
中
学
校
と
高
等
学
校

を
併
設
し
、
高
校
入
学
者
選
抜
を
な
く
し
て
一
貫
教
育
を
行
う
『
併
設
型
』、
既
存
の
市
町
村
立
中
学
校
と
都
道
府
県
立
高
等
学
校

の
間
で
教
育
課
程
の
編
成
や
教
員
・
生
徒
の
交
流
な
ど
で
連
携
を
深
め
る
『
連
携
型
』、
の
三
つ
が
あ
る
」（『
現
代
教
育
史
事
典
』）。
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平
成
十
五
年
四
月
に
開
校
し
た
県
立
芦
屋
国
際
中
等
教
育
学
校
は
、「
一
つ
の
学
校
に
お
い
て
一
体
的
に
中
高
一
貫
教
育
を
行
う
」

中
等
教
育
学
校
で
あ
り
、
国
際
科
を
お
い
た
学
校
と
し
て
は
国
内
初
で
あ
る
（「
文
部
科
学
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」）。

七
． 
大
学

　

芦
屋
女
子
短
期
大
学　
　

芦
屋
女
子
短
期
大
学
は
、
昭
和
三
十
五
年
、「
家
政
科
」
の
み
の
単
科
短
期
大
学
と
し
て
開
学
し
た
。

　

昭
和
四
十
三
年
四
月
に
英
文
科
と
幼
児
教
育
科
を
設
置
し
た
。
翌
年
四
月
に
は
、
家
政
科
、
英
文
科
、
幼
児
教
育
科
を
家
政
学

科
、
英
文
学
科
、
幼
児
教
育
学
科
に
変
更
し
た
。
英
文
学
科
は
、
当
時
、
外
国
人
教
師
の
指
導
で
英
語
で
授
業
が
行
な
わ
れ
る
ト
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
が
設
置
さ
れ
、
注
目
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
平
成
十
七
年
四
月
、
家
政
学
科
に
「
調
理
師
コ
ー
ス
」
を
設
け
、
新
た
に
文

化
福
祉
学
科
を
開
設
し
た
。「
調
理
師
コ
ー
ス
」
は
、
兵
庫
県
の
短
期
大
学
で
は
初
め
て
の
設
置
コ
ー
ス
と
し
て
注
目
さ
れ
た
。

　

平
成
十
九
年
四
月
、
家
政
学
科
を
生
活
創
造
学
科
に
名
称
変
更
し
た
。

　

芦
屋
大
学
・
芦
屋
大
学
大
学
院　
　

芦
屋
大
学
は
、
昭
和
三
十
九
年
、
教
育
学
部
教
育
学
科
の
み
の
単
科
大
学
と
し
て
開
学
し

た
。

　

昭
和
四
十
一
年
に
産
業
教
育
学
科
、
昭
和
四
十
七
年
に
英
語
英
文
学
教
育
学
科
、
翌
年
に
児
童
教
育
学
科
を
増
設
し
た
。

　

昭
和
四
十
四
年
に
、
芦
屋
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
教
育
学
専
攻
修
士
課
程
・
博
士
課
程
を
開
設
し
た
。
教
育
学
の
博
士
課
程

は
私
立
大
学
の
数
少
な
い
大
学
院
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
昭
和
六
十
年
に
は
、
大
学
院
教
育
学
研
究
科
に
英
語
英
文
学
教
育
専

攻
お
よ
び
技
術
教
育
専
攻
・
修
士
課
程
を
開
設
し
、
大
学
院
の
拡
充
を
図
っ
た
。
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昭
和
五
十
三
年
十
一
月
、
世
界
七
か
国
の
関
係
者
が
参
加
す
る
「
職
業
指
導
学
国
際
会
議
」（
文
部
省
後
援
）
を
開
催
し
た
。
こ
の

会
議
で
は
、
各
国
の
職
業
指
導
の
歴
史
と
問
題
点
な
ど
が
報
告
さ
れ
、
以
後
、
芦
屋
大
学
で
、
七
回
に
わ
た
り
、「
職
業
指
導
学
国
際

会
議
」
が
開
催
さ
れ
た
。

　

平
成
十
五
年
に
、
経
営
教
育
育
成
セ
ン
タ
ー
、
平
成
十
七
年
に
、
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
教
職
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
を
そ
れ

ぞ
れ
開
設
し
、
学
生
の
支
援
体
制
を
整
備
し
た
。

　

平
成
十
八
年
四
月
、
英
語
英
文
学
教
育
科
を
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
育
科
に
変
更
し
た
。
ま
た
、
五
月
に
経
営
教
育
学
部

を
新
設
し
、
平
成
十
九
年
四
月
に
、
教
育
学
部
を
臨
床
教
育
学
部
に
変
更
し
た
。
さ
ら
に
、
大
学
院
に
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
研
究
所
（
翌

年
、
発
達
障
害
教
育
研
究
所
と
改
称
）
を
設
け
た
。

　
　

第
四
節　

特
別
支
援
教
育

一
． 

特
別
支
援
教
育
の
歴
史

　

法
制
化
の
あ
ゆ
み　
　

戦
後
の
占
領
期
の
教
育
改
革
に
よ
り
教
育
を
受
け
る
権
利
が
障
が
い
児
に
も
適
用
さ
れ
、
九
年
間
の
義
務

教
育
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
特
徴
は
、
⑴
戦
前
ま
で
義
務
教
育
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
障
が
い
児
に
も
ひ
と
し
く
教

育
を
受
け
る
権
利
が
保
障
さ
れ
た
、
⑵
戦
前
に
通
常
学
校
と
は
異
な
る
勅
令
や
規
則
・
省
令
で
規
定
さ
れ
て
い
た
盲
・
ろ
う
・
養
護

五
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学
校
と
特
殊
学
級
が
学
校
教
育
法
の
な
か
に
一
元
的
に
法
制
化
さ
れ
た
、
⑶
盲
・
ろ
う
学
校
に
加
え
戦
前
に
任
意
設
置
で
あ
っ
た
養

護
学
校
が
都
道
府
県
の
設
置
義
務
と
な
っ
た
、
⑷
教
育
対
象
や
教
育
形
態
が
拡
充
さ
れ
た
と
い
う
四
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
（『
現
代

教
育
史
事
典
』）。

　

盲
・
ろ
う
学
校
の
義
務
制
は
昭
和
二
十
三
年
度
に
実
現
し
、
学
年
進
行
で
九
年
か
け
て
実
施
さ
れ
た
。
養
護
学
校
（
精
神
薄
弱
・

肢
体
不
自
由
・
病
弱
）
の
義
務
制
は
大
幅
に
遅
れ
、
昭
和
五
十
四
年
度
に
よ
う
や
く
実
現
し
た
。

　

当
時
は
特
別
支
援
教
育
を
特
殊
教
育
と
呼
ん
で
い
た
が
、
障
が
い
児
教
育
の
発
展
は
大
き
く
二
つ
の
時
期
に
分
け
ら
れ
る
。

　

第
一
の
期
間
は
一
九
六
〇
か
ら
一
九
七
〇
年
代
ま
で
、
高
度
成
長
に
伴
う
公
害
の
拡
大
・
深
刻
化
に
よ
る
重
度
心
身
障
が
い
児
が
増

加
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
障
が
い
児
が
教
育
を
受
け
る
こ
と
は
権
利
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
う
ま
れ
、
そ
の
権
利
の
獲

得
が
課
題
で
あ
っ
た
。
実
際
、
障
が
い
児
の
労
働
訓
練
が
人
格
の
形
成
よ
り
も
重
視
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
の
う
え
、
重
複
障
が

い
の
あ
る
子
ど
も
は
「
教
育
不
可
能
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
力
と
し
て
見
込
め
な
い
重
度
の
障
が
い
児
は
特

殊
教
育
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
た
（『
障
害
児
教
育
の
歴
史
』
中
村
満
紀
男
・
荒
川
智
編
、
明
石
書
店
、
二
〇
〇
三
年
）。
前
述
の

よ
う
に
養
護
学
校
の
義
務
制
が
昭
和
五
十
四
年
度
ま
で
実
現
し
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
よ
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

第
二
の
期
間
で
あ
る
一
九
八
〇
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
ま
で
は
、
障
が
い
児
教
育
の
拡
充
期
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
昭
和

五
十
六
年
の
国
際
障
害
者
年
と
、
そ
れ
に
続
く
「
国
連
障
害
者
の
十
年
」（
一
九
八
三
～
九
二
年
）
の
取
り
組
み
が
あ
り
、
日
本
社
会

も
高
度
成
長
期
を
終
え
て
「
成
熟
社
会
」
へ
の
移
行
を
始
め
た
時
期
で
あ
る
。
障
が
い
者
教
育
の
義
務
制
が
法
的
に
一
応
整
っ
た
後

は
、
そ
の
整
備
や
教
育
体
制
・
内
容
を
充
実
さ
せ
る
取
り
組
み
が
始
ま
っ
た
。
特
に
、
障
が
い
児
と
健
常
児
の
対
等
・
平
等
な
関
係
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を
つ
く
り
、
人
格
の
形
成
、
人
権
意
識
と
障
が
い
の
科
学
的
理
解
を
進
め
て
い
く
た
め
、
障
が
い
児
学
校
と
協
力
校
、
ま
た
障
が
い

児
の
居
住
地
に
あ
る
学
校
と
が
交
流
す
る
「
交
流
教
育
」
や
、
重
度
の
障
が
い
児
の
学
習
を
保
証
す
る
た
め
の
「
訪
問
教
育
」
な
ど

の
充
実
が
図
ら
れ
、
平
成
五
年
か
ら
は
通
級
に
よ
る
指
導
も
制
度
化
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
に
は
ま
た
、
就
学
前
教
育
と
後
期
中
等
教

育
の
整
備
も
課
題
と
な
っ
た
。
学
校
や
障
が
い
の
種
類
に
よ
っ
て
温
度
差
は
あ
っ
た
も
の
の
、
高
等
部
へ
の
進
学
は
、
一
九
九
〇
年

代
末
に
は
希
望
者
の
ほ
と
ん
ど
が
進
学
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
平
成
六
年
に
ユ
ネ
ス
コ
の
主
催
で
ス
ペ
イ
ン
の
都
市
・
サ
ラ
マ
ン
カ
で
開
催
さ
れ
た
「
特
別
な
ニ
ー
ズ
教
育
に
関
す
る

世
界
会
議
」
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
サ
ラ
マ
ン
カ
声
明
に
よ
っ
て
、「
障
が
い
を
持
つ
子
ど
も
」
は
「
特
別
な
教
育
的
ニ
ー
ズ
の
あ
る

子
ど
も
」
と
し
て
認
識
・
表
現
が
改
め
ら
れ
、
そ
れ
を
受
け
て
平
成
十
三
年
に
、
文
部
科
学
省
は
「
特
殊
教
育
」
を
「
特
別
支
援
教

育
」
と
改
め
た
。
平
成
十
八
年
の
法
改
正
に
よ
り
、
平
成
十
九
年
か
ら
特
別
支
援
教
育
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
こ

の
時
期
よ
り
、
特
別
支
援
教
育
の
対
象
と
し
て
L
D
（
学
習
障
が
い
）
や
A
D
H
D
（
注
意
欠
陥
多
動
性
障
が
い
）
が
追
加
さ
れ
、

通
常
の
学
級
に
お
い
て
特
別
の
教
育
課
程
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
な
っ
た
。

　

特
別
支
援
教
育
は
、
重
度
の
障
が
い
の
あ
る
児
童
生
徒
を
対
象
と
し
た
特
別
支
援
学
校
と
、
中
度
・
軽
度
の
障
が
い
の
あ
る
児
童

生
徒
を
対
象
と
す
る
特
別
支
援
学
級
が
あ
る
。
特
別
支
援
学
校
に
は
、
平
成
十
八
年
度
ま
で
は
盲
学
校
、
ろ
う
学
校
、
養
護
学
校
の

三
種
類
が
あ
っ
た
が
、
学
校
教
育
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
平
成
十
九
年
度
か
ら
特
別
支
援
学
校
に
一
本
化
さ
れ
た
。
全
国
で
は

一
〇
三
〇
校
に
三
万
五
六
二
人
の
児
童
生
徒
が
在
籍
し
て
お
り
、
兵
庫
県
で
は
四
二
校
に
四
三
六
五
人
（「
学
校
基
本
調
査
」
平
成

二
十
年
度
）
が
在
籍
し
て
い
る
。

五
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平
成
二
十
二
年
四
月
、
県
立
芦
屋
特
別
支
援
学
校
が
開
校
し
、
小
学
部
六
〇
人
、
中
学
部
五
六
人
、
高
等
部
一
二
一
人
の
計

二
三
七
人
の
知
的
障
が
い
の
あ
る
児
童
生
徒
が
在
籍
し
て
い
る
。

　

中
度
の
視
覚
障
が
い
、
聴
覚
障
が
い
、
知
的
障
が
い
、
肢
体
不
自
由
、
病
弱
・
身
体
虚
弱
の
障
が
い
の
あ
る
児
童
生
徒
は
、
小
学

校
・
中
学
校
に
設
け
ら
れ
て
い
る
特
別
支
援
学
級
に
通
い
、
軽
度
の
障
が
い
の
あ
る
児
童
生
徒
は
、
通
常
の
学
級
に
在
籍
し
、
通
級

に
よ
る
指
導
を
受
け
て
い
る
。

　

少
子
化
が
進
行
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
知
的
障
が
い
の
あ
る
児
童
生
徒
の
数
は
減
っ
て
い
な
い
。
全
国
で
も
県
で
も
、
障

が
い
の
あ
る
児
童
生
徒
数
は
単
純
増
加
傾
向
に
あ
る
。
た
だ
、
盲
学
校
の
児
童
生
徒
数
は
、
全
国
で
も
兵
庫
県
で
も
、
昭
和
五
十
年

代
か
ら
減
少
傾
向
に
あ
る
。
県
の
状
況
を
み
る
と
、
肢
体
不
自
由
の
養
護
学
校
在
籍
者
も
昭
和
五
十
年
を
ピ
ー
ク
に
減
少
、
病
弱
養

護
学
校
の
在
籍
者
も
昭
和
三
十
八
か
ら
四
十
七
年
ま
で
微
減
、
そ
の
後
横
ば
い
状
態
が
続
い
た
後
、
昭
和
五
十
七
年
を
も
う
一
つ
の

ピ
ー
ク
に
し
て
減
少
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
医
学
や
公
衆
衛
生
の
進
歩
に
よ
り
、
末
梢
の
感
覚
器
官
に
障
害
が
あ
る
盲
児
が
減
少
し

た
こ
と
に
よ
る
と
い
え
よ
う
」。
一
方
で
、
急
増
し
た
の
が
知
的
障
が
い
の
養
護
学
校
に
在
籍
す
る
児
童
生
徒
で
あ
る
（『
兵
庫
県
教

育
史
』）。
昭
和
四
十
五
年
で
は
三
〇
〇
人
程
度
で
あ
っ
た
の
が
、
昭
和
五
十
年
に
は
約
八
〇
〇
人
に
な
り
、
昭
和
六
十
年
代
に
は

二
〇
〇
〇
人
に
達
し
て
以
後
横
ば
い
に
な
っ
て
い
る
。

　

知
的
障
が
い
へ
の
関
心
が
生
ま
れ
た
の
は
か
な
り
遅
い
。
県
で
は
、
昭
和
三
十
二
年
に
神
戸
大
学
教
育
学
部
付
属
明
石
小
学
校
、

昭
和
三
十
七
年
に
同
中
学
校
に
特
殊
学
級
が
開
設
さ
れ
、
昭
和
三
十
八
年
に
は
神
戸
市
立
青
陽
養
護
学
校
が
精
神
薄
弱
養
護
学
校
と

し
て
設
置
さ
れ
た
の
が
本
格
的
な
始
ま
り
で
あ
る
（『
兵
庫
県
教
育
史
』）。
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三
田
谷
治
療
教
育
院　
　

昭
和
十
三
年
、
三さ
ん

田だ

谷や

啓ひ
ら
く（
一
八
八
一
～
一
九
六
二
）
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
私
立
翠
丘
小
学
校
は
、

障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
た
ち
を
受
け
入
れ
、
そ
の
治
療
教
育
に
あ
た
っ
た
。
同
校
は
同
校
卒
業
生
の
中
学
校
教
育
も
代
行
し
、
昭
和

四
十
七
年
、
本
市
か
ら
中
学
校
教
員
を
派
遣
し
て
い
た
が
、
昭
和
五
十
三
年
度
か
ら
同
校
卒
業
生
を
公
立
中
学
校
に
進
学
さ
せ
る
こ

と
と
し
た
。
な
お
、
同
校
は
平
成
元
年
ま
で
存
続
し
た
。

　

発
達
障
害
教
育
研
究
所　
　

芦
屋
大
学
大
学
院
に
発
達
障
害
教
育
研
究
所
が
併
設
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
研
究
所
は
、
ア
ス
ペ
ル

ガ
ー
症
候
群
の
治
療
教
育
・
研
究
を
行
な
う
施
設
と
し
て
全
国
初
の
試
み
で
あ
り
、
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
研
究
所
と
し
て
平
成
十
八
年
六

月
に
開
設
さ
れ
、
平
成
二
十
年
四
月
に
名
称
が
変
更
さ
れ
た
。
子
ど
も
の
発
達
支
援
を
行
な
う
臨
床
教
育
を
め
ざ
す
な
か
、「
生
得
的

な
特
質
が
あ
り
、
社
会
適
応
の
可
塑
性
を
持
つ
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
症
候
群
の
組
織
的
研
究
が
、
非
常
に
遅
れ
て
い
る
こ
と
を
憂
い
、
適

切
な
教
育
と
社
会
生
活
上
の
サ
ポ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
、
弱
点
を
カ
バ
ー
し
、
彼
ら
の
持
つ
長
所
、
可
能
性
を
伸
ば
す
方
策

を
、
研
究
す
る
」
と
い
う
趣
旨
を
掲
げ
、「
臨
床
教
育
、
臨
床
心
理
、
精
神
科
医
、
脳
科
学
者
、
社
会
学
者
等
が
協
力
し
て
」
研
究
を

進
め
る
と
い
う
体
制
を
と
っ
て
い
る
。

　

本
市
の
特
別
支
援
教
育　
　

本
市
で
は
、
豊
か
な
心
を
育
て
、
生
き
る
力
を
育
む
教
育
を
め
ざ
し
、
障
が
い
の
種
類
・
程
度
・
特

性
に
応
じ
た
教
育
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
基
本
的
な
生
活
態
度
お
よ
び
生
活
習
慣
を
養
い
、
自
立
と
社
会
参
加
の
た
め
に
必
要
な

知
識
・
技
術
を
身
に
つ
け
の
ば
す
よ
う
指
導
し
て
き
た
。
昭
和
五
十
二
年
年
六
月
、
芦
屋
市
心
身
障
害
児
適
正
就
学
指
導
委
員
会
規

則
を
制
定
し
て
以
来
、
そ
の
就
学
指
導
委
員
会
の
答
申
に
基
づ
き
、
適
正
な
就
学
指
導
を
行
な
っ
て
い
る
。
昭
和
五
十
七
年
度
か
ら

他
市
に
先
が
け
て
実
施
し
て
い
る
「
な
か
よ
し
交
流
キ
ャ
ン
プ
」
は
、
障
が
い
の
あ
る
児
童
と
障
が
い
の
な
い
児
童
が
共
に
一
泊
二
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日
の
キ
ャ
ン
プ
を
通
し
て
交
流
し
て
い
る
。

　

平
成
十
六
年
度
か
ら
特
別
支
援
学
級
の
児
童
生
徒
へ
の
学
習
活
動
な
ど
の
補
助
を
目
的
と
し
て
介
助
員
、
平
成
十
八
年
度
か
ら

L
D
お
よ
び
A
D
H
D
な
ど
の
発
達
障
が
い
の
あ
る
子
ど
も
へ
通
級
指
導
を
行
な
う
学
校
生
活
支
援
教
員
、
平
成
十
九
年
度
か
ら

通
常
学
級
に
在
籍
す
る
発
達
障
が
い
の
あ
る
児
童
の
支
援
と
し
て
ス
ク
ー
ル
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を
そ
れ
ぞ
れ
配
置
し
、
き
め
細
や
か
な

指
導
を
行
な
っ
て
い
る
。

　

み
ど
り
学
級　
　

昭
和
四
十
二
年
に
旧
青
少
年
セ
ン
タ
ー
内
で
小
学
校
肢
体
不
自
由
学
級
（
み
ど
り
学
級
）、
翌
昭
和
四
十
三
年

に
中
学
部
を
開
設
。
昭
和
五
十
五
年
ま
で
に
、
成
人
部
・
幼
稚
部
・
乳
幼
児
部
を
併
設
し
た
。

　

昭
和
五
十
六
年
「
住
宅
つ
き
生
涯
学
級
」
構
想
の
も
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ケ
ア
を
基
本
と
し
た
肢
体
不
自
由
児
者
通
園
施
設

（
み
ど
り
学
級
）
が
、
県
・
市
の
協
力
で
、
芦
屋
浜
住
宅
団
地
内
に
完
成
し
た
。

　

学
級
で
は
、
乳
幼
児
か
ら
成
人
ま
で
一
貫
し
た
生
涯
に
わ
た
る
教
育
・
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
し
、
児
童
・
生
徒
の
学
力
や
体

力
の
向
上
の
ほ
か
に
趣
味
や
特
別
技
能
の
習
得
を
基
本
と
し
た
結
果
、
油
絵
、
書
道
、
将
棋
な
ど
に
能
力
を
伸
ば
し
て
個
展
を
開
い

た
り
、
ア
マ
チ
ュ
ア
将
棋
の
全
国
大
会
で
活
躍
し
た
生
徒
を
輩
出
し
た
。

　

平
成
七
年
一
月
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
は
、
液
状
化
に
よ
り
、
園
庭
や
建
物
周
辺
内
部
に
大
き
な
被
害
を
被
っ
た
が
、
平
成
十

年
に
理
学
療
法
士
の
再
配
置
、
平
成
十
一
年
に
看
護
・
養
護
職
の
配
置
を
行
な
い
、
訓
練
や
医
療
的
ケ
ア
の
充
実
に
努
め
た
。

　

平
成
十
八
年
度
末
で
在
籍
す
る
児
童
・
生
徒
が
い
な
く
な
っ
た
た
め
、
平
成
十
九
年
度
か
ら
一
八
歳
以
上
を
受
け
入
れ
る
福
祉
施

設
「
芦
屋
市
立
み
ど
り
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
し
て
組
織
改
編
を
行
な
っ
た
。
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特
別
支
援
教
育
セ
ン
タ
ー　
　

平
成
十
九
年
度
に
、
保
護
者
お
よ
び
教
員
へ
の
指
導
・
助
言
を
行
な
う
た
め
、
学
校
教
育
課
内
に

特
別
支
援
教
育
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
、
翌
二
十
年
度
に
体
育
館
・
青
少
年
セ
ン
タ
ー
内
に
、
移
設
し
た
。

　

特
別
支
援
教
育
セ
ン
タ
ー
の
業
務
は
、
⑴
保
護
者
等
へ
の
教
育
相
談
・
支
援
、
⑵
幼
小
中
学
校
教
員
へ
の
相
談
・
支
援
、
⑶
幼
小

中
学
校
校
内
研
修
へ
の
相
談
・
支
援
、
⑷
関
係
機
関
へ
の
理
解
・
啓
発
・
連
絡
調
整
、
⑸
情
報
の
提
供
及
び
情
報
の
管
理
、
⑹
学
校

教
育
課
の
特
別
支
援
教
育
に
係
る
事
業
と
の
連
携
で
あ
る
。

　
　

第
五
節　

同
和
・
人
権
教
育

一
． 

同
和
・
人
権
教
育
の
あ
ゆ
み

　

学
校
に
お
け
る
同
和
・
人
権
教
育　
　

市
教
育
委
員
会
は
、
昭
和
四
十
四
年
八
月
に
策
定
し
た
「
芦
屋
市
同
和
教
育
の
方
針
」
の

な
か
で
、「
同
和
教
育
は
、
法
の
下
の
平
等
の
原
則
に
基
づ
き
、
現
に
社
会
の
中
に
根
強
く
残
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
を
な
く

し
、
す
べ
て
の
国
民
に
人
権
尊
重
の
精
神
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
教
育
で
あ
る
」
と
規
定
し
、
同
和
教
育
の
推
進
に
努
め
て
き
た
（
本

市
の
人
権
推
進
・
同
和
対
策
の
あ
ゆ
み
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
第
八
節
を
参
照
）。
昭
和
四
十
八
年
か
ら
同
和
教
育
指
導
員
を
配
置

し
た
。
同
指
導
員
は
、
各
学
校
の
同
和
問
題
に
関
す
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
の
指
導
助
言
、
研
修
会
で
の
講
師
、
そ
の
他
市
民
グ

ル
ー
プ
な
ど
に
指
導
助
言
を
行
な
い
、
同
和
教
育
の
推
進
に
多
く
の
実
績
を
残
し
た
。
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昭
和
六
十
一
年
十
二
月
の
市
同
和
対
策
審
議
会
の
基
本
答
申
で
、「
本
来
の
同
和
教
育
を
具
体
的
に
推
進
す
る
条
件
を
明
確
に
す

る
」
必
要
な
ど
が
指
摘
さ
れ
た
。
小
中
学
校
で
は
、
年
間
指
導
計
画
・
実
践
報
告
な
ど
を
共
通
課
題
と
し
て
「
幼
小
中
学
校
の
同
和

教
育
」
と
し
て
冊
子
に
ま
と
め
た
。
ま
た
、
人
権
啓
発
活
動
と
し
て
、
全
国
的
に
行
な
わ
れ
る
「
憲
法
週
間
」、「
差
別
を
な
く
そ
う

県
民
運
動
」、「
人
権
週
間
」
な
ど
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
。

　

平
成
八
年
十
二
月
の
芦
屋
市
同
和
対
策
審
議
会
の
答
申
、「
芦
屋
市
に
お
け
る
今
後
の
同
和
施
策
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
に
お
い

て
「
同
和
施
策
の
基
本
的
方
向
」
と
「
個
別
対
策
の
あ
り
方
」
が
示
さ
れ
た
。
個
別
対
策
の
あ
り
方
に
関
し
て
、
⑴
基
礎
学
力
の
充

実
―
学
習
指
導
の
工
夫
・
改
善
の
必
要
性
と
地
区
児
童
・
生
徒
の
自
立
的
生
活
・
学
習
習
慣
を
身
に
つ
け
て
い
く
た
め
の
事
業
の
検

討
、
⑵
人
権
教
育
―
す
べ
て
の
基
本
的
人
権
を
尊
重
し
て
い
く
た
め
の
人
権
教
育
と
し
て
推
進
す
る
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

答
申
を
ふ
ま
え
市
教
育
委
員
会
は
、
⑴
基
礎
学
力
の
充
実
に
関
し
て
、
従
来
よ
り
、
各
校
に
対
し
て
基
礎
学
力
の
充
実
の
た
め
の
教

育
委
員
会
指
定
研
究
を
行
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
こ
れ
を
継
続
す
る
と
と
も
に
、
各
校
に
お
い
て
な
お
い
っ
そ
う
の
学
習
指
導
の
工

夫
・
改
善
に
努
め
、
一
人
ひ
と
り
を
生
か
す
教
育
の
充
実
を
図
る
、
⑵
人
権
教
育
に
つ
い
て
は
、
県
教
育
委
員
会
作
成
の
「
友
だ

ち
」、「
防
災
教
育
副
読
本
」
な
ど
の
利
用
に
よ
り
、
人
権
教
育
を
推
進
し
、
共
に
生
き
る
社
会
の
実
現
を
め
ざ
し
て
主
体
的
に
取
り

組
む
児
童
生
徒
の
育
成
を
図
る
、
と
の
計
画
を
平
成
九
年
二
月
に
策
定
し
た
。

　

同
和
教
育
は
、
教
育
と
啓
発
に
分
け
、
教
育
の
部
分
は
学
校
教
育
、
啓
発
の
部
分
は
社
会
教
育
へ
移
行
し
た
。
学
校
で
は
、
授
業

推
進
委
員
会
や
人
権
推
進
委
員
会
を
設
置
し
、
学
校
教
育
の
基
盤
と
し
て
人
権
教
育
を
進
め
て
い
る
。
ま
た
、「
同
和
問
題
」
に
限
ら

ず
、「
男
女
共
生
」、「
多
文
化
共
生
」、「
特
別
支
援
教
育
」
な
ど
人
権
に
か
か
わ
る
課
題
の
解
決
に
向
け
て
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
の
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体
制
の
整
備
・
充
実
に
努
め
て
い
る
。

　　
　

第
六
節　

学
校
問
題
へ
の
対
応

一
． 

青
少
年
の
非
行
問
題
の
多
発
化

　

一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
、
本
市
で
も
、
青
少
年
の
非
行
問
題
の
多
発
化
が
、
学
校
教
育
の
抱
え
る
最
も
深
刻
な
課
題
の
ひ
と
つ

と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
か
で
も
、
中
学
校
に
お
け
る
校
内
暴
力
や
い
じ
め
、
不
登
校
な
ど
の
問
題
は
、
深
刻
度
を

増
し
て
い
っ
た
。

　

本
市
で
は
、
個
々
の
生
徒
の
立
場
や
環
境
を
十
分
に
考
慮
し
て
、
適
切
な
指
導
を
行
な
う
こ
と
を
基
本
に
し
て
、
学
校
内
体
制
の

確
立
、
家
庭
や
地
域
と
の
協
力
関
係
の
強
化
を
図
っ
た
。
ま
た
、
学
校
間
の
情
報
交
換
・
連
携
を
図
る
た
め
生
徒
指
導
担
当
者
連
絡

協
議
会
を
設
け
、
相
互
理
解
と
共
同
指
導
体
制
を
確
立
し
た
。
さ
ら
に
、
警
察
署
・
児
童
相
談
所
・
家
庭
裁
判
所
な
ど
と
の
連
絡
調

整
の
ほ
か
、
シ
ン
ナ
ー
・
ボ
ン
ド
の
販
売
店
に
対
し
て
、
非
行
予
防
の
協
力
を
要
請
し
て
青
少
年
を
取
り
巻
く
環
境
の
浄
化
に
努
め

て
き
た
。
そ
の
結
果
、
校
内
暴
力
な
ど
問
題
行
動
が
減
少
し
は
じ
め
、
平
成
三
年
度
以
降
は
著
し
く
減
少
し
た
。

　

平
成
七
年
一
月
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
以
降
、
個
々
の
生
徒
と
の
教
育
相
談
な
ど
充
実
を
図
っ
た
。
平
成
十
八
年
に
は
、
全
国
的

に
い
じ
め
の
問
題
か
ら
自
ら
命
を
絶
つ
と
い
う
痛
ま
し
い
事
件
が
続
き
、
本
市
で
は
、
命
の
大
切
さ
を
訴
え
る
と
と
も
に
、
い
じ
め

五
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の
早
期
発
見
に
努
め
た
。

二
． 
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

　

青
少
年
の
も
つ
悩
み
や
困
難
を
解
決
し
て
、
健
全
な
成
長
発
展
を
援
助
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
青
少
年
、
保
護
者
、
教
師
の

相
談
に
応
じ
る
た
め
に
昭
和
五
十
七
年
十
一
月
「
芦
屋
市
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
」
が
開
設
さ
れ
た
。
教
育
・
思
春
期
、
ス
ト

レ
ス
な
ど
各
分
野
ご
と
に
、
専
門
の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
面
接
お
よ
び
電
話
に
よ
る
相
談
に
応
じ
た
。
開
設
時
か
ら
全
国
的
に
例
の
な

い
夜
間
の
相
談
業
務
を
実
施
し
て
お
り
、
相
談
件
数
は
年
を
追
う
ご
と
に
増
加
し
た
。

　

相
談
件
数
は
、
開
設
当
初
は
二
四
三
件
で
あ
っ
た
が
、
相
談
内
容
の
多
様
化
に
伴
っ
て
昭
和
六
十
二
年
度
に
は
最
大
の
一
六
二
六

件
と
な
っ
た
。
平
成
十
一
年
度
は
、
健
康
や
不
登
校
を
中
心
に
計
五
九
九
件
、
平
成
二
十
一
年
度
は
、
不
登
校
や
親
子
関
係
を
中
心

に
計
一
六
六
件
で
あ
る
。

三
． 

芦
屋
市
生
徒
指
導
連
絡
協
議
会

　

昭
和
六
十
一
年
に
「
芦
屋
市
生
徒
指
導
連
絡
協
議
会
」
が
結
成
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
の
生
徒
指
導
担
当
者
会
を
前
身
と
し
、
市
内

の
生
徒
指
導
に
関
す
る
研
修
、
情
報
交
換
な
ど
が
各
校
担
当
者
（
一
高
校
、
三
中
学
、
九
小
学
校
の
生
徒
指
導
担
当
者
と
愛
護
セ
ン

タ
ー
担
当
者
、
お
よ
び
平
成
十
年
か
ら
は
適
応
教
室
担
当
者
、
教
育
委
員
会
担
当
者
）
に
よ
っ
て
、
一
層
自
主
的
に
充
実
さ
れ
る
も

の
と
な
っ
た
。
芦
屋
警
察
署
少
年
係
な
ど
関
係
諸
機
関
と
の
連
絡
会
議
や
長
期
休
暇
に
備
え
て
、
市
内
大
型
店
と
の
話
し
合
い
が
も
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た
れ
る
な
か
で
、
市
内
中
学
校
に
お
け
る
暴
力
事
件
の
数
も
平
成
元
年
に
入
り
、
減
少
し
始
め
た
。
平
成
三
年
度
以
降
、
市
内
三
中

学
が
落
ち
着
き
を
み
せ
て
き
た
こ
と
に
伴
い
、
い
じ
め
や
不
登
校
と
い
っ
た
、
心
の
ケ
ア
を
要
す
る
生
徒
指
導
へ
の
取
り
組
み
に
重

点
を
お
き
活
動
し
て
き
た
。

四
． 

適
応
教
室
（
の
び
の
び
学
級
）

　

児
童
生
徒
の
不
登
校
の
問
題
は
、
大
き
な
社
会
問
題
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
本
市
で
も
、
緊
急
か
つ
重
要
課
題
で
あ
る
と
位
置
づ

け
、
平
成
十
（
一
九
九
八
）
年
四
月
一
日
、
不
登
校
児
童
生
徒
一
人
ひ
と
り
に
応
じ
た
教
育
相
談
や
適
応
指
導
・
保
護
者
へ
の
支

援
、
関
係
機
関
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
学
校
生
活
へ
の
復
帰
を
め
ざ
す
施
設
と
し
て
、
適
応
教
室
が
開
設
さ
れ
た
。　

平
成
十
一

年
四
月
、
適
応
教
室
は
、
芦
屋
市
青
少
年
愛
護
セ
ン
タ
ー
内
か
ら
西
山
幼
稚
園
と
の
統
合
に
よ
り
閉
園
と
な
っ
た
山
手
幼
稚
園
に
移

転
し
た
。
こ
の
適
応
教
室
の
移
転
に
よ
り
、
中
庭
を
は
じ
め
、
池
、
花
壇
、
畑
、
運
動
場
、
ホ
ー
ル
な
ど
の
施
設
環
境
や
施
設
周
辺

の
自
然
環
境
を
活
か
し
た
活
動
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
、
通
級
児
童
生
徒
の
「
心
の
居
場
所
」
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
適
応
教
室

は
、
学
校
を
は
じ
め
、
広
報
、
芦
屋
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
な
ど
の
啓
発
活
動
に
よ
り
、
そ
の
存
在
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
相

談
件
数
が
増
え
た
。
そ
の
後
、
適
応
教
室
は
、
不
登
校
児
童
生
徒
の
支
援
施
設
と
し
て
、
学
校
・
家
庭
お
よ
び
関
係
機
関
、
関
係
組

織
と
の
連
携
を
大
切
に
し
た
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
活
動
や
取
り
組
み
の
結
果
、
学
校
に
復
帰
す
る
通
級
者
が
出
始

め
て
い
る
。
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五
． 

打
出
教
育
文
化
セ
ン
タ
ー　
　

　

教
育
お
よ
び
文
化
の
振
興
を
図
る
た
め
、
平
成
三
年
四
月
に
開
設
さ
れ
た
。
同
セ
ン
タ
ー
は
、
昭
和
二
十
七
年
に
設
置
さ
れ
た
教

育
研
究
所
を
前
身
と
す
る
教
育
機
関
で
あ
る
。
主
な
事
業
は
、
⑴
教
育
に
関
す
る
専
門
的
、
技
術
的
な
事
項
の
研
究
、
⑵
教
育
関
係

職
員
の
研
修
、
⑶
教
育
相
談
、
⑷
教
育
資
料
の
収
集
お
よ
び
提
供
、
⑸
学
校
園
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
事
業
、
⑹
教

育
や
文
化
に
関
す
る
事
業
の
ほ
か
、
会
議
室
を
地
域
の
自
治
会
・
団
体
な
ど
に
貸
し
出
し
を
行
な
っ
て
い
る
。

　

平
成
三
年
度
は
、
国
際
理
解
教
育
、
生
活
科
教
育
な
ど
五
研
究
部
会
を
設
け
、
教
育
に
関
す
る
専
門
的
、
技
術
的
な
事
項
の
研
究

に
取
り
組
ん
だ
。
ま
た
、
理
科
実
習
、
国
際
理
解
な
ど
五
五
講
座
を
開
催
し
、
教
育
関
係
職
員
の
研
修
を
行
な
っ
た
。
平
成
二
十

年
度
は
、
外
国
語
活
動
部
会
、
情
報
教
育
部
会
な
ど
五
部
会
で
研
究
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、「
学
校
園
の
野
菜
作
り
」、「
裁
判
員
制

度
」、「
情
報
教
育
講
座
」
な
ど
七
三
講
座
を
開
催
し
、
多
く
の
教
育
関
係
者
の
参
加
を
得
て
実
施
し
た
。

　
　

第
七
節　

震
災
時
の
学
校
と
地
域　

一
． 

避
難
所
と
し
て
の
学
校

　

被
害
の
実
状　
　

平
成
七
年
一
月
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
よ
っ
て
、
本
市
で
は
、
市
民
四
二
九
人
が
亡
く
な
り
、
三
一
二
八
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人
が
負
傷
し
た
。
公
立
の
学
校
園
に
在
籍
す
る
児
童
生
徒
の

内
、
幼
稚
園
で
は
三
人
の
園
児
、
小
学
校
で
一
二
人
の
児

童
、
中
学
校
で
七
人
の
生
徒
が
亡
く
な
り
、
教
職
員
も
二
人

が
亡
く
な
っ
た
。
家
族
を
亡
く
し
た
児
童
生
徒
は
、
小
中
学

校
あ
わ
せ
て
二
一
人
、
本
人
を
含
め
家
族
が
全
員
死
亡
し
た

と
い
う
痛
ま
し
い
ケ
ー
ス
も
三
家
族
あ
っ
た
（『
芦
屋
の
教

育
復
興
を
求
め
て　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
記
録
』）。
ま

た
、
ほ
と
ん
ど
の
学
校
園
で
校
舎
な
ど
の
建
物
も
大
き
な
被

害
を
受
け
た
。
建
物
の
継
ぎ
目
の
部
分
（
E
X
P
）
が
損
傷

を
受
け
、
な
か
に
は
運
動
場
に
地
割
れ
が
生
じ
た
学
校
も

あ
っ
た
。

　

公
立
学
校
園
は
、
避
難
所
や
そ
の
他
の
災
害
拠
点
施
設
と

し
て
利
用
さ
れ
た
。

　

一
月
十
七
日
の
震
災
か
ら
約
二
週
間
、
小
・
中
・
高
等
学

校
は
臨
時
休
校
し
、
避
難
所
と
な
っ
た
。
各
学
校
で
の
避

難
者
数
は
8
‐
3
の
と
お
り
で
あ
る
。
避
難
者
の
総
数
は

8-3　避難所・避難者数の推移
（出典）『芦屋の教育復興を求めて　阪神・淡路大震災の記録』市教育委員会

1月17日 1月20日 1月31日 2月28日 3月31日 4月30日 閉鎖日
精道中学校 1,000 2,000 650 220 75 43 5月21日
山手中学校 200 200 54 46 28 17 5月14日
潮見中学校 400 720 100 15 閉鎖 閉鎖 3月01日
精道小学校 1,000 2,030 642 409 195 120 5月16日
宮川小学校 1,000 1,000 530 136 100 71 5月21日
山手小学校 150 300 176 36 10 6 5月10日
岩園小学校 500 1500 348 250 122 51 5月21日
朝日ケ丘小学校 100 250 77 閉鎖 閉鎖 閉鎖 2月07日
三条小学校 300 130 113 55 55 18 5月15日
潮見小学校 1300 1000 247 68 3 閉鎖 4月14日
打出浜小学校 50 350 256 110 43 33 5月21日
浜風小学校 400 1500 296 27 閉鎖 閉鎖 3月15日
精道幼稚園 150 200 19 12 閉鎖 閉鎖 3月16日
宮川幼稚園 160 63 35 12 5月21日
小槌幼稚園 700 700 170 105 52 閉鎖 4月24日
朝日ケ丘幼稚園 70 350 103 33 閉鎖 閉鎖 3月29日
西山幼稚園 300 300 102 50 33 21 5月15日
潮見幼稚園 170 170 50 閉鎖 閉鎖 閉鎖 2月22日
学校園小計 7,790 12,700 4,093 1,635 751 392
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一
月
十
九
日
が
ピ
ー
ク
で
、
五
二
か
所
、
二
万
九
六
〇
人
に
の
ぼ
り
、
一
月
二
十
一
日
に
は
精
道
小
学
校
一
施
設
で
市
内
最
大
の

二
二
三
〇
人
に
達
し
た
。
一
月
末
ま
で
こ
の
よ
う
な
状
態
が
続
い
た
が
、
そ
の
後
、
長
期
に
わ
た
っ
て
避
難
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
住
民
は
、
各
学
校
の
体
育
館
（
精
道
中
学
校
・
精
道
小
学
校
・
山
手
小
学
校
・
岩
園
小
学
校
・
打
出
浜
小
学
校
）
や
特
別
教
室

（
精
道
中
学
校
・
山
手
中
学
校
・
三
条
小
学
校
）、
普
通
教
室
（
精
道
小
学
校
・
宮
川
幼
稚
園
・
小
槌
幼
稚
園
・
西
山
幼
稚
園
）
や

コ
ミ
ス
ク
会
議
室
（
宮
川
小
学
校
・
潮
見
小
学
校
）
な
ど
で
避
難
生
活
を
し
た
。
ま
た
、
山
手
中
学
校
、
精
道
中
学
校
、
潮
見
中
学

校
、
潮
見
小
学
校
、
浜
風
小
学
校
、
市
立
芦
屋
高
等
学
校
、
県
立
芦
屋
南
高
等
学
校
の
七
校
の
校
庭
に
は
仮
設
住
宅
が
建
て
ら
れ
、

長
期
に
わ
た
っ
て
被
災
者
が
校
庭
で
生
活
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

二
． 

教
育
へ
の
影
響

　

授
業
の
影
響
へ
の
対
処　
　

学
校
園
の
再
開
は
、
幼
稚
園
が
二
月
十
三
日
、
小
・
中
学
校
は
二
月
二
日
、
高
等
学
校
は
一
月

二
十
九
日
で
あ
っ
た
。
再
開
直
後
は
時
間
を
短
縮
し
て
の
活
動
が
行
な
わ
れ
、
幼
稚
園
で
は
一
〇
時
か
ら
一
一
時
三
〇
分
、
小
・
中

学
校
、
高
等
学
校
で
は
一
〇
時
か
ら
一
二
時
ま
で
で
あ
っ
た
。
開
始
時
間
は
数
日
後
か
ら
数
週
間
後
に
九
時
に
な
っ
た
が
（
幼
稚
園

は
九
時
半
）、
震
災
前
の
活
動
時
間
に
戻
る
に
は
小
・
中
学
校
で
二
月
十
四
日
、
高
等
学
校
で
二
月
十
三
日
、
幼
稚
園
で
は
三
月
六

日
と
、
幼
稚
園
を
除
い
て
震
災
か
ら
一
か
月
を
待
た
ず
に
活
動
時
間
は
戻
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
月
中
は
、
各
学
校

が
依
然
と
し
て
避
難
所
と
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
市
内
の
公
立
の
小
・
中
学
校
に
は
一
六
三
五
人
の
避
難
者
が
生
活
を
し
て
い
た

な
か
で
の
再
開
で
あ
っ
た
。
ま
た
施
設
な
ど
が
被
害
を
受
け
た
た
め
、
他
の
学
校
と
合
同
で
行
な
う
活
動
も
あ
っ
た
。
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す
べ
て
の
学
校
園
で
三
学
期
中
の
授
業
計
画
を
立
て
直
し
、
非
常
事
態
に
備
え
た
。
幼
稚
園
で
は
生
活
発
表
会
や
お
別
れ
遠
足
な

ど
を
中
止
し
て
保
育
時
間
を
確
保
し
、
小
学
校
で
も
学
校
行
事
を
中
止
し
た
り
短
縮
し
た
り
し
て
授
業
時
間
の
確
保
に
努
め
た
。
中

学
校
で
は
セ
カ
ン
ド
ス
ク
ー
ル
な
ど
の
行
事
を
中
止
し
、
授
業
内
容
の
精
選
・
指
導
方
法
の
工
夫
を
し
て
少
な
く
な
っ
た
授
業
時
間

に
対
応
し
た
。
高
等
学
校
で
も
学
校
行
事
を
中
止
し
た
り
変
更
し
た
り
し
て
授
業
時
間
の
確
保
に
努
め
る
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校

園
の
実
状
に
応
じ
て
創
意
工
夫
が
な
さ
れ
た
。

　

小
・
中
学
校
で
授
業
が
再
開
さ
れ
て
約
二
週
間
後
の
二
月
十
四
日
、
簡
易
給
食
が
始
ま
り
、
完
全
給
食
再
開
は
三
月
十
四
日
に
始

ま
っ
た
。
こ
の
時
期
は
し
だ
い
に
学
校
内
の
避
難
所
が
閉
鎖
さ
れ
始
め
た
頃
で
あ
る
。

　

震
災
後
、
卒
業
式
・
入
学
式
が
間
近
に
迫
っ
て
い
た
が
、
体
育
館
や
多
目
的
ホ
ー
ル
が
避
難
所
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
岩
園
小

学
校
・
精
道
中
学
校
で
は
卒
業
式
を
、
精
道
小
学
校
で
は
卒
業
式
も
入
学
式
も
運
動
場
に
テ
ン
ト
を
設
営
し
て
行
な
っ
た
。

　

住
家
が
全
・
半
壊
の
た
め
市
内
に
お
い
て
一
時
的
に
住
居
を
移
転
し
た
児
童
生
徒
に
つ
い
て
は
震
災
前
に
通
っ
て
い
た
学
校
に
通

学
す
る
こ
と
を
認
め
た
。

　

し
か
し
、
震
災
に
よ
り
、
住
ん
で
い
た
芦
屋
を
離
れ
遠
く
離
れ
た
地
で
し
ば
ら
く
生
活
を
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
児
童
生

徒
も
多
く
い
る
。
児
童
生
徒
の
転
出
の
状
況
は
、
兵
庫
県
内
二
八
五
人
、
近
畿
六
四
二
人
、
中
部
八
〇
人
、
中
国
八
一
人
、
四
国

八
七
人
、
関
東
一
四
二
人
、
九
州
八
二
人
、
東
北
・
北
海
道
一
一
人
、
海
外
五
人
、
で
あ
り
、
合
計
一
四
一
五
人
で
あ
る
。

　

復
学
の
状
況
は
、
震
災
か
ら
一
か
月
余
り
後
の
二
月
十
四
日
で
は
、
小
学
校
全
体
で
六
一
・
九
％
、
中
学
校
全
体
で
八
六
・
一
％
で

あ
っ
た
。
朝
日
ケ
丘
小
学
校
の
復
学
率
は
五
七
・
八
％
で
最
も
低
か
っ
た
。
三
月
十
三
日
時
点
で
は
、
小
学
校
で
七
九
・
四
％
、
中
学
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校
で
九
〇
・
三
％
で
、
小
学
校
と
中
学
校
で
は
復
学
率
に
か
な

り
の
差
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
高
か
っ
た
の
は
、
浜

風
小
学
校
の
八
八
・
九
％
、
潮
見
小
学
校
の
八
七
・
一
％
で
、

低
か
っ
た
の
は
三
条
小
学
校
の
七
〇
・
四
％
、
精
道
小
学
校

の
七
二
・
一
％
、
中
学
校
で
高
か
っ
た
の
は
潮
見
中
学
校
の

九
六
・
三
％
、
低
か
っ
た
の
は
精
道
中
学
校
の
八
六
・
四
％
で

あ
っ
た
。

　

平
成
七
年
の
学
期
末
で
復
学
率
が
低
か
っ
た
学
校
の
地
域

は
、
市
内
で
も
最
も
被
害
が
ひ
ど
か
っ
た
地
域
で
、
こ
の
地
域
の
児
童
生
徒
の
多
く
が
学
期
末
に
も
元
の
校
区
に
戻
れ
な
い
ま
ま
で

い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
8
‐
4
）。

三
． 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
防
災
拠
点
と
し
て
の
学
校

　

自
主
防
災
組
織　
　

学
校
が
避
難
所
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
、
そ
し
て
実
際
に
児
童
生
徒
が
被
災
し
た
と
い
う
事
実
を
ふ
ま
え
、

震
災
後
、
各
学
校
は
、
防
災
拠
点
と
し
て
の
役
割
を
自
覚
し
、
震
災
時
に
適
切
に
機
能
す
る
た
め
の
計
画
と
準
備
が
始
め
ら
れ
た
。

各
学
校
で
は
、
毛
布
、
乾
パ
ン
、
非
常
食
、
カ
セ
ッ
ト
コ
ン
ロ
な
ど
を
数
百
か
ら
数
千
、
常
時
備
蓄
す
る
こ
と
を
始
め
、
井
戸
水
や

連
絡
系
統
な
ど
の
整
備
も
始
ま
っ
た
。
ま
た
、
避
難
訓
練
も
、
連
絡
系
統
の
確
認
と
市
教
育
委
員
会
と
の
連
携
を
密
に
し
て
行
な
わ

8-4　児童生徒の復学状況
（資料）『芦屋の教育復興を求めて　

阪神・淡路大震災の記録』
市教育委員会

（単位：％）
H7.2.14 H7.3.13

精道小学校 58.2 72.1
宮川小学校 60.9 74.4
山手小学校 69.1 82.6
岩園小学校 58.4 77.3
朝日ケ丘小学校 57.8 79.6
三条小学校 63.6 70.4
潮見小学校 64.2 87.1
打出浜小学校 62.4 76.2
浜風小学校 64.1 88.9
小学校全体 61.9 79.4
精道中学校 83.9 86.4
山手中学校 86.6 89.3
潮見中学校 88.3 96.3
中学校全体 86.1 90.3
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れ
た
。

　

特
筆
す
べ
き
は
、
市
内
の
自
治
会
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
事
実
を
ふ
ま
え
、
小
学
校
区
単
位

で
の
自
主
防
災
組
織
の
立
ち
上
げ
が
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
各
小
学
校
区
を
防
災
生
活
圏
と
し
、
そ
の
圏
内
の
「
地
域
防

災
拠
点
」
と
し
て
各
小
学
校
を
整
備
し
な
が
ら
、
小
学
校
区
単
位
の
自
主
防
災
組
織
を
つ
く
り
、
自
治
会
や
コ
ミ
ス
ク
が
中
核
と

な
っ
て
組
織
化
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
、
そ
の
た
め
の
環
境
整
備
が
す
す
め
ら
れ
た
。
そ
の
主
な
活
動
内
容
は
、
⑴
防
災
知
識
の
習

得
・
普
及
活
動
、
⑵
住
民
参
加
の
防
災
訓
練
、
⑶
住
民
避
難
訓
練
、
⑷
災
害
弱
者
に
対
す
る
援
助
活
動
、
⑸
非
常
時
の
応
急
活
動
、

⑹
情
報
の
収
集
伝
達
活
動
、
で
あ
る
。

　

そ
の
な
か
で
学
校
が
特
に
責
任
を
も
っ
て
取
り
組
み
始
め
た
の
は
、
防
災
拠
点
と
し
て
の
機
能
整
備
や
物
資
の
確
保
と
備
蓄
だ
け

で
な
く
、
経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
心
の
ケ
ア
」
の
必
要
性
と
そ
の
た
め
の
体
制
整
備
で
あ
る
。

　

被
災
し
た
園
児
・
児
童
生
徒
の
P
T
S
D
に
対
処
す
る
た
め
、
市
で
は
平
成
七
年
十
月
十
一
か
ら
十
三
日
に
市
内
の
幼
稚
園
、

小
学
校
、
中
学
校
で
「
心
の
ケ
ア
」
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
、
園
児
・
児
童
生
徒
の
保
護
者
か
ら
回
答
を
得
た
（
回
収
数
と
回

収
率
は
、
幼
稚
園
で
六
五
一
人
・
九
一
・
五
％
、
小
学
校
で
三
四
八
三
人
・
八
六
・
三
％
、
中
学
校
で
一
〇
七
八
人
・
七
四
・
四
％
で

あ
る
）。
子
ど
も
の
健
康
状
態
に
つ
い
て
、「
問
題
が
な
か
っ
た
」
と
答
え
た
保
護
者
は
約
七
三
％
で
あ
る
が
、「
一
時
問
題
が
あ
っ
た

が
今
は
問
題
な
い
」（
二
〇
・
五
％
）、「
最
近
に
な
っ
て
問
題
あ
り
」（
一
・
八
％
）、「
地
震
直
後
か
ら
今
も
問
題
あ
り
」（
五
・
一
％
）
と
、

震
災
後
に
何
ら
か
の
問
題
が
あ
っ
た
と
回
答
し
た
保
護
者
が
二
七
％
い
た
。
特
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
時
点
で
問
題
が
あ
る
と
回
答

し
た
保
護
者
が
七
％
近
く
あ
り
、
震
災
か
ら
九
か
月
が
経
っ
た
時
点
で
も
「
心
の
ケ
ア
」
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
た
ち
の
存
在
が
明
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ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
問
題
解
決
へ
の
必
要
性
が
強
く
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
結
果
を
受
け
、
本
市
の
幼
稚
園
・
小
・
中
学
校
で

は
そ
れ
ぞ
れ
で
研
修
会
を
開
き
、
子
ど
も
の
心
を
適
切
に
ケ
ア
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
努
め
て
い
る
。 五
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第
九
章　

社
会
教
育
の
推
進　

生
涯
学
習
の
振
興

　
　

第
一
節　

社
会
教
育
行
政
の
概
要

一
． 

社
会
教
育
行
政
の
概
況

　

概
況　
　

昭
和
四
十
（
一
九
六
五
）
年
代
に
入
る
と
、
社
会
の
変
貌
が
い
っ
そ
う
激
し
く
な
り
、
本
来
、
人
間
の
幸
福
の
た
め
に

あ
る
べ
き
技
術
革
新
が
、
か
え
っ
て
人
間
生
活
を
損
な
う
と
い
う
皮
肉
な
現
象
が
全
国
的
に
表
面
化
し
て
き
た
。
交
通
公
害
、
企
業

公
害
、
食
品
問
題
、
過
密
過
疎
の
深
刻
化
、
自
然
環
境
の
破
壊
、
人
間
関
係
の
崩
壊
な
ど
、
経
済
成
長
の
ひ
ず
み
の
波
は
生
活
を
お

び
や
か
し
始
め
た
。
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
人
間
尊
重
の
社
会
開
発
、
人
間
疎
外
か
ら
の
回
復
、
社
会
変
革
が
も
た
ら
す
影
響
の
根
源

を
つ
き
と
め
る
と
と
も
に
、
将
来
の
展
望
の
上
に
立
っ
た
人
間
社
会
の
建
設
の
た
め
の
社
会
教
育
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
基
本

的
課
題
が
問
い
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
本
市
の
社
会
教
育
は
、
経
済
成
長
、
技
術
革
新
の
成
果
を
実
生

活
の
な
か
に
効
果
的
に
取
り
入
れ
る
学
習
活
動
と
、
克
服
さ
れ
る
べ
き
面
へ
の
対
策
が
真
剣
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

昭
和
四
十
年
度
の
重
点
方
針
と
し
て
、
⑴
青
少
年
の
健
全
な
自
主
活
動
の
伸
長
、
勤
労
青
少
年
教
育
の
振
興
と
健
全
グ
ル
ー
プ
活

動
の
促
進
、
青
少
年
非
行
防
止
対
策
の
強
化
、
⑵
市
民
文
化
の
高
揚
と
婦
人
教
育
の
振
興
と
し
て
、
成
人
教
育
、
婦
人
教
育
の
育

成
・
振
興
と
文
化
財
保
護
の
徹
底
、
⑶
青
少
年
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
推
進
、
ス
ポ
ー
ツ
施
設
・
設
備
の
促
進
を
と
り
あ
げ
、
従
来
か
ら
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行
な
わ
れ
て
い
る
公
民
館
の
婦
人
学
級
、
成
人
学
校
な
ど
社
会
教
育
活
動
の
内
容
、
方
法
を
点
検
し
た
。

　

昭
和
四
十
二
年
度
は
、
⑴
社
会
教
育
の
総
合
的
な
展
開
、
⑵
P
T
A
活
動
の
本
格
化
、
⑶
地
域
愛
護
活
動
の
啓
発
と
推
進
を
図

り
、
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
普
及
振
興
、
総
合
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
建
設
計
画
、
青
少
年
指
導
者
の
積
極
的
育
成
、
事
故
防
止
の
徹
底
、
勤

労
青
少
年
対
策
の
充
実
、
成
人
教
育
、
老
人
講
座
の
充
実
、
市
民
文
化
の
振
興
、
郷
土
資
料
の
収
集
と
保
存
活
用
、
視
聴
覚
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
の
整
備
と
活
用
の
推
進
、
社
会
教
育
施
設
の
整
備
の
拡
充
な
ど
、
地
域
教
育
の
確
立
を
す
す
め
、
国
際
的
な
風
格
の
あ
る
市

民
性
の
か
ん
養
に
努
め
た
。

　

昭
和
四
十
四
年
度
は
、「
芦
屋
で
こ
そ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
育
」、「
芦
屋
で
こ
そ
で
き
る
教
育
」
を
基
本
方
針
に
、
⑴
体
力
気

力
の
増
進
、
⑵
個
性
豊
か
な
ま
ち
づ
く
り
の
増
進
、
⑶
教
育
環
境
の
充
実
・
整
備
な
ど
を
掲
げ
、
図
書
館
、
公
民
館
、
社
会
教
育
関

係
団
体
な
ど
の
活
動
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
教
育
委
員
会
以
外
の
行
政
部
門
で
実
施
ま
た
は
奨
励
し
て
い
る
教
育
文
化
的
活
動

の
広
範
な
領
域
に
つ
い
て
も
、
互
い
に
連
絡
協
調
を
行
な
い
、
社
会
教
育
の
総
合
的
推
進
に
努
め
た
。

　

昭
和
四
十
六
か
ら
五
十
五
年
の
十
年
間
は
、「
芦
屋
教
育
」
が
問
い
直
さ
れ
た
時
代
で
、
社
会
教
育
の
分
野
も
大
き
な
影
響
を
う
け

た
。
昭
和
四
十
六
年
、
同
和
問
題
を
視
点
に
す
え
た
各
行
政
施
策
の
見
直
し
が
実
施
さ
れ
、
社
会
教
育
関
係
各
課
・
館
で
も
点
検
作

業
が
行
な
わ
れ
た
。

　

公
民
館
で
は
、
過
去
の
事
業
点
検
を
実
施
す
る
た
め
、
昭
和
四
十
七
か
ら
四
十
九
年
度
に
か
け
、
従
来
か
ら
の
講
座
を
ほ
と
ん
ど

休
止
さ
せ
た
。
昭
和
四
十
七
年
度
か
ら
の
同
和
教
育
拡
張
講
座
、
同
四
十
九
年
度
か
ら
開
講
し
た
在
日
朝
鮮
人
問
題
を
考
え
る
講

座
、
五
十
一
年
度
か
ら
再
開
し
た
同
和
教
育
講
座
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
人
権
尊
重
」
教
育
の
具
体
化
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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昭
和
四
十
八
年
、
近
隣
住
区
（
小
学
校
区
を
単
位
と
し
て
一
〇
住
区
を
設
定
）
を
単
位
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
構
想

が
、
市
企
画
部
か
ら
発
表
さ
れ
た
。
こ
の
構
想
は
、
小
学
校
区
を
単
位
と
し
て
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
（
約
二
〇
〇
〇
平

方
メ
ー
ト
ル
）
を
建
設
し
、
社
会
教
育
・
社
会
福
祉
を
中
心
に
す
え
た
施
設
と
し
て
、
多
様
な
市
民
活
動
の
場
を
提
供
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
構
想
は
昭
和
四
十
九
年
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
地
方
財
政
の
悪
化
に
よ
り
、
地
域
社
会
教

育
セ
ン
タ
ー
（
中
学
校
区
を
単
位
に
建
設
）
に
変
更
さ
れ
、
さ
ら
に
昭
和
五
十
二
年
に
策
定
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
構

想
に
つ
な
が
っ
た
。

　

昭
和
五
十
五
か
ら
平
成
元
年
ま
で
の
十
年
間
は
、
経
済
構
造
が
成
長
か
ら
成
熟
の
段
階
に
入
り
、
人
々
の
関
心
が
物
の
豊
か
さ
か

ら
心
の
豊
か
さ
に
転
換
す
る
と
と
も
に
、
自
由
時
間
の
増
大
、
高
齢
化
の
急
速
な
進
行
、
技
術
革
新
に
伴
う
高
度
情
報
化
社
会
の
到

来
な
ど
、
社
会
構
造
が
大
き
く
変
化
し
、
市
民
の
学
習
要
求
が
高
度
化
・
多
様
化
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
、「
生
涯
学
習
状
況
調

査
」（
昭
和
五
十
九
年
）
の
結
果
、
明
ら
か
と
な
っ
た
。
市
民
の
多
様
な
学
習
活
動
を
支
援
す
る
た
め
の
条
件
整
備
を
よ
り
一
層
促
進

す
る
た
め
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
、
社
会
教
育
部
を
新
設
す
る
と
と
も
に
、
社
会
教
育
・
学
校
教
育
お
よ
び
関
係
部
局
が
連
携
し
た

総
合
行
政
と
し
て
の
生
涯
学
習
の
推
進
の
方
向
を
明
確
に
し
た
。

　

旧
図
書
館
の
老
朽
化
に
伴
い
、
懸
案
で
あ
っ
た
市
立
図
書
館
の
建
設
（
昭
和
六
十
二
年
）
を
契
機
に
、
文
化
ゾ
ー
ン
構
想
の
も

と
、
文
学
に
親
し
む
場
と
し
て
の
谷
崎
潤
一
郎
記
念
館
の
建
設
（
昭
和
六
十
三
年
）、
美
術
博
物
館
の
建
設
（
平
成
二
年
）
な
ど
、

社
会
教
育
施
設
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
全
庁
的
な
「
生
涯
学
習
関
係
事
業
調
査
」
の
実
施
（
昭
和
五
十
九
年
）、
県
の
研
究
委

託
事
業
「
生
涯
学
習
モ
デ
ル
事
業
」
の
研
究
開
発
（
昭
和
六
十
年
）、「
芦
屋
市
生
涯
教
育
推
進
会
議
」
の
設
置
（
昭
和
六
十
一
年
）、
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市
民
か
ら
意
見
を
聞
く
「
芦
屋
市
生
涯
学
習
推
進
懇
話
会
」
の
設
置
や
懇
話
会
か
ら
の
提
言
（
平
成
元
年
）
な
ど
を
通
じ
、「
自
己
学

習
の
確
立
」、「
相
互
学
習
の
推
進
」、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
」
を
生
涯
学
習
の
基
本
理
念
と
し
て
、
市
民
憲
章
の
具
現
化
と
し
て
の

生
涯
学
習
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
た
。

　

平
成
二
か
ら
十
二
年
ま
で
の
十
年
間
は
、
不
景
気
と
阪
神
・
淡
路
大
震
災
な
ど
に
よ
り
経
済
状
況
が
悪
化
し
、
ま
た
、
人
生
八
十

年
時
代
の
到
来
や
余
暇
時
間
の
増
大
、
国
際
化
、
情
報
化
、
高
齢
化
、
少
子
化
な
ど
、
市
民
を
取
り
巻
く
社
会
情
勢
の
大
き
な
変
化

の
な
か
、
平
成
十
四
年
か
ら
の
完
全
学
校
週
五
日
制
の
実
施
に
向
け
て
、
市
民
一
人
ひ
と
り
が
生
涯
学
習
を
快
適
に
行
な
う
た
め

に
、
学
習
環
境
の
整
備
が
望
ま
れ
た
。

　

本
市
で
は
、
平
成
二
か
ら
四
年
度
ま
で
文
部
省
の
生
涯
学
習
ま
ち
づ
く
り
モ
デ
ル
市
の
指
定
を
受
け
て
、
多
く
の
多
彩
な
生
涯
学

習
関
連
事
業
を
実
施
し
た
。

　

平
成
五
年
三
月
に
「
芦
屋
市
生
涯
学
習
推
進
基
本
構
想
」
を
策
定
し
、
こ
れ
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
学
習
課
題
や
学
習
体
系
に
基
づ

き
、
⑴
地
域
住
民
の
多
様
化
・
高
度
化
す
る
学
習
ニ
ー
ズ
ヘ
の
対
応
、
⑵
生
涯
学
習
社
会
の
構
築
に
向
け
た
社
会
教
育
、
⑶
地
域
社

会
お
よ
び
家
庭
の
変
化
へ
の
対
応
、
⑷
民
間
の
教
育
諸
活
動
の
活
発
化
へ
の
対
応
、
を
本
市
の
社
会
教
育
の
重
要
な
四
本
柱
と
し

て
、「
生
涯
学
習
オ
ア
シ
ス
都
市
・
芦
屋
」
を
め
ざ
し
、
諸
施
策
の
充
実
を
図
っ
た
。
し
か
し
、
平
成
七
年
一
月
十
七
日
の
未
曾
有
の

阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
よ
り
、
本
市
の
社
会
教
育
施
設
は
壊
滅
的
な
打
撃
を
う
け
、
一
時
閉
鎖
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
と
な
っ
た
。

　

そ
の
後
、
平
成
七
年
中
に
は
、
図
書
館
、
谷
崎
潤
一
郎
記
念
館
、
美
術
博
物
館
、
公
民
館
が
再
開
し
、
平
成
八
年
に
市
民
セ
ン

タ
ー
本
館
、
平
成
九
年
に
ル
ナ
・
ホ
ー
ル
お
よ
び
体
育
館
・
青
少
年
セ
ン
タ
ー
、
平
成
十
年
に
は
海
浜
公
園
プ
ー
ル
、
平
成
十
一
年
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四
月
に
中
央
公
園
野
球
場
と
芝
生
広
場
を
再
開
し
、
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
以
外
の
社
会
教
育
関
係
施
設
の
復
旧
を
終
え
た
。

　

文
化
面
で
は
、
平
成
三
年
に
美
術
博
物
館
を
オ
ー
プ
ン
さ
せ
、
先
に
開
設
し
た
図
書
館
、
谷
崎
潤
一
郎
記
念
館
と
と
も
に
、
文
化

ゾ
ー
ン
の
充
実
を
図
っ
た
。
ま
た
、
図
書
館
で
は
、
市
民
の
便
宜
を
図
る
た
め
同
年
四
月
に
阪
神
間
図
書
館
広
域
利
用
シ
ス
テ
ム
を

導
入
し
、
六
月
に
大
原
分
室
を
オ
ー
プ
ン
さ
せ
た
。
ま
た
、
平
成
二
年
に
は
芦
屋
ゆ
か
り
の
詩
人
富
田
砕
花
生
誕
一
〇
〇
年
を
記
念

し
て
「
富
田
砕
花
賞
」
を
創
設
し
た
。
平
成
四
年
に
市
民
セ
ン
タ
ー
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
施
設
予
約
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
、
事

務
の
簡
素
化
・
効
率
化
に
努
め
、
翌
五
年
に
は
ル
ナ
ホ
ー
ル
協
会
か
ら
文
化
振
興
財
団
ヘ
ル
ナ
・
ホ
ー
ル
事
業
の
移
管
を
行
な
っ

た
。

　

平
成
十
年
に
は
、
県
下
九
市
一
三
会
場
を
舞
台
に
開
催
さ
れ
た
「
第
一
〇
回
全
国
生
涯
学
習
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
ま
な
び
ピ
ア
兵
庫

'98
」
に
お
い
て
、
本
市
は
「
芦
屋
国
際
俳
句
フ
ェ
ス
タ
'98
」
を
開
催
し
、
芦
屋
か
ら
日
本
の
伝
統
文
化
と
し
て
の
俳
句
を
全
世
界
に

ア
ピ
ー
ル
し
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
翌
十
一
年
に
は
「
高
濱
虚
子
顕
彰
俳
句
大
賞
」
を
設
け
る
な
ど
、
内
容
を
充
実
し
て
「
第

一
回
芦
屋
国
際
俳
句
祭
」
を
開
催
し
た
。

　

ス
ポ
ー
ツ
面
で
は
、
平
成
五
年
に
「
芦
屋
市
ス
ポ
ー
ツ
・
フ
ォ
ア
・
オ
ー
ル
計
画
」
を
策
定
し
、
だ
れ
で
も
、
い
つ
で
も
、
ど
こ

で
も
ス
ポ
ー
ツ
が
楽
し
め
る
よ
う
に
事
業
の
推
進
を
図
っ
た
。
ま
た
、
平
成
六
年
五
月
に
は
、
国
際
チ
ャ
レ
ン
ジ
デ
ー
に
参
加
し
、

カ
ナ
ダ
の
ナ
ナ
イ
モ
市
と
の
間
で
、「
一
五
分
間
以
上
継
続
し
て
ス
ポ
ー
ツ
や
運
動
を
行
な
っ
た
住
民
の
参
加
率
（
％
）」
を
競
い
合

い
、
敗
れ
た
場
合
は
対
戦
相
手
の
自
治
体
の
旗
を
庁
舎
の
メ
イ
ン
ポ
ー
ル
に
一
週
間
掲
揚
す
る
競
技
方
法
で
対
戦
し
、
本
市
が
勝
利

を
収
め
た
。
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そ
の
ほ
か
、
就
学
前
の
子
ど
も
と
保
護
者
を
対
象
に
、
核
家
族
化
、
少
子
化
な
ど
に
よ
る
子
育
て
の
不
安
や
悩
み
に
対
応
す
る
と

と
も
に
、
子
育
て
グ
ル
ー
プ
の
育
成
や
そ
の
他
子
育
て
を
支
援
す
る
事
業
を
推
進
し
た
り
、
家
庭
の
教
育
力
の
向
上
を
支
援
す
る
た

め
に
、
平
成
四
年
四
月
に
子
育
て
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
た
。
そ
の
後
、
多
種
多
様
化
す
る
子
育
て
相
談
な
ど
に
対
応
す
る
た
め
、
子

育
て
セ
ン
タ
ー
事
業
の
さ
ら
な
る
充
実
に
努
め
た
。
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
の
活
動
の
支
援
を
行
な
っ
た
り
、
自
然
体

験
や
社
会
体
験
の
仕
方
、
家
庭
で
の
過
ご
し
方
の
指
導
の
た
め
に
文
部
省
（
現
文
部
科
学
省
）
の
「
全
国
子
ど
も
プ
ラ
ン
（
緊
急

三
ヶ
年
戦
略
）」
と
し
て
、
図
書
館
で
は
子
ど
も
放
送
局
を
開
設
（
平
成
十
一
年
度
）、
体
育
館
・
青
少
年
セ
ン
タ
ー
で
は
、
子
ど
も

情
報
セ
ン
タ
ー
（
平
成
十
二
年
度
）
を
整
備
し
、
学
校
週
五
日
制
の
完
全
実
施
を
見
越
し
た
事
業
を
展
開
し
た
。

　

平
成
十
二
年
十
二
月
に
策
定
さ
れ
た
第
三
次
芦
屋
市
総
合
計
画
お
よ
び
「
行
政
改
革
緊
急
三
カ
年
実
施
計
画
」
に
よ
り
、
財
政
再

建
を
最
重
要
課
題
と
し
て
、
全
市
を
あ
げ
て
取
り
組
む
こ
と
と
な
っ
た
。
社
会
教
育
の
分
野
に
お
い
て
は
、
す
ぐ
に
結
果
が
み
え
に

く
い
教
育
・
文
化
と
い
う
性
格
上
の
特
性
も
あ
い
ま
っ
て
、
大
幅
な
予
算
縮
小
の
対
象
と
な
っ
た
。

　

社
会
教
育
施
設
の
管
理
運
営
に
つ
い
て
は
、
民
間
活
力
な
ど
の
導
入
が
検
討
さ
れ
、
海
浜
公
園
プ
ー
ル
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の

社
会
教
育
施
設
が
指
定
管
理
者
に
移
行
し
た
。

　

図
書
館
で
は
、
自
動
車
文
庫
を
廃
止
（
平
成
十
五
年
度
）
し
た
り
、
打
出
分
室
・
大
原
分
室
の
図
書
貸
出
な
ど
の
カ
ウ
ン
タ
ー
業

務
を
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
や
民
間
事
業
者
に
委
託
し
た
。
一
方
、
市
民
ニ
ー
ズ
に
こ
た
え
る
た
め
、
本
館
で
は
新
た
に
祝
日
を
開

館
し
（
平
成
十
八
年
度
）、
大
原
分
室
の
開
館
時
間
の
延
長
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
予
約
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
（
平
成
十
九
年
度
）
す
る

な
ど
、
図
書
館
の
充
実
を
図
っ
た
。
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芦
屋
市
生
涯
学
習
推
進
基
本
構
想　
　

本
市
は
生
涯
学
習
を
推
進
す
る
た
め
、
平
成
五
年
三
月
に
「
芦
屋
市
生
涯
学
習
推
進
基
本

構
想
」
を
策
定
し
、
平
成
六
年
二
月
、
こ
れ
に
基
づ
き
「
芦
屋
市
生
涯
学
習
推
進
中
期
計
画
」
を
策
定
、
生
涯
学
習
社
会
の
実
現
に

努
め
て
き
た
。

　

し
か
し
、
社
会
状
況
の
急
激
な
変
化
に
よ
り
、
国
際
化
、
高
齢
化
、
情
報
化
、
都
市
化
、
高
学
歴
化
、
成
熟
化
、
核
家
族
化
に
対

応
す
る
新
た
な
生
涯
学
習
推
進
基
本
構
想
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
本
市
は
平
成
七
年
一
月
に
阪
神
・
淡
路
大
震
災

の
直
撃
を
受
け
、
通
常
の
業
務
が
中
断
さ
れ
、
そ
の
後
一
連
の
復
旧
・
復
興
の
事
業
が
続
く
と
い
う
特
殊
な
状
況
に
お
か
れ
た
。

　

こ
の
経
験
に
よ
り
生
涯
学
習
ニ
ー
ズ
の
な
か
で
「
災
害
へ
の
備
え
」、「
積
極
的
な
地
域
活
動
へ
の
参
加
」
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
、
個
人
の
生
き
が
い
に
と
ど
ま
ら
ず
、
地
域
福
祉
の
範
囲
も
包
括
す
る
生
涯
学
習
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

一
方
で
財
政
危
機
に
直
面
し
た
本
市
は
「
行
政
改
革
緊
急
三
カ
年
実
施
計
画
」
に
お
い
て
生
涯
学
習
関
連
事
業
の
大
幅
な
見
直
し

を
打
ち
出
し
た
。
生
涯
学
習
や
文
化
振
興
の
一
翼
を
担
っ
て
き
た
文
化
振
興
財
団
の
見
直
し
、
生
涯
学
習
事
業
の
廃
止
や
民
営
化
が

実
施
さ
れ
た
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
家
庭
教
育
・
学
社
連
携
・
民
間
資
源
活
用
の
重
要
性
が
高
ま
っ
た
。

　

平
成
十
九
年
十
二
月
に
芦
屋
市
生
涯
学
習
基
本
構
想
素
案
策
定
委
員
会
を
設
置
し
、
翌
二
十
年
三
か
ら
四
月
に
か
け
、
無
作
為
に

抽
出
し
た
市
民
三
〇
〇
〇
人
を
対
象
に
「
生
涯
学
習
に
関
す
る
意
識
調
査
」
を
行
な
っ
た
。
市
民
の
意
識
調
査
の
結
果
を
ふ
ま
え
、

平
成
二
十
一
年
三
月
「
第
二
次
芦
屋
市
生
涯
学
習
推
進
基
本
構
想
」
を
策
定
し
た
。
こ
の
構
想
で
は
、「
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
だ

れ
で
も
」
学
習
す
る
こ
と
が
で
き
、
学
習
成
果
を
ま
ち
づ
く
り
に
い
か
す
た
め
の
社
会
参
加
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
⑴
ま
ち

づ
く
り
の
た
め
の
生
涯
学
習
の
推
進
、
⑵
学
習
機
会
の
充
実
、
⑶
学
習
支
援
体
制
の
整
備
充
実
、
⑷
生
涯
学
習
指
導
者
・
ボ
ラ
ン
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テ
ィ
ア
の
育
成
、
⑸
学
習
成
果
の
発
表
と
活
用
、
⑹
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
の
活
動
に
対

す
る
支
援
の
充
実
、
の
六
つ
を
基
本
方
針
と
し
て
い
る
。

　

社
会
教
育
関
係
団
体
の
育
成　
　

社
会
教
育
は
地
域
の
人
々
の
自
発
性
や
自
主

性
、
相
互
教
育
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
、
多
様
な
民
間
の
活
動
が
活
発
に
行
な
わ
れ

る
必
要
が
あ
る
。
本
市
に
お
い
て
も
、
自
ら
の
発
意
と
努
力
に
よ
り
、
社
会
教
育
に

関
す
る
事
業
を
実
施
す
る
多
く
の
団
体
が
あ
り
、
生
涯
学
習
時
代
に
お
け
る
自
立
し

た
学
習
者
を
生
む
土
壌
と
な
っ
て
い
る
こ
れ
ら
社
会
教
育
関
係
団
体
の
存
在
意
義
は

き
わ
め
て
大
き
い
と
い
え
る
。

　

社
会
教
育
法
で
は
、
団
体
に
対
し
て
は
保
護
育
成
と
い
う
よ
り
も
、
団
体
の
自
主

性
・
自
発
性
を
尊
重
す
る
立
場
を
と
っ
て
お
り
、
行
政
と
し
て
の
役
割
は
、
そ
の
活

動
を
側
面
か
ら
促
進
・
支
援
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　

本
市
で
は
、
そ
の
活
動
を
促
進
・
支
援
す
る
た
め
に
、
社
会
教
育
施
設
な
ど
の
使

用
料
の
減
額
・
免
除
、
指
導
者
の
養
成
・
派
遣
な
ど
の
支
援
を
行
な
っ
て
き
た
。
平

成
十
二
年
度
以
降
の
登
録
団
体
数
の
推
移
は
9
‐
1
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

施
設
の
管
理
運
営　
　

本
市
の
社
会
教
育
施
設
の
管
理
運
営
を
担
っ
て
き
た
の
が

芦
屋
市
文
化
振
興
財
団
で
あ
る
（
財
団
の
設
立
経
過
、
運
営
に
つ
い
て
は
第
一
章
第

9-1　社会教育団体登録数の推移　（資料）生涯学習課

項目
年度 PTA 青少年 スポーツ 芸術 芸能・

音楽
教養・
学習 女性 コミスク その他 計

12年度 18 27 128 39 63 79 6 14 28 402
13年度 18 27 135 41 65 84 6 14 30 420
14年度 18 27 139 42 67 87 6 14 34 434
15年度 15 22 134 37 64 73 7 19 29 400
16年度 15 22 141 38 65 73 7 19 30 410
17年度 18 27 139 41 67 87 6 14 34 433
18年度 12 21 145 36 57 63 5 16 43 398
19年度 12 22 147 36 58 65 5 16 46 407
20年度 12 23 151 37 59 66 5 16 47 416
21年度 2 20 133 35 50 78 4 13 33 368
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五
節
参
照
）。
同
財
団
は
、
昭
和
六
十
三
年
に
設
立
さ
れ
、
谷
崎
潤
一
郎
記
念
館
、
美
術
博
物
館
、
市
民
セ
ン
タ
ー
、
体
育
館
・
青

少
年
セ
ン
タ
ー
や
芦
屋
中
央
公
園
野
球
場
、
西
浜
・
東
浜
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
、
海
浜
公
園
・
朝
日
ケ
丘
公
園
プ
ー
ル
な
ど
の
施
設

の
受
託
業
務
に
加
え
て
、
公
民
館
で
行
な
っ
て
き
た
市
民
文
化
祭
・
市
民
絵
画
展
や
芦
屋
川
カ
レ
ッ
ジ
の
運
営
も
行
な
い
、
生
涯
学

習
事
業
も
含
め
、
本
市
の
社
会
教
育
施
設
の
全
般
に
わ
た
っ
て
管
理
運
営
を
引
き
受
け
、
本
市
に
お
け
る
文
化
振
興
の
一
翼
を
担
っ

て
き
た
。

　

し
か
し
、
本
市
は
、
平
成
七
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
影
響
な
ど
に
よ
る
本
市
財
政
の
窮
迫
に
よ
り
、
同
財
団
が
管
理
運
営
し

て
い
る
施
設
へ
の
民
間
活
力
の
導
入
が
検
討
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
平
成
十
七
年
六
月
か
ら
海
浜
公
園
プ
ー
ル
、
平
成
十
八
年
四
月

か
ら
谷
崎
潤
一
郎
記
念
館
、
体
育
館
・
青
少
年
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
芦
屋
中
央
公
園
野
球
場
、
西
浜
・
東
浜
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
、
朝

日
ケ
丘
公
園
プ
ー
ル
は
指
定
管
理
者
に
移
行
し
、
美
術
博
物
館
・
市
民
セ
ン
タ
ー
は
市
の
直
営
と
さ
れ
た
。

二
． 

社
会
教
育
施
設
の
概
要

　

市
民
セ
ン
タ
ー　
　

市
民
セ
ン
タ
ー
は
、
複
合
施
設
の
特
性
を
い
か
し
、
幼
児
か
ら
高
齢
者
ま
で
多
く
の
市
民
が
利
用
で
き
、
市

民
の
文
化
、
芸
術
活
動
や
さ
ま
ざ
ま
な
学
習
活
動
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
、
集
会
室
、
ホ
ー
ル
、
図
書
室
、
多
目
的
室
な
ど
を
配
置

し
て
い
る
。
ま
た
、
福
祉
施
設
と
し
て
大
広
間
（
老
人
憩
い
の
広
場
）、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
な
ど
が
あ
り
、
文
化
と
生
涯
学

習
、
福
祉
の
増
進
な
ど
地
域
活
動
の
拠
点
と
な
る
総
合
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
昭
和
四
十
五

年
、
ル
ナ
・
ホ
ー
ル
の
増
築
を
機
に
、「
芦
屋
市
ル
ナ
ホ
ー
ル
協
会
」
が
設
立
さ
れ
た
。
事
業
面
で
は
生
涯
学
習
時
代
を
反
映
し
、
公
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民
館
や
ル
ナ
・
ホ
ー
ル
を
中
心
に
講
座
・
講
演
や
文
化
事
業
の
充
実
が
図
ら
れ
た
。
平
成
五
年
に
は
ル
ナ
ホ
ー
ル
協
会
が
文
化
振
興

財
団
に
統
合
さ
れ
、
新
し
い
時
代
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

平
成
八
年
四
月
か
ら
文
化
振
興
財
団
に
市
民
セ
ン
タ
ー
の
施
設
管
理
だ
け
で
な
く
、
公
民
館
で
行
な
っ
て
い
た
市
民
文
化
祭
・
市

民
絵
画
展
や
芦
屋
川
カ
レ
ッ
ジ
も
委
託
さ
れ
、
さ
ら
に
、
芦
屋
市
展
と
童
美
展
に
つ
い
て
は
美
術
博
物
館
に
事
務
移
管
し
、
専
門
性

と
経
済
性
を
求
め
一
層
の
充
実
を
図
っ
た
。

　

な
お
、
ル
ナ
・
ホ
ー
ル
の
名
称
の
「
ル
ナ
」
は
ラ
テ
ン
語
で
「
月
」
を
意
味
し
、
内
部
は
黒
と
シ
ル
バ
ー
に
包
ま
れ
、
ホ
ー
ル
の

中
が
宇
宙
空
間
に
浮
か
ぶ
月
を
連
想
さ
せ
て
い
る
。

　

図
書
館　
　

昭
和
六
十
二
年
七
月
に
新
築
開
館
し
た
図
書
館
は
、
年
を
重
ね
る
ご
と
に
利
用
が
伸
び
、
市
民
に
親
し
ま
れ
て
き

た
。

　

平
成
二
年
に
打
出
分
室
を
、
翌
三
年
に
は
大
原
分
室
を
開
室
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
公
民
館
図
書
室
、
上
宮
川
文
化
セ
ン
タ
ー
図

書
室
と
の
連
携
に
加
え
、
市
内
五
館
で
相
互
に
図
書
の
貸
出
・
返
却
が
可
能
に
な
っ
た
。
ま
た
、
平
成
三
年
度
か
ら
は
、
阪
神
間
七

市
一
町
に
居
住
す
る
住
民
の
相
互
利
用
が
開
始
さ
れ
、
利
用
可
能
冊
数
も
飛
躍
的
に
増
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

美
術
博
物
館　
　

平
成
三
年
、
市
制
五
十
周
年
記
念
事
業
と
し
て
建
設
さ
れ
、
美
術
部
門
と
歴
史
部
門
を
あ
わ
せ
た
複
合
施
設
と

し
て
、
芦
屋
ゆ
か
り
の
作
家
を
は
じ
め
と
す
る
幅
広
い
作
品
を
展
示
し
て
き
た
。
管
理
運
営
に
つ
い
て
は
、
開
館
以
来
、
文
化
振
興

財
団
が
管
理
運
営
を
行
な
っ
て
き
た
が
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
市
の
直
営
と
し
た
。

　

谷
崎
潤
一
郎
記
念
館　
　

文
豪
谷
崎
潤
一
郎
は
、
昭
和
九
か
ら
十
一
年
ま
で
市
内
に
居
住
し
、
名
作
「
細
雪
」
な
ど
芦
屋
を
舞
台
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と
す
る
作
品
を
残
し
た
。
本
市
に
最
も
ゆ
か
り
の
深
い
彼
の
業
績
を
し
の
び
、
市
民
が
そ
の
文
学
に
よ
り
一
層
親
し
む
場
と
す
る
た

め
、
昭
和
六
十
三
年
十
月
に
開
館
し
た
。
開
館
以
来
、
文
化
振
興
財
団
が
施
設
の
管
理
運
営
を
行
な
っ
て
い
た
が
、
平
成
十
八
年
度

か
ら
指
定
管
理
者
制
度
に
移
行
し
た
。

　

富
田
砕
花
旧
居　
　

詩
人
富
田
砕
花
は
、
五
〇
余
編
に
の
ぼ
る
校
歌
や
市
町
歌
を
作
詞
す
る
な
ど
、
そ
の
多
彩
な
文
化
的
業
績
か

ら
「
兵
庫
県
文
化
の
父
」
と
呼
ば
れ
た
。
昭
和
六
十
年
、
蔵
書
・
研
究
資
料
が
本
市
に
寄
贈
さ
れ
た
の
を
機
会
に
、
旧
家
を
譲
り
受

け
、
一
般
公
開
を
し
て
い
る
。
平
成
十
二
年
度
か
ら
文
化
振
興
財
団
が
管
理
運
営
を
行
な
い
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
は
市
の
直
営
と

し
て
管
理
運
営
を
行
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
以
上
の
社
会
教
育
施
設
に
つ
い
て
は
、
第
七
章
第
二
節
を
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

　

体
育
館
・
青
少
年
セ
ン
タ
ー　
　

昭
和
四
十
七
年
七
月
、
ス
ポ
ー
ツ
の
実
践
を
通
し
て
市
民
の
体
力
づ
く
り
・
健
康
づ
く
り
に
役

立
て
、
あ
わ
せ
て
人
間
的
な
ふ
れ
あ
い
・
豊
か
な
心
を
養
っ
て
い
く
と
い
う
目
的
と
、
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活

動
を
通
し
て
仲
間
づ
く
り
を
進
め
、
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
る
と
い
う
目
的
を
十
全
に
果
た
せ
る
よ
う
に
体
育
館
と
青
少
年
セ

ン
タ
ー
を
併
設
す
る
複
合
施
設
と
し
て
「
体
育
館
・
青
少
年
セ
ン
タ
ー
」
が
開
設
さ
れ
た
。

　

館
内
の
主
競
技
場
は
、
多
目
的
に
利
用
で
き
る
よ
う
自
然
採
光
方
式
を
採
用
し
、
天
井
に
吸
音
材
を
用
い
騒
音
防
止
の
工
夫
を
行

な
っ
た
。
ま
た
、
道
場
は
柔
・
剣
道
、
空
手
、
拳
法
そ
の
他
婦
人
体
操
な
ど
に
も
利
用
で
き
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
、
さ
ら
に
屋
上
に

は
弓
道
場
を
設
け
、
演
劇
な
ど
に
も
活
用
で
き
る
ユ
ニ
ー
ク
な
設
備
に
な
っ
て
い
る
。

　

平
成
七
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
よ
り
、
体
育
館
の
屋
根
の
崩
壊
な
ど
施
設
に
多
大
な
被
害
を
受
け
た
。
体
育
館
部
分
を
新
た
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に
建
て
直
し
、
既
存
部
分
は
修
繕
・
改
修
を
行
な
い
、
平
成
九
年
十
月
に
再
開
し
た
。
再
開
後
の
施
設
の
管
理
運
営
は
、
文
化
振
興

財
団
に
委
託
し
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
し
た
。

　

野
外
活
動
セ
ン
タ
ー　
　

青
少
年
が
自
然
の
な
か
で
集
団
生
活
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
規
律
、
友
愛
、
奉
仕
の
精
神
を
養
う
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
奥
山
の
打
出
芦
屋
財
産
区
の
土
地
を
借
り
受
け
、
昭
和
四
十
三
年
七
月
に
開
設
し
た
。
そ
の
後
、
施
設
整
備
を
進

め
、
昭
和
六
十
年
に
下
水
道
設
備
、
平
成
三
年
に
管
理
棟
、
カ
マ
ド
な
ど
の
整
備
、
平
成
四
年
に
リ
ー
ダ
ー
棟
、
遊
具
な
ど
の
整

備
、
平
成
五
年
に
飲
料
水
貯
水
設
備
の
改
修
や
ミ
ニ
ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
の
整
備
な
ど
施
設
の
充
実
を
図
り
、
通
称
「
あ
し
や
村
」

と
し
て
市
民
に
親
し
ま
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
平
成
七
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
よ
り
雑
・
汚
水
排
水
設
備
や
給
水
設
備
な
ど
に
多
大
な
被
害
を
受
け
、
平
成
七
年

度
か
ら
施
設
を
休
止
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
再
開
に
向
け
て
検
討
を
進
め
た
が
、
施
設
整
備
な
ど
の
再
開
に
要
す
る
経
費
が

多
大
で
あ
る
こ
と
や
、
再
開
後
の
利
用
運
営
な
ど
の
課
題
解
決
の
見
通
し
が
た
た
な
い
こ
と
か
ら
廃
止
を
決
定
し
、
平
成
二
十
一
年

度
に
施
設
・
設
備
の
解
体
・
撤
去
を
行
な
っ
た
。

　

芦
屋
ユ
ー
ス
ホ
ス
テ
ル　
　

昭
和
三
十
五
年
に
県
が
開
設
し
、
開
設
当
初
か
ら
県
の
事
務
委
任
を
受
け
た
本
市
が
施
設
の
管
理
運

営
を
行
な
っ
て
い
た
が
、
本
市
は
、
昭
和
五
十
四
年
に
施
設
の
運
営
を
兵
庫
県
ユ
ー
ス
ホ
ス
テ
ル
協
会
に
委
託
し
た
。

　

施
設
の
老
朽
化
に
加
え
、
若
者
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
利
用
者
の
減
少
に
よ
り
、
施
設
の
廃
止
に
つ
い
て

県
、
県
ユ
ー
ス
ホ
ス
テ
ル
協
会
、
土
地
の
所
有
者
で
あ
る
芦
有
開
発
株
式
会
社
と
協
議
を
重
ね
、
平
成
十
三
年
三
月
末
を
も
っ
て
廃

止
を
決
定
し
、
平
成
十
四
年
度
に
解
体
・
撤
去
し
た
。
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第
二
節　

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
推
進

一
． 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
構
想　
　

昭
和
四
十
二
年
か
ら
始
ま
っ
た
本
市
の
校
庭
開
放
事
業
は
、
岩
園
小
学
校
を
モ
デ
ル
校
に

指
定
（
昭
和
四
十
六
年
）
し
、
校
庭
開
放
運
営
委
員
会
を
設
置
し
た
。
こ
れ
を
機
に
、
各
小
学
校
の
校
庭
開
放
を
積
極
的
に
推
進
し

た
。
日
曜
ス
ポ
ー
ツ
広
場
の
開
設
、
管
理
指
導
員
・
ス
ポ
ー
ツ
指
導
員
の
配
置
な
ど
に
よ
り
そ
の
内
容
を
充
実
さ
せ
て
き
た
。
こ
れ

を
文
化
面
に
も
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
活
動
が
一
層
活
発
に
な
り
、
近
隣
住
区
ご
と
に
コ
ミ
ニ
ュ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
（
計
画
当

時
の
名
称
）
を
設
置
す
る
と
い
う
当
初
の
構
想
が
実
現
可
能
と
な
っ
た
。
学
校
の
施
設
や
設
備
を
活
用
し
な
が
ら
、
文
化
・
体
育
活

動
に
よ
り
、
市
民
同
士
で
地
域
の
仲
間
意
識
や
連
帯
感
を
高
め
、
自
主
的
な
運
営
で
、
よ
り
よ
い
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
く
た

め
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
の
設
置
を
決
め
た
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
の
誕
生　
　

こ
の
事
業
は
、
生
涯
学
習
の
一
環
と
し
て
、
地
域
住
民
の
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
の
日

常
活
動
を
通
じ
た
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
を
目
的
と
し
て
、
学
校
施
設
の
一
部
を
住
民
が
使
用
し
、
そ
の
運
営
を
地
域
住
民

が
自
主
的
に
行
な
う
も
の
で
あ
る
。

　

昭
和
五
十
三
年
九
月
に
、
三
条
小
学
校
に
三
条
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
（
通
称
コ
ミ
ス
ク
）
が
開
設
さ
れ
た
。
以
降
、
順
次

小
学
校
ご
と
に
開
設
さ
れ
、
昭
和
六
十
一
年
三
月
に
山
手
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
が
開
設
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
全
小
学
校
に
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開
設
さ
れ
た
（
9
‐
2
）。

　

三
条
小
学
校
で
は
、「
開
放
ゾ
ー
ン
」
と
し
て
、
会
議
室
を
は
じ
め
、
体
育
館
、
プ
ー

ル
、
体
育
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
、
管
理
室
、
更
衣
室
・
シ
ャ
ワ
ー
室
、
図
書
室
な
ど
を
開
放

し
、
文
化
活
動
（
文
芸
、
手
芸
、
話
し
合
い
、
打
合
わ
せ
会
、
コ
ー
ラ
ス
、
詩
吟
な
ど
）

や
ス
ポ
ー
ツ
活
動
（
卓
球
、
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
、
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
、
健
康
体
操
、
軟
式
テ
ニ

ス
、
少
年
サ
ッ
カ
ー
、
少
年
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
、
水
泳
な
ど
）
を
行
な
っ
て
い
る
。
平
成
元

年
一
月
、「
芦
屋
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
連
絡
協
議
会
」
が
発
足
し
た
。

　

平
成
二
年
七
月
、
市
教
育
委
員
会
は
、
市
民
の
余
暇
や
学
習
に
関
す
る
意
識
・
実
態
を

把
握
し
、
生
涯
学
習
計
画
の
策
定
な
ど
、
今
後
の
本
市
社
会
教
育
行
政
を
効
果
的
に
進
め

て
い
く
う
え
で
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
市
民
の
生
涯
学
習
に
関
す
る

意
識
調
査
を
行
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
の
参
加
経
験
者
は
、

一
六
％
で
あ
っ
た
が
、
参
加
し
た
こ
と
が
な
い
人
で
も
七
割
強
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
活
動
を
認
知
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
（
市
教
育
委
員
会
「
市
民
の
生
涯
学
習
に
関
す
る
意
識
調
査
報
告
書
」
平
成
三
年
一
月
）。

　

平
成
七
年
一
月
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
よ
り
活
動
拠
点
で
あ
る
各
小
学
校
の
施
設
も
打
撃
を
受
け
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス

ク
ー
ル
の
会
員
も
被
災
し
た
人
が
多
か
っ
た
が
、
平
素
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
で
醸
成
さ
れ
た
連
帯
感
が
復
興
に
大
き
な
力

を
発
揮
し
た
。
ま
た
、
同
年
五
月
十
五
日
に
開
催
さ
れ
た
全
市
的
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
「
フ
ァ
イ
ト
！
芦
屋
」
で
は
、
被
災
し
た
市
民

9-2　コミニュティ・スクール設置一覧
（資料）生涯学習課

コミニュティ・スクール名 開　設　年
三条コミニュティ・スクール 昭和 53 年 09 月
朝日ケ丘コミニュティ・スクール 昭和 54 年 10 月
潮見コミニュティ・スクール 昭和 56 年 04 月
宮川コミニュティ・スクール 昭和 57 年 12 月
打出浜コミニュティ・スクール 昭和 57 年 12 月
浜風コミニュティ・スクール 昭和 58 年 12 月
岩園コミニュティ・スクール 昭和 58 年 12 月
精道コミニュティ・スクール 昭和 60 年 03 月
山手コミニュティ・スクール 昭和 61 年 03 月
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に
大
き
な
勇
気
を
与
え
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
も
活
動
を
再
開
し
た
。

　

そ
の
後
、
本
市
で
展
開
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
は
、
学
校
・
家
庭
・
地
域
が
連
携
を
強
め
、
各
種
の
イ
ベ
ン
ト
や
文

化
・
ス
ポ
ー
ツ
活
動
へ
の
参
加
を
通
じ
て
、
心
豊
か
な
人
づ
く
り
と
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
の
実
現
に
向
け
て
活
動
を
続
け
て
い

る
。

　

完
全
学
校
週
五
日
制
や
学
校
と
地
域
の
役
割
が
見
直
さ
れ
て
い
る
状
況
の
な
か
で
、「
学
社
連
携
」
の
理
念
を
実
践
し
て
い
る
本
市

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
の
役
割
は
、
き
わ
め
て
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　
　

第
三
節　

社
会
体
育
の
推
進

一
． 

ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
概
要

　

体
育
館
・
青
少
年
セ
ン
タ
ー　
　

昭
和
四
十
七
年
七
月
、
体
育
館
・
青
少
年
セ
ン
タ
ー
が
開
館
し
た
。
以
来
、
市
民
の
体
力
づ
く

り
や
健
康
づ
く
り
、
ス
ポ
ー
ツ
活
動
や
、
青
少
年
が
文
化
活
動
、
ス
ポ
ー
ツ
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
行
な
う
拠
点
と
し
て
多
く
の

市
民
に
利
用
さ
れ
て
い
る
（
第
一
節
二
． 

社
会
教
育
施
設
の
概
要
参
照
）。

　

川
西
運
動
場　
　

川
西
運
動
場
は
、
少
年
野
球
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
、
サ
ッ
カ
ー
な
ど
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。

　

野
球
場
お
よ
び
芝
生
広
場　
　

昭
和
五
十
五
年
十
月
、
芦
屋
シ
ー
サ
イ
ド
の
中
央
公
園
内
に
、
ナ
イ
タ
ー
設
備
を
備
え
た
野
球
場
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と
そ
れ
に
隣
接
し
て
多
目
的
に
利
用
で
き
る
芝
生
広
場
が
開
設
さ
れ
た
。

　

平
成
七
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
後
は
、
と
も
に
、
応
急
仮
設
住
宅
用
地
と
し
て
多
く
の
仮
設
住
宅
が
建
て
ら
れ
た
。
仮
設
住
宅

の
撤
去
後
の
野
球
場
は
、
川
西
運
動
場
と
と
も
に
軟
式
野
球
や
少
年
野
球
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
な
ど
の
大
会
や
練
習
の
場
と
し
て
多
く

の
団
体
・
グ
ル
ー
プ
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
芝
生
広
場
で
は
、
土
曜
・
日
曜
日
は
少
年
サ
ッ
カ
ー
、
少
年
ラ
グ
ビ
ー
な
ど
の

大
会
や
練
習
の
場
に
利
用
さ
れ
る
と
と
も
に
、
平
日
は
公
園
と
し
て
開
放
さ
れ
、
市
民
の
憩
い
の
場
と
な
っ
て
い
る
。

　

市
民
プ
ー
ル　
　

本
市
の
北
部
に
昭
和
四
十
一
年
七
月
に
開
場
し
た
朝
日
ケ
丘
公
園
プ
ー
ル
と
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
、
芦
屋
浜

シ
ー
サ
イ
ド
タ
ウ
ン
内
に
開
場
し
た
海
浜
公
園
プ
ー
ル
の
二
施
設
が
あ
る
。
朝
日
ケ
丘
公
園
プ
ー
ル
で
は
、
水
練
学
校
が
開
催
さ

れ
、
海
浜
公
園
は
、
昭
和
六
十
三
年
夏
に
全
国
総
合
体
育
大
会
の
ヨ
ッ
ト
会
場
の
一
部
と
し
て
利
用
さ
れ
る
な
ど
、
多
く
の
市
民
・

団
体
に
利
用
さ
れ
た
。
海
浜
公
園
プ
ー
ル
は
先
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
多
大
な
被
害
を
受
け
た
。
そ
の
た
め
平
成
十
年
九
月
、
新

た
に
B
＆
G
財
団
が
芦
屋
海
洋
セ
ン
タ
ー
（
温
水
プ
ー
ル
）
を
開
場
し
、
海
浜
公
園
プ
ー
ル
と
あ
わ
せ
て
、
一
年
を
通
し
て
利
用

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
数
多
く
の
水
泳
教
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
（
庭
球
場
）　　

平
成
十
八
年
四
月
時
点
に
お
け
る
市
民
が
利
用
で
き
る
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
は
、
松
浜
公
園
（
四

面
）、
西
浜
公
園
（
二
面
）、
東
浜
公
園
（
二
面
）
内
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　

松
浜
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
は
、
昭
和
三
十
一
年
第
一
一
回
国
民
体
育
大
会
の
硬
式
テ
ニ
ス
競
技
会
場
と
し
て
、
市
民
を
は
じ
め
芦

屋
市
国
体
委
員
会
、
芦
屋
コ
ー
ト
建
設
委
員
会
、
県
体
育
協
会
、
テ
ニ
ス
協
会
な
ど
市
内
外
各
方
面
か
ら
の
寄
付
を
得
て
開
設
さ
れ

た
。
西
浜
公
園
・
東
浜
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
は
、
芦
屋
浜
シ
ー
サ
イ
ド
タ
ウ
ン
の
完
成
に
よ
り
、
昭
和
五
十
五
年
四
月
か
ら
、
そ
れ
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ぞ
れ
に
二
面
（
ク
レ
ー
コ
ー
ト
）
の
コ
ー
ト
で
開
場
し
た
。

　

平
成
七
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
よ
り
、
松
浜
公
園
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
は
平
成
十
年
八
月
ま
で
、
西
浜
公
園
・
東
浜
公
園
テ
ニ
ス

コ
ー
ト
は
平
成
十
年
十
二
月
ま
で
、
応
急
仮
設
住
宅
用
地
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
仮
設
住
宅
の
撤
去
後
、
利
用
者
の
安
全
と
利
便
性

を
図
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
人
工
芝
の
コ
ー
ト
に
整
備
し
て
再
開
し
た
。

　

総
合
公
園　
　

総
合
公
園
は
、
災
害
時
に
は
広
域
避
難
施
設
と
し
て
、
ま
た
、
大
気
の
浄
化
を
図
り
、
市
民
の
健
康
保
持
に
役
立

つ
緑
地
と
し
て
、
さ
ら
に
、
陸
上
競
技
場
な
ど
を
有
す
る
公
園
と
し
て
整
備
さ
れ
た
都
市
公
園
で
あ
る
。
平
成
十
五
年
四
月
に
陸
上

競
技
場
や
ミ
ニ
バ
ス
ケ
ッ
ト
、
フ
ッ
ト
サ
ル
な
ど
が
で
き
る
ス
ポ
ー
ツ
コ
ー
ト
を
含
む
北
部
区
域
が
ま
ず
開
場
し
、
翌
十
六
年
四
月

に
南
部
区
域
が
開
場
し
、
全
体
が
完
成
し
た
。
施
設
内
は
緑
比
率
七
〇
％
、
植
樹
率
五
〇
％
の
緑
あ
ふ
れ
る
公
園
で
あ
る
。

二
．
市
民
ス
ポ
ー
ツ
活
動

　

市
民
体
育
祭　
　

昭
和
二
十
六
年
か
ら
開
催
さ
れ
た
市
民
総
合
体
育
大
会
は
、
各
小
学
校
区
を
一
つ
の
単
位
と
し
て
、
各
校
区
対

抗
競
技
と
し
て
総
合
優
勝
や
種
目
別
優
勝
を
争
っ
て
、
熱
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
一
方
で
は
、
校
区
間
の
対
抗
意
識
を

あ
お
る
な
ど
の
問
題
が
あ
り
、
し
だ
い
に
実
施
形
態
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
昭
和
三
十
五
年
度
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
種
目
が
選
手
権

方
式
（
種
目
別
の
大
会
）
に
改
め
ら
れ
た
。
名
称
も
昭
和
三
十
八
年
か
ら
市
民
体
育
祭
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
昭
和
六
十
三
年
度
に

は
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
や
ソ
フ
ト
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
な
ど
新
た
に
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ス
ポ
ー
ツ
の
種
目
を
取
り
入
れ
る
な
ど
、
市

民
が
ス
ポ
ー
ツ
に
つ
い
て
の
理
解
と
関
心
を
深
め
、
積
極
的
に
ス
ポ
ー
ツ
す
る
意
欲
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
充
実
に
努
め
て
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き
た
。

　

昭
和
三
十
八
年
以
来
「
芦
屋
市
民
体
育
祭
」
の
名
称
で
行
な
わ
れ
て
き
た
が
、
平
成
十
・
十
一
年
度
に
は
、「
い
つ
で
も
」、「
ど
こ
で

も
」、「
だ
れ
で
も
」
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
、
ニ
ュ
ー
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
の
種
目
を
中
心
に
、「
芦
屋
ス
ポ
ー
ツ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」

と
新
し
い
装
い
で
実
施
さ
れ
た
。
平
成
十
二
年
度
か
ら
は
、
国
が
推
奨
す
る
体
育
の
日
の
行
事
（
体
力
づ
く
り
強
調
月
間
）
と
し
て

「
熟
年
元
気
モ
リ
モ
リ
体
操
」、「
護
身
術
体
験
講
座
」、「
親
子
体
操
の
つ
ど
い
」、「
新
体
力
測
定
と
健
康
体
力
作
り
相
談
」
な
ど
、
市

民
が
気
楽
に
参
加
で
き
る
内
容
で
実
施
し
て
い
る
。

　

健
康
週
間　
　

昭
和
二
十
七
年
か
ら
市
民
体
育
の
振
興
と
市
民
の
健
康
の
増
進
を
め
ざ
し
「
健
康
週
間
」
を
設
定
し
、
早
起
き
ラ

ジ
オ
体
操
、
早
朝
ハ
イ
キ
ン
グ
、
早
朝
テ
ニ
ス
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ
な
ど
を
昭
和
五
十
四
年
度
ま
で
多
く
の
市
民
の
参
加
を
得
て
実
施

し
た
。
ま
た
、
ジ
ョ
ギ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、
市
民
が
自
由
に
参
加
で
き
る
よ
う
、
健
康
づ
く
り
、
体
力
づ
く
り
に
重
点
を
お
い
た
も

の
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。

　

ペ
タ
ン
ク
競
技　
　

六
か
ら
一
〇
メ
ー
ト
ル
は
な
れ
た
地
面
に
お
か
れ
た
木
製
の
的
球
に
金
属
製
の
ボ
ー
ル
を
投
げ
合
っ
て
、

よ
り
的
に
近
づ
け
る
こ
と
を
競
う
ペ
タ
ン
ク
競
技
（pétanque

）
は
、
フ
ラ
ン
ス
・
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
地
方
で
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る

が
、
日
本
に
は
昭
和
四
十
六
年
に
導
入
さ
れ
た
。
本
市
で
は
昭
和
六
十
年
に
競
技
に
取
り
組
み
、「
だ
れ
で
も
ど
こ
で
も
気
軽
に
楽
し

め
る
」
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
愛
好
者
が
増
え
た
。
翌
六
十
一
年
に
は
、
指
導
者
資
格
認
定
講
習
会
、
市
民
ペ
タ
ン
ク
大
会
が
開
か
れ
、

多
く
の
市
民
が
参
加
し
、
近
隣
都
市
に
「
ペ
タ
ン
ク
の
ま
ち
・
芦
屋
」
を
印
象
づ
け
る
ま
で
に
な
っ
た
。

　

昭
和
六
十
三
年
に
は
「
芦
屋
フ
レ
ン
ド
リ
ー
カ
ッ
プ
・
国
際
交
流
ペ
タ
ン
ク
大
会
」
が
開
催
さ
れ
、
日
本
人
七
九
チ
ー
ム
、
外
国
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人
一
二
チ
ー
ム
が
参
加
し
、
ペ
タ
ン
ク
競
技
を
通
じ
て
市
民
レ
ベ
ル
の
国
際
交
流
、
相
互
理
解
と
友
情
を
深
め
合
う
こ
と
が
で
き
た
。

　

平
成
二
年
に
は
、
市
制
施
行
五
十
周
年
を
記
念
し
て
本
市
で
「
第
五
回
日
本
ペ
タ
ン
ク
選
手
権
」
が
開
催
さ
れ
、
全
国
各
地
か
ら

選
手
が
集
ま
り
、
勝
敗
を
競
っ
た
。
ま
た
「
市
民
ペ
タ
ン
ク
大
会
」
も
開
か
れ
、
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
三
世
代
の
交
流
も
行
な
わ

れ
、
市
民
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
裾
野
が
広
が
っ
た
。

　

平
成
三
、四
年
に
も
「
国
際
親
善
ペ
タ
ン
ク
大
会
」、「
芦
屋
フ
レ
ン
ド
リ
ー
カ
ッ
プ
・
ペ
タ
ン
ク
大
会
」
が
開
か
れ
、
国
際
交
流
の

増
進
や
相
互
理
解
の
増
進
に
大
き
な
成
果
を
残
し
た
。

　

婦
人
運
動
会　
　

婦
人
運
動
会
は
、
昭
和
四
十
年
、
公
民
館
の
芦
屋
婦
人
学
級
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
昭
和
四
十
七
年
に
教
育
委
員

会
体
育
青
少
年
課
が
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
運
動
・
文
化
グ
ル
ー
プ
の
交
流
・
親
睦
を
通
じ
て
婦
人
の
連
帯
意
識
の
向
上
を
図

る
目
的
で
毎
年
行
な
わ
れ
、
昭
和
四
十
八
年
に
は
約
八
〇
〇
人
が
参
加
す
る
ま
で
に
発
展
し
た
。
昭
和
四
十
九
年
か
ら
は
、
行
政
主

導
を
改
め
、
自
主
運
営
の
活
動
と
し
て
体
育
指
導
員
が
中
心
に
な
っ
て
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
親
睦
を
主
眼
と
し
た
運
動
会
と
し
て
運
営

さ
れ
、
高
齢
者
も
参
加
で
き
る
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
平
成
二
年
に
は
市
制
施
行
五
十
周
年
記
念
と
し
て
「
第
二
五
回
婦
人
運
動

会
」
が
催
さ
れ
、
多
数
の
グ
ル
ー
プ
や
団
体
が
参
加
し
て
行
な
わ
れ
、
婦
人
の
体
力
向
上
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。

　

生
活
の
な
か
で
ひ
と
汗
運
動　
　

市
民
が
健
康
・
体
力
づ
く
り
や
ス
ポ
ー
ツ
活
動
を
一
日
最
低
一
五
分
行
な
い
、
ひ
と
汗
か
く
こ

と
で
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
日
常
化
と
体
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
し
た
「
生
活
の
な
か
で
ひ
と
汗
運
動
」
は
、
昭
和
五
十
四
年

度
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
。「
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
だ
れ
で
も
」
気
軽
に
運
動
で
き
る
こ
と
を
提
唱
し
、
各
地
域
の
都
市
公
園
を

中
心
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
最
年
少
六
歳
か
ら
最
高
齢
八
七
歳
ま
で
の
参
加
者
は
、
参
加
す
る
た
び
に
得
点
カ
ー
ド
の
一
〇
〇
マ
ス
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を
埋
め
て
い
き
、
一
〇
〇
マ
ス
が
埋
ま
る
ご
と
に
表
彰
状
と
記
念
バ
ッ
ジ
が
贈
ら
れ
る
仕
組
み
で
、
毎
年
二
〇
〇
名
を
超
え
る
終
了

者
を
出
し
て
い
る
。

　

少
年
少
女
ス
ポ
ー
ツ
大
会　
　

少
年
野
球
・
少
年
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
は
、
昭
和
三
十
六
年
か
ら
実
施
さ
れ
、
小
学
校
の
春
・
夏

の
休
業
日
に
行
な
わ
れ
、
学
校
体
育
で
は
で
き
な
い
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
多
く
の
児
童
が
参
加
し
て
い
る
。
な
お
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大

会
は
、
昭
和
五
十
九
年
か
ら
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
大
会
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
、
女
子
児
童
の
参
加
が
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
各
校
の
ミ

ニ
ス
ポ
ー
ツ
教
室
は
学
校
体
育
施
設
開
放
事
業
の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
た
が
、
コ
ミ
ス
ク
設
立
以
後
は
、
コ
ミ
ス
ク
に
移
管

さ
れ
、
地
域
ス
ポ
ー
ツ
指
導
員
と
保
護
者
が
一
体
と
な
っ
て
自
主
運
営
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
宮
川
小
学
校
、
打
出
浜
小
学
校
の

ミ
ニ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
ク
ラ
ブ
は
全
国
大
会
に
出
場
す
る
な
ど
活
躍
し
て
い
る
。

三
． 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
施
策

　

ス
ポ
ー
ツ
振
興
計
画　
　

都
市
化
、
余
暇
時
間
の
増
大
、
高
齢
化
社
会
の
進
展
な
ど
の
社
会
環
境
の
変
化
に
伴
い
、
ス
ポ
ー
ツ
を

実
践
す
る
人
が
大
幅
に
増
え
、
そ
の
目
的
や
活
動
内
容
が
多
様
化
す
る
な
ど
、
ス
ポ
ー
ツ
を
め
ぐ
る
環
境
は
大
き
く
変
化
し
た
。

　

科
学
技
術
の
発
展
に
よ
っ
て
、
情
報
化
、
国
際
化
が
進
展
す
る
と
と
も
に
経
済
的
、
物
質
的
な
豊
か
さ
の
な
か
で
自
由
時
間
の
増

大
、
世
界
に
類
の
な
い
勢
い
で
進
展
す
る
高
齢
化
社
会
、
価
値
観
の
多
様
化
な
ど
に
伴
い
、
ス
ポ
ー
ツ
に
対
す
る
関
心
が
広
く
高

ま
っ
て
き
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
ふ
ま
え
、
生
涯
の
各
時
期
に
応
じ
て
ス
ポ
ー
ツ
に
親
し
む
こ
と
が
で
き
る
条
件
整
備
の
方
策
と
し
て
、「
す
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る
、
見
る
、
さ
さ
え
る
」
ス
ポ
ー
ツ
ラ
イ
フ
の
実
現
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

本
市
は
、
平
成
五
年
に
「
ス
ポ
ー
ツ
・
フ
ォ
ア
・
オ
ー
ル
計
画
」
を
策
定
し
、
ス
ポ
ー
ツ
教
室
、
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
を

通
し
て
市
民
皆
ス
ポ
ー
ツ
を
め
ざ
し
、
ス
ポ
ー
ツ
団
体
・
ク
ラ
ブ
設
立
な
ど
市
民
ス
ポ
ー
ツ
の
組
織
化
を
図
り
、
市
民
こ
ぞ
っ
て
ス

ポ
ー
ツ
に
親
し
め
る
環
境
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
平
成
十
三
年
十
月
に
実
施
し
た
市
民
意
識
調
査
に
お
い
て
、
市
民
の
定
期

的
ス
ポ
ー
ツ
実
施
率
（
週
一
回
以
上
の
運
動
・
ス
ポ
ー
ツ
実
施
者
の
割
合
）
が
五
六
％
と
な
り
、
一
定
の
成
果
を
収
め
て
き
た
と
い

え
る
。
一
方
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
よ
る
影
響
や
社
会
環
境
の
変
化
に
よ
り
、
市
民
の
ス
ポ
ー
ツ
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
も
多
様
化
し

て
い
る
状
況
や
国
、
県
が
ス
ポ
ー
ツ
振
興
計
画
を
策
定
し
た
こ
と
も
あ
り
、
本
市
も
新
た
な
ス
ポ
ー
ツ
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
平

成
十
五
年
三
月
に
「
ス
ポ
ー
ツ
振
興
基
本
計
画
（
ス
ポ
ー
ツ
・
フ
ォ
ー
・
エ
ブ
リ
ワ
ン
）」
を
策
定
し
た
。
さ
ら
に
、
平
成
二
十
年

六
月
に
同
計
画
の
後
期
五
か
年
計
画
を
策
定
し
た
。

　

後
期
五
か
年
計
画
で
は
、「
す
べ
て
の
市
民
が
豊
か
な
ス
ポ
ー
ツ
ラ
イ
フ
を
通
し
て
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
（
主
体
的
・
活
動
的
・
健
康

的
）
で
質
の
高
い
生
活
を
実
現
す
る
」
こ
と
を
基
本
理
念
と
し
、
⑴
ス
ポ
ー
ツ
・
フ
ォ
ー
・
エ
ブ
リ
ワ
ン
の
実
現
の
た
め
、
週
一
回

以
上
の
定
期
的
ス
ポ
ー
ツ
実
施
率
が
六
六
％
（
三
人
に
二
人
）
に
な
る
こ
と
を
め
ざ
す
、
⑵
市
民
で
つ
く
る
ク
ラ
ブ
ラ
イ
フ
実
現
の

た
め
、
市
民
の
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
加
入
率
が
四
〇
％
に
な
る
こ
と
を
め
ざ
す
、
⑶
学
校
・
家
庭
・
地
域
と
連
携
し
、
子
ど
も
の
体
力

向
上
を
め
ざ
す
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。

　

ス
ポ
ー
ツ
表
彰　
　

平
成
二
年
度
か
ら
市
民
お
よ
び
市
内
に
お
い
て
ス
ポ
ー
ツ
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
団
体
ま
た
は
個
人
で
、
⑴

国
際
的
ま
た
は
国
内
の
ス
ポ
ー
ツ
交
流
に
関
す
る
事
業
、
⑵
各
種
広
域
ス
ポ
ー
ツ
大
会
へ
選
手
を
派
遣
す
る
事
業
、
⑶
優
秀
な
ス
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ポ
ー
ツ
選
手
、
監
督
ま
た
は
功
労
者
な
ど
を
表
彰
す
る
事
業
、
⑷
ス
ポ
ー
ツ
選
手
の
強
化
を
図
る
事
業
（「
芦
屋
市
ス
ポ
ー
ツ
活
動

助
成
金
交
付
要
綱
」）
に
対
し
補
助
を
行
な
っ
て
い
る
。

　

指
導
者
養
成
と
派
遣　
　

市
民
の
ス
ポ
ー
ツ
へ
の
関
心
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
地
域
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
推
進
の
た
め
、
指
導
者
の

役
割
が
重
要
視
さ
れ
、
そ
の
必
要
性
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
各
小
学
校
区
を
地
域
ス
ポ
ー
ツ
振
興
の
単
位
と
し
、
そ

れ
ぞ
れ
に
体
育
指
導
員
を
配
置
し
た
。
体
育
指
導
員
の
活
動
は
、
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
の
た
め
、
市
民
に
対
し
、
ス
ポ
ー
ツ
の
実

技
指
導
や
各
種
ス
ポ
ー
ツ
行
事
の
企
画
・
立
案
・
運
営
に
携
わ
っ
た
り
、
ス
ポ
ー
ツ
に
つ
い
て
の
指
導
助
言
を
行
な
う
こ
と
で
あ

る
。
体
育
指
導
員
は
、
阪
神
地
区
や
県
内
の
体
育
指
導
員
と
の
研
修
を
通
し
て
情
報
交
換
や
交
流
を
図
り
、
自
ら
の
資
質
向
上
に
努

め
て
い
る
。

　

本
市
で
は
、
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
普
及
、
振
興
を
図
る
た
め
、
昭
和
五
十
九
年
度
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
リ
ー
ダ
ー
認
定
講
習
会
を
実
施

し
、
指
導
者
や
ス
ポ
ー
ツ
リ
ー
ダ
ー
の
養
成
に
努
め
て
き
た
。
こ
の
講
習
会
は
、
ス
ポ
ー
ツ
栄
養
学
な
ど
の
講
義
と
ス
ポ
ー
ツ
チ
ャ

ン
バ
ラ
な
ど
の
実
技
を
取
り
混
ぜ
た
内
容
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
平
成
元
年
に
は
、
芦
屋
市
ス
ポ
ー
ツ
リ
ー
ダ
ー
バ
ン
ク
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
制
度
は
、
地
域
で
活
動
し
て
い
る
指
導

者
や
ス
ポ
ー
ツ
リ
ー
ダ
ー
に
リ
ー
ダ
ー
バ
ン
ク
に
登
録
し
て
も
ら
い
、
市
民
か
ら
の
要
望
に
基
づ
い
て
、
リ
ー
ダ
ー
バ
ン
ク
登
録
指

導
員
と
し
て
派
遣
す
る
な
ど
効
果
的
な
活
用
を
行
な
い
、
市
民
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進
を
図
っ
て
い
る
。

　

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
21
ひ
ょ
う
ご　
　

県
は
、
二
十
一
世
紀
に
向
け
た
、
豊
か
な
ス
ポ
ー
ツ
ラ
イ
フ
を
実
現
し
、
ス
ポ
ー
ツ
を
通
し

た
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
、
平
成
十
二
年
度
か
ら
法
人
県
民
税
超
過
課
税
を
財
源
と
し
て
、
全
県
下
の
小
学
校
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区
に
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
の
設
置
を
支
援
す
る
事
業
を
実
施
し
た
。
本
市
で
は
こ
の
制
度
を
利
用
し
て

平
成
十
二
年
度
か
ら
四
年
間
で
九
地
域
に
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
21
が
設
立
さ
れ
（
9
‐
3
）、
地
域
住
民
に

よ
り
自
主
的
な
運
営
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　

体
育
協
会
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ス
ポ
ー
ツ
協
会　
　

本
市
に
は
各
種
ス
ポ
ー
ツ
の
実
施
団
体
と
し

て
、
芦
屋
市
体
育
協
会
と
芦
屋
市
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ス
ポ
ー
ツ
協
会
の
二
団
体
が
、
本
市
の
市
民
ス

ポ
ー
ツ
推
進
の
中
核
を
担
っ
て
い
る
。

　

芦
屋
市
体
育
協
会
は
、
昭
和
二
十
三
年
十
一
月
に
設
立
さ
れ
た
芦
屋
市
体
育
会
を
前
身
と
し
、
昭
和

二
十
四
年
二
月
に
名
称
変
更
し
体
育
協
会
と
改
め
、
各
種
目
団
体
の
育
成
強
化
を
図
っ
た
。
昭
和
二
十
六

年
度
か
ら
開
催
さ
れ
た
市
民
総
合
体
育
大
会
が
校
区
対
抗
と
な
り
、
体
育
協
会
は
そ
の
推
進
役
と
し
て
積

極
的
に
活
動
を
行
な
っ
た
。
昭
和
四
十
五
年
に
は
加
入
種
目
協
会
が
二
一
団
体
と
な
り
、
ま
た
、
市
民
体

育
祭
を
主
管
し
、
市
民
ス
ポ
ー
ツ
推
進
の
中
核
を
担
っ
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
四
十
七
年
七
月
の
体
育

館
完
成
記
念
に
は
多
く
の
行
事
を
計
画
し
球
技
、
武
道
の
招
待
試
合
な
ど
を
行
な
っ
た
。
平
成
八
年
十
二

月
、
震
災
の
経
験
を
ふ
ま
え
、「
あ
な
た
は
愛
す
る
人
を
救
え
ま
す
か
」
と
題
し
て
、
心
肺
蘇
生
法
講
習
会

を
開
催
し
た
。
そ
の
後
、
救
急
の
日
な
ど
に
講
習
会
を
実
施
し
て
い
る
。
平
成
十
年
度
か
ら
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
ス
ポ
ー
ツ
啓
発
事
業
と
し
て
、
芦
屋
市
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ス
ポ
ー
ツ
協
会
と
の
共
催
で
、
多
く

の
市
民
が
参
加
し
て
ス
ポ
ー
ツ
輪
投
げ
・
ク
ロ
リ
テ
ィ
ー
交
流
大
会
を
開
催
し
た
。

9-3　スポーツクラブ 21 設置一覧　（資料）スポーツ・青少年課

設 立 年 ク　ラ　ブ　名
平成12年 三条スポーツクラブ21
平成13年 スポーツクラブ21潮見、スポーツクラブ21宮川、スポーツクラブYAMATE
平成14年 朝日ケ丘スポーツクラブ21、岩園スポーツクラブ21、スポーツクラブ21打出浜
平成15年 スポーツクラブ21精道、浜風スポーツクラブ21

六
〇
九

第
三
節

社
会
体
育
の
推
進



　

ま
た
、
平
成
十
一
年
度
か
ら
芦
屋
市
民
ゴ
ル
フ
大
会
を
本
市
の
委
託
事
業
と
し
て
運
営
し
て
い
る
。
平
成
十
七
年
九
月
に
特
定
非

営
利
活
動
法
人
と
な
り
、
平
成
十
八
年
四
月
か
ら
指
定
管
理
者
と
し
て
体
育
館
・
青
少
年
セ
ン
タ
ー
・
野
球
場
・
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の

管
理
運
営
を
行
な
っ
て
い
る
。

　

登
録
種
目
団
体
は
、
二
二
団
体
で
あ
る
（
陸
上
競
技
協
会
、
柔
道
協
会
、
水
友
会
、
登
山
会
、
軟
式
野
球
協
会
、
卓
球
協
会
、
剣

道
協
会
、
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
協
会
、
弓
道
協
会
、
テ
ニ
ス
協
会
、
空
手
協
会
、
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
協
会
、
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
協
会
、
バ
ス

ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
協
会
、
サ
ッ
カ
ー
協
会
、
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
会
、
少
林
寺
拳
法
協
会
、
ラ
グ
ビ
ー
ソ
サ
エ
テ
ィ
、
ヨ
ッ
ト
ク
ラ
ブ
、

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
協
会
、
日
本
拳
法
協
会
、
カ
ヌ
ー
協
会
）。

　

芦
屋
市
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ス
ポ
ー
ツ
協
会
は
、
平
成
二
年
二
月
に
設
立
さ
れ
た
。「
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
だ
れ
で
も
、
楽
し

く
、
ス
ポ
ー
ツ
・
フ
ォ
ア
・
オ
ー
ル
」
を
掲
げ
、
各
加
盟
団
体
の
市
民
向
け
活
動
は
も
と
よ
り
、
で
き
る
だ
け
市
民
が
参
加
し
や
す

い
事
業
を
実
施
し
て
い
る
。

　

登
録
団
体
は
一
六
団
体
で
あ
る
（
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
協
会
、
ダ
ン
ベ
ル
体
操
、
フ
ォ
ー
ク
ダ
ン
ス
協
会
、
B
・
H
体
操
ク
ラ
ブ
、

健
康
体
操
打
出
ク
ラ
ブ
、
健
康
体
操
ば
ら
グ
ル
ー
プ
、
健
康
体
操
パ
ー
ル
ク
ラ
ブ
、
健
康
体
操
一
期
の
会
、
水
仙
会
婦
人
体
操
ク
ラ

ブ
、
ク
ォ
ー
タ
ー
テ
ニ
ス
協
会
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
・
ゴ
ル
フ
協
会
、
ペ
タ
ン
ク
協
会
、
木
蘭
花
架
拳
協
会
、
ミ
ニ
ト
ラ
ン
ポ
リ
ン
体
操

ク
ラ
ブ
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
ア
ス
ロ
ン
、
ち
ゃ
い
る
ど
モ
ダ
ン
ダ
ン
ス
教
室
）。
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第
四
節　

青
少
年
育
成

一
． 

育
成
事
業
の
概
要

　

青
少
年
育
成
事
業　
　

本
市
で
は
、
学
校
や
家
庭
で
体
験
す
る
こ
と
が
少
な
い
あ
そ
び
や
異
年
齢
集
団
・
団
体
活
動
を
体
得
す
る

こ
と
を
中
心
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
青
少
年
育
成
事
業
を
行
な
っ
て
き
た
。

　

⑴
野
外
活
動
キ
ャ
ン
プ
な
ど　
　

子
ど
も
た
ち
が
野
外
で
の
集
団
生
活
を
体
験
す
る
た
め
、
小
学
校
三
か
ら
六
年
生
を
対
象
と
し

た
野
外
活
動
キ
ャ
ン
プ
（
昭
和
四
十
六
年
）、
冬
山
の
鍛
練
と
し
て
登
山
キ
ャ
ン
プ
（
昭
和
四
十
七
年
）、
家
族
単
位
の
フ
ァ
ミ
リ
ー

キ
ャ
ン
プ
（
昭
和
五
十
一
年
）
な
ど
を
、
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
を
拠
点
に
実
施
し
て
き
た
。
ま
た
、
昭
和
四
十
五
年
か
ら
中
学
生
を

対
象
に
、
船
の
な
か
で
の
生
活
実
践
と
し
て
神
戸
商
船
大
学
（
現
神
戸
大
学
海
事
科
学
部
）
の
「
進
徳
丸
」
で
マ
リ
ン
ス
ク
ー
ル
を

開
催
し
、
海
洋
訓
練
を
開
講
し
た
。

　

⑵
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど　
　

昭
和
五
十
六
か
ら
六
十
年
ま
で
五
回
に
わ
た
っ
て
青
少
年
健
全
育
成
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
、

さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
専
門
家
の
意
見
を
聴
き
、
市
民
と
と
も
に
理
解
を
深
め
る
好
機
会
と
な
っ
た
。
毎
年
五
月
五
日
の
子
ど
も

の
日
に
開
催
さ
れ
て
い
る
「
五
・
五
（
ゴ
ー
ゴ
ー
）
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
に
は
、
多
く
の
子
ど
も
が
参
加
し
、
市
民
に
好
評
で
あ
っ

た
。
昭
和
六
十
年
の
「
国
際
青
年
」
年
を
契
機
と
し
て
、
国
際
青
年
交
流
事
業
を
昭
和
六
十
三
年
ま
で
開
催
し
、
日
本
と
外
国
の
青

年
が
相
互
理
解
を
深
め
た
。
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⑶
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
劇
場
な
ど　
　

平
成
元
年
市
民
の
手
作
り
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
劇
場
を
開
催
し
た
。
ま
た
、
青
少
年
の
さ
ま
ざ
ま

な
体
験
・
学
習
の
場
と
し
て
、
身
近
な
自
然
に
親
し
む
自
然
教
室
、
竹
細
工
や
紙
ね
ん
ど
を
使
っ
た
手
づ
く
り
教
室
を
開
催
し
て
い

る
。
平
成
六
年
度
に
は
、
小
・
中
・
高
校
生
の
た
め
の
演
劇
教
室
を
開
催
し
、
十
二
月
に
そ
の
発
表
会
を
行
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
平
成
七
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
よ
る
、
体
育
館
・
青
少
年
セ
ン
タ
ー
な
ど
施
設
の
閉
鎖
に
伴
い
、
こ
れ
ま
で
開
催

し
て
き
た
事
業
を
中
止
ま
た
は
縮
小
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
野
外
活
動
セ
ン
タ
ー
で
実
施
し
て
い
た
キ
ャ
ン
プ
の
う
ち
、
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ
ン
プ
は
継
続
し
、
丹
波
少
年
自
然
の
家
な
ど
で
実
施
さ
れ
た
。
平
成
九
年
十
月
に
体
育
館
・
青
少
年
セ
ン
タ
ー

が
再
開
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
新
た
に
親
子
で
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
将
棋
教
室
や
囲
碁
教
室
、
星
空
観
察
会
を
実
施
し
た
。
ま
た
、

子
ど
も
た
ち
に
好
評
で
あ
っ
た
五
・
五
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
を
、
子
ど
も
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
と
し
て
復
活
し
た
。

　

学
校
完
全
週
五
日
制
に
向
け
て
、
子
ど
も
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
支
援
す
る
た
め
、「
全
国
こ
ど
も
プ
ラ
ン
（
緊
急
三
ヶ
年
戦

略
）」
の
取
り
組
み
と
し
て
、
子
ど
も
を
対
象
に
し
た
事
業
や
施
設
案
内
な
ど
を
記
載
し
た
「
子
ど
も
情
報
紙
」（
平
成
十
二
～
十
四

年
度
）
が
発
行
さ
れ
た
。

　

平
成
十
六
年
度
か
ら
地
域
子
ど
も
教
室
の
一
つ
と
し
て
、
子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
自
由
に
遊
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
川
西
運

動
場
を
開
放
（
月
～
水
の
午
後
）
し
た
。
ま
た
、
体
育
館
で
は
芦
屋
市
体
育
協
会
に
よ
る
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
教
室
、
卓
球
教
室
な
ど
が

開
催
さ
れ
て
い
る
。

　

本
市
に
お
い
て
は
、
近
年
、
子
ど
も
会
を
初
め
と
す
る
青
少
年
団
体
、
ス
ポ
ー
ツ
団
体
な
ど
が
実
施
す
る
事
業
が
増
加
傾
向
に
あ

る
こ
と
か
ら
、
従
来
か
ら
取
り
組
ま
れ
て
き
た
キ
ャ
ン
プ
な
ど
青
少
年
育
成
事
業
の
あ
り
方
・
実
施
方
法
な
ど
の
見
直
し
を
行
な

六
一
二

第
九
章

社
会
教
育
の
推
進　

生
涯
学
習
の
振
興



い
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
多
く
の
事
業
を
休
止
し
た
。

　

阪
神
丹
波
ふ
る
さ
と
交
流
事
業　
　

都
市
と
農
村
の
生
活
と
教
育
の
交
流
を
図
り
、
将
来
を
担
う
若
い
世
代
の
健
全
な
育
成
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
阪
神
丹
波
の
市
町
で
構
成
す
る
一
部
事
務
組
合
（
現
在
の
構
成
市
町
は
、
尼
崎
市
・
西
宮
市
・
伊
丹

市
・
宝
塚
市
・
川
西
市
・
三
田
市
・
芦
屋
市
・
猪
名
川
町
・
丹
波
市
・
篠
山
市
の
九
市
一
町
）
に
よ
っ
て
、
昭
和
五
十
三
年
三
月
、

氷
上
郡
青
垣
町
（
現
丹
波
市
）
に
「
丹
波
少
年
自
然
の
家
」
が
建
設
さ
れ
、
同
年
六
月
に
開
所
し
た
。

　

丹
波
少
年
自
然
の
家
で
は
、
⑴
自
然
と
ふ
れ
あ
い
、
自
然
と
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
の
豊
か
さ
や
力
の
大
き
さ
、
厳
し
さ
、

守
る
こ
と
の
大
切
さ
な
ど
を
学
ぶ
と
と
も
に
、
地
域
と
ふ
れ
あ
い
、
地
域
社
会
へ
の
理
解
を
通
し
て
、
学
校
や
家
庭
で
は
得
が
た
い

体
験
を
す
る
、
⑵
集
団
宿
泊
生
活
を
通
じ
て
、
人
と
人
と
の
ふ
れ
あ
い
に
よ
り
、
相
手
の
立
場
を
理
解
し
、
規
律
・
協
同
・
友
愛
・

奉
仕
の
精
神
を
養
う
こ
と
に
よ
っ
て
好
ま
し
い
人
間
関
係
の
確
立
と
福
祉
の
心
を
培
う
、
⑶
野
外
活
動
を
通
し
て
、
自
然
の
な
か
で

の
び
の
び
と
活
動
す
る
こ
と
に
よ
り
、
豊
か
な
感
性
と
た
く
ま
し
い
体
力
づ
く
り
を
行
な
い
、
心
身
の
調
和
の
と
れ
た
健
全
な
少
年

の
育
成
を
め
ざ
す
こ
と
を
教
育
目
標
と
し
て
、
構
成
市
町
の
自
然
学
校
や
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
団
体
の
日
帰
り
学
習
や
宿
泊
を
受
け
入

れ
て
い
る
。
阪
神
丹
波
ふ
る
さ
と
交
流
事
業
と
し
て
、「
土
」
に
親
し
む
田
ん
ぼ
大
好
き
倶
楽
部
、
田
植
え
の
集
い
な
ど
を
行
な
っ
て

い
る
。

　

平
成
二
十
一
年
度
の
本
市
の
宿
泊
利
用
は
、
一
四
団
体
の
べ
二
三
〇
三
人
、
阪
神
丹
波
ふ
る
さ
と
交
流
事
業
に
は
宿
泊
・
日
帰
り

あ
わ
せ
て
一
九
家
族
一
〇
二
人
が
参
加
・
利
用
し
て
い
る
。
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二
． 

青
少
年
対
策
事
業 

　

勤
労
青
少
年
対
策　
　

昭
和
三
十
五
年
、
県
教
育
委
員
会
の
提
唱
に
よ
る
職
場
青
年
教
室
、
趣
味
・
文
化
教
室
が
県
下
各
市
町

に
開
設
さ
れ
た
。
本
市
に
お
い
て
は
、
昭
和
三
十
五
年
十
月
か
ら
三
十
六
年
三
月
に
か
け
て
東
部
（
図
書
館
）、
中
部
（
上
宮
川
集

会
所
）、
西
部
（
甲
陽
市
場
集
会
所
）
で
初
め
て
の
勤
労
青
年
の
た
め
の
教
室
が
順
次
開
設
さ
れ
、
書
道
、
映
写
技
術
、
簿
記
、
ペ

ン
習
字
な
ど
の
講
座
が
開
か
れ
た
。
ま
た
、
公
民
館
で
は
、
昭
和
三
十
六
年
四
月
、
市
内
の
家
庭
で
雇
用
さ
れ
て
家
事
を
手
伝
う
女

性
（
当
時
、
お
手
伝
さ
ん
と
呼
ば
れ
た
）
を
対
象
に
「
ひ
ま
わ
り
婦
人
学
級
」
が
開
設
さ
れ
た
。
当
時
、
本
市
に
は
一
五
〇
〇
か
ら

二
〇
〇
〇
人
ち
か
く
の
「
お
手
伝
い
さ
ん
」
が
い
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、「
自
分
た
ち
の
集
ま
り
の
場
を
も
ち
、
同
じ
職
業
に
あ
る
若

い
女
性
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
学
習
や
楽
し
い
集
い
を
も
つ
た
め
、
公
民
館
を
借
用
し
た
い
」
と
の
相
談
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
学

級
を
創
設
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
年
五
月
に
文
部
省
の
婦
人
学
級
と
し
て
委
嘱
さ
れ
、
一
般
教
養
、
生
活
技
術
、
趣
味
実
技
、
レ
ク

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
野
外
活
動
な
ど
を
主
題
に
学
習
し
た
。

　

昭
和
四
十
二
年
、
市
内
在
住
、
在
勤
の
勤
労
青
少
年
を
結
集
し
て
、
働
く
若
人
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
「
雑
草
の
会
」
が
発
足
し

た
。
勤
労
青
少
年
の
余
暇
を
通
じ
て
の
仲
間
づ
く
り
と
し
て
一
泊
の
宿
泊
交
流
会
や
ハ
イ
キ
ン
グ
な
ど
を
行
な
う
と
と
も
に
、
共

通
し
た
人
生
問
題
に
つ
い
て
話
し
合
う
な
ど
、
勤
労
青
少
年
同
士
の
交
流
を
深
め
た
。
さ
ら
に
、「
働
く
若
人
盆
踊
り
大
会
」（
昭
和

四
十
三
年
）
を
自
ら
企
画
運
営
し
た
。

　

昭
和
五
十
八
年
、
新
た
に
青
少
年
セ
ミ
ナ
ー
や
、
実
用
漢
字
、
生
花
教
室
な
ど
を
開
催
し
、
学
習
機
会
や
交
流
の
場
を
提
供
し
て
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き
た
が
、
市
内
就
労
の
青
少
年
の
減
少
な
ど
か
ら
事
業
の
見
直
し
を
行
な
い
、
平
成
五
年
度
か
ら
事
業
を
休
止
し
、
そ
の
後
廃
止
し

た
。

　

留
守
家
庭
児
童
対
策　
　

保
護
者
の
就
労
な
ど
に
よ
り
、
昼
間
家
庭
に
お
い
て
適
切
な
保
護
育
成
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
小

学
生
（
一
～
三
年
生
）
を
対
象
と
し
て
、
遊
び
を
通
じ
た
生
活
指
導
な
ど
児
童
の
健
全
な
育
成
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
留
守
家
庭

児
童
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

　

昭
和
四
十
年
度
当
初
は
、
国
の
委
託
事
業
と
し
て
、
宮
川
小
学
校
お
よ
び
青
少
年
セ
ン
タ
ー
で
、
学
習
コ
ー
ナ
の
設
置
と
施
設
の

開
放
を
行
な
っ
て
い
た
が
、
昭
和
四
十
一
年
七
月
、
文
部
省
の
モ
デ
ル
事
業
と
し
て
留
守
家
庭
児
童
会
「
仲
よ
し
学
級
」
を
同
小
学

校
に
開
設
し
た
。
こ
の
仲
よ
し
学
級
は
、
小
学
校
三
年
生
ま
で
の
児
童
二
〇
人
を
対
象
に
、
学
校
教
育
の
延
長
で
は
な
く
、
家
庭
的

な
雰
囲
気
の
な
か
で
、
児
童
の
活
動
を
主
体
と
し
た
指
導
計
画
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
、
そ
の
後
、
昭
和
四
十
五
年
、
岩
園
小
学
校
に

「
杉
の
子
学
級
」、
山
手
小
学
校
に
「
山
手
学
級
」
が
開
設
さ
れ
た
が
、「
山
手
学
級
」
は
入
級
す
る
児
童
が
少
数
の
た
め
同
年
七
月

に
閉
鎖
し
、
あ
ら
た
め
て
昭
和
四
十
九
年
「
わ
ん
ぱ
く
学
級
」
と
改
称
し
再
開
さ
れ
た
。

　

昭
和
五
十
年
、
朝
日
ケ
丘
小
学
校
「
山
の
子
学
級
」、
三
条
小
学
校
「
か
し
の
み
学
級
」、
昭
和
五
十
四
年
潮
見
小
学
校
「
し
お
か

ぜ
学
級
」、
昭
和
五
十
七
年
浜
風
小
学
校
「
ら
い
お
ん
学
級
」、
打
出
浜
小
学
校
「
は
ま
ゆ
う
学
級
」
を
開
設
し
、
全
小
学
校
に
留
守

家
庭
児
童
会
学
級
が
設
置
さ
れ
た
。
平
成
十
一
年
山
手
小
学
校
と
三
条
小
学
校
の
統
廃
合
に
よ
り
、
三
条
小
学
校
「
か
し
の
み
学

級
」
を
山
手
小
学
校
「
わ
ん
ぱ
く
学
級
」
に
統
合
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
学
級
に
は
、
児
童
の
人
数
に
応
じ
て
、
指
導
員
が
配
置
さ
れ

た
。
平
成
十
八
年
の
場
合
で
は
、
市
内
八
学
級
で
三
〇
五
人
の
児
童
が
在
籍
し
、
放
課
後
か
ら
午
後
五
時
ま
で
遊
び
を
中
心
に
し
た
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余
暇
指
導
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　

平
成
九
年
、
国
は
児
童
福
祉
法
を
改
正
し
、
新
た
に
「
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
」
と
し
て
位
置
づ
け
た
。

　

本
市
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
芦
屋
市
留
守
家
庭
児
童
会
要
綱
で
事
業
を
運
営
し
て
き
た
が
、
国
の
法
改
正
の
趣
旨
や
本
市
の
行

政
改
革
の
検
討
項
目
で
あ
る
「
有
料
化
」
の
課
題
、
ま
た
、
学
級
を
利
用
す
る
保
護
者
会
な
ど
か
ら
施
設
整
備
や
運
営
方
法
な
ど
の

改
善
、
法
改
正
に
よ
る
事
業
の
位
置
づ
け
の
明
確
化
な
ど
の
要
望
も
あ
り
、
平
成
十
年
か
ら
条
例
化
の
検
討
を
す
す
め
、
平
成
十
五

年
に
育
成
料
の
徴
収
や
土
曜
日
の
開
設
な
ど
を
規
定
し
た
「
芦
屋
市
留
守
家
庭
児
童
会
条
例
」
を
制
定
し
、
平
成
十
六
年
四
月
か
ら

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
事
業
と
し
て
実
施
し
た
。

　

学
級
行
事
と
し
て
は
、
夏
ま
つ
り
、
ク
リ
ス
マ
ス
交
流
会
、
誕
生
会
な
ど
を
実
施
し
、
遊
び
を
通
し
て
児
童
の
健
全
育
成
を
図
っ

て
い
る
。

　

青
少
年
愛
護
セ
ン
タ
ー　
　

市
立
青
少
年
愛
護
セ
ン
タ
ー
は
、
青
少
年
非
行
の
早
期
発
見
、
早
期
補
導
と
い
う
立
場
か
ら
設
置
さ

れ
た
市
立
少
年
補
導
所
（
昭
和
三
十
六
年
開
設
）
が
前
身
で
あ
る
。
設
立
当
初
の
少
年
補
導
所
は
、
芦
屋
警
察
署
の
少
年
補
導
所
派

遣
警
察
官
と
と
も
に
、
市
内
の
少
年
補
導
に
従
事
し
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
は
、「
摘
発
・
取
締
り
」
と
い
っ
た
警
察
に
関
係
し
た
少

年
非
行
対
策
機
関
と
し
て
の
性
格
が
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

昭
和
四
十
九
年
四
月
、
青
少
年
と
一
体
に
な
っ
て
問
題
行
動
の
克
服
を
考
え
、
青
少
年
の
立
場
か
ら
そ
の
人
権
を
守
り
、
育
て
る

こ
と
を
め
ざ
し
、
市
立
少
年
補
導
所
を
市
立
青
少
年
愛
護
セ
ン
タ
ー
と
改
称
す
る
と
と
も
に
、
全
国
に
先
が
け
て
、
青
少
年
が
事

件
・
事
故
に
あ
わ
な
い
よ
う
に
見
守
り
、
健
全
な
心
を
育
て
る
地
域
づ
く
り
、
環
境
づ
く
り
を
「
愛
護
活
動
」
と
位
置
づ
け
、
街
頭
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巡
視
・
環
境
浄
化
・
相
談
活
動
・
啓
発
活
動
を
実
施
し
て
い
る
。

　

愛
護
委
員
は
、
市
立
小
中
学
校
の
P
T
A
な
ど
か
ら
推
薦
さ
れ
た
人
を
、
市
教
育
委
員
会
が
委
嘱
し
、
小
学
校
区
ご
と
に
班
を

つ
く
り
、
班
単
位
を
基
本
に
活
動
し
て
い
る
。

　

愛
護
委
員
に
よ
る
街
頭
巡
視
活
動
は
、
朝
の
登
校
時
の
あ
い
さ
つ
運
動
・
登
校
見
守
り
、
昼
間
の
パ
ト
ロ
ー
ル
、
夜
間
の
パ
ト

ロ
ー
ル
な
ど
を
行
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
パ
ト
ロ
ー
ル
の
際
に
、
通
学
路
の
安
全
点
検
や
公
園
の
遊
具
の
点
検
、
ク
リ
ー
ン
作
戦

（
清
掃
活
動
）
を
兼
ね
て
行
な
う
な
ど
、
地
域
の
環
境
浄
化
の
活
動
も
行
な
っ
て
い
る
。

　

平
成
十
八
年
か
ら
、
青
色
回
転
灯
付
装
備
車
（
通
称
青
パ
ト
）
に
よ
る
子
ど
も
見
守
り
巡
回
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
て
い
る
。
パ

ト
ロ
ー
ル
は
、
毎
日
三
台
の
青
パ
ト
が
山
手
、
精
道
、
潮
見
の
各
中
学
校
区
を
そ
れ
ぞ
れ
巡
回
し
て
い
る
。
ま
た
、
青
少
年
に
有
害

な
本
、
雑
誌
、
ビ
デ
オ
、
D
V
D
な
ど
を
回
収
す
る
白
ポ
ス
ト
を
市
内
六
か
所
（
阪
急
芦
屋
川
駅
北
広
場
、
J
R
芦
屋
駅
の
北
側
と

南
側
に
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
、
阪
神
打
出
駅
北
側
、
ダ
イ
エ
ー
芦
屋
浜
店
、
市
役
所
北
駐
車
場
）
に
設
置
し
て
い
る
。
年
間
八
〇
〇
冊
を

超
え
る
雑
誌
、
図
書
な
ど
の
回
収
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
回
収
実
績
以
上
に
市
民
の
環
境
浄
化
に
対
す
る
意
識
を
高
め
る
シ
ン
ボ
ル

的
な
役
割
も
果
た
し
て
い
る
。

　

昭
和
五
十
七
年
か
ら
、
毎
月
「
愛
護
便
り
」
を
発
刊
し
、
学
校
な
ど
関
係
機
関
に
配
布
し
情
報
を
提
供
し
て
い
る
。
ま
た
、
各

小
学
校
区
の
愛
護
委
員
と
P
T
A
役
員
が
協
力
し
て
、
校
区
を
実
際
に
見
て
回
り
、
危
険
な
箇
所
な
ど
を
地
図
上
に
記
し
た
安
全

マ
ッ
プ
を
作
成
し
、
学
校
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
児
童
・
生
徒
へ
配
布
す
る
な
ど
啓
発
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

芦
屋
市
中
学
校
区
青
少
年
健
全
育
成
推
進
会
議
（
中
青
健
）　　

昭
和
五
十
七
年
五
月
に
潮
見
中
学
校
が
県
の
「
青
少
年
健
全
育
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成
推
進
モ
デ
ル
校
」
に
指
定
さ
れ
た
。
こ
れ
を
機
に
同
年
六
月
、
芦
屋
市
中
学
校
区
青
少
年
健
全
育
成
推
進
会
議
が
市
内
三
中
学
校

区
を
単
位
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。
中
学
校
区
ご
と
に
小
中
学
校
連
携
の
う
え
、
P
T
A
・
家
庭
・
地
域
の
関
係
諸
機
関
と
連
携
し
て

各
地
域
内
の
児
童
・
生
徒
の
健
全
育
成
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
昭
和
六
十
二
年
か
ら
精
道
中
学
校
区
で
催
さ
れ
た
「
た
そ

が
れ
コ
ン
サ
ー
ト
」（
地
域
ス
ク
ラ
ム
事
業
）
は
、
学
校
を
舞
台
に
、
家
族
ぐ
る
み
地
域
住
民
が
参
加
し
て
夏
の
ひ
と
と
き
の
ふ
れ
あ

い
を
作
り
出
す
試
み
と
し
て
実
施
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
平
成
元
年
か
ら
は
潮
見
中
学
校
区
、
平
成
二
年
か
ら
は
山
手
中
学
校
区
で
も

「
ふ
れ
あ
い
コ
ン
サ
ー
ト
」
が
行
な
わ
れ
た
。
中
青
健
の
日
常
活
動
と
し
て
は
、「
愛
の
一
声
・
あ
い
さ
つ
運
動
」・
グ
リ
ー
ン
ロ
ー

ド
（
通
学
路
）
の
ク
リ
ー
ン
作
戦
・
講
演
会
や
施
設
見
学
会
な
ど
の
研
修
会
・
地
域
懇
談
会
が
あ
る
。
各
校
区
啓
発
機
関
誌
と
し
て

「
ス
ク
ラ
ム
」（
精
道
中
校
区
）、「
健
や
か
」（
潮
見
中
校
区
）、「
山
中
中
青
健
だ
よ
り
」（
山
手
中
校
区
）
な
ど
も
発
行
さ
れ
て
い
る
。

　

崩
壊
す
る
地
域
共
同
体
や
家
族
の
現
状
に
あ
っ
て
、
地
域
の
教
育
力
の
回
復
が
青
少
年
の
健
全
育
成
に
と
っ
て
大
き
な
課
題
で
あ

る
が
、
中
青
健
活
動
は
地
域
の
教
育
力
回
復
の
試
み
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

　

昭
和
五
十
三
年
九
月
、
青
少
年
の
非
行
防
止
と
健
全
育
成
を
目
的
と
し
て
、
芦
屋
市
青
少
年
育
成
愛
護
協
会
が
設
立
さ
れ
た
。
こ

の
協
会
は
個
人
加
盟
の
自
主
的
団
体
で
、
会
員
相
互
の
連
絡
・
協
議
・
研
修
を
重
ね
な
が
ら
、
常
に
、
愛
護
セ
ン
タ
ー
と
連
携
を
図

り
、
青
少
年
育
成
愛
護
活
動
を
積
極
的
に
展
開
し
て
い
る
。
特
徴
的
な
活
動
と
し
て
は
、
小
中
学
校
の
協
力
を
得
て
、「
子
ど
も
と
語

る
会
」
を
開
催
し
、
子
ど
も
た
ち
が
ふ
だ
ん
地
域
、
家
庭
、
学
校
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
、
感
じ
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
か
、

子
ど
も
た
ち
が
何
を
必
要
と
し
て
い
る
か
な
ど
を
み
つ
け
る
手
だ
て
と
な
る
事
業
を
行
な
っ
て
い
る
。

六
一
八

第
九
章

社
会
教
育
の
推
進　

生
涯
学
習
の
振
興



　
　

第
五
節　

公
開
講
座

一
． 

社
会
教
育
講
座

　

公
民
館
講
座　
　

昭
和
二
十
八
年
四
月
、
公
民
館
は
、
初
め
て
成
人
学
校
の
定
期
講
座
を
開
い
た
。
以
後
、
毎
年
講
座
を
開
き
、

新
た
に
、
昭
和
三
十
五
年
度
か
ら
、
勤
労
青
年
学
級
を
、
翌
三
十
六
年
度
か
ら
、
婦
人
学
級
を
開
い
て
き
た
。

　

し
か
し
、
昭
和
四
十
七
か
ら
五
十
年
に
か
け
て
、
公
民
館
活
動
は
、
昭
和
四
十
六
年
に
上
宮
川
地
区
協
議
会
な
ど
か
ら
提
出
さ
れ

た
「
教
育
五
項
目
要
求
」
な
ど
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
再
点
検
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
か
で
も
、
成
人
学
校
は
、
昭
和
四
十
九

年
度
か
ら
、
視
点
を
変
え
て
生
活
課
題
学
習
と
し
て
再
出
発
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
昭
和
四
十
三
年
か
ら
、
芦
屋
大
学
に
委

託
し
て
実
施
し
て
き
た
芦
屋
大
学
拡
張
講
座
（
芦
屋
婦
人
大
学
）
は
、
生
活
科
学
、
幼
児
教
育
、
健
康
教
育
の
三
コ
ー
ス
を
開
い
た

が
、
昭
和
四
十
九
年
度
に
廃
止
に
な
っ
た
。

　

従
来
の
学
校
（
学
級
）・
講
座
を
点
検
し
て
再
出
発
し
た
生
活
課
題
学
習
は
、
昭
和
四
十
九
年
度
に
「
消
費
者
講
座
」、「
在
日
朝
鮮

人
問
題
を
考
え
る
講
座
」、「
障
害
者
の
労
働
問
題
を
考
え
る
講
座
」、「
幼
児
教
育
学
級
」
の
四
科
目
を
開
設
し
、「
同
和
教
育
講
座
」、

「
同
和
教
育
拡
張
講
座
」
を
含
め
て
、
人
権
教
育
を
中
心
に
し
た
取
り
組
み
を
展
開
し
た
。

　

昭
和
五
十
年
、
新
規
講
座
と
し
て
「
憲
法
講
座
」、「
地
方
史
講
座
」、「
服
飾
講
座
」
を
加
え
、
七
講
座
と
な
っ
た
。
翌
五
十
一
年
に

は
、
新
設
さ
れ
た
公
民
館
の
事
業
と
し
て
、
講
義
室
に
お
け
る
講
義
を
主
に
し
た
講
座
、
料
理
教
室
を
利
用
し
た
料
理
講
座
、
音
楽
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室
で
開
か
れ
た
現
代
音
楽
入
門
講
座
な
ど
が
開
か
れ
た
。
以
後
、
生
活
課
題
学
習
は
、
毎
年
開
設
数
を
増
や
し
、
内
容
も
充
実
し
た

も
の
に
な
っ
た
。

　

ま
た
、
芦
屋
夏
期
大
学
は
、
昭
和
三
十
三
年
、
市
内
の
教
職
員
の
夏
期
研
修
会
と
し
て
、
広
い
教
養
を
身
に
つ
け
る
機
会
を
提
供

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
出
発
し
た
が
、
そ
の
後
、
一
般
市
民
に
も
開
放
さ
れ
、
好
評
を
博
し
て
き
た
。
し
か
し
、
講
師
謝
礼
の
問

題
や
単
発
事
業
の
た
め
学
習
の
深
化
が
図
り
に
く
く
、
昭
和
五
十
年
、「
時
事
講
座
」、「
市
民
講
座
」
と
し
て
発
展
的
解
消
を
遂
げ
た
。

　

そ
の
後
、
一
九
八
〇
年
代
に
入
り
、
生
涯
学
習
時
代
を
反
映
し
、
公
民
館
や
ル
ナ
ホ
ー
ル
協
会
を
中
心
に
講
座
や
文
化
事
業
の
充

実
が
図
ら
れ
た
。
平
成
二
年
度
以
降
、
公
民
館
講
座
は
、
記
念
講
演
会
を
は
じ
め
、
幼
児
教
育
学
級
、
同
和
教
育
講
座
、
情
報
未
来

学
、
ふ
る
さ
と
考
現
学
、
国
際
理
解
講
座
な
ど
、
毎
年
、
二
八
か
ら
三
九
講
座
が
開
か
れ
、
多
く
の
受
講
生
が
参
加
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
平
成
七
年
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
よ
り
、
春
、
夏
の
公
民
館
講
座
は
、
施
設
に
大
き
な
被
害
を
受
け
た
う
え
、
避
難

所
と
な
っ
た
た
め
中
止
さ
れ
た
が
、
秋
の
講
座
か
ら
再
開
さ
れ
た
。
平
成
十
三
年
度
に
は
、
国
の
補
助
事
業
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
技
術
講
習
を
公
民
館
が
所
管
し
て
一
四
九
講
座
を
実
施
し
、
の
べ
一
万
五
九
〇
人
が
受
講
し
て
い
る
。

　

芦
屋
川
カ
レ
ッ
ジ　
　

昭
和
六
十
年
秋
か
ら
、
市
の
主
要
施
策
と
し
て
、
国
際
化
、
情
報
化
、
高
齢
化
が
進
行
す
る
な
か
で
、
高

齢
者
自
ら
が
文
化
的
教
養
を
高
め
、
一
定
の
社
会
的
役
割
を
果
た
せ
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
、「
芦
屋
川
カ
レ
ッ
ジ
」
を
開
設
し
た
。

　

芦
屋
川
カ
レ
ッ
ジ
は
、
開
設
準
備
の
段
階
か
ら
受
講
生
に
よ
る
企
画
推
進
委
員
で
検
討
さ
れ
、
発
足
後
も
、
自
主
・
自
立
の
精
神

は
、
講
座
の
運
営
や
自
主
企
画
の
際
に
発
揮
さ
れ
た
。
最
初
の
八
人
の
委
員
は
五
年
間
に
わ
た
り
高
齢
者
の
た
め
の
学
習
機
会
の
路

線
を
確
立
し
、
芦
屋
川
カ
レ
ッ
ジ
の
そ
の
後
の
発
展
を
約
束
す
る
基
礎
を
確
立
す
る
の
に
貢
献
し
た
。
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芦
屋
川
カ
レ
ッ
ジ
の
入
学
資
格
は
、
六
〇
歳
以
上
の
市
内
在
住
者
で
学
習
意
欲
の
あ
る
人
と
さ
れ
て
い
る
が
、
第
一
回
の
募
集
広

告
に
は
「
人
生
の
完
成
期
の
時
期
に
ふ
さ
わ
し
い
社
会
的
能
力
を
高
め
、
生
き
が
い
づ
く
り
に
結
び
つ
い
た
学
習
活
動
を
行
う
」

（「
広
報
あ
し
や
」
昭
和
六
十
年
九
月
一
日
号
）
と
、
そ
の
学
習
目
的
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。

　

第
一
期
は
、
昭
和
六
十
年
十
月
二
日
か
ら
翌
六
十
一
年
三
月
十
二
日
ま
で
の
約
六
か
月
で
「
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
」、「
ふ
る
さ
と
」、

「
科
学
」
の
三
つ
の
コ
ー
ス
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
六
回
の
講
義
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
第
一
回
の
募
集
で
は
、「
こ
こ
ろ
と
か
ら

だ
」
コ
ー
ス
が
三
五
人
、「
ふ
る
さ
と
」
コ
ー
ス
が
三
五
人
、「
科
学
」
コ
ー
ス
が
三
〇
人
、
合
計
一
〇
〇
人
が
定
員
で
、
男
性
三
八

人
、
女
性
六
二
人
が
入
学
し
た
。
入
学
者
の
う
ち
最
高
齢
は
八
七
歳
、
最
年
少
は
六
九
歳
で
あ
っ
た
。
以
後
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災

に
よ
り
実
施
で
き
な
か
っ
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
。
講
義
は
経
済
・
社
会
を
は
じ
め
時
事
・
歴
史
・
自
然
・

科
学
・
文
学
・
芸
術
・
医
療
・
健
康
・
生
活
・
文
化
な
ど
広
範
囲
に
わ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
専
門
家
が
講
師
を
務
め
て
い

る
。

　

昭
和
六
十
一
年
五
月
に
は
修
了
生
に
よ
り
、
カ
レ
ッ
ジ
修
了
後
も
学
習
活
動
を
継
続
す
る
た
め
「
芦
屋
川
カ
レ
ッ
ジ
学
友
会
」
が

結
成
さ
れ
た
。「
学
友
会
」
は
結
成
当
初
は
行
政
の
支
援
も
受
け
て
い
た
が
、
自
主
運
営
が
原
則
で
あ
っ
た
。
受
講
会
員
数
は
時
期
に

よ
っ
て
多
少
異
な
る
が
、
五
〇
か
ら
八
〇
人
前
後
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
高
齢
者
の
学
習
意
欲
に
こ
た
え
て
、
平
成
元
年
九
月
七
日
、
公
民
館
は
、
公
民
館
運
営
審
議
会
に
「
芦
屋
市
立
公
民
館

に
お
け
る
高
齢
者
の
学
習
機
会
に
つ
い
て
」
諮
問
を
行
な
い
、
平
成
二
年
一
月
二
十
二
日
、
答
申
を
得
た
。

　

答
申
で
は
、
高
齢
期
の
学
習
は
、
高
齢
者
の
人
間
関
係
、
職
業
生
活
、
生
活
経
験
な
ど
の
豊
富
な
人
生
経
験
が
地
域
や
ほ
か
の
学
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習
者
の
た
め
に
い
か
せ
る
機
会
で
あ
る
と
同
時
に
、
高
齢
者
自
身
の
人
生
を
幅
広
い
角
度
か
ら
見
直
し
、
学
習
が
生
き
が
い
に
つ
な

が
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
、
新
し
い
情
報
化
時
代
に
備
え
て
の
学
習
内
容
の
策
定
と
事
業
の
推
進
体
制
の
確
立
は
、
高
齢
者
の

学
習
機
会
の
新
し
い
展
開
を
め
ざ
す
た
め
に
は
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
公
民
館
を
中
心
に
し
て
ほ
か
の
関
係
機
関
や
関
係
団

体
と
の
連
携
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
提
言
さ
れ
た
。

　

こ
の
答
申
を
受
け
て
翌
平
成
三
年
に
は
、
生
涯
学
習
へ
の
意
識
が
高
ま
る
な
か
、「
芦
屋
川
カ
レ
ッ
ジ
」
修
了
生
を
対
象
に
「
芦
屋

川
セ
カ
ン
ド
カ
レ
ッ
ジ
」
が
発
足
し
、
系
統
的
な
学
習
が
展
開
さ
れ
た
。

　

芦
屋
川
セ
カ
ン
ド
カ
レ
ッ
ジ
の
入
学
資
格
は
、
芦
屋
川
カ
レ
ッ
ジ
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
で
、
直
接
入
学
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ

て
い
な
い
。
修
業
年
限
は
一
年
で
、
第
一
回
の
募
集
で
は
男
性
三
六
人
、
女
性
九
五
人
、
合
計
一
三
一
人
が
入
学
し
て
い
る
。
最
高

齢
は
八
九
歳
、
最
年
少
は
六
一
歳
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
毎
年
ほ
ぼ
一
〇
〇
か
ら
一
五
〇
人
が
学
ん
で
い
る
。

　

そ
の
後
、
平
成
八
年
度
か
ら
、
企
画
運
営
が
、
公
民
館
か
ら
文
化
振
興
財
団
に
移
管
さ
れ
た
が
、
平
成
十
三
年
か
ら
再
び
市
の
直

営
に
戻
さ
れ
た
。
ま
た
、
平
成
八
年
に
は
、
開
か
れ
た
カ
レ
ッ
ジ
を
め
ざ
し
て
、
在
学
生
以
外
の
一
般
市
民
も
聴
講
生
と
し
て
講
義

を
き
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
平
成
二
十
年
か
ら
は
、
芦
屋
川
大
学
院
と
し
て
装
い
を
新
た
に
発
足
し
て
い
る
。

　

そ
の
他
の
事
業　
　

昭
和
六
十
一
年
か
ら
、
公
民
館
の
新
し
い
事
業
と
し
て
「
サ
マ
ー
・
ル
ナ
・
カ
レ
ッ
ジ
」
が
加
わ
っ
た
。
こ

の
イ
ベ
ン
ト
は
、「
国
際
社
会
に
生
き
る
日
本
・
日
本
人
」
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
専
門
の
講
師
陣
に
講
義
を
依
頼
し
た
。
ま

た
、
平
成
十
二
年
度
か
ら
市
行
政
に
対
す
る
市
民
の
理
解
を
深
め
、
生
涯
学
習
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
芦
屋
市
生
涯
学
習
出
前
講
座
を
実
施
し
た
。
こ
の
講
座
は
、
市
民
で
構
成
さ
れ
る
団
体
か
ら
の
要
請
に
基
づ
き
、
市
職
員
な
ど
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（
課
長
級
以
上
の
職
員
）
が
講
師
を
務
め
、
市
の
行
政
や
施
設
に
つ
い
て
わ
か
り
や
す
く
解
説
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

学
社
連
携
事
業　
　

多
種
多
様
化
す
る
市
民
の
学
習
ニ
ー
ズ
に
こ
た
え
、
ま
た
、
学
習
機
会
の
拡
充
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
市

内
の
教
育
機
関
と
連
携
し
、「
海
技
大
学
校
公
開
講
座
」（
平
成
三
～
五
年
）、「
芦
屋
大
学
公
開
講
座
」（
平
成
六
～
十
年
）、「
田
中
千
代
学

園
市
民
公
開
講
座
」（
平
成
六
年
）、「
県
立
芦
屋
南
高
等
学
校
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
レ
ッ
ジ
『
邦
楽
教
室
』」（
平
成
八
～
十
一
年
）、「
県
立

芦
屋
南
高
等
学
校
オ
ー
プ
ン
カ
レ
ッ
ジ
」（
平
成
十
一
～
十
二
年
）
な
ど
が
開
催
さ
れ
た
。
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